
 
 

様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ） 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組

等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の

下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が

認められる。 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

Ａ Ａ Ａ Ａ    

評定に至った理由 項目別評定のとおり、技術開発マネジメント関連業務において顕著な成果を得ており、業務運営の効率化、財務内容の改善についても着実な業務運営がなされていることか

ら、法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められることから、Ａ評定とした。 
 
２．法人全体に対する評価 
・「Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項」のうち「技術開発マネジメントの機能強化等」については、平成２８年度は６分野の技術戦略に基づき、新規ナショナルプロジェ

クト３事業を立案、既存の３事業に活用したほか、非連続ナショナルプロジェクトの選定基準の明確化、経済産業省で行われていた外部事前評価を平成２８年度からＮＥＤＯで実施するなど、技術

戦略及びそのプロジェクト構想に基づくプロセス（技術戦略～ＰＭ選定～内部・外部事前評価～予算要求～基本計画策定～プロジェクト開始）を実践。また、「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイド

ライン新訂第１版」を策定し、ＰＭ主体のプロジェクト実施を推進するとともに、知財マネジメント基本方針の適用など、技術開発マネジメントの機能強化に向けた取組を推進。さらに、国の政策

方針や事業者からのニーズを踏まえ、間接経費率の拡大など制度改善を実現。 
  ベンチャー企業等の振興については、研究開発型ベンチャーと事業会社との連携を促進する新事業（企業間連携スタートアップに対する事業化支援（ＳＣＡ））を開始し、ベンチャー・エコシステ

ムの更なる強化を図るとともに、オープンイノベーションの推進に向けて、日本初のオープンイノベーション白書を公表するとともに、マッチングイベントやワークショップ等を積極的に開催（前

年度比２倍以上）。また、標準化の推進や金融機関とのマッチング等による事業化支援の推進、各種メディアを活用した情報発信の推進などの取組で顕著な成果を上げている。以上からＡ評価とし

た。 
  「技術分野ごとの目標」については、太陽電池の開発において化合物３接合型太陽電池モジュールで世界最高記録（３１．２％）の達成、セルロース系バイオマスからのエタノールを生産に適し

た世界最高レベルの変換効率となる組換え酵母株の開発、世界トップレベルのエネルギー密度及び出力密度を達成した車載用リチウムイオン電池の開発、世界最高水準の耐熱性等を有するカーボン

ナノチューブを使ったスーパーエンジニアリングプラスチックの開発、国内初となる防爆認証を取得した災害調査用ロボットの開発など、顕著な成果を上げている。以上からＡ評価とした。 
・「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」については、政府方針に対応した機動的な組織体制の構築（ＩｏＴ推進部、ロボット・ＡＩ部、ＡＩ社会実装推進室の設置）、事前評価における電子審査の導

入、ペーパレスの推進による複合機使用量の削減、ＣＯ₂削減に向けた取組、国立研究開発法人で初となるＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）の認証取得などの取組で顕著な成果を上げており、

プロジェクト成果の受賞件数の増加、業務のアウトソーシング拡大などの取組についても着実な業務運営を行っている。以上からＢ評価とした。 
・「Ⅲ．財務内容の改善」については、効率的な執行による運営費交付金債務の削減、リスク管理債権の適正化などの取組について、着実な業務運営を行っている。以上からＢ評価とした。 
・外部有識者からは、これらの取組に対して、効率的な研究開発マネジメントの機能強化、研究開発型ベンチャーに対するシームレスな支援制度の拡充、オープンイノベーションを推進していく体制

の構築、技術開発プロジェクトの標準化、イベントへの参加やフォーラムの開催等による幅広い情報発信などが行われていることを評価する、というコメントを得ている。また、各技術分野でも、

太陽電池、バイオ燃料製造、革新型蓄電池、セルロースナノファイバー、フルＳｉＣパワーモジュールの開発等で成果を上げていることを評価する、というコメントを得ている。さらに、業務運営

の効率化に関しては、第４次産業革命の実現に向けた組織体制の構築と研究開発プロジェクトの実施、ＣＯ₂削減に向けた取組、情報セキュリティマネジメントの国際認証を取得したことについて評

価する、というコメントを得ている。 
・以上を踏まえ、全体の評定をＡ評価とした。 

 
３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
引き続き、第３期中長期計画等の達成に向けた取組を推進する。 

 
４．その他事項 
研究開発に関する審議

会の主な意見 
（研究開発に関する審議会の主な意見などについて記載） 
 

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 
  



 
 

様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目

別調

書№ 

備考 

 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

３１

年度 

  ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

３１

年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項（７５％）  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項（１７．５％）  

 ＜技術開発マネジメントの機能強化等＞   （１）機動的・効率的な組織・

人員体制 

Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅱ  

（ア）技術開発マネジメン

トの機能強化 

Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅰ－１    （２）自己改革と外部評価の徹

底 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ    Ⅱ  

（イ）技術開発型ベンチャ

ー企業等の振興 

Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅰ－１    （３）職員の意欲向上と能力開

発 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅱ  

（ウ）オープンイノベーシ

ョンの推進 

  Ａ Ａ    Ⅰ－１    （４）業務・システムの最適化 Ａ Ａ Ｂ Ａ    Ⅱ  

（エ）国際共同事業の推進 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅰ－１    （５）外部能力の活用 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅱ  

 （オ）技術開発成果の事業

化支援 

  Ａ Ａ    Ⅰ－１    （６）省エネルギー及び省資源

の推進と環境への配慮 

Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅱ  

（カ）情報発信等の推進 Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅰ－１    （７）業務の効率化、役職員の

給与等の水準の適正化 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅱ  

（キ）人材の流動化、育成 Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅰ－１    （８）随意契約の見直しに関す

る事項、入札・契約の適正

化、官民競争入札等の活用、

公益法人等に対する支出の適

正化 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅱ  

研究開発成果を活用しよう 

とする者への出資による実 

用化支援 

 Ｂ       平成２７年
度から

（オ）に含
める。 

  （９）コンプライアンスの推進 Ａ Ｂ Ｂ Ａ    Ⅱ  

＜技術分野ごとの目標＞   業務運営の効率化（１７．

５％） 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ      
（ク）技術分野ごとの目標

（エネルギー分野） 

Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅰ－２    

（ク）技術分野ごとの目標

（産業技術分野） 

Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅰ－２   Ⅲ.財務内容の改善に関する事項（７．５％） 

 （ク）技術分野ごとの目標

（国際展開支援） 

Ａ Ａ Ａ Ａ    Ⅰ－２    （１）繰越欠損金の増加の抑制 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅲ  

 ＜クレジット取得関連業務＞  
 

（２）自己収入の増加へ向けた

取組、資産の売却等 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅲ  

   クレジット取得関連業務 Ａ Ｂ Ｂ      平成２８年

度からⅢ．
（５）に含
める。 

  （３）運営費交付金の効率的活

用の推進 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅲ  

技術開発マネジメント関連業

務（７０％） 

Ａ Ａ Ａ         （４）剰余金の適正化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅲ  

技術開発マネジメントの機能

強化等（５０％） 

   Ａ        （５）債務保証経過業務、貸付

経過業務、リスク管理債権適

正化 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ    Ⅲ  

技術分野ごとの目標（２

５％） 

   Ａ        （６）年金、基金、共済等の事

業運営のための資金運用の適

正化 

Ａ Ｂ        

クレジット取得関連業務

（５％） 

Ａ Ｂ Ｂ         （７）関係法人等への支出の適

正化 

Ｂ Ｂ        

 
 

           財務内容の改善（７．５％） Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ      
 

 
          Ⅳ．その他の事項（－）          

 
 

           －          

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す 
難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線  



Ⅰ－1－1 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１ 技術開発マネジメントの機能強化等 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０４２６国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０４３２国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２ ９ 年

度 

３ ０ 年

度 

３ １ 年

度 

ナショナル
プロジェク
トの実用化
達成率 

5 年経過
時点で
25％以上 

27.5％ 34.5％ 28.3％ 22.7％    

 予算額（千円） 123,907,032

の内数 

153,598,478

の内数 

136,594,901

の内数 

133,326,650

の内数 

   

実用化促進
事業の実用
化達成率 

3年経過時
点で 30％
以上 

36.0％ 31.8％ 25.8％ 39.5％    

 決算額（千円） 98,011,031

の内数 

136,812,173

の内数 

153,744,124

の内数 

156,143,614

の内数 

   

事後評価対
象のナショ
ナルプロジ
ェクトの評
価が「合
格」の件数 

中期目標
期間終了
時におい
て 8 割以
上。 

100％ 100％ 100％ 90.9％     経常費用（千

円） 

98,259,557

の内数 

136,858,535

の内数 

 

153,670,307

の内数 

156,028,110

の内数 

   

事後評価対
象のナショ
ナルプロジ
ェクトの評
価が「優
良」の件数 

中期目標
期間終了
時におい
て 6 割以
上。 

84.2％ 93.3％ 92.3％ 81.8％     経常利益（千

円） 

3,624,169

の内数 

3,786,034

の内数 

2,226,767

の内数 

1,630,556

の内数 

   

イノベーシ
ョンの実現
に資する事
業の事後評
価が「順
調」の割合 

中期目標
期間終了
時におい
て 6 割以
上 

74.1％ 64.5％ 77.4％ －     行政サービス

実施コスト（千

円） 

93,996,323

の内数 

134,568,343

の内数 

 

148,504,321

の内数 

156,427,389

の内数 

   

 

新規採択額
に占める中
堅・中小企
業等の採択
額の割合 

20％以上 － － 29.0％ 24.8％     従事人員数 774 の内数 832 の内数 887 の内数 923 の内数    

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

  

  



Ⅰ－1－2 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ア）技術開発マネジメントの機能強化 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 
      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

 （１）技術開発マネジメン
ト関連業務 
 ＮＥＤＯは、エネルギー
分野をはじめとする産業技
術分野全般に関する最新の
技術動向や政策動向を的確
に把握し、政策当局と密接
に連携しつつ、産業技術政
策などの実施機関として適
切に技術開発マネジメント
関連業務を行うことによ
り、我が国の産業競争力の
強化及び国民経済の発展並
びに内外のエネルギー・環
境問題の解決に貢献するも
のとする。その際、民間企
業、大学、公的研究機関、技
術研究組合等との適切な連
携により、事業を効率的・
効果的に実施することとす
る。 
 また、費用対効果等の不
確実性が高くとも、将来の
産業・社会に大きな影響を
もたらし得る技術開発に
は、マネジメント全体の中
で、公的資金の活用も含め
たリスクの軽減など、リス
クマネジメントの高度化も
図りながら、果敢に取り組
むことが必要である。加え
て、イノベーションの担い
手として重要な技術集約型
の中堅・中小・ベンチャー
企業の積極的な活用を図る
ものとする。 
 技術開発マネジメント関
連業務については、事業終
了段階での事後評価結果
（ⅱ）ｂ．に後述）ととも
に、追跡評価によって把握
される以下の結果により評
価し、それを公表するもの
とする。 
 

（１）技術開発マネジメン
ト関連業務 
 機構が、エネルギー分野
をはじめとする産業技術
分野全般に関する技術開
発関連業務を推進するに
当たっては、我が国の産業
競争力強化並びにエネル
ギー、環境問題の解決に貢
献すべく、政府の基本的な
政策に基づく分野に重点
をおいて、日本の産業競争
力強化へ繋がる技術開発
を実施する。その際、政府
と産業界とのインターフ
ェース機能や海外政府と
の調整を始め公的な政策
実施機関である機構の機
能を最大限発揮するとと
もに、これまでの業績を明
確に意識、検証しつつ、実
施する。また、費用対効果
等の不確実性が高くとも、
将来の産業・社会に大きな
影響をもたらし得る技術
開発には、マネジメント全
体の中で、公的資金の活用
も含めたリスクの軽減な
ど、リスクマネジメントの
高度化も図りながら、果敢
に取り組むことが必要で
ある。加えて、イノベーシ
ョンの担い手として重要
な技術集約型の中堅・中
小・ベンチャー企業の積極
的な活用を図るものとす
る。 
 こうした観点を踏まえ、
技術開発マネジメントに
ついては、事業終了段階で
の事後評価（１.(１)ア
(ii) b. に後述）の結果と
ともに、追跡評価（１.(１)
ア（ii）c. に後述）によっ
て把握される以下の結果
により評価し、それを公表
するものとする。 

（１）技術開発マネジメント
関連業務 
 機構が、エネルギー分野を
はじめとする産業技術分野全
般に関する技術開発関連業務
を推進するに当たっては、我
が国の産業競争力強化並びに
エネルギー、環境問題の解決
に貢献すべく、政府の基本的
な政策に基づく分野に重点を
おいて、日本の産業競争力強
化へ繋がる技術開発を実施す
る。その際、政府と産業界と
のインターフェース機能や海
外政府との調整を始め公的な
政策実施機関である機構の機
能を最大限発揮するととも
に、これまでの業績を明確に
意識、検証しつつ、実施する。
また、費用対効果等の不確実
性が高くとも、将来の産業・
社会に大きな影響をもたらし
得る技術開発には、マネジメ
ント全体の中で、公的資金の
活用も含めたリスクの軽減な
ど、リスクマネジメントの高
度化も図りながら、果敢に取
り組むことが必要である。加
えて、イノベーションの担い
手として重要な技術集約型の
中堅・中小・ベンチャー企業
の積極的な活用を図るものと
する。 
こうした観点を踏まえ、技

術開発マネジメントについて
は、事業終了段階での事後評
価（１．（１）（ア）（ⅱ）（ｂ） 
に後述）の結果とともに、追
跡評価（１．（１）（ア）（ⅱ）
（ｃ） に後述）によって把握
される以下の結果により評価
し、それを公表するものとす
る。 
 

－ （１）技術開発マネジメント関連業務 
機構が、エネルギー分野をはじめとする

産業技術分野全般に関する技術開発関連
業務を推進するに当たっては、我が国の産
業競争力強化並びにエネルギー、環境問題
の解決に貢献すべく、政府の基本的な政策
に基づく分野に重点をおいて、日本の産業
競争力強化へ繋がる技術開発を実施した。
その際、政府と産業界とのインターフェー
ス機能や海外政府との調整を始め公的な
政策実施機関である機構の機能を最大限
発揮するとともに、これまでの業績を明確
に意識、検証しつつ、実施した。また、費
用対効果等の不確実性が高くとも、将来の
産業・社会に大きな影響をもたらし得る技
術開発には、マネジメント全体の中で、公
的資金の活用も含めたリスクの軽減など、
リスクマネジメントの高度化も図りなが
ら、果敢に取り組んだ。加えて、イノベー
ションの担い手として重要な技術集約型
の中堅・中小・ベンチャー企業の積極的な
活用を図った。 
 
（参考：実施プロジェクト数） 
平成２８年度においては、６９件のプロ

ジェクトを実施中。 
 うち、ナショナルプロジェクト関連 ６
４件 
 うち、実用化促進事業関連 ２件 
 うち、技術シーズの発掘  ２件 
 うち、地球温暖化対策   １件 

＜自己評価の根拠＞ 
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 １）「ナショナルプロジェク
ト」（民間企業等のみでは取
り組むことが困難な、実用
化・事業化までに中長期の
期間を要し、かつリスクの
高い技術開発関連事業）で
あって、２）以外のものに
ついては、その特徴・性格
を踏まえ、技術開発期間の
短期化やリスク回避に決し
て繋がることがないよう十
分留意した上で、事業終了
後、５年経過後の時点での
実用化達成率（製品化又は
上市段階の比率。以下同
じ。）を２５％以上とするこ
とを目標とし、その達成状
況を評価する。 
 

１）「ナショナルプロジェ
クト」（民間企業等のみで
は取り組むことが困難な、
実用化・事業化までに中長
期の期間を要し、かつリス
クの高い技術開発関連事
業）であって、２）以外の
ものについては、その特
徴・性格を踏まえ、技術開
発期間の短期化やリスク
回避に決して繋がること
がないよう十分留意した
上で、事業終了後、５年経
過後の時点での実用化達
成率（製品化又は上市段階
の比率。以下同じ。）を２
５％以上とすることを目
標とし、その達成状況を評
価する。 

１）「ナショナルプロジェク
ト」（民間企業等のみでは取
り組むことが困難な、実用
化・事業化までに中長期の期
間を要し、かつリスクの高い
技術開発関連事業）であっ
て、２）以外のものについて
は、その特徴・性格を踏ま
え、技術開発期間の短期化や
リスク回避に決して繋がるこ
とがないよう十分留意した上
で、事業終了後、５年経過後
の時点での実用化達成率（製
品化又は上市段階の比率。以
下同じ。）を２５％以上とす
るという中長期計画の達成に
向けて取り組み、また、その
達成状況を評価する。 

－ ナショナルプロジェクトについては、平
成２２年度に事業を終了した２５６事業
者のうち、５８事業者（２２．７％）が実
用化を達成した。 

●第３期中長期計画期間中の達成率は２８．
０％となり、目標値（２５％）を２年前倒
しで達成済み。 

 

 ２）「ナショナルプロジェク
ト」のうち、非連続なイノ
ベーションの創出を目的と
して行われる技術開発関連
事業であって、特にリスク
の高いもの（以下「非連続
ナショナルプロジェクト」
という。）については、実用
化・事業化の見通し、獲得
された知見の他の技術や用
途への波及効果等の観点か
ら多面的に評価する。 

２）「ナショナルプロジェ
クト」のうち、非連続なイ
ノベーションの創出を目
的として行われる技術開
発関連事業であって、特に
リスクの高いもの（以下
「非連続ナショナルプロ
ジェクト」という。）につい
ては、実用化・事業化の見
通し、獲得された知見の他
の技術や用途への波及効
果等の観点から多面的に
評価する。 

２）「ナショナルプロジェク
ト」のうち、非連続なイノベ
ーションの創出を目的として
行われる技術開発関連事業で
あって、特にリスクの高いも
の（以下「非連続ナショナル
プロジェクト」という。）につ
いては、実用化・事業化の見
通し、獲得された知見の他の
技術や用途への波及効果等の
観点から多面的に評価する 

－  非連続ナショナルプロジェクトの評価
方法を決定し、実施に向けて準備を進めて
いる(平成２８年度は評価対象案件なし）。 

●平成２８年度に選定基準や選定手順を決
定し、平成２７年度開始プロジェクトから
１件、平成２８年度開始プロジェクトから
２件、平成２９年度開始プロジェクトから
１件の非連続ナショナルプロジェクトを
選定。 

 

 ３）「実用化促進事業」（実
用化・事業化に比較的近い
技術の実用化促進を目的と
する民間企業等によるテー
マ公募型の技術開発関連事
業）については、技術開発
成果の達成とともに実用
化・事業化を一層重視する
との観点から、事業終了後、
３年経過後の時点での実用
化達成率を３０％以上とす
ることを目標とし、その達
成状況を評価する。 
 

３）「実用化促進事業」（実
用化・事業化に比較的近い
技術の実用化促進を目的
とする民間企業等による
テーマ公募型の技術開発
関連事業）については、技
術開発成果の達成ととも
に実用化・事業化を一層重
視するとの観点から、事業
終了後、３年経過後の時点
での実用化達成率を３
０％以上とすることを目
標とし、その達成状況を評
価する。なお、今後、本事
業の対象は中堅・中小・ベ
ンチャー企業に限定する
こととする。 
 

３）「実用化促進事業」（実用
化・事業化に比較的近い技術
の実用化促進を目的とする民
間企業等によるテーマ公募型
の技術開発関連事業）につい
ては、対象を中堅・中小・ベ
ンチャー企業に限定し、技術
開発成果の達成とともに実用
化・事業化を一層重視すると
の観点から、事業終了後、３
年経過後の時点での実用化達
成率を３０％以上とするとい
う中長期計画の達成に向けて
取り組み、また、その達成状
況を評価する。なお、平成２
８年度は、以下を実施する。 
①中堅・中小企業への橋渡し
研究開発促進事業 

②課題解決型福祉用具実用化
開発支援事業 

－ 実用化促進事業については、対象を中
堅・中小・ベンチャー企業に限定した上で、
平成２４年度に終了した４３件のうち、１
７件(３９．５％)が実用化した。 
平成２８年度は中堅・中小・ベンチャー

企業を対象とした以下の事業を実施した。 
①中堅・中小企業への橋渡し研究開発促
進事業 

②課題解決型福祉用具実用化開発支援
事業 

●第３期中長期計画期間中の達成率は３１．
８％となり、目標値（３０％）を達成でき
る見込みを得た。 

 

 加えて、イノベーション
の担い手として重要な技術
集約型の中堅・中小・ベン
チャー企業の育成・支援に
意識的に取り組む観点か
ら、新規採択額に占める中
堅・中小・ベンチャー企業
の採択額の割合を２０％以
上とすることを目標とし、

 加えて、イノベーション
の担い手として重要な技
術集約型の中堅・中小・ベ
ンチャー企業の育成・支援
に意識的に取り組む観点
から、新規採択額に占める
中堅・中小・ベンチャー企
業の採択額の割合の目標
を２０％以上として設定

加えて、イノベーションの
担い手として重要な技術集約
型の中堅・中小・ベンチャー
企業の育成・支援に意識的に
取り組む観点から、中堅・中
小企業への橋渡し研究開発促
進事業の推進等により、中堅・
中小・ベンチャー企業の新規
採択額の割合の目標を２０％

－ イノベーションの担い手として重要な
技術集約型の中堅・中小・ベンチャー企業
の育成・支援への取組として、新規採択額
に占める中堅・中小・ベンチャー企業の採
択額の割合２０％以上を目指し、中小企業
への機構の事業の浸透を目的とした「地域
版ＮＥＤＯフォーラム」や出張説明会（キ
ャラバン活動）の開催等、中堅・中小・ベ
ンチャー企業に対する地道なＮＥＤＯの

●平成２８年度の新規採択額に占める中堅・
中小企業等の採択額の割合は２４．８％と
なり、目標を上回る実績を達成。 
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その達成状況を評価し、そ
れを公表するものとする。 
 
※中堅企業：従業員１，０
００人未満又は売上１，０
００億円未満の企業であっ
て中小企業を除く。 
 

する。その上で、中堅・中
小・ベンチャー企業への各
種事業の周知、応募に関す
る個別相談等を積極的に
行うとともに、必要に応じ
て中堅・中小・ベンチャー
企業向けの応募枠を設け
るなどにより目標の達成
を目指し、達成状況を公表
するものとする。 

以上とする中長期計画の達成
に向けて取り組む。その上で、
中堅・中小・ベンチャー企業
への各種事業の周知、応募に
関する個別相談等を積極的に
行うとともに、必要に応じて
中堅・中小・ベンチャー企業
向けの応募枠を設けるなどに
より目標の達成を目指し、達
成状況を公表するものとす
る。 

認知度向上の取組を実施。平成２８年度の
実績は２４．８％（新規採択額２６４．１
億円のうち中堅・中小企業等の採択額６
５．４億円）であり目標を上回っている。
（参考：補正予算を含まない場合１８．
２％（新規採択額２４２．８億円のうち中
堅・中小企業等の採択額４４．１億円）） 

  また、ナショナルプロ
ジェクト及び実用化促進
事業を、技術分野ごとの
特性や、技術開発を取り
巻く環境の変化を踏まえ
て適切に組み合わせて実
施するとともに、各事業
で得られた成果を相互に
活用する等、事業間連携
に取り組み、分野連携、
融合を促進し、成果の最
大化を図る。また、制度
においては各制度を連携
して実施するとともに、
必要に応じて複数制度を
大括り化する等、機動的
な運用を行う。 
 類似する技術開発テー
マが同時に引き続き進行
したり同種の技術内容が
複数の技術開発事業で行
われることにより、今
後、効率的かつ効果的な
技術開発業務の実施に問
題が生じることがないよ
う、既往の政府決定等に
基づき、業務の枠組みを
含めた事業の再編整理、
技術開発テーマの重点化
等を行い、必要な実施体
制の見直しを行うものと
する。 

また、ナショナルプロジェ
クト及び実用化促進事業を、
技術分野ごとの特性や、技術
開発を取り巻く環境の変化を
踏まえて適切に組み合わせて
実施するとともに、各事業で
得られた成果を相互に活用す
る等、事業間連携に取り組み、
分野連携、融合を促進し、成
果の最大化を図る。また、制
度においては各制度を連携し
て実施するとともに、必要に
応じて複数制度を大括り化す
る等、機動的な運用を行う。 
類似する技術開発テーマや

同種の技術内容が複数の技術
開発事業で行われることによ
り、今後、効率的かつ効果的
な技術開発業務の実施に問題
が生じることがないよう、技
術戦略及び既往の政府決定等
に基づき、業務の枠組みを含
めた事業の再編整理、技術開
発テーマの重点化等を行い、
必要な実施体制の見直しを行
うものとする 

－ また、ナショナルプロジェクト及び実用
化促進事業を、技術分野ごとの特性や、技
術開発を取り巻く環境の変化を踏まえて
適切に組み合わせて実施するとともに、各
事業で得られた成果を相互に活用する等、
事業間連携に取り組み、分野連携、融合を
促進し、成果の最大化を図った。 
具体的には、機構が実施している「超先

端材料超高速開発基盤技術プロジェク
ト」、内閣府が実施している戦略的イノベ
ーション創造プログラム（ＳＩＰ）「革新
的構造材料」及び国立研究開発法人科学技
術振興機構（ＪＳＴ）が実施している「イ
ノベーションハブ構築支援事業／情報統
合型物質・材料開発イニシアチブ」の３事
業間において協力・連携しながらプロジェ
クトを推進した。 

 
 

 ① 技術開発マネジメント
の機能強化 
 ＮＥＤＯは、ナショナル
プロジェクト及び実用化促
進事業について、事業の企
画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、
評価（Ｃｈｅｃｋ）、更にそ
の結果を反映・実行（Ａｃ
ｔｉｏｎ）させた次の計画、
実施及び評価へとつなげる
ＰＤＣＡ（企画－実施－評
価－反映・実行）サイクル
を深化させ、それら各段階
におけるより高度な技術開
発マネジメントを実践する
ものとする。 

（ア）技術開発マネジメン
トの機能強化 
 機構がナショナルプロ
ジェクト及び実用化・事業
化促進事業を推進するに
当たっては、事業の企画
（Ｐｌａｎ）・実施（Ｄｏ）・
評価（Ｃｈｅｃｋ）、更にそ
の結果を反映（Ａｃｔｉｏ
ｎ）させた次の計画（Ｐｌ
ａｎ）及び実施（Ｄｏ）へ
と繋げるいわゆるＰＤＣ
Ａ（企画－実施－評価－反
映・実行）サイクルを深化
させ、高度な技術開発マネ
ジメントを実践する。 

（ア）技術開発マネジメント
の機能強化 
機構がナショナルプロジェ

クト及び実用化・事業化促進
事業を推進するに当たって
は、事業の企画（Ｐｌａｎ）、
実施（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃ
ｋ）、更にその結果を反映（Ａ
ｃｔｉｏｎ）させた次の計画
（Ｐｌａｎ）及び実施（Ｄｏ）
へと繋げるいわゆるＰＤＣＡ
（企画－実施－評価－反映・
実行）サイクルを深化させ、
高度な技術開発マネジメント
を実践する。 

－ （ア）技術開発マネジメントの機能強化 
 機構がナショナルプロジェクト及び実
用化・事業化促進事業を推進するに当たっ
ては、事業の企画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄ
ｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、更にその結果を
反映（Ａｃｔｉｏｎ）させた次の計画（Ｐ
ｌａｎ）及び実施（Ｄｏ）へと繋げるいわ
ゆるＰＤＣＡ（企画－実施－評価－反映・
実行）サイクルを深化させ、高度な技術開
発マネジメントを実践した。具体的には以
下のとおり。 
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 （ⅰ）企画（Ｐｌａｎ）／実
施（Ｄｏ） 
（ⅰ）－１ ナショナルプ
ロジェクト（実証事業を除
く。） 
 ナショナルプロジェクト
（実証事業を除く。）につい
ては、以下の方針の下で実
施する。ただし、平成２６
年度までに開始され、平成
２７年度以降、大幅な見直
しを行わないものについて
は、ⅰ）－２の実証事業と
同様に取り扱うものとす
る。 

（ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプ
ロジェクト（実証事業を除
く。） 
 ナショナルプロジェク
ト（実証事業を除く。）につ
いては、以下の方針の下で
実施する。ただし、平成２
６年度までに開始され、平
成２７年度以降、大幅な見
直しを行わないものにつ
いては、（ⅰ）－２の実証事
業と同様に取り扱うもの
とする。 

（ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプロ
ジェクト（実証事業を除く。） 
 ナショナルプロジェクト
（実証事業を除く。）について
は、以下の方針の下で実施す
る。ただし、平成２６年度ま
でに開始され、平成２７年度
以降、大幅な見直しを行わな
いものについては、（ⅰ）－２
の実証事業と同様に取り扱う
ものとする。 

－ （ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプロジェクト（実
証事業を除く。） 
 ナショナルプロジェクト（実証事業を除
く。）については、以下の通り実施した。
ただし、平成２６年度までに開始され、平
成２７年度以降、大幅な見直しを行わない
ものについては、（ⅰ）－２の実証事業と
同様に取り扱うものとした。 

  

 (a）技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定 
 技術戦略及びプロジェク
ト構想を策定する専門部署
を設け、政府及び公的シン
クタンク等他機関とも連携
し、グローバルな視点で技
術戦略を策定・改定すると
ともに、この技術戦略を基
盤として、プロジェクト構
想を策定する。 

(a)技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定 
 技術戦略研究センター
は、政府及び公的シンクタ
ンク等他機関とも連携し
産学官の英知を集め、将来
の社会ニーズや国際的な
研究動向及び国内の研究
水準から見て実施すべき
技術に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図りつ
つ、技術の開発や普及に係
る道筋を踏まえた技術戦
略を策定するとともに、継
続的に改定する。 
 また、技術戦略研究セン
ターは、策定した技術戦略
を基盤として、今後研究す
べき領域を特定するとと
もに、これを担い得る実施
者を探索し、並行してリソ
ースや緊急性を考慮の上、
プロジェクト構想を策定
する。 
 このため、機構は、国内
外における、学会発表の内
容、論文動向・特許動向、
産業界の研究開発動向等
を把握する仕組みを強化
するとともに、積極的に技
術分野毎の有識者をフェ
ローとして採用すること
等により、技術戦略研究セ
ンターの情報収集分析や
戦略策定の体制・機能の強
化を進める。 
 技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定に当たっ
ては、必要に応じて、方法
論募集（注１）、ワークショ
ップ（注２）、先導調査（注
３）及び先導研究（注４）
の結果を活用する。 

(a)技術戦略及びプロジェク
ト構想の策定 
技術戦略研究センターは、

政府及び公的シンクタンク等
他機関とも連携し産学官の英
知を集め、将来の社会ニーズ
や国際的な研究動向及び国内
外の研究水準から見て実施す
べき技術に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図りつつ、
技術の開発や普及に係る道筋
を踏まえた技術戦略を策定す
るとともに、継続的に改定す
る。 
また、技術戦略研究センタ

ーは、策定した技術戦略を基
盤として、今後研究すべき領
域を特定するとともに、これ
を担い得る実施者を探索し、
並行してリソースや緊急性を
考慮の上、プロジェクト構想
を策定する。 
このため、機構は、国内外に

おける、学会発表の内容、論
文動向・特許動向、産業界の
研究開発動向等を把握する仕
組みを強化するとともに、積
極的に技術分野毎の有識者を
フェローとして採用すること
等により、技術戦略研究セン
ターの情報収集分析や戦略策
定の体制・機能の強化を進め
る。特に、海外の研究開発動
向について、海外公的機関の
最新情報の概要を取りまとめ
たＮＥＤＯ海外技術情報を３
００件発信する。 
技術戦略及びプロジェクト

構想の策定において、必要に
応じて、方法論募集（注１）、
ワークショップ（注２）、先導
調査（注３）及び先導研究（注
４）の結果を活用する。 

－ (a)技術戦略及びプロジェクト構想の策定 
技術戦略研究センターは、経済産業省及

びＪＳＴ等の公的他機関とも連携し産学
官の英知を集め、将来の社会ニーズや国際
的な研究動向及び国内外の研究水準から
見て実施すべき技術に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図りつつ、技術の開発や
普及に係る道筋を踏まえて策定した６分
野の技術戦略に基づき、プロジェクト構想
を策定し、新規ナショナルプロジェクト３
事業（「バイオジェット燃料生産技術開発
事業」、「ロボット・ドローンが活躍する省
エネルギー社会の実現プロジェクト」及び
「高効率な資源循環システムを構築する
ためのリサイクル技術の研究開発事業」）
を立案するとともに、既存のナショナルプ
ロジェクト３事業（「超先端材料超高速開
発基盤技術プロジェクト」、「二酸化炭素原
料化基幹化学品製造プロセス技術開発」及
び「地熱発電技術研究開発」）に活用。 
 機構は、国内外における、学会発表の内
容、論文動向・特許動向、産業界の研究開
発動向等を把握する仕組みを強化すると
ともに、技術分野毎の有識者をフェローと
して５名採用し、技術戦略研究センターの
情報収集分析や戦略策定の体制・機能の強
化を進めた。また、海外の研究開発動向に
ついて、海外公的機関の最新情報の概要を
取りまとめたＮＥＤＯ海外技術情報を４
４１件発信した。 
 技術戦略及びプロジェクト構想の策定
に当たっては、３５件のワークショップを
開催した。方法論募集については、ナショ
ナルプロジェクトの立ち上げを目指した
「エネルギー環境新技術先導プログラム」
において新規設定のためのＲＦＩ
（Request for Information：方法論募集）
を実施した。 
 

●平成２８年度は、６分野の技術戦略に基づ
き、新規ナショナルプロジェクト３事業を
立案するとともに、既存のナショナルプロ
ジェクト３事業に活用。 

 
●外部事前評価をＮＥＤＯで行うことで外
部有識者の意見を迅速に基本計画やマネ
ジメントへ反映することが可能となった。 
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  （注１）方法論募集（Ｒ
ＦＩ：Request for 
Information） 
 産学官におけるアイデ
アや研究状況を把握する
ため、技術開発の様々な
方法論を広く募集する。 
（注２）ワークショップ 
 技術開発の対象技術や
実施者の候補・水準・可
能性等の把握や発掘のた
め、産学官の関係者を一
同に集め、大学や公的研
究機関と産業界とが基礎
研究も含め具体的技術課
題等について双方向で話
し合い、議論を行う。 
（注３）先導調査 
 国内外における、①学
会発表の内容、②論文動
向・特許動向、③産業界
の研究開発動向、④当該
技術による経済・社会イ
ンパクト、⑤当該技術普
及のための方策等を把握
するため、技術戦略及び
プロジェクト構想の策定
の際に調査を行う。 
（注４）先導研究 
 候補となる技術課題の
現状水準、今後の発展可
能性及び限界を確認する
とともに、競合技術・代
替技術の把握のため、研
究者等への委託により予
備的な研究を行う。 

（注１）方法論募集（ＲＦＩ：
Request for Information） 
 産学官におけるアイデアや
研究状況を把握するため、技
術開発の様々な方法論を広く
募集する。 
（注２）ワークショップ 
 技術開発の対象技術や実施
者の候補・水準・可能性等の
把握や発掘のため、産学官の
関係者を一同に集め、大学や
公的研究機関と産業界とが基
礎研究も含め具体的技術課題
等について双方向で話し合
い、議論を行う。 
（注３）先導調査 
 国内外における、①学会発
表の内容、②論文動向・特許
動向、③産業界の研究開発動
向、④当該技術による経済・
社会インパクト、⑤当該技術
普及のための方策等を把握す
るため、技術戦略及びプロジ
ェクト構想の策定の際に調査
を行う。 
（注４）先導研究 
 候補となる技術課題の現状
水準、今後の発展可能性及び
限界を確認するとともに、競
合技術・代替技術の把握のた
め、研究者等への委託により
予備的な研究を行う。 

    

   これらの取組を通じ、
産業界、学術界等との情
報交換等により構築した
外部の専門家・有識者と
のネットワークを深化、
拡大し、機構の技術開発
マネジメントに活用す
る。 

 これらの取組を通じ、産業
界、学術界等との情報交換な
どにより構築した外部の専門
家・有識者とのネットワーク
を深化・拡大し、機構の技術
開発マネジメントに活用す
る。特に、ワークショップに
ついては２０回以上開催す
る。 

－ これらの取組を通じ、産業界、学術界等
との情報交換などにより構築した外部の
専門家・有識者とのネットワークを深化・
拡大し、機構の技術開発マネジメントに活
用した。特に、ワークショップについては
３５回開催した。 
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 (b)ＰＭの選定 
 ＮＥＤＯは、プロジェク
ト構想が策定された段階
で、プロジェクト毎にＰＭ
を選定する。 
 ＰＭは、基本計画の策定
（下記ｃ.）、実施体制の構
築（下記ｄ.）、プロジェク
トの実施（下記ｅ.）等、プ
ロジェクトの進行全体を企
画・管理するものとし、そ
の任務の実施に当たって必
要となる資金配分や技術開
発内容の見直し、実施体制
の変更の権限と裁量を有す
るものとする。 
 このため、ＮＥＤＯは、
ＰＭの任務・責任・権限等
に係る規程を整備するとと
もに、ＰＭの評価やガバナ
ンスに関する仕組みを整備
するものとする。 

(b)ＰＭの選定 
 機構は、プロジェクト構
想が策定された段階で、プ
ロジェクト毎にＰＭを選
定する。その際、プロジェ
クトの規模や特性に応じ
て、以下に示す資質やこれ
らを活用したマネジメン
トの経験を有する人材を
企業・大学や機構内から選
定する。 
・高い技術的知見 
・産学官の専門家との幅広

いネットワーク 
・プロジェクト関係者との

十分なコミュニケーシ
ョン能力 

・目標達成に導く意欲及び
リーダーシップ 

 また、機構は、各ＰＭに
個別プロジェクトの内容
に対応した任務・責任を指
示する。 
 ＰＭは、基本計画の策定
（下記(c)）、実施体制の構
築（下記(d)）、プロジェク
トの実施（下記(e)）等、プ
ロジェクトの進行全体を
企画・管理し、そのプロジ
ェクトに求められる技術
的成果及び政策的効果を
最大化することを念頭に
任務を遂行する。 
 ＰＭは、その任務の遂行
に当たって必要となる資
金配分や技術開発内容の
見直し、実施体制の変更の
権限と裁量を有するもの
とする。 
 このため、機構は、ＰＭ
の任務・責任・権限等に係
る規程、行動規範等を整備
するとともに、ＰＭの評価
やガバナンスに関する仕
組みを整備する。 

(b)ＰＭの選定 
機構は、プロジェクト構想

が策定された段階で、プロジ
ェクト毎にプロジェクト・マ
ネジャー（以下「ＰＭ」とい
う。）を選定する。その際、プ
ロジェクトの規模や特性に応
じて、以下に示す資質やこれ
らを活用したマネジメントの
経験を有する人材を企業・大
学や機構内から選定する。 
・高い技術的知見 
・産学官の専門家との幅広い
ネットワーク 
・プロジェクト関係者との十
分なコミュニケーション能力 
・目標達成に導く意欲及びリ
ーダーシップ 
また、機構は、各ＰＭに個別

プロジェクトの内容に対応し
た任務・責任を指示する。 
ＰＭは、基本計画の策定（下

記（ｃ））、実施体制の構築（下
記（ｄ））、プロジェクトの実
施（下記（ｅ））等、プロジェ
クトの進行全体を企画・管理
し、そのプロジェクトに求め
られる技術的成果及び政策的
効果を最大化することを念頭
に任務を遂行する。 
ＰＭは、その任務の遂行に

当たって必要となる資金配分
や技術開発内容の見直し、実
施体制の変更の権限と裁量を
有するものとする。 
このため、機構は、ＰＭの任

務・責任・権限等に係る規程、
行動規範等を整備するととも
に、ＰＭの評価やガバナンス
に関する仕組みを整備する。
さらに、研究開発プロジェク
ト・マネジメントガイドライ
ン、アクションチェックリス
ト、ＰＭの行動ガイドなど、
複数のプロジェクト・マネジ
メントに関連するガイドライ
ン等を整理・統合し、ＰＭの
権限と裁量を明確にする。 

－ (b)ＰＭの選定 
 ＰＭ指名プロセスを起案決裁とし、所属
部長から書面で手交する方式に改善。併せ
て、ＰＭ指名に関するマニュアルも整備し
た。また、「ＮＥＤＯ研究開発マネジメン
トガイドライン」「アクションチェックリ
スト」「ＰＭの行動ガイド」を体系的に再
構築した「ＮＥＤＯ研究開発マネジメント
ガイドライン新訂第１版」を作成しリリー
スした。 
平成２８年度末現在のＰＭの内訳は、民

間出向が３１名、プロパーが１８名（うち
中途採用８名）、官庁出向が３名となって
いる。 

●ＰＭ指名は所属部長がＰＭに書面を手交
して行う、といったＮＥＤＯ内のプロセス
を明確化。 

 
 

 

 (c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプ
ロジェクト構想を踏まえ、
実施者の発掘等を行い、プ
ロジェクト終了時や途中時
点での達成目標を明確に示
した基本計画を策定するも
のとする。達成目標につい
ては、実用化・事業化に伴
う市場創出効果や雇用創造
効果のみならず、広範な産
業への波及効果、新産業の
創出も含めた中長期的視点
からの我が国産業競争力強

(c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプ
ロジェクト構想を踏まえ、
①技術開発の目標、②実施
期間、想定される金額規
模、③求められるフォーメ
ーション（実施体制）の概
要、④出口シナリオ及び⑤
ステージゲート（注５）の
概要を明確にしたプロジ
ェクトの基本計画（原案）
を作成する。 
 また、この基本計画（原
案）を基に、実施者の発掘

(c)基本計画の策定 
ＰＭは、技術戦略及びプロ

ジェクト構想を踏まえ、①技
術開発の目標、②実施期間、
想定される金額規模、③求め
られるフォーメーション（実
施体制）の概要、④出口シナ
リオ及び⑤ステージゲート
（注５）の概要を明確にした
プロジェクトの基本計画（原
案）を作成する。 
 また、この基本計画（原案）
を基に、実施者の発掘等を行
うとともに、必要に応じて、

－ (c)基本計画の策定 
ＰＭは、技術戦略及びプロジェクト構想

を踏まえ、①技術開発の目標、②実施期間、
想定される金額規模、③求められるフォー
メーション（実施体制）の概要、④出口シ
ナリオ及び⑤ステージゲートの概要を明
確にしたプロジェクトの基本計画（原案）
を作成した。 
また、この基本計画（原案）を基に、実

施者の発掘等を行うとともに、必要に応じ
て、方法論募集、ワークショップ、先導調
査及び先導研究も併せて行い、プロジェク
ト終了時や途中時点での達成目標を明確
に示した基本計画を策定した。その際、達
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化への貢献、内外のエネル
ギー・環境問題を始めとす
る社会的課題の解決への貢
献等の面からインパクトの
大きいチャレンジングなも
のを設定する。 
 その際、産業界・学術界
等の外部の専門家の知見や
国民からの意見を幅広く収
集するとともに、技術・市
場動向調査や知財・標準化
戦略策定等の準備の綿密さ
に、より重点を置き、事前
評価を行うこととする。 

等を行うとともに、必要に
応じて、方法論募集、ワー
クショップ、先導調査及び
先導研究も併せて行い、プ
ロジェクト終了時や途中
時点での達成目標を明確
に示した基本計画を策定
する。その際、達成目標に
ついては、実用化・事業化
に伴う市場創出効果や雇
用創造効果のみならず、広
範な産業への波及効果、新
産業の創出も含めた中長
期的視点からの我が国産
業競争力強化への貢献、内
外のエネルギー・環境問題
を始めとする社会的課題
の解決への貢献等の面か
らインパクトの大きいチ
ャレンジングなものを設
定する。なお、達成目標に
ついては、終了時には極力
定量的なものとするが、特
に途中時点のものについ
ては、むしろ、その時点で
の定量的目標の達成度を
単に評価するのではなく
技術の潜在的可能性を含
め評価することが適切な
場合もあることに留意し
て、設定する。 
 また、産業界・学術界等
の外部の専門家の知見や
国民からの意見を幅広く
収集するとともに、技術・
市場動向調査や知財・標準
化戦略策定等の準備の綿
密さに、より重点を置き、
事前評価を行うこととす
る。 
 
（注５）ステージゲート 
 プロジェクト期間を複
数のステージに分割し、採
用するべき技術が確定で
きない初期のステージで
は複数の選択肢を並行的
に試み、次のステージに移
行する際、評価を行うゲー
トを設け、技術の取捨選択
や技術の融合、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に
図る手法。 

方法論募集、ワークショップ、
先導調査及び先導研究も併せ
て行い、プロジェクト終了時
や途中時点での達成目標を明
確に示した基本計画を策定す
る。その際、達成目標につい
ては、実用化・事業化に伴う
市場創出効果や雇用創造効果
のみならず、広範な産業への
波及効果、新産業の創出も含
めた中長期的視点からの我が
国産業競争力強化への貢献、
内外のエネルギー・環境問題
を始めとする社会的課題の解
決への貢献等の面からインパ
クトの大きいチャレンジング
なものを設定する。なお、達
成目標については、終了時に
は極力定量的なものとする
が、特に途中時点のものにつ
いては、むしろ、その時点で
の定量的目標の達成度を単に
評価するのではなく技術の潜
在的可能性を含め評価するこ
とが適切な場合もあることに
留意して、設定する。 
 また、産業界・学術界等の
外部の専門家の知見や国民か
らの意見を幅広く収集すると
ともに、技術・市場動向調査
や知財・標準化戦略策定等の
準備の綿密さに、より重点を
置き、予算プロセス開始前に
事前評価を行うこととする。 
 
（注５）ステージゲート 
 プロジェクト期間を複数の
ステージに分割し、採用する
べき技術が確定できない初期
のステージでは複数の選択肢
を並行的に試み、次のステー
ジに移行する際、評価を行う
ゲートを設け、技術の取捨選
択や技術の融合、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に図る
手法。 

成目標については、実用化・事業化に伴う
市場創出効果や雇用創造効果のみならず、
広範な産業への波及効果、新産業の創出も
含めた中長期的視点からの我が国産業競
争力強化への貢献、内外のエネルギー・環
境問題を始めとする社会的課題の解決へ
の貢献等の面からインパクトの大きいチ
ャレンジングなものを設定した。 
また、産業界・学術界等の外部の専門家

の知見や国民からの意見を幅広く収集す
るとともに、技術・市場動向調査や知財・
標準化戦略策定等の準備の綿密さにより
重点を置き、予算プロセス開始前にあわせ
て事前評価を実施した。 
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 (d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計
画を公表し、事業実施者を
早期に公募する。 
 ＰＭは、公募に対する応
募内容を踏まえながら、実
施体制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体
制（案）について、ＮＥＤＯ
外部の専門家・有識者等か
らなる検討委員会の意見を
踏まえ、実施体制を決定す
る。 
 その際、決定した実施体
制の公表や実施体制に含ま
れなかった者に対する理由
の通知を行う等、実施体制
の決定過程の透明性を確保
することとする。また、公
募から事業開始までの期間
を事業毎に設定し、事務の
合理化・迅速化を図ること
とする。 

(d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計
画を公表し、事業実施者を
早期に公募する。 
 ＰＭは、公募に対する応
募内容を踏まえながら、実
施体制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体
制（案）について、機構外
部の専門家・有識者等から
なる検討委員会の意見を
踏まえ、実施体制を決定す
る。その際、ＰＭの判断に
より、数多くの提案の一次
スクリーニングなどに部
分的にピア・レビュー方式
（注６）を活用する。 
 なお、特定の実施者の採
択による利益相反を未然
に防止するため、必要に応
じ上記の検討委員会等に
よる確認体制を設ける。 
 また、決定した実施体制
の公表や実施体制に含ま
れなかった者に対する理
由の通知を行う等、実施体
制の決定過程の透明性を
確保することとする。さら
に、十分な審査期間と体制
構築に必要な期間を適切
に確保することを最大限
留意することを前提に、応
募総数が多い場合等、特段
の事情がある場合を除き、
公募から事業開始までの
期間を事業毎に設定し、事
務の合理化・迅速化を図る
こととする。また、事業毎
に公募から採択決定まで
の期間を公募要領に明記
し公募を行う。ステージゲ
ート方式等により、途中段
階での実施内容の見直し
や中止がある旨を公募要
領に明記し公募を行う。 
 プロジェクト内の各実
施主体間が競争関係にあ
る場合のように、設置が適
切でない場合を除き、指導
力と先見性を有するプロ
ジェクトリーダーを実施
主体の中から選定、設置
し、プロジェクトリーダー
が、ＰＭを含めた機構内部
との明確な役割分担に基
づき、機構と連携してプロ
ジェクトを推進する。 
 
（注６）ピア・レビュー方
式 
 産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用し

(d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計画
を公表し、事業実施者を早期
に公募する。その際、新規事
業のうち９割以上の事業につ
いて、政府予算の成立を条件
として、実施年度の前年度の
３月までに公募を開始する。
公募は、ホームページ等のメ
ディアの最大限の活用等によ
り採択基準を公表しつつ実施
する。また、公募に際しては、
機構のホームページ上に、公
募開始の１ヶ月前（緊急的に
必要なものであって事前の周
知が不可能なものを除く。）に
は公募に係る事前の周知を行
う。 
 ＰＭは、公募に対する応募
内容を踏まえながら、実施体
制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体制
（案）について、機構外部の
専門家・有識者等からなる検
討委員会の意見を踏まえ、実
施体制を決定する。その際、
ＰＭの判断により、数多くの
提案の一次スクリーニングな
どに部分的にピア・レビュー
方式（注６）を活用する。 
 なお、特定の実施者の採択
による利益相反を未然に防止
するため、必要に応じ上記の
検討委員会等による確認体制
を設ける。 
 また、決定した実施体制の
公表や実施体制に含まれなか
った者に対する理由の通知を
行う等、実施体制の決定過程
の透明性を確保することとす
る。さらに、十分な審査期間
と体制構築に必要な期間を適
切に確保することを最大限留
意することを前提に、応募総
数が多い場合等、特段の事情
がある場合を除き、公募から
事業開始までの期間を事業毎
に設定し、事務の合理化・迅
速化を図ることとする。また、
事業毎に公募から採択決定ま
での期間を公募要領に明記し
公募を行う。ステージゲート
方式等により、途中段階での
実施内容の見直しや中止があ
る旨を公募要領に明記し公募
を行う。 
 プロジェクト内の各実施主
体間が競争関係にある場合の
ように、設置が適切でない場
合を除き、指導力と先見性を
有するプロジェクトリーダー
を実施主体の中から選定、設

－ (d)実施体制の構築 
ＰＭは、策定した基本計画を公表し、事

業実施者を早期に公募を行った。公募は、
ホームページ等のメディアの最大限の活
用等により採択基準を公表しつつ実施し
た。また、公募に際しては、機構のホーム
ページ上に、公募開始の１ヶ月前（緊急的
に必要なものであって事前の周知が不可
能なものを除く。）には公募に係る事前の
周知を行った。 
 ＰＭは、公募に対する応募内容を踏まえ
ながら、実施体制（案）を策定し、策定し
た実施体制（案）について、機構外部の専
門家・有識者等からなる検討委員会の意見
を踏まえ、実施体制を決定した。 
 また、決定した実施体制の公表や実施体
制に含まれなかった者に対する理由の通
知を行う等、実施体制の決定過程の透明性
を確保した。さらに、十分な審査期間と体
制構築に必要な期間を適切に確保するこ
とを最大限留意することを前提に、応募総
数が多い場合等、特段の事情がある場合を
除き、公募から事業開始までの期間を事業
毎に設定し、公募要領に明記し公募を行っ
た。また、ステージゲート方式等により、
途中段階での実施内容の見直しや中止が
ある旨を公募要領に明記した。 
 プロジェクト内の各実施主体間が競争
関係にある場合のように、設置が適切でな
い場合を除き、指導力と先見性を有するプ
ロジェクトリーダーを実施主体の中から
選定、設置し、プロジェクトリーダーが、
ＰＭを含めた機構内部との明確な役割分
担に基づき、機構と連携してプロジェクト
を推進した。 
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た提案書の審査方式。 置し、プロジェクトリーダー
が、ＰＭを含めた機構内部と
の明確な役割分担に基づき、
機構と連携してプロジェクト
を推進する。 
 
（注６）ピア・レビュー方式 
 産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者を活用した提
案書の審査方式。 

 (e)プロジェクトの実施 
 ＰＭは、事業全体の進捗
を把握・管理し、その進捗
状況を踏まえて、資金配分
や技術開発内容の見直し、
実施体制の変更を検討・実
施するものとする。 

(e)プロジェクトの実施 
 ＰＭは、プロジェクトの
実施期間中、技術戦略研究
センターの知見を活用し
つつ国内外の関連技術動
向を把握するとともに、プ
ロジェクト全体の進捗を
把握・管理し、その進捗状
況を踏まえて、資金配分や
技術開発内容の見直し、実
施体制の変更を検討・実施
する。 
 ＰＭは、プロジェクト成
果の円滑な権利化及びそ
の実用化・事業化を図るた
め、実施者間の知的財産権
の調整や標準化に関する
事項を主導する。 
 なお、これらの詳細につ
いて、機構は、業務マニュ
アルを整備する。 

(e)プロジェクトの実施 
ＰＭは、プロジェクトの実

施期間中、技術戦略研究セン
ターの知見を活用しつつ国内
外の関連技術動向を把握する
とともに、プロジェクト全体
の進捗を把握・管理し、その
進捗状況を踏まえて、資金配
分や技術開発内容の見直し、
実施体制の変更を検討・実施
する。 
ＰＭは、プロジェクト成果

の円滑な権利化及びその実用
化・事業化を図るため、実施
者間の知的財産権の調整や標
準化に関する事項を主導す
る。 
なお、これらの詳細につい

て、機構は、業務マニュアル
を整備する。 

－ (e)プロジェクトの実施 
「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイ

ドライン」「アクションチェックリスト」
「ＰＭの行動ガイド」を体系的に再構築し
た「ＮＥＤＯ研究開発マネジメントガイド
ライン新訂第１版」を作成、リリースした。 

●ＰＭに求められる機能や役割、過去の事
例、プロジェクトのライフサイクルに沿っ
たチェックリストやマニュアル、関連規程
等を記したガイドライン「ＮＥＤＯ研究開
発マネジメントガイドライン新訂第１版」
をリリース。 

 
●プロジェクトの立ち上げから終了後のフ
ォローアップまで、プロジェクトのライフ
サイクルを考慮。付録では各業務フローに
関連する規程やマニュアルとの関連付けを
行うなど、ＮＥＤＯのミッションから具体
的なアクションまで網羅しつつシンプルに
構成。章ごとの意図や用途に適した読みや
すく、使いやすいデザインを導入。 

 

 (f)ステージゲート方式の
導入 
 ナショナルプロジェクト
の実施段階において、プロ
ジェクト期間を複数のステ
ージに分割し、採用するべ
き技術が確定できない初期
のステージでは複数の選択
肢を並行的に試み、次のス
テージに移行する際、評価
を行うゲートを設け、技術
の取捨選択や技術の融合、
必要な実施体制の見直し等
を柔軟に図る「ステージゲ
ート方式」を原則として活
用するものとする。 

(f)ステージゲート方式の
導入 
 ナショナルプロジェク
トの実施段階において、
「ステージゲート方式」を
原則として活用するもの
とする。 

(f)ステージゲート方式の導
入 
 ナショナルプロジェクトの
実施段階において、「ステージ
ゲート方式」を原則として活
用するものとする。 

－ (f)ステージゲート方式の導入 
 平成２８年度から開始した研究開発ナ
ショナルプロジェクト８件のうち、「革新
型蓄電池実用化促進基盤技術開発」の基本
計画において、個別の研究開発テーマにつ
いてステージゲート方式を行い、技術の取
捨選択や技術の融合、必要な実施体制の見
直し等を柔軟に図る旨を記載した。 
他、「アジア省エネルギー型資源循環制

度導入実証事業」「ＩｏＴ推進のための横
断技術開発プロジェクト」「高輝度・高効
率次世代レーザー技術開発」の３件におい
てもステージゲート方式の実施を記載し
た。 

 
 

 (g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェクト
の企画段階又は実施段階に
おいて、挑戦的なテーマに
対し広い範囲から技術やア
イデアを取り込んでいく観
点から、優れた成果を上げ
た案件に対して懸賞金を支
払うコンテストを設けるこ
とでイノベーションを加速
する「アワード方式」をナ
ショナルプロジェクトの特
性に応じて活用することが
できるものとする。 

(g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェク
トの企画段階又は実施段
階において、挑戦的なテー
マに対し広い範囲から技
術やアイデアを取り込ん
でいく観点から、優れた成
果を上げた案件に対して
懸賞金を支払うコンテス
トを設けることでイノベ
ーションを加速する「アワ
ード方式」をナショナルプ
ロジェクトの特性に応じ
て活用することができる

(g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェクトの
企画段階又は実施段階におい
て、挑戦的なテーマに対し広
い範囲から技術やアイデアを
取り込んでいく観点から、優
れた成果を上げた案件に対し
て懸賞金を支払うコンテスト
を設けることでイノベーショ
ンを加速する「アワード方式」
をナショナルプロジェクトの
特性に応じて活用することが
できるものとする。 

－ (g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェクトの企画段階又
は実施段階において、挑戦的なテーマに対
し広い範囲から技術やアイデアを取り込
んでいく観点から、優れた成果を上げた案
件に対して懸賞金を支払うコンテストを
設けることでイノベーションを加速する
「アワード方式」を実施するため、具体的
な規程を整備した。 
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ものとする。 
 （ⅰ）－２ 実証事業及び

実用化促進事業 
 実証事業及び実用化促進
事業については、以下の方
針の下で実施する。 

（ⅰ）－２ 実証事業及び
実用化促進事業 
 実証事業及び実用化促
進事業については、以下の
方針の下で実施する。 
※平成２６年度までに開
始され、平成２７年度以
降、大幅な見直しを行わな
いナショナルプロジェク
トも同様に取り扱うもの
とする。 

（ⅰ）－２ 実証事業及び実
用化促進事業 
 実証事業及び実用化促進事
業については、以下の方針の
下で実施する。 
※平成２６年度までに開始さ
れ、平成２７年度以降、大幅
な見直しを行わないナショナ
ルプロジェクトも同様に取り
扱うものとする。 

－ （ⅰ）－２ 実証事業及び実用化促進事業 
 実証事業及び実用化促進事業について
は、以下のとおり実施した。 
なお、平成２６年度までに開始され、平

成２７年度以降、大幅な見直しを行わない
ナショナルプロジェクトも同様に取り扱
うものとした。 

 
 

 (a)実証事業に係る基本計
画の策定等 
 実証事業については、国
際的な競争水準から見て遜
色ない技術に係るテーマを
中心に推進するとともに、
新エネルギー関連の技術分
野など、重点分野化・骨太
化を図るものとする。 
 その際、上記の実用化達
成率に係る目標達成のため
にも、ＮＥＤＯは政府と一
層の連携の下、一体となっ
て事業の企画立案等に参画
することとする。 
 また、事業毎に、事業終
了時や中間時点での達成目
標を定量的かつ明確に示し
た基本計画を策定するもの
とする。 

(a)実証事業に係る基本計
画の策定等 
 国際的な技術開発動向、
我が国産業界の当該技術
分野への取組状況や国際
競争力の状況、エネルギー
需給の動向、当該技術によ
り実現される新市場、新商
品による我が国国民経済
への貢献の程度、産業技術
政策やエネルギー、環境政
策の動向、国際貢献の可能
性等を十分に踏まえつつ、
適切な事業の企画立案、実
施体制の構築を図るもの
とする。 
 具体的には、実証事業に
ついては、国際的競争水準
から見て遜色のない技術
に係るテーマを中心に推
進するとともに、新エネル
ギー関連の技術分野など、
重点分野化・骨太化を図る
ものとする。その際、上記
の実用化達成率に係る目
標達成のためにも、機構は
政府と一層の連携の下、一
体となって事業の企画立
案等に参画する。また、広
範な視点から社会、産業界
のニーズに対応するため、
大学、公的研究機関の研究
者等が有する有望な技術
シーズの発掘も行う。 

(a)実証事業に係る基本計画
の策定等 
 国際的な技術開発動向、我
が国産業界の当該技術分野へ
の取組状況や国際競争力の状
況、エネルギー需給の動向、
当該技術により実現される新
市場、新商品による我が国国
民経済への貢献の程度、産業
技術政策やエネルギー、環境
政策の動向、国際貢献の可能
性等を十分に踏まえつつ、適
切な事業の企画立案、実施体
制の構築を図るものとする。 
 具体的には、実証事業につ
いては、国際的競争水準から
見て遜色のない技術に係るテ
ーマを中心に推進するととも
に、新エネルギー関連の技術
分野など、重点分野化・骨太
化を図るものとする。その際、
上記の実用化達成率に係る目
標達成のためにも、機構は政
府と一層の連携の下、一体と
なって事業の企画立案等に参
画する。また、広範な視点か
ら社会、産業界のニーズに対
応するため、大学、公的研究
機関の研究者等が有する有望
な技術シーズの発掘も行う。 

－ (a)実証事業に係る基本計画の策定等 
 国際的な技術開発動向、我が国産業界の
当該技術分野への取組状況や国際競争力
の状況、エネルギー需給の動向、当該技術
により実現される新市場、新商品による我
が国国民経済への貢献の程度、産業技術政
策やエネルギー、環境政策の動向、国際貢
献の可能性等を十分に踏まえつつ、適切な
事業の企画立案、実施体制の構築を図っ
た。 
 具体的には、実証事業については、国際
的競争水準から見て遜色のない技術に係
るテーマを中心に推進するとともに、新エ
ネルギー関連の技術分野等、重点分野化・
骨太化を図った。その際、上記の実用化達
成率に係る目標達成のためにも、機構は政
府と一層の連携の下、一体となって事業の
企画立案等に参画した。また、広範な視点
から社会、産業界のニーズに対応するた
め、大学、公的研究機関の研究者等が有す
る有望な技術シーズの発掘も行った。 

 
 

  ｓ その際、我が国が、２０５０
年にエネルギーを起源とする
温室効果ガスの半減等、エネ
ルギー・環境分野の中長期的
な課題を解決していくために
必要な、省エネルギー・新エ
ネルギー・ＣＯ２ 削減等のエ
ネルギー・環境分野における、
２０３０年以降の実用化を見
据えた従来の発想によらない
革新的な技術の開発や新しい
システムの原石を発掘し、将
来の国家プロジェクト化への
道筋をつけることを目指す
「エネルギー・環境新技術先

－  「エネルギー・環境新技術先導プログラ
ム」については、平成２６年度に新規採択
し平成２７年度のステージゲートを通過
した１６件、平成２７年度に新規採択し平
成２８年度のステージゲートを通過した
１４件及び平成２８年度に新規採択した
１２件を合わせた、４２件の先導研究を実
施。また、過去に採択したテーマのうち、
平成２８年度に１４件がナショナルプロ
ジェクトのテーマ化決定。 
さらに、平成２８年度は、２０５０年頃

を見据えた温室効果ガスの抜本的な排出
削減を実現する革新的な技術・システムを
対象とした「未踏チャレンジ２０５０」の
スキーム構築に向けた検討を開始。 

●未踏チャレンジ２０５０のスキームの構
築に向けた検討を開始。ＪＳＴと定期的な
連絡会を開催し、連携体制を構築。 
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導プログラム」を実施する。
平成２８年度は、新たに研究
開発を開始するテーマを採択
し、実施するとともに、継続
分のテーマの研究開発を実施
する。 

  その際、本目標が一層合
理的なものとなるよう、産
業界・学術界等の外部の専
門家の知見や国民からの意
見を幅広く収集するととも
に、市場創出効果、雇用創
造効果、広範な産業への波
及効果、中長期的視点から
の我が国産業競争力強化へ
の貢献、内外のエネルギー・
環境問題を始めとする社会
的課題の解決への貢献（い
わゆる「社会実装」の程度）、
費用対効果などの観点か
ら、事前評価を行うことと
する。 

 事業の立ち上げに当た
っては、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を
活用して、市場創出効果、
雇用創造効果等が大きく、
広範な産業への高い波及
効果を有し、中長期的視点
から我が国の産業競争力
の強化に資することや内
外のエネルギー、環境問題
を始めとする社会的課題
の解決への貢献（いわゆる
「社会実装」の程度）、投入
費用を上回る効果が見込
まれるかどうかの費用対
効果等の観点も含めた事
前評価を実施する。 

 事業の立ち上げに当たって
は、産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用して、
市場創出効果、雇用創造効果
等が大きく、広範な産業への
高い波及効果を有し、中長期
的視点から我が国の産業競争
力の強化に資することや内外
のエネルギー、環境問題を始
めとする社会的課題の解決へ
の貢献（いわゆる「社会実装」
の程度）、投入費用を上回る効
果が見込まれるかどうかの費
用対効果等の観点も含めた事
前評価を実施する。 

－  平成２９年度新規事業４件について、平
成２８年７月１１日及び１２月５日の研
究評価委員会において外部事前評価を実
施し、その結果を公表した。また、評価結
果は、新規基本計画策定に反映した。 

 
 

   事前評価の結果実施す
ることとなった事業につ
いて、国の政策に沿って、
内外の技術動向調査等か
ら得られた知見や産業界、
学術界等の外部の専門家・
有識者との意見交換及び
広く国民から収集した意
見（パブリックコメントを
１回以上実施）を反映さ
せ、事業の目的や目標及び
内容等を規定する基本計
画を策定する。 
 基本計画には、事業終了
時点での最終目標を定量
的かつ明確に記述し、出口
イメージを明確に記述す
るものとする。 
 基本計画で定める技術
開発期間については、中長
期的な視点から、必要に応
じ、第３期中期目標期間に
とらわれず柔軟かつ適切
に策定する。５年間以上の
期間を要する事業につい
ては、基本計画上、３年目
を目途とした中間時点で
の中間目標を定量的かつ
明確に記述する。 

 事前評価の結果実施するこ
ととなった事業及び重要な計
画変更を行う事業について、
国の政策に沿って、内外の技
術動向調査等から得られた知
見や産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者との意見交
換及び広く国民から収集した
意見（パブリックコメントを
１回以上実施）を反映させ、
事業の目的や目標及び内容等
を規定する基本計画を策定す
る。 
 基本計画には、事業終了時
点での最終目標を定量的かつ
明確に記述し、出口イメージ
を明確に記述するものとす
る。 
基本計画で定める技術開発

期間については、中長期的な
視点から、必要に応じ、第３
期中長期目標期間にとらわれ
ず柔軟かつ適切に策定する。
５年間以上の期間を要する事
業については、基本計画上、
３年目を目途とした中間時点
での中間目標を定量的かつ明
確に記述する 

－ 事前評価の後、実施することとなった
４件全てについて、外部の専門家・有識
者等との意見交換結果やパブリックコメ
ントで寄せられた意見を反映し、プロジ
ェクトの目的や目標及び内容等を規定し
たプロジェクト基本計画を策定した。 
なお、パブリックコメントで寄せられ

た意見及びやその反映結果を、全て機構
のホームページで公開した。 

  
 

 (b)公募 
 円滑かつ迅速な事業実施
を図るため、客観的な採択
基準を策定・公表し、早期
に公募を開始することとす
る。 

(b)公募 
 基本計画策定後、円滑か
つ迅速な事業実施、推進を
図るため、極力多くの事業
について、政府予算の成立
を条件として、実施年度の
前年度の３月までに公募
を開始する。公募は、ホー
ムページ等のメディアの

(b)公募 
 基本計画策定後、円滑かつ
迅速な事業実施、推進を図る
ため、新規事業のうち９割以
上の事業について、政府予算
の成立を条件として、実施年
度の前年度の３月までに公募
を開始する。公募は、ホーム
ページ等のメディアの最大限

－ (b)公募 
 新規研究開発プロジェクトの基本計画
策定において、技術戦略を策定する過程で
収集した技術・市場動向の情報を活用する
ことにより、昨年度までのプロセスに比
べ、達成目標の設定及び実施方法に関する
検討・検証が深化するとともに、公募を行
った事業５件すべてについては、公募スケ
ジュールの大幅な前倒し（前年度末までの
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最大限の活用等により採
択基準を公表しつつ実施
する。また、公募に際して
は、機構のホームページ上
に、公募開始の１ヶ月前
（緊急的に必要なもので
あって事前の周知が不可
能なものを除く。）には公
募に係る事前の周知を行
う。 

の活用等により採択基準を公
表しつつ実施する。また、公
募に際しては、機構のホーム
ページ上に、公募開始の１ヶ
月前（緊急的に必要なもので
あって事前の周知が不可能な
ものを除く。）には公募に係る
事前の周知を行う。 

新規プロジェクトの公募開始率は平成２
６年度約６０％に対し、平成２７、２８年
度平均で約９４％に向上）を実現するなど
の効果を創出した。 
 また、公募を行った１１件全て公募開始
の１ヶ月前には事前周知を行った。 

  特に、実用化促進事業に
ついては、地方の提案者の
利便にも配慮し、地方を含
む公募説明会の一層の充実
を図るとともに、採択件数
の少ない事業を除き、制度
運用状況等を踏まえつつ、
年度の枠にとらわれない随
時の応募相談受付と年間複
数回の採択を行うものとす
る。 

 実用化促進事業におい
ては、地方の提案者の利便
にも配慮し、地方を含む公
募説明会の一層の充実を
図る。また、事業運用の状
況を踏まえつつ、年度の枠
にとらわれない随時の応
募相談受付と年間複数回
の採択を行う。 

 実用化促進事業において
は、地方の提案者の利便にも
配慮し、地方を含む公募説明
会の一層の充実を図る。また、
事業運用の状況や予算状況も
踏まえつつ、年度の枠にとら
われない随時の応募相談受付
と２回以上の採択を行う。 

－ 実用化促進事業においては、地方の提案
者の利便にも配慮し、地方を含む公募説明
会の一層の充実を図った。具体的には、「平
成２８年度中堅・中小企業への橋渡し研究
開発促進事業」においては、地方の提案者
の利便にも配慮し、全国１３ヶ所（川崎、
札幌、仙台、さいたま、名古屋、金沢、大
阪、和歌山、広島、高松、福岡、長崎、那
覇）で公募説明会を開催した。 
課題解決型福祉用具実用化開発支援事

業においては、地方からの提案者も説明会
に参加できるよう川崎、大阪でそれぞれ２
回、仙台でも公募説明会を行った。 
なお、「中堅・中小企業への橋渡し研究

開発促進事業」においては平成２８年度中
公募を２回実施した。 

 
 

 (c)選定・採択 
 事業実施者等の採択に当
たっては、審査・採択基準
に基づき、ＮＥＤＯ外部か
らの専門家・有識者等を活
用した客観的で公正な審査
を行うとともに、採択結果
の公表や不採択者に対する
不採択理由の通知を行う
等、審査過程の透明性を確
保することとする。また、
公募から採択までの標準処
理期間を設定し、事務の合
理化・迅速化を図ることと
する。 
 実証事業については、こ
れまでの実用化に係る実績
を十分踏まえた参加企業の
選定・採択を行うものとす
る。また、事業に参加する
企業が複数である場合は、
当該企業間の競争・協調関
係に基づく、適切な役割分
担を明確に認識した上で、
事業実施体制を構築するこ
ととする。他方、費用対効
果等の不確実性が高くと
も、将来の産業・社会に大
きな影響をもたらし得る技
術開発についても、その点
を一定程度評価することと
する。 

(c)選定、採択 
 実証事業については、企
画競争や公募の過程で形
成された産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者と
の関係も活用しつつ、客観
的な審査、採択基準に基づ
く公正な選定、採択審査を
行う。選定、採択に当たっ
ては、事業の性格や目標に
応じ、これまでの実用化・
事業化に係る実績を十分
踏まえた参加企業の選定・
採択を行うものとし、企業
間の競争関係や協調関係
に基づく、適切な役割分担
を明確に認識した上で、企
画競争、公募を通じて、最
高の英知を集めつつ、適切
な技術開発体制の構築を
行う。特に、機構と実施者
との間にマネジメント機
能の重複がないようにす
るとともに、真に技術力と
実用化・事業化能力を有す
る企業を実施者として選
定し、成果を最大化するた
めの最適な技術開発体制
の構築に努める等、安易な
業界横並び体制に陥るこ
とのないよう留意する。な
お、費用対効果等の不確実
性が高くとも、将来の産
業・社会に大きな影響をも
たらし得る技術開発につ

(c)選定、採択 
 実証事業については、企画
競争や公募の過程で形成され
た産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者との関係も活
用しつつ、客観的な審査、採
択基準に基づく公正な選定、
採択審査を行う。選定、採択
に当たっては、事業の性格や
目標に応じ、これまでの実用
化・事業化に係る実績を十分
踏まえた参加企業の選定・採
択を行うものとし、企業間の
競争関係や協調関係に基づ
く、適切な役割分担を明確に
認識した上で、企画競争、公
募を通じて、最高の英知を集
めつつ、適切な技術開発体制
の構築を行う。特に、機構と
実施者との間にマネジメント
機能の重複がないようにする
とともに、真に技術力と実用
化・事業化能力を有する企業
を実施者として選定し、成果
を最大化するための最適な技
術開発体制の構築に努める
等、安易な業界横並び体制に
陥ることのないよう留意す
る。なお、費用対効果等の不
確実性が高くとも、将来の産
業・社会に大きな影響をもた
らし得る技術開発について
も、その点を一定程度評価す
る。 

－ (c)選定、採択 
 実証事業については、産業界・学術界等
の外部の専門家・有識者から構成される委
員会を開催し、客観的な審査・採択基準に
基づく公正な選定、採択審査を実施した。 
 選定、採択にあたっては、プロジェクト
終了後の追跡調査を通じて得られたデー
タを用いて、これまでの実用化・事業化に
係る実績を十分踏まえた参加企業の選定・
採択を行い、適切な技術開発体制の構築を
行うべく実施者の決定を行った。 
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いても、その点を一定程度
評価する。 

  また、実用化促進事業に
ついては、事業実施者の経
営能力を審査過程で重視す
るとともに、比較的短時間
で成果が得られ、早期に高
い市場創出・経済活性化の
効果を有し得るものを重視
して採択するものとする。 
 さらに、採択された事業
実施者に対しては、技術の
早期実用化・事業化を図る
ため、技術開発面のみなら
ず、経営面における支援等
を必要に応じ、行うことと
する。 

 実用化促進事業は、比較
的短期間で技術の実用化・
事業化を行うことを目的
とし、比較的短期間で成果
が得られ、即効的な市場創
出、経済活性化に高い効果
を有し得るものであるこ
とに鑑み、事業実施者の経
営能力を審査過程で重視
するとともに、達成すべき
技術目標及び実現すべき
新製品等の出口イメージ
が明確で、我が国の経済活
性化やエネルギー・環境問
題の解決により直接的で、
かつ大きな効果を有する
案件を重視して選定、採択
する。公的機関のニーズ等
を踏まえた技術開発課題
の解決への取組を行う事
業については、その有効性
等を検証しつつ実施する。
必要に応じ大学等の基礎
基盤の科学技術の知見も
活用し、実用化・事業化を
後押しするとともに、採択
された事業実施者に対し
ては、技術の早期実用化・
事業化を図るため、技術開
発面のみならず、経営面に
おける支援等を必要に応
じ行うこととする。さら
に、事業実施効果の確保及
び事業費の有効活用を図
るため、案件採択時におい
ては、費用対効果分析の実
施を徹底するよう努める。 

 実用化促進事業は、比較的
短期間で技術の実用化・事業
化を行うことを目的とし、比
較的短期間で成果が得られ、
即効的な市場創出、経済活性
化に高い効果を有し得るもの
であることに鑑み、事業実施
者の経営能力を審査過程で重
視するとともに、達成すべき
技術目標及び実現すべき新製
品等の出口イメージが明確
で、我が国の経済活性化やエ
ネルギー・環境問題の解決に
より直接的で、かつ大きな効
果を有する案件を重視して選
定、採択する。公的機関のニ
ーズ等を踏まえた技術開発課
題の解決への取組を行う事業
については、その有効性等を
検証しつつ実施する。必要に
応じ大学等の基礎基盤の科学
技術の知見も活用し、実用化・
事業化を後押しするととも
に、採択された事業実施者に
対しては、技術の早期実用化・
事業化を図るため、技術開発
面のみならず、経営面におけ
る支援等を必要に応じ行うこ
ととする。さらに、事業実施
効果の確保及び事業費の有効
活用を図るため、案件採択時
においては、費用対効果分析
の実施を徹底するよう努め
る。 

－ 実用化促進事業は、比較的短期間で技術
の実用化・事業化を行うことを目的とし、
比較的短期間で成果が得られ、即効的な市
場創出、経済活性化に高い効果を有し得る
ものであることに鑑み、事業実施者の経営
能力を審査過程で重視するとともに、達成
すべき技術目標及び実現すべき新製品等
の出口イメージが明確で、我が国の経済活
性化やエネルギー・環境問題の解決により
直接的で、かつ大きな効果を有する案件を
重視して選定、採択を行った。経営能力の
審査においては、採択候補実施者との代表
者面談や経営基盤審査ツール、外部機関の
調査報告書を活用し審査を実施した。 
具体的には、以下の取組を実施した。 

 
①中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進
事業 
直接的かつ大きな効果を有する案件を

重視するため、以下を要件とした。 
１）新産業の振興のためのイノベーショ

ンの創出に資する新規性・革新性の高い実
用化開発であること。 
２）事業期間終了後、概ね３～５年以内

に実用化が可能な具体的な計画を有する
こと。 
加えて、経営者との面談により、自社事

業における当該助成事業の位置づけ、社内
体制、資金確保の状況等に関して審査する
とともに、新輸出大国コンソーシアムが設
置するコンシェルジュの推薦があった場
合には海外市場への事業化にかかる実現
性を確認する上での参考にした。 
 

②課題解決型福祉用具実用化開発支援事
業 
本事業の申請書においても、今まで、自

由記述となっていた事業化計画について、
具体的なニーズや市場規模、競合が想定さ
れる他社について記述する形式に変更し、
申請者に対してより具体的な事業計画の
立案を行うと共に採択時には事業計画の
遂行を促しやすくした。 
 

 
 

    選定結果は公開し、不採
択案件応募者に対する明
確な理由の通知を行う。十
分な審査期間を確保する
ことに最大限留意の上、応
募総数が多い場合等、特段
の事情がある場合を除き、
公募締切から採択決定ま
での期間をそれぞれ以下
の日数とすることにより、

 選定結果は公開し、不採択
案件応募者に対する明確な理
由の通知を行う。十分な審査
期間を確保することに最大限
留意の上、応募総数が多い場
合等、特段の事情がある場合
を除き、公募締切から採択決
定までの期間をそれぞれ以下
の日数とすることにより、事
務の合理化、迅速化を図る。 

－ 平成２８年度に行った公募に対し選定
結果を機構のホームページ上で公開した。
また、不採択案件応募者に対しては、明確
な理由を附して、結果の通知を行った。 
 平成２８年度の研究開発プロジェクト
等の受託者・交付先の採択（全４５件）に
ついては、条件付き採択等を受けた企業側
との実施内容・技術要件・研究体制等の調
整、確認に時間を要した案件（７件）を除
き、事業区分毎に掲げる公募締切から採択
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事務の合理化、迅速化を図
る。 
・実証事業：原則４５日以  
内 
（ただし、エネルギー等関
連業務の実証業務等：原則
６０日以内） 
・実用化促進事業：原則７  
０日以内 

・実証事業：原則４５日以内 
（ただし、エネルギー等関連
業務の実証業務等：原則６０
日以内） 
・実用化促進事業：原則７０
日以内 

決定までの目標期間以内で採択決定を行
った。（以下内訳） 
・ナショナルプロジェクトについては、期
間内で採択決定を行った事業は３７件
中３１件（８３．８％） 

・エネルギー等関連業務の実証業務等に
ついては、期間内で採択決定を行った事
業は５件中５件（１００％）、 

・実用化促進事業については、期間内で採
択決定を行った事業は３件中２件（６
６．７％）) 

 （ⅱ）評価（Ｃｈｅｃｋ）／
反映・実行（Ａｃｔｉｏｎ） 
 個々の事業に係る各種評
価（中間評価、事後評価及
び追跡評価）については、
外部の専門家・有識者を活
用し厳格に行うものとす
る。 
 また、これらの評価結果
から得られた、技術開発マ
ネジメントに係る多くの知
見・教訓・好事例等を蓄積
することにより、マネジメ
ント機能全体の改善・強化
に反映させることとする。 
 さらに、各評価結果につ
いては、技術情報等の流出
等の観点に配慮しつつ、可
能な範囲で公表するものと
する。 

（ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間
評価、事後評価及び追跡評
価については、産業界、学
術界等の外部の専門家・有
識者を活用し厳格に行う
ものとする。また、これら
の評価結果から得られた、
技術開発マネジメントに
係る多くの知見、教訓、良
好事例等を蓄積すること
により、マネジメント機能
全体の改善・強化に反映さ
せる。さらに、各評価結果
については、技術情報等の
流出等の観点に配慮しつ
つ、可能な範囲で公表する
ものとする。 

（ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間評
価、事後評価及び追跡評価に
ついては、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を活
用し厳格に行うものとする。
また、これらの評価結果から
得られた、技術開発マネジメ
ントに係る多くの知見、教訓、
良好事例等を蓄積することに
より、マネジメント機能全体
の改善・強化に反映させる。
さらに、各評価結果について
は、技術情報等の流出等の観
点に配慮しつつ、可能な範囲
で公表するものとする。 

－ （ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間評価、事後評価及
び追跡評価については、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を活用し厳格に実
施した。また、これらの評価結果から得ら
れた、技術開発マネジメントに係る多くの
知見、教訓、良好事例等を蓄積し取りまと
め、機構内で共有することにより、マネジ
メント機能全体の改善・強化に反映を行っ
た。さらに、各評価結果については、技術
情報等の流出等の観点に配慮しつつ、機構
ホームページ上で公表を行った。 

 
 

 (a)中間評価等 
 事業実施期間を５年以上
とするナショナルプロジェ
クトについては、数値化さ
れた指標を用いて中間評価
を厳格に実施し、中間目標
達成度を把握するととも
に、その結果に基づき、事
業の加速化（年度途中にお
ける開発成果創出促進制度
の適用等）・縮小・中止・見
直し等を迅速に行うものと
する。 
 特に、中間目標に対し、
評価結果が一定水準に満た
ない事業については、原則
として中止し、その財源を
加速化すべき事業に充てる
こととする。 
 また、中間評価を行わな
い年度においても、事業の
進捗状況を一層詳細に把握
し、事業の加速化・縮小等
を迅速に行うものとする。 
 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、ステージゲート方式に
おいて次のステージに移行
する毎に、技術の取捨選択
や技術の融合、必要な実施

(a)中間評価等 
 産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用
し、数値化された指標を用
いて中間評価を、厳格に適
切な手法で実施する。特に
５年間程度以上の期間を
要する事業については、３
年目ごとを目途とする中
間評価を必ず行う。中間評
価の実施に当たっては、技
術開発の進捗状況に加え、
プロジェクト・マネジメン
トの適切性について、より
重点を置きつつ、中間目標
達成度を把握するととも
に、社会経済情勢等を踏ま
えた上で、技術開発内容や
マネジメント等の改善、見
直しを的確に行っていく。 
 機構による自主的な点
検等により常に的確に事
業の進捗状況を段階ごと
に一層詳細に把握し管理
するよう努め、中間評価や
随時行われる事業進捗の
把握結果等を基に、開発成
果創出促進制度の活用等
により、プロジェクト内又
はプロジェクト間におい

(a)中間評価等 
 産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者を活用し、数
値化された指標を用いて中間
評価を、厳格に適切な手法で
実施する。特に５年間程度以
上の期間を要する事業につい
ては、３年目ごとを目途とす
る中間評価を必ず行う。中間
評価の実施に当たっては、技
術開発の進捗状況に加え、プ
ロジェクト・マネジメントの
適切性について、より重点を
置きつつ、中間目標達成度を
把握するとともに、社会経済
情勢等を踏まえた上で、技術
開発内容やマネジメント等の
改善、見直しを的確に行って
いく。 
 機構による自主的な点検等
により常に的確に事業の進捗
状況を段階ごとに一層詳細に
把握し管理するよう努め、中
間評価や随時行われる事業進
捗の把握結果等を基に、開発
成果創出促進制度の活用等に
より、プロジェクト内又はプ
ロジェクト間において、配分
予算の調整を行う等、事業の
加速化（開発成果創出促進制

－ (a)中間評価等 
 平成２８年度は、実施予定期間が５年以
上のナショナルプロジェクト１２件につ
いて、産業界、学術界等の外部の専門家・
有識者を活用し、数値化された指標を用い
て厳格に適切な手法で実施し、中間目標達
成度等を評価した。また、中間評価の結果
及び社会経済情勢の変化等を踏まえて、技
術開発内容やマネジメント等の改善、見直
しを的確に行った。機構による自主的な点
検等により常に的確に事業の進捗状況を
段階ごとに一層詳細に把握し管理するよ
う努め、中間評価や随時行われる事業進捗
の把握結果等を基に、開発成果創出促進制
度の活用等により、プロジェクト内又はプ
ロジェクト間において、配分予算の調整を
行う等、事業の加速化又は見直しを迅速に
行うとともに、以降の事業実施及び予算要
求プロセスに反映を行った。 
 なお、平成２８年度においては、目覚ま
しい成果を挙げている研究開発テーマ３
件に対して開発成果創出促進制度の適用
等を行い、事業の加速化、見直し等を迅速
に行った。 
平成２８年度に中間評価を行った１２

件のナショナルプロジェクトにおいて、評
価結果が一定水準に満たない事業に該当
するものは無かった。 
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体制の見直し等を柔軟に図
るものとする。 

て、配分予算の調整を行う
等、事業の加速化（開発成
果創出促進制度の適用
等）、縮小、中止、見直し等
を迅速に行うとともに、以
降の事業実施及び予算要
求プロセスに反映する。 
 中間時点での評価結果
が一定水準に満たない事
業については、抜本的な改
善策等がない場合には原
則として中止し、その財源
を加速化すべき事業に充
てることとする。 
 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、ステージゲート方式に
おいて次のステージに移
行する毎に、技術の取捨選
択や技術の融合、必要な実
施体制の見直し等を柔軟
に図るものとする。 

度の適用等）、縮小、中止、見
直し等を迅速に行うととも
に、以降の事業実施及び予算
要求プロセスに反映する。 
 中間時点での評価結果が一
定水準に満たない事業につい
ては、抜本的な改善策等がな
い場合には原則として中止
し、その財源を加速化すべき
事業に充てることとする。 
 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、ス
テージゲート方式において次
のステージに移行する毎に、
技術の取捨選択や技術の融
合、必要な実施体制の見直し
等を柔軟に図るものとする。 

 (b)事後評価 
 ナショナルプロジェクト
及び実用化促進事業につい
ては、各事業の終了後、外
部の専門家・有識者を活用
し、数値化された指標を用
いて、技術的成果、実用化・
事業化の見通し等の観点か
ら、事後評価を実施し、評
価結果を以後のマネジメン
ト業務の改善に反映させる
ものとする。 

(b)事後評価 
 事業終了後、産業界、学
術界等の外部の専門家・有
識者を活用し、数値化され
た指標を用いて、技術的成
果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント等を評価
項目とした事後評価を実
施するとともに、その結果
を以後の機構のマネジメ
ントの改善に活用する。 

(b)事後評価 
 事業終了後、産業界、学術
界等の外部の専門家・有識者
を活用し、数値化された指標
を用いて、技術的成果、実用
化・事業化の見通し、マネジ
メント等を評価項目とした事
後評価を実施するとともに、
その結果を以後の機構のマネ
ジメントの改善に活用する。 

－ (b)事後評価 
 平成２８年度においては、平成２７年度
に全部または一部が終了したナショナル
プロジェクト１０件の事後評価及び平成
２８年度に終了するナショナルプロジェ
クト１件の前倒し事後評価を、産業界、学
術界等の外部の専門家・有識者を活用し、
数値化された指標を用いて、技術的成果、
実用化・事業化見通し、マネジメント等を
評価項目として実施した。その結果から、
機構のマネジメントの改善に資する点を
抽出して活用を図った。 

 
 

  ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、上記の観点に加え、新
たな知見の獲得、獲得され
た知見の他の技術や用途へ
の波及効果等の観点から、
その成果を評価するものと
する。 

 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、上記の評価項目におい
て、技術的成果では、最終
目標の達成度に留まらず、
設定された目標以外の技
術成果、世界初の知見の獲
得、新たな技術領域の開拓
等がある場合は積極的に
評価する。また、実用化・
事業化の見通しでは、計画
に沿った実用化・事業化の
見通しに留まらず、他の技
術や用途への展開、新たな
市場の創造の見通し、社会
的な効果等がある場合は
積極的に評価する。 

 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、上
記の評価項目において、技術
的成果では、最終目標の達成
度に留まらず、設定された目
標以外の技術成果、世界初の
知見の獲得、新たな技術領域
の開拓等がある場合は積極的
に評価する。また、実用化・事
業化の見通しでは、計画に沿
った実用化・事業化の見通し
に留まらず、他の技術や用途
への展開、新たな市場の創造
の見通し、社会的な効果等が
ある場合は積極的に評価す
る。 

－ 今年度、評価対象となる非連続ナショナ
ルプロジェクトはない。 

 
 

  その際、ＮＥＤＯが策定
した基準において、ナショ
ナルプロジェクトについて
は、８割以上が合格、６割
以上が優良との評価を、ま
た、実用化促進事業につい
ては、６割以上が順調との
評価を得ることとする。 

 ナショナルプロジェク
トにおいては、技術的成
果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント等を評価
項目とし、別途公表される
計算式に基づき８割以上
が「合格」、６割以上が「優
良」との評価を得る。 

 平成２８年度に予定する事
後評価対象のナショナルプロ
ジェクトにおいては、技術的
成果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント及び事業の
位置付けを評価項目とし、評
点法を用いて「優良」又は「合
格」（＊）との結果を得たプロ
ジェクトがどの程度あるかを
年度内に把握し、速やかに対

－  平成２７年度に終了したプロジェクト
１０件の事後評価及び平成２８年度に終
了したプロジェクト１件の前倒し事後評
価を行ったところ、１０件（９１％）が合
格であり、このうち９件（８２％）は優良
に該当、１件（９％）が不合格となった。
本結果については、ホームページ等を通じ
て対外的に公表した。 

●事後評価１１件実施し、１０件（９１％）
が合格、合格のうち９件（８２％）が優良
となり、合格率を８０％以上、優良率を６
０％以上とする第３期中長期計画期間の
目標を上回る水準の評価結果を得た。 
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外的に公表する。 
（＊）原則として、①事業の
位置付け、②マネジメント、
③技術的成果及び④実用化・
事業化の見通しをそれぞれＡ
（優）＝３点、Ｂ（良）＝２点、
Ｃ（可）＝１点、Ｄ（不可）＝
０点で評価者に評価してもら
い、それぞれ平均得点を算出
した上で、全ての評価軸が１．
０点以上かつ③と④の和が
４．０点以上であれば「優良」
とし、３．０点以上であれば
「合格」とする 

    実用化促進事業におい
ては、特にイノベーション
の実現に資するものとし
て実施する事業について
は、産業界、学術界等の外
部の専門家・有識者を活用
した事後評価において、技
術的成果、実用化・事業化
の見通し等を評価項目と
し、別途公表される計算式
に基づき６割以上が「順
調」との評価を得る。 

 実用化促進事業において
は、産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用した
事後評価において、技術的成
果、実用化・事業化の見通し
等を評価項目とし、６割以上
が「順調」（＊）との評価を得
るという中長期計画の達成に
向けてマネジメントを行うと
ともに、同評価により得られ
た知見を基に、技術経営力の
強化に関する助言業務の観点
も踏まえ、事業実施者に対し
てアドバイスを行う。 
（＊）原則として、①技術に

関する評価項目（技術開発の
達成状況等）及び②実用化・
事業化の見通しに関する評価
項目（実用化スケジュール等）
をそれぞれＡ＝４点、Ｂ＝３
点、Ｃ＝２点、Ｄ＝１点、Ｅ＝
０点で評価者に評価してもら
い、それぞれ平均得点を算出
した上で、原則として合計４．
０点以上の場合を「順調」と
する。 

－ 実用化促進事業においては、技術的成
果、実用化・事業化の見通し等を評価項目
とした事後評価を実施しており、これまで
７１．２％（２２５件／３１６件）が順調
と評価された。 
なお、平成２８年度は事後評価対象事業

なし。 

  
 

 (c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェクト
については、事業終了後も、
参加企業を始めとする事業
実施者に働きかけを行い、
その成果の実用化・事業化
を推進するため、これまで
以上に分野横断的かつ緻密
に、追跡評価（追跡調査及
びその結果分析等）を実施
することとする。 

(c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェク
トについては、事業終了後
も、参加企業を始めとする
事業実施者に働きかけを
行い、プロジェクトが及ぼ
した経済的・社会的効果等
をフォローしその成果の
実用化・事業化を推進する
ため、また、機構の技術開
発マネジメントの改善に
反映させるため、既往の政
府決定等を踏まえ、評価に
伴う過重な作業負担の回
避という観点を考慮しつ
つ、これまで以上に分野横
断的かつ緻密に逐次追跡
調査を実施する。その際、
参加企業における実用化・
事業化状況（非継続、中止、
技術開発、製品化、上市）

(c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェクトに
ついては、事業終了後も、参
加企業を始めとする事業実施
者に働きかけを行い、プロジ
ェクトが及ぼした経済的・社
会的効果等をフォローしその
成果の実用化・事業化を推進
するため、また、機構の技術
開発マネジメントの改善に反
映させるため、分野横断的な
追跡調査を実施する。その際、
参加企業における実用化・事
業化状況（非継続、中止、技術
開発、製品化、上市）等を把握
するとともに、本調査から得
られた機構の成果（製品化事
例等）をＮＥＤＯインサイド
製品等としてまとめ、ウェブ
等を通じて積極的に情報発信
する。また、機構の事業に参

－ (c)追跡評価等 
ナショナルプロジェクトについては、事

業終了後も、参加企業を始めとする事業実
施者に働きかけを行い、プロジェクトが及
ぼした経済的・社会的効果等をフォロー
し、その成果の実用化・事業化を推進する
とともに、機構の技術開発マネジメントの
改善に反映させるため、分野横断的かつ緻
密な追跡調査を実施した。具体的には、平
成２２、２４、２６、２７年度に終了した
７８プロジェクトに対して、延べ９７４機
関にアンケート調査を実施し、９５６件の
回答（回答率９８．２％）を得るとともに、
必要に応じてヒアリング調査を実施した。
追跡調査が完了となる平成２２年度終了
プロジェクトについては、実用化状況を機
構のホームページで公開した。 
 また、分野横断的な分析・評価手法を国
内外から探索する取組を実施した。国内に
ついては、追跡調査結果の分析研究に関す
る公募を行い、新たに大学研究者５チーム

●平成２８年度のアンケートによる追跡調
査の回答率は前年度（９７．５％）を上回
り、９８．２％を達成。 

 
●海外類似機関における追跡調査手法・結果
の調査による国際的ベンチマークを実施。 

 
●ＮＥＤＯの評価手法に、フランスのファン
ディング機関ＡＤＥＭＥが注目。ＡＤＥＭ
Ｅが比較分析を実施。 

 
●ＮＥＤＯインサイド製品について、既存製
品の精査・統合と６製品の追加を実施し、
対象製品の合計を１１５製品に拡充。 

 
●中小・ベンチャー企業にフォーカスした調
査を開始。８４２件を分析し高い実用化率
の達成と経済効果を把握。 
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等を把握するとともに、本
調査から得られた機構の
成果（製品化事例等）を積
極的に情報発信する。 

画した中堅・中小・ベンチャ
ー企業に焦点を当て、その開
発成果が社会にもたらす効
果・便益の可視化及び体系化
を試みる。 

を採用した。平成２７年度からの継続２チ
ームを含めて７チームの研究グループと、
先行研究・調査手法・調査結果・ＮＥＤＯ
追跡調査方法へのフィードバックに関す
る意見交換を１４回実施し、平成２８年度
のアンケート調査票設計にも反映した。海
外については、ＮＥＤＯと類似のファンデ
ィング機能をもつ欧米の９ヶ国、９機関を
選定し、評価システムの調査、比較を実施
した。 
 追跡調査から得られた機構の成果につ
いては、上市した主要１１２製品に関する
売上げや費用対効果について、「ＮＥＤＯ
インサイド製品」として平成２７年度に試
算した結果を、機構ホームページを通じて
情報発信。平成２８年度は試算対象となる
製品を精査・統合の上、６製品を新たに追
加し、対象製品の合計を１１５製品に拡充
するとともに、費用対効果の分析精度の向
上や幅広い波及効果の収集・把握に努め
た。さらに平成２８年度は、機構の事業に
参画した中堅・中小・ベンチャー企業に焦
点を当て、その開発成果が社会にもたらす
効果・便益の可視化及び体系化を試みた。 
 また、追跡調査から得られた結果につい
ては、機構内部の研修で役職員にフィード
バックするとともに、関係機関との意見交
換、米国評価学会（２件発表）、研究・イ
ノベーション学会（３件発表）などで積極
的に情報発信を行うとともに、平成２８年
度に開催された研究・イノベーション学会
において「イノベーションのＰＤＣＡ」と
いうセッション企画を行い、７件の講演・
報告及び７件の研究発表を通じて国内研
究者との議論を実施した。 

  ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、実用化・事業化の見通
し、獲得された知見の他の
技術や用途への波及効果等
の観点から多面的に評価す
ることとし、専門分野の外
部有識者による評価結果を
活用しつつ、必要な場合に
は上記ナショナルプロジェ
クトよりも長期的に、追跡
評価を実施することとす
る。 

 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、実用化・事業化状況等
の把握に加えて、新たな技
術領域の開拓、他の技術や
用途への展開、新たな市場
の創造の見通し、社会的な
効果等の多面的な観点か
ら、専門分野の外部有識者
を活用しつつ調査・分析を
行い、必要な場合には上記
ナショナルプロジェクト
よりも長期的に追跡評価
を実施することとする。 

 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、実
用化・事業化状況等の把握に
加えて、新たな技術領域の開
拓、他の技術や用途への展開、
新たな市場の創造の見通し、
社会的な効果等の多面的な観
点から、専門分野の外部有識
者を活用しつつ調査・分析を
行い、必要な場合には上記ナ
ショナルプロジェクトよりも
長期的に追跡評価を実施する
こととする。 

－  平成２８年度に実施する追跡調査対象
事業に非連続ナショナルプロジェクトは
含まれない。 

 
 

  (d)技術開発マネジメント
に係る知見、教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一
層の深化と確実な定着を
図るべく、中間評価、事後
評価及び追跡評価の各結
果から得られた知見、教訓
を引き続き組織知として
蓄積するとともに、機構内
で知見、教訓がより一層活
用されるよう、毎年度２回
以上の機構内の共有活動

（d）技術開発マネジメントに
係る知見、教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一層の
深化と確実な定着を図るべ
く、中間評価、事後評価及び
追跡評価の各結果から得られ
た知見、教訓を引き続き組織
知として蓄積するとともに、
プロジェクト終了後に開発成
果を実用化・事業化につなげ
るためのプロジェクト・マネ
ジメント方法に関する分析等

－ （d）技術開発マネジメントに係る知見、
教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一層の深化と確実
な定着を図るべく、中間評価、事後評価及
び追跡評価の各結果から得られた知見、教
訓を引き続き組織知として蓄積するとと
もに、プロジェクト・マネジメント室と情
報を共有し、マネジメントガイドラインの
新訂に寄与した。また、新規着任者に対し
その内容を共有するための研修を７回実
施した。さらに、プロジェクト・マネジメ
ント報告会を通じて役職員へのフィード
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を実施する。 を行う。さらに、機構内で知
見、教訓がより一層活用され
るよう５回以上の機構内の共
有活動を実施する。 

バックをしたほか、定例会議においても共
有した。 

  その際、様々な角度から
の分析を引き続き行うこと
により、新たなプロジェク
ト（非連続ナショナルプロ
ジェクトを除く。）の採択
時には、これまでの実用化
に係る実績（実用化率等）
を十分踏まえた参加企業の
選定を行うものとする。ま
た、成功事例のみならず、
非継続・中止となった事業
の要因の分析等を行うこと
も含め、追跡評価を通じ、
これまでのナショナルプロ
ジェクトに係る総合的、定
量的な評価を行うこととす
る。 

 また、様々な角度からの
データの分析を引き続き
行い、新たなプロジェクト
（非連続ナショナルプロ
ジェクトを除く。）の採択
時等に、これまでの実用
化・事業化に係る実績を十
分踏まえた参加企業の選
定を行う。その際、成功事
例のみならず、非継続、中
止となった事業の要因の
分析等を行うことも含め、
これまでのナショナルプ
ロジェクトに係る総合的、
定量的な評価を行う。 

 また、様々な角度からのデ
ータの分析を引き続き行い、
新たなプロジェクト（非連続
ナショナルプロジェクトを除
く。）の採択時等に、これまで
の実用化・事業化に係る実績
を十分踏まえた参加企業の選
定を行う。その際、成功事例
のみならず、非継続、中止と
なった事業の要因の分析等を
行うことも含め、これまでの
ナショナルプロジェクトに係
る総合的、定量的な評価を行
う。 

－  さらに、新たなプロジェクトの採択時に
は、プロジェクト終了後の追跡調査・評価
を通じて得られたデータを用いて、過去の
実用化・事業化に係る実績を十分踏まえた
上で参加企業の選定を行った。その際、成
功事例のみならず、非継続、中止となった
事業の要因の分析等を行うことも含め、こ
れまでのナショナルプロジェクトに係る
総合的、定量的な評価を行った。 

 
 

  さらに、委託先に帰属す
る特許権等について、委託
先における事業化の状況及
び第三者への実施許諾の状
況等につき引き続き毎年調
査し、適切な形で対外的に
公表することとする。 

 さらに、委託先に帰属す
る特許権等について、委託
先における事業化の状況
及び第三者への実施許諾
の状況等につき引き続き
毎年調査し、適切な形で対
外的に公表することとす
る。 

 さらに、委託先に帰属する
特許権等について、委託先に
おける事業化の状況及び第三
者への実施許諾の状況等につ
き引き続き調査し、適切な形
で対外的に公表することとす
る。 

－  バイ・ドール条項の適用により委託先に
帰属する特許（バイ・ドール特許）につい
て、利活用状況調査を行い、機構のホーム
ページ上で対外的な公表を行った。 

 
 

 ⅲ）その他 
 さらに、事業の予見性を
高めるとともに進捗に応じ
た柔軟な執行を可能とする
ために導入した「複数年度
契約」や、技術開発のニー
ズに迅速に応える「年複数
回採択」等の制度面・手続
き面の改善を引き続き行う
こととする。 
 

（ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
 手続き面では、事業の予
見性を高めるとともに、進
捗に応じた柔軟な執行を
可能とするために導入し
た「複数年度契約」や、技
術開発ニーズに迅速に応
える「年複数回採択」等の
制度面、手続き面の改善を
行うとともに、事業実施者
に対する説明会を毎年度
４回以上行う。 
・国からの運営費交付金を

原資とする事業につい
ては、事業実施者から目
標達成に向けた明確な
コミットメントが得ら
れる場合には、最長３年
間程度の複数年度契約、
交付決定を実施する。国
からの補助金等を原資
とする事業については、
その性格を踏まえつつ
も、制度の趣旨に応じた
柔軟な応募受付、事業実
施システムを構築する
ことにより、年度の切れ

（ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
技術開発については、複数

年度実施の案件が大宗である
ことを踏まえ、複数年度契約・
交付決定を極力実施する。ま
た、制度面、手続面の改善を
行うとともに、事業実施者に
対する説明会を全国延べ１５
回以上行う。 
国からの運営費交付金を原

資とする事業については、事
業実施者から目標達成に向け
た明確なコミットメントが得
られる場合には、最長３年間
程度の複数年度契約、交付決
定を実施する。平成２８年度
は、間接経費率の拡大に関す
る国の政策方針を踏まえ、研
究者が研究成果を最大限に引
き出すことを目的に、大学等
を対象に委託研究に直接従事
する研究員等について、従来
の間接経費率の加算部分を１
０％から１５％へと拡大し、
間接経費率を最大３０％とす
る改定を行う。また、産学協
同研究を促進する国の方針に

－ （ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
 技術開発については、複数年実施の案件
が大宗であることを踏まえ、複数年度契
約・交付決定を極力実施した。平成２８年
度からの制度改善として、大学等を対象に
間接経費率への加算率を１０％から１
５％へと拡大し、間接経費率を最大３０％
とする改定を行い、各種説明会等を通じて
事業実施者への周知に取り組んだ。また、
産学協同研究を促進する国の方針に鑑み、
技術開発プロジェクトの研究員の範囲を
学生まで拡大することについて検討を行
い、平成２９年度から学生（大学院後期博
士課程）まで拡大することとした。さらに、
平成２９年度に向けた契約・検査の改善事
項に関する検討も行った。 
 事業実施者に対する制度に係る説明会
を延べ２０回開催し、１，１０２人の事業
実施者に対して説明を行った。 

 
●他機関に先駆けて大学等に対する間接経
費率の上限引き上げを実施。 
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目が事業実施の上での
不必要な障壁となるこ
とのないよう、利用者本
位の制度運用を行う。 

鑑み、技術開発プロジェクト
の研究員の範囲を学生まで拡
大することについて、検討を
開始する。 
国からの補助金等を原資と

する事業については、その性
格を踏まえつつも、制度の趣
旨に応じた柔軟な応募受付、
事業実施システムを構築する
ことにより、年度の切れ目が
事業実施の上での不必要な障
壁となることのないよう、利
用者本位の制度運用を行う。 

   ・制度面、手続き面の改善
を、変更に伴う事業実施
者の利便性の低下にも
留意しつつ行うととも
に、事業実施者に対する
説明会を毎年度４回以
上行う。また、毎年度、
事業実施者に対してア
ンケートを実施し、制度
面、手続き面の改善点等
について、８割以上の回
答者から肯定的な回答
を得る。 

 また、事業実施者に対して
アンケートを実施し、制度面、
手続き面の改善点等につい
て、８割以上の回答者から肯
定的な回答を得るという中長
期計画の達成を目指す。 

－  事業実施者に対する制度に係る説明会
を延べ２０回開催し、１，１０２人の事業
実施者に対して説明を行い、改善事項等に
ついて更なる周知を行うとともに、事業実
施者の利便性を更に高めるため、制度・手
続き等の改善事項の検討を行ってきた。 
 また、平成２８年度の機構の制度改善に
係る全体的な取組についてアンケート調
査を実施したところ、アンケート回答者か
ら「満足している」との回答が約９割得ら
れた。平成２８年度には、大学等を対象と
した間接経費率の拡大や時間単価適用者
における労働時間証明書提出の省略、旅費
計上の基準日の柔軟運用等の改善を行っ
た。 

 
 

  事業の実施に当たり、引
き続き、交付申請・契約・検
査事務などに係る事業実施
者の事務負担を極力軽減す
るとともに、委託事業にお
いては技術開発資産等の事
業終了後の有効活用を図る
ものとする。 

・交付申請、契約、検査事
務等に係る事業実施者
の事務負担を極力軽減
するとともに、委託事業
においては技術開発資
産等の事業終了後の有
効活用を図る。 

・第３期中期目標期間中
に、機構が行う業務への
供用を終了した技術開
発資産の翌年度におけ
る売却手続きに要する
期間を平均９ヶ月以内
とすることを目指す。 

 交付申請、契約、検査事務
等に係る事業実施者の事務負
担を極力軽減するとともに、
委託事業においては技術開発
資産等の事業終了後の有効活
用を図る。 
 業務への共用を終了した技
術開発資産の譲渡手続に要す
る期間を平均３ヶ月以内とす
る。 

－ 平成２８年度における資産の有効活用
については、他の委託事業及び助成事業へ
の転用が５２０件、公共機関や大学等への
無償譲渡は１,６１１件、委託先等への有
償譲渡は８１３件であった。また、事業終
了から有償譲渡が完了するまでの期間に
ついては、事業期間中から手続きを開始す
るなど処分手続きの早期化を図った結果、
平均３ヶ月を下回った(平成２９年３月末
時点）。 

 
 

  また、プロジェクトの円
滑な推進及び成果の実用
化・事業化を推進するため、
事業実施者間における知的
財産権の取扱いに関するル
ール化（合意文書策定）や、
知的財産権に係わる委員会
設置等の体制整備の取組を
促すこととする。さらに、
ＮＥＤＯにおいて適切な知
的財産マネジメントを実施
するための体制強化を図
り、公募段階から知的財産
マネジメントの方針を提示
するなど、ＮＥＤＯが各プ
ロジェクトにおける知財方
針の策定を主導する。 
 

(b)知的財産権 
 日本版バイドール制度
の導入後、原則としてプロ
ジェクト実施者に知的財
産権を帰属させることに
より、企業等がプロジェク
トに参加するインセンテ
ィブが向上する一方で、技
術開発の成果の事業化が
進んでいない場合も依然
見られ、知的財産権を保有
する者以外への技術開発
成果の展開が十分進んで
いない可能性も懸念され
ている。 
 こうしたことを踏まえ、
機構は、プロジェクト（実
施中のもののみならず終
了後のものも含む。）の成

(b)知的財産権 
 機構は、プロジェクトの成
果を最大限事業化に結びつけ
るため、中長期計画の方針及
び経済産業省が策定した「委
託研究開発における知的財産
マネジメントに関する運用ガ
イドライン」に基づいて機構
が策定した「知的財産マネジ
メントの基本方針」を公募段
階から提示することや、ＰＭ
の主導の下、市場展開を見込
む諸外国での権利化や、権利
化と秘匿化とを適切に組み合
わせるなど、プロジェクト実
施者に対して各プロジェクト
の趣旨・目的に応じた知的財
産マネジメントを推進する。 

－ (b)知的財産権 
プロジェクトを支える効果的な知財マ

ネジメントを実施するため、「ＮＥＤＯプ
ロジェクトにおける知財マネジメント基
本方針」（以下「ＮＥＤＯ知財方針」とい
う。）を４４プロジェクトに適用。公募段
階から知的財産マネジメントの基本方針
を提示し、ＰＭの主導の下、プロジェクト
実施者に対して各プロジェクトの趣旨・目
的に応じた知的財産マネジメントを推進
した。 

●平成２８年度は４４プロジェクト（うち新
規１２プロジェクト）に「ＮＥＤＯ知財方
針」を適用。さらにこれまでの知財マネジ
メントの取組を研究・イノベーション学会
や広報誌「Ｆｏｃｕｓ ＮＥＤＯ」を通じて
情報発信。 
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果を最大限事業化に結び
つけるため、公募段階から
以下の方針を踏まえた知
的財産マネジメントの方
針を提示するほか、機構が
各プロジェクトの趣旨・目
的に応じた知的財産マネ
ジメントを主導する。 
・自ら事業化（成果を第三

者に移転することによ
り事業化を図る場合も
含む。）することに意欲
的な技術開発の受託者
に対しては、優先的に知
的財産権を保有させる。 

・事業化に際し関係する知
的財産権を効率的に活
用できるよう、プロジェ
クト参加者間で保有す
る知的財産権を相互に
合理的な条件で実施許
諾し合えるルールを定
める。 

・長期に亘り未活用な知的
財産権を、国等の求めに
応じ第三者に実施許諾
するために、政府におい
て策定される運用ガイ
ドラインを十分に活用
する。 

・必要に応じ機構へのサブ
ライセンス権の付与等
を通じ、プロジェクトの
成果を第三者に広く実
施許諾する。 

・技術開発の受託者に知的
財産権を帰属させても
成果の事業化が見込ま
れない場合など個別の
事情に応じ、帰属先を柔
軟に選択する。 

・優れた成果は国際的に展
開すべきであることに
鑑み、成果を日本で権利
化する場合は、並行して
市場展開を見込む諸外
国でも権利化すること
を原則とする。 

・権利化と同時に標準化を
図る、権利化と秘匿化と
を適切に組み合わせる
などプロジェクトの計
画段階から戦略を考え
て対応する。 
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    特に、機構は、ＰＭの主
導の下、プロジェクト実施
者に対して知的財産権の
取扱いに関する合意文書
の策定を促すとともに、知
的財産権に関する委員会
設置等の体制整備を推進
する。さらに、必要に応じ
特許取得費用に対する支
援を行う。 
 このため、機構は、プロ
ジェクトごとに知的財産
マネジメントを行う機構
の責任者を明確化すると
ともに、プロジェクト実施
者に対して、知的財産権の
取扱いに関する合意文書
の作成・指導や知見共有化
を行う等、適切な知的財産
マネジメントを実施する
ため、機構において外部人
材の活用を含めた体制整
備を図る。 

 特に、機構は、ＰＭの主導
の下、プロジェクト実施者に
対して知的財産権の取扱いに
関する合意文書の策定や知的
財産権に関する委員会設置等
の体制整備の推進を図るとと
もに、必要に応じ国内外の特
許取得費用に対する支援を行
う。 
 加えて、プロジェクトごと
に知的財産マネジメントを行
う責任者を明確化するととも
に、必要に応じて独立行政法
人工業所有権情報・研修館（Ｉ
ＮＰＩＴ）に対して知財プロ
デューサーの派遣を要請する
等、適切な知的財産マネジメ
ントを実施するための体制整
備を図る。 

－ 「ＮＥＤＯ知財方針」適用プロジェクト
について、知的財産権の取扱いに関する合
意文書の策定や知財運営委員会機能の整
備を促進するともに、事業実施者における
強い知的財産権の取得を奨励し、必要に応
じて特許取得費用に対する支援を行った。 
また、適切な知的財産マネジメントを実

施するため、必要に応じてＩＮＰＩＴ知財
プロデューサーの派遣依頼を行うことに
より体制整備を図った。 

 
 

   また、事業実施者の事務負
担を極力軽減することを目的
として開始した機構への知的
財産権に係る通知のオンライ
ン手続について、利用拡大に
努める。 

 機構への知的財産権に係る通知のオン
ライン手続の利用拡大化を図るため、事業
者向け説明会での周知、アンケート調査を
実施した。 

  

  また、各年度期末におけ
る運営費交付金債務につい
て、その発生要因等を厳格
に分析し、減少に向けた努
力を行うとともに、不正事
案の発生を抑制するため、
事業者側に不正に関するリ
スク管理等についての啓蒙
の徹底を図るなど、不断の
取組を一層強化するものと
する。 

   －    

  (c)基盤技術研究促進事業 
 基盤技術研究促進事業
については、収益・売上納
付の回収、管理費の低減に
努め、欠損金の減少を進め
る。第３期中期目標期間中
においては、現在実施中の
事業の終了後は、新たな事
業の実施は行わないこと
とする。 

(c)基盤技術研究促進事業 
 基盤技術研究促進事業につ
いては、収益・売上納付の回
収、管理費の低減に努め、欠
損金の減少を進める。また、
新たな事業の実施は行わない
こととする。 

－ (c)基盤技術研究促進事業 
 基盤技術研究促進事業については、研究
成果の事業化の状況や売上等の状況につ
いて９５件の報告書を徴収し、研究委託先
等への現地調査を２１回実施し、売上等の
納付の慫慂を行った。その結果、１２件の
収益実績を確認し、総額約１４百万円の収
益納付があった。 

  

  (d) 追加的に措置された
交付金 
 平成２５年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「好循環実現のため
の経済対策」の競争力強化
策のために措置されたこ
とを認識し、研究開発型ベ
ンチャー企業・新事業の創
出支援のために活用する。 

(d) 追加的に措置された交付
金 
平成２８年度補正予算（第

２号）により追加的に措置さ
れた交付金については、「２１
世紀型のインフラ整備」の生
産性向上へ向けた取組の加速
のために措置されたことを認
識し、研究開発型ベンチャー
企業等の支援のために活用す
る。 

－ (d) 追加的に措置された交付金 
平成２８年度補正予算（第２号）により 

追加的に措置された交付金については、２
１世紀型のインフラ整備のために措置さ
れたことを踏まえ、「研究開発型ベンチャ
ー支援事業」及び「中堅・中小企業への橋
渡し研究開発促進事業」のために活用し
た。 
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 平成２６年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「地方への好循環拡
大に向けた緊急経済対策」
の現下の経済情勢等を踏
まえた生活者・事業者への
支援、地方が直面する構造
的課題等への実効ある取
組を通じた地方の活性化
のために措置されたこと
を認識し、資源・エネルギ
ーの安定供給、中小企業・
小規模事業者等の支援の
ために活用する。 

平成２７年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「一億総活躍社会の
実現に向けて緊急に実施
すべき対策」の一環として
生産性革命の実現のため
に措置されたことを認識
し、研究開発型ベンチャ
ー、中堅・中小企業への研
究開発促進支援のために
活用する。 

平成２８年度補正予算
（第２号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「未来への投資を実
現する経済対策」の２１世
紀型のインフラ整備のた
めに措置されたことを認
識し、研究開発型ベンチャ
ー企業等の支援のために
活用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい
ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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    ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２７年度評価における指摘事項 平成２９年度計画等への反映状況 

 （平成２８年度における取組・平成２９年度計画への反映） 

○平成２７年度からＰＭ（プロジェクト・マ

ネージャー）の権限強化による更なるマ

ネジメント機能の強化、技術戦略研究セ

ンターを設置したことによる技術開発戦

略及びこれらに基づき重要なプロジェク

トを企画・立案・提示する等、引き続き的

確に実施していくことが必要である。 

○平成２８年４月から技術戦略研究センターとプロジェクト

マネジメント室を統合するとともに、これまで個別作成さ

れていた研究開発プロジェクトのマネジメントに関連する

複数のガイドライン等を整理・統合し、平成２８年度に

は、プロジェクト・マネージャー（ＰＭ）に求められる機

能や役割、過去の事例等を整理したＰＭ「マネジメントガ

イドライン新訂第１版」を作成。平成２９年度は機構内で

普及、啓発を図る。また、技術戦略に基づくプロジェクト

については、内部事前評価に加えて外部事前評価も開始、

ナショナルプロジェクトの中でも非連続なイノベーション

の創出を目的とした特にリスクの高い事業を非連続ナショ

ナルプロジェクトとして選定する等、マネジメントの更な

る高度化を平成２９年度も引き続き行っていく。 

 （平成２８年度における取組・平成２９年度計画への反映） 

○単なるプロジェクトマネジメントのみな

らず、戦略策定から社会実装までを含め

た高度かつ広義の研究開発マネジメント

を意識し、実行する組織への進化が求め

られる。 

○平成２６年４月に技術戦略研究センターを設置し、戦略的

な研究開発プロジェクトを立案するため、新規予算要求の

前段階から技術戦略を策定し、研究開発プロジェクトを構

想している。各プロジェクトの実施部署においては、新規

プロジェクトの構想段階からプロジェクトマネージャー

（ＰＭ）候補を選定し、体制を整え、研究開発プロジェク

トの実施準備をしている。平成２９年度は、現在実施中の

エネルギー・環境新技術先導プログラム等の先導研究との

連携を強めるなどして、研究開発プロジェクトの一層の高

度化を進める。また、平成２８年度からはプロジェクトの

運営に必要な知識やスキルを体系的に学べるＰＭ育成講座

を新たに開始。ＰＭ人材育成を図るため、職員向けにＰＭ

育成講座や各種セミナーを引き続き開催。 

○また、技術開発と標準化の一体的な推進や、追跡調査によ

りプロジェクトの実用化状況の把握に努めるとともに、マ

ッチング支援や成果情報発信等、プロジェクトの社会実装

を支援。 

○特に人工知能の分野では、平成２８年４月に、人工知能技

術に関するナショナルプロジェクト等の成果を、戦略的に

社会実装につなげることをミッションとする「ＡＩ社会実

装推進室」を設置するとともに「次世代人工知能技術社会

実装ビジョン」を公表し、社会実装に向けた目標の可視化

を行った。また、総理指示により設立された「人工知能技
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術戦略会議」の下で、人工知能技術の社会実装を加速する

具体的な取組に着手している。 
 

（平成２８年度における取組・平成２９年度計画への反映） 

○技術開発プロジェクトの実施にあたって

は、成功事例だけではなく、失敗事例を踏

まえたフィードバックができるような工

夫が必要ではないか。 

○平成１６年から研究開発プロジェクトの追跡調査を実施

し、成功要因や失敗要因の分析を実施している。なお、得ら

れた結果を活用し、「マネジメントガイドライン新訂第１

版」を平成２８年度内に作成し、平成２９年度は機構内で普

及、啓発を図っていく。 

 （平成２８年度における取組・平成２９年度計画への反映） 

○機構の支援を受けた中小・ベンチャー企

業に焦点を当て、その開発成果が社会に

もたらす効果・便益の可視化及び体系化

を行うことが必要である。 

○これまでは、ＮＥＤＯインサイド製品においてＮＥＤＯ事

業の効果・便益の可視化及び体系化の調査を行ってきた

が、対象が大企業中心であったため、平成２８年度から、

中小・ベンチャー企業に焦点を当てた効果・便益の可視化

及び体系化の調査を実施し、調査対象とした６４５社の累

積売上高等を算出。 

○平成２９年度は、引き続き体系化に向けて、平成２８年度

の調査結果に基づき、特に売上を伸ばしている成功事例の

調査分析等を実施。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ② 技術開発型ベンチャー

企業等の振興 
 経済の活性化や新規産
業・雇用の創出の担い手と
して、新規性・機動性に富
んだ「技術開発型ベンチャ
ー企業」等の振興が一層重
要になってきていることに
も鑑み、ベンチャー企業へ
の実用化助成事業における
取組等を一層推進する。具
体的には、専門家による海
外を含めた技術提携先や顧
客の紹介、知財戦略の策定
など、ＮＥＤＯによる技術・
経営両面での支援機能を強
化し、実用化・事業化を一
層推進することとする。 
上記事業の実施に当たっ

ては、我が国におけるベン
チャー・エコシステムの構
築が重要であることに鑑
み、諸外国の先進的な取組
も参考にしつつ、海外から
のベンチャーキャピタルや
起業前後のスタートアップ
への投資・指導等を行うシ
ード・アクセラレーター等
の誘致を行うとともに、我
が国のベンチャーキャピタ
ルやシード・アクセラレー
ター等の育成につながるよ
うな形で、技術開発型ベン
チャー企業等への支援を行
うものとする。 

（イ）技術開発型ベンチャ
ー企業等の振興 
 経済の活性化や新規産
業、雇用の創出の担い手と
して、新規性、機動性に富
んだ技術開発型ベンチャ
ーの振興が一層重要にな
ってきていることにも鑑
み、ベンチャー企業への実
用化助成事業における取
組等を一層推進し、必要な
者に対する専門家による
海外を含めた技術提携先
や顧客の紹介、知財戦略の
策定等、機構による技術、
経営両面での支援機能を
強化するとともに、事業者
と政府系金融機関や民間
ベンチャーキャピタル等
との一層の連携を通じて、
資金面での支援も図り、実
用化・事業化を一層推進す
る。 

上記事業の実施に当た
っては、我が国におけるベ
ンチャー・エコシステムの
構築が重要であることに
鑑み、諸外国の先進的な取
組も参考にしつつ、海外か
らのベンチャーキャピタ
ルや起業前後のスタート
アップへの投資・指導等を
行うシード・アクセラレー
ター等の誘致を行うとと
もに、我が国のベンチャー
キャピタルやシード・アク
セラレーター等の育成に
つながるような形で、技術
開発型ベンチャー企業等
への支援を行うものとす
る。 
 具体的には、創業期の技
術開発型ベンチャー企業
を支援する国内外のベン
チャーキャピタル、シー
ド・アクセラレーター等を
認定し、それらによる出資
を条件とした技術開発型
ベンチャー企業への助成
事業を実施する。これによ
り、我が国において、国内
外のベンチャーキャピタ

（イ）技術開発型ベンチャー
企業等の振興 
 経済の活性化や新規産業、
雇用の創出の担い手として、
新規性、機動性に富んだ技術
開発型ベンチャーの振興が一
層重要になってきていること
にも鑑み、ベンチャー企業へ
の実用化助成事業における取
組等を一層推進し、必要な者
に対する専門家による海外を
含めた技術提携先や顧客の紹
介、知財戦略の策定等、機構
による技術、経営両面での支
援機能を強化するとともに、
事業者と政府系金融機関や民
間ベンチャーキャピタル等と
の一層の連携を通じて、資金
面での支援も図り、実用化・
事業化を一層推進する。 
上記事業の実施に当たって

は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重
要であることに鑑み、諸外国
の先進的な取組も参考にしつ
つ、海外からのベンチャーキ
ャピタルや起業前後のスター
トアップへの投資・指導等を
行うシード・アクセラレータ
ー等の誘致を行うとともに、
我が国のベンチャーキャピタ
ルやシード・アクセラレータ
ー等の育成につながるような
形で、技術開発型ベンチャー
企業等への支援を行う「研究
開発型ベンチャー支援事業」
を実施する。 
 具体的には、創業期の技術
開発型ベンチャー企業を支援
する国内外のベンチャーキャ
ピタル、シード・アクセラレ
ーター等を認定し、それらに
よる出資を条件とした技術開
発型ベンチャー企業への助成
事業を実施する。これによ
り、我が国において、国内外
のベンチャーキャピタル、シ
ード・アクセラレーター等が
活発に活動する状況を作り出
し、それにより技術シーズを
基にしたベンチャー企業が創
出され、その状況が更なる投

－ （イ）技術開発型ベンチャー企業等の振
興 
我が国におけるベンチャー・エコシステ

ムの発展を後押しするため「研究開発型ベ
ンチャー支援事業」の中で以下の４事業を
実施した。 
①「NEDO Technology Commercialization 
Program(ＴＣＰ)」（平成２６年度～） 
大学・企業等の研究者を対象としたビジ

ネスプラン構築支援とマッチング機会の
提供を組み合わせた研修プログラムとし
て実施。５８件の応募から３６件が書類審
査を通過し、集合研修やメンタリングを受
け、ピッチ形式でビジネスプランを発表
（二次審査を東京及び大阪で、最終審査を
東京で実施）。 
②「起業家候補（ＳＵＩ）支援事業」（平
成２６年度～） 
事業化の専門家（起業家やＶＣ等）であ

る事業カタライザーがビジネスプラン構
築に係る支援を行いつつ、研究開発に係る
資金的な支援を実施。５５件の応募があ
り、７件を採択し、支援を実施。 
③「シード期の研究開発型ベンチャー（Ｓ
ＴＳ）に対する事業化支援」（平成２７年
度～） 
機構が認定した民間ベンチャーキャピ

タル等（認定ＶＣ）からの出資を条件とし
て、機構からの研究開発に係る資金的な支
援と認定ＶＣによるビジネスプラン構築
の支援を提供する、ＶＣとの協調支援を実
施。２６件の応募があり１３件を採択・交
付決定し、支援を実施。 
また、国内外のＶＣ、シード・アクセラ

レーター等を募集し、平成２８年度には１
５件を追加認定し、認定ＶＣの数を２５
社・チームに拡充（平成２７年度３月時点
で１２社・チーム）。 
④「企業間連携スタートアップ（ＳＣＡ）
に対する事業化支援」（平成２８年度～） 
事業会社と共同研究等を行う研究開発

型ベンチャーに対して支援事業を創設。平
成２８年度新規事業として、７２件の応募
から１２件を採択・交付決定し、支援を実
施。 
新規事業（「企業間連携スタートアップ

（ＳＣＡ）に対する事業化支援」）の創設
により、「研究開発型ベンチャー支援事業」
として、シーズ発掘から民間リスクマネー
の獲得、事業化の支援に至るまでのシーム
レスな支援環境の構築と強化を実現し、ベ
ンチャー・エコシステムの構築を行った。 

＜自己評価の根拠＞ 
 
●「シード期の研究開発型ベンチャー（ＳＴ
Ｓ）に対する事業化支援」において認定Ｖ
Ｃの追加公募を実施し、１５社・チームを
追加認定した。認定ＶＣの数は合計２５
社・チームとなり、前年度比の２倍以上と
なった。 

 
●ＳＣＡに対する事業化支援制度を新たに
開始し、研究開発型ベンチャーに対するシ
ームレスな支援制度の拡充を行った。 

 
●ＮＥＤＯがこれまで支援したベンチャー
企業のうち、平成２８年度は新たに３社が
上場。累計で１９社が上場し、平成２８年
３月時点での時価総額累計が１兆５９３
億円を達成。 

 
●平成２８年度の新規採択額に占める中堅・
中小企業等の採択額の割合は２４．８％
（新規採択額２６４．１億円のうち中堅・
中小企業等の採択額６５．４億円）となり、
目標を上回る実績を達成。 
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ル、シード・アクセラレー
ター等が活発に活動する
状況を作り出し、それによ
り技術シーズを基にした
ベンチャー企業が創出さ
れ、その状況が更なる投資
や事業化を促進するとい
う好循環を生み出すこと
を目指す。 

資や事業化を促進するという
好循環を生み出すことを目指
す。 

 
加えて、キャラバン活動等による全国

各地での説明会や、新大国コンソーシア
ムのスキームを活用した公募情報の共有
など、積極的な案件の掘り起こしを実
施。この結果、平成２８年度の新規採択
額に占める中堅・中小・ベンチャー企業
の採択額の割合は、目標を上回る２４．
８％（新規採択額２６４．１億円の
うち中堅・中小企業等の採択額６
５．４億円）を達成。さらに、これま
でのＮＥＤＯの支援を受けた事業者が新
たに３社上場（累計１９社）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
 

 

 

  



Ⅰ－1－28 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ウ）オープンイノベーションの推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ③ オープンイノベーショ

ンの推進 
 製品サイクルの短期化や
技術知識の高度化に伴い、
コア技術は自社で磨きつつ
も外部の技術・知識等を活
用する「オープンイノベー
ション」の取組が世界的に
進展し、企業の国際競争力
上、重要となってきている。
このため、我が国企業のオ
ープンイノベーションの取
組を推進すべく、産業界の
取組への関与・支援、技術
ニーズと技術シーズのマッ
チングの推進、中堅・中小・
ベンチャー企業と革新的な
技術シーズを事業化に結び
つける「橋渡し」機能の能
力を有する機関との共同研
究への支援を行うものとす
る。 

（ウ）オープンイノベーシ
ョンの推進 
 製品サイクルの短期化
や技術知識の高度化に伴
い、コア技術は自社で磨き
つつも外部の技術・知識等
を活用する「オープンイノ
ベーション」の取組が世界
的に進展し、企業の国際競
争力上、重要となってきて
いる。このため、我が国企
業のオープンイノベーシ
ョンの取組を推進すべく、
産業界の取組への関与・支
援、技術ニーズとシーズの
マッチングの推進、中堅・
中小・ベンチャー企業と革
新的な技術シーズを事業
化に結びつける「橋渡し」
機能の能力を有する機関
との共同研究への支援を
行うものとする。 
 具体的には、上記のほ
か、オープンイノベーショ
ンに関する成功事例の共
有・啓蒙普及活動等を行う
場（オープンイノベーショ
ン協議会）の構築を行い、
その事務局機能を担うと
ともに、技術ニーズとシー
ズのマッチングを行うた
めの情報交流の仕組みの
構築を行う。 

（ウ）オープンイノベーショ
ンの推進 
 我が国企業のオープンイノ
ベーションの取組を推進すべ
く、産業界の取組への関与・
支援、技術ニーズとシーズの
マッチングの推進、中堅・中
小・ベンチャー企業と革新的
な技術シーズを事業化に結び
つける「橋渡し」機能を有す
る機関との共同研究を支援す
る「中堅・中小企業への橋渡
し研究開発促進事業」を引き
続き実施する。 
 また、オープンイノベーシ
ョンに関する成功事例の共
有・啓蒙普及活動等を行うた
めオープンイノベーション協
議会事務局として、マッチン
グイベントやワークショップ
を年間２０回以上行い、技術
ニーズとシーズのマッチング
を行うための情報交流を促進
する。加えて、我が国全体で
のオープンイノベーションの
取組の活性化につなげるた
め、オープンイノベーション
白書を取りまとめ、公表す
る。 

－ 

 

（ウ）オープンイノベーションの推進 
企業と公設試験研究機関等との連携に

より、技術シーズに係る研究だけでなく、
ニーズとのマッチングによる実用化に係
る取組を推進した橋渡し機能を有する機
関（以下「橋渡し研究機関」という。）と
の共同研究を支援する制度として、「中堅・
中小企業への橋渡し研究開発促進事業」を
実施。平成２８年度は２回公募を実施し、
合計４０件（第１回公募：２３件、第２回
公募：１７件）を採択、事業を開始した。
さらに、平成２８年度は５４機関を橋渡し
研究機関として新たに確認し、これまでに
確認した橋渡し研究機関は１９２機関と
なった。 
オープンイノベーション協議会ではオ

ープンイノベーションに関する成功事例
の共有・啓発普及活動等のためにマッチン
グイベントやワークショップ等を合計２
３回実施し、マッチングやマインドセット
等の場・機会を提供した。加えて平成２８
年７月には、我が国のオープンイノベーシ
ョンの取組の活性・推進を目的としてオー
プンイノベーション白書初版を公表した。 
また、オープンイノベーションの推進に

おける効率的かつ効果的な運営を目指し、
成果の最大化及び加速化を図るためベン
チャー創造協議会との合併により、平成２
９年３月からオープンイノベーション・ベ
ンチャー創造協議会として活動を開始し
た。 
 なお、会員数は平成２７年２月の設立時
点で２１８者から平成２９年３月３１日
時点で８１４者まで増加した（設立時比３
７３％）。 
オープンイノベーションを通じた次世

代産業の創出等を推進していくとともに、
地方における技術シーズの発掘やＮＥＤ
Ｏ事業のユーザー拡大を図るため、地方自
治体との連携強化に努めており、平成２８
年度は以下の自治体等との連携協定を締
結した。 
・平成２８年６月 次世代産業の推進
に関する協定（神奈川県川崎市） 

・平成２９年３月 新産業創出促進に
よる創造的復興に関する協定（熊本
県、熊本大学、国立研究開発法人産業
技術総合研究所） 

＜自己評価の根拠＞ 
●「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促
進事業」において、平成２８年度は４０
件を新規採択。また、平成２８年度末時
点で橋渡し研究機関として１９２機関を
確認。 

 
●新輸出大国コンソーシアムの関連施策と
して、ＪＥＴＲＯ等と連携。本助成事業
への申請に当たって、新輸出大国コンソ
ーシアムのコンシェルジュから推薦書を
受け付け、推薦を受けた１７件を採択。 

 
●マッチングイベントやワークショップ等
を前年度比の約２倍となる２３回（平成
２８年度目標：２０回以上）開催。ＮＥ
ＤＯピッチ登壇をきっかけとして、具体
的な事業提携に向けたＮＤＡ契約の締結
が２０件あり、その中で具体的な事業提
携事例を１件創出する等、オープンイノ
ベーションの推進に大きく寄与。 

 
●オープンイノベーション白書を日本で初
めて公表し、オープンイノベーションに
関する各種データや国内外の推進事例を
提示。白書は各種書籍等で引用されてい
る。 

 
●広報活動の強化やベンチャー創造協議会
との合併等により、平成２９年３月３１日
時点の会員数は８１４者となり、設立当時
（２１８者）比３７３％となる大幅増加。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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    ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２７年度評価における指摘事項 平成２９年度計画等への反映状況 

 （平成２８年度における取組・平成２９年度計画への反映） 

○オープンイノベーション協議会の活動を

更に活発化し、関係機関と連携の上、地方

展開等我が国全体の動きに繋げていくこ

とが重要である。 

○機構が事務局を努めるオープンイノベーション協議会は、

平成２８年１０月に農林水産省所管の「「知」の集積と活

用の場 産学官連携協議会」との相互協力を表明し、ＮＥ

ＤＯピッチアグリテック特集を開催。また、地方展開につ

いては、オープンイノベーション協議会の活動として、関

西経済同友会等の関係機関と連携し、マッチングイベント

である「ＮＥＤＯドリームピッチ in 関西」を平成２９年

１月に大阪にて開催。ＮＥＤＯとしては、平成２８年１０

月に北海道経済産業局と「No Maps NEDO Dream Pitch」を

開催。 

○オープンイノベーション協議会は、平成２９年３月にベン

チャー創造協議会と合併したところであり、平成２９年度

は、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会とし

て、マッチングイベントやワークショップ等の取組を推進し

ていく。 

 （平成２８年度における取組・平成２９年度計画への反映） 

○オープンイノベーションの推進について

は、具体的ビジネス（成功例）の創出や失

敗事例の分析・提示を行うことが必要で

はないか。 

○オープンイノベーション協議会は我が国のオープンイノベ

ーションの推進事例等をまとめ、成功要因等を分析・提示し

たオープンイノベーション白書を平成２８年７月に公表。

次期白書については、失敗事例も含めて、より多角的な視点

で分析を行うこととし、平成２９年度中にとりまとめを行

う。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（エ）国際共同事業の推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ｂ 評定  
 ④ 国際共同事業の推進 

 我が国発の優れた技術の
発展や、海外市場を開拓す
る事業者の支援をより積極
的に行うため、最先端の技
術を持つ内外の企業による
国際共同研究プロジェクト
等に対し、ＮＥＤＯが外国
の技術開発マネジメント機
関等とともに「コファンド
形式」等により資金支援を
行うことなどの試みを、毎
年度積極的に推進すること
とする。これにより、我が
国企業の国際展開や海外企
業も含めたオープンイノベ
ーションの進展を支援し、
これに対応したグローバル
な技術開発マネジメントに
係る事業を、一層推進する
ものとする。 

（エ）国際共同事業の推進 
 我が国産業技術の向上
及び海外市場の開拓、さら
には、機構のグローバルな
技術開発マネジメント能
力向上のため、また、国内
のみならず海外の企業や
機関と共同で技術開発を
実施する必要性が高まっ
ていることを踏まえ、最先
端の技術を持つ内外の企
業による国際共同研究プ
ロジェクト等に対し、機構
が海外の技術開発マネジ
メント機関等とともに「コ
ファンド形式」等により資
金支援を行うことなどの
試みを、毎年度積極的に推
進する。これにより、我が
国企業の国際展開や海外
企業も含めたオープンイ
ノベーションの進展を支
援し、これに対応したグロ
ーバルな技術開発マネジ
メントに係る事業を一層
推進する。 

（エ）国際共同事業の推進 
 我が国産業技術の向上及び
海外市場の開拓、さらには、
機構のグローバルな技術開発
マネジメント能力向上のた
め、また、国内のみならず海
外の企業や機関と共同で技術
開発を実施する必要性が高ま
っていることを踏まえ、最先
端の技術を持つ内外の企業に
よる国際共同研究プロジェク
ト等に対し、機構が海外の技
術開発マネジメント機関等と
ともに「コファンド形式」等
により資金支援を行うことな
どの試みを、積極的に推進す
る。これにより、我が国企業
の国際展開や海外企業も含め
たオープンイノベーションの
進展を支援し、これに対応し
たグローバルな技術開発マネ
ジメントに係る事業を一層推
進する。 

－ （エ）国際共同事業の推進 
 コファンド形式で実施する国際共同研
究開発事業について、フランス公的投資
銀行（Bpifrance)と実施中の事業につい
て、委託先が共同研究先と共同研究契約
の調印式を実施、創薬支援システムの開
発を加速した。 
また、イスラエルイノベーションオー

ソリティ（ＩＩＡ、旧ＭＡＴＩＭＯＰ）
とのコファンド事業では、２件の事業を
開始。 
 イスラエルとの共同研究促進のため、
日-イスラエルのビジネスマッチングイベ
ント等を主催・共催。両国企業でＩｏＴ
技術への関心が高いことから、「イスラエ
ルＩｏＴフォーラム」を２回共催で開
催。機構が実施しているイスラエルコフ
ァンド事業を紹介しつつ、個別相談会も
実施し、企業の公募への提案を促進し
た。 
 また、フランス、イスラエルに引き続
きドイツとの協力関係構築に向けて検討
を実施。平成２９年３月にドイツ連邦経
済エネルギー省（ＢＭＷｉ）と「研究・
開発及びイノベーションに関わる相互協
力に係る共同声明」に調印。これに基づ
き平成２９年度からドイツにおけるコフ
ァンド事業を開始予定。対象国の拡大を
図った。 
 加えて、スペイン・産業技術開発セン
ター(ＣＤＴＩ)と機構の間で締結された
技術開発協定書に基づく事業認証制度
「ＪＳＩＰ(ジャパン・スペイン イノベ
ーション・プログラム)」の枠組みで２件
の事業を認証。日本企業の海外研究機関
との共同研究を通じたイノベーション促
進を支援した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●コファンド事業の対象国・案件の拡大を
図り、平成２９年３月にドイツ連邦経済
エネルギー省（ＢＭＷｉ）と「研究・開
発及びイノベーションに関わる相互協力
に係る共同声明」に調印。 
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  また、海外機関との国際
連携を図り、双方にとって
のＷｉｎ－Ｗｉｎの関係
を構築するため、我が国と
相手国双方の利益に結び
付く可能性のある技術等
について、その有効性を十
分検証した上で、情報交換
協定などの協力関係を構
築する。その際、意図せざ
る技術流出の防止の強化
を図る観点から、機構の事
業の実施者の成果の取扱
いについての仕組みの整
備等に努めるものとする。 

また、海外機関との国際連
携を図り、双方にとってのＷ
ｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築す
るため、我が国と相手国双方
の利益に結び付く可能性のあ
る技術等について、その有効
性を十分検証した上で、情報
交換協定などの協力関係の構
築に向けた取組を推進する。
その際、意図せざる技術流出
の防止の強化を図る観点か
ら、機構の事業の実施者の成
果の取扱いについての仕組み
の整備等に努めるものとす
る。 

－  平成２８年度においては、事業に係る
協力協定（ＭＯＵ）を１６件、国際機関
等との協力関係構築に係るＭＯＵを２
件、合計１８件を締結した。 
 事業に係るＭＯＵ１６件については、
これを締結することにより、相手国事情
により遅延等が発生しやすい国際事業の
進捗を後押し、事業を着実な実施へと導
いた。また、当該ＭＯＵにて成果の取り
扱いに関しても取り決めることにより、
技術流出の防止に努めた。 
 国際機関等との協力関係構築に係るＭ
ＯＵ２件では、チェコ技術庁（ＴＡＣ
Ｒ）及びロシア連邦技術発展庁（ＡＴ
Ｄ）との協力に向けた情報交換に関する
覚書を締結。特に後者は、ロシアの産業
近代化・効率化を目指し海外からの技術
導入を進めるためにプーチン大統領が今
年５月に設立した機関であり、当該機関
と協力関係を築くことで、ロシアにおけ
る日本の先進的技術の普及と課題解決に
貢献することが期待される。 
 その他、従前から協力協定を締結して
いる機関との関係については、アジア開
発銀行（ＡＢＤ）からは、平成２８年６
月にＡＣＥＦ（Asia Clean Energy 
Forum）セミナーに招待され、機構のイノ
ベーションに関する取組について講演を
行った。 
 国際連合工業開発機関（ＵＮＩＤＯ）
との関係では、第６回アフリカ開発会議
（ＴＩＣＡＤⅥ）サイドイベントにて講
演を行い、国際的な場においてＮＥＤＯ
及び日本のエネルギー技術普及に向けた
取組の訴求に貢献した。 
 第３回ＩＣＥＦでは、従前からのＭＯ
Ｕ締結による協力関係を活用し、ＡＤＢ
総裁、ＵＮＩＤＯエネルギー部部長、Ｉ
ＥＡ等、エネルギー・環境分野について
国際的に権威ある機関による講演を実
施。低炭素社会実現に向けた国際連携の
深化に貢献した。 

●安倍総理大臣の訪露に伴い、ロシアのプー
チン大統領が、海外からの技術導入を進め
るために平成２８年５月に設立したＡＴ
ＤとＭＯＵを締結（日本は初の締結国の一
つ）。ロシアでの日本の技術普及への貢献
が期待される。 

 
●日本政府が主導し、国連等が共催するアフ
リカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）について、Ｕ
ＮＩＤＯとの協力関係に基づき、第６回ア
フリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅥ）で講演を
実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営がな

されていることから、本項目の自己評価をＢ
とした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（オ）技術開発成果の事業化支援 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

 ⑤ 技術開発成果の事業化
支援 

研究開発の成果の実用
化及びこれによるイノベ
ーションの創出を図るた
め、ＮＥＤＯの研究開発の
成果を事業活動において
活用しようとする者に対
する出資（金銭の出資を除
く。）並びに人的及び技術
的援助を行う。加えて、産
業革新機構など事業化促
進に資する機能を有する
外部機関と積極的に提携
することにより、技術開発
の成果の事業化を促進す
るものとする。 

 

（オ）技術開発成果の事業
化支援 
 研究開発の成果の実用
化及びこれによるイノベ
ーションの創出を図るた
め、機構の研究開発の成果
を事業活動において活用
しようとする者に対する
出資（金銭の出資を除く。）
並びに人的及び技術的援
助を行う。加えて、産業革
新機構など事業化促進に
資する機能を有する外部
機関と積極的に提携する
ことにより、技術開発の成
果の事業化を促進する。 

（オ）技術開発成果の事業化
支援 
研究開発の成果の実用化及

びこれによるイノベーション
の創出を図るため、機構の研
究開発の成果を事業活動にお
いて活用しようとする者の要
請を踏まえ出資（金銭の出資
を除く。）並びに人的及び技
術的援助に向けた取組を推進
する。加えて、産業革新機構
など事業化促進に資する機能
を有する外部機関と積極的に
提携することにより、技術開
発の成果の事業化を促進す
る。 

－ （オ）技術開発成果の事業化支援 
 中堅・中小・ベンチャー企業に対する事
業化支援の一環として、金融機関への仲立
ちを行うことによる連携支援を実施した。
具体的には、資金需要のあるＮＥＤＯ事業
者を（株）産業革新機構（ＩＮＣＪ）や（株）
日本政策金融公庫（ＪＦＣ）への推薦を行
うことで、出資や融資の実行につなげビジ
ネス展開を後押し。ＩＮＣＪへ出資推薦案
件を７件推薦し、平成２８年度は２件の出
資が決定。さらに、ＪＦＣへ融資推薦案件
を３件推薦し、平成２８年度は２件の融資
が決定した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●ＩＮＣＪに対しては、７社の事業者を推
薦。また、平成２７年度に２３社の事業者
を推薦し、２社が出資を獲得していたが、
平成２８年度に新たに２社が出資を獲得
した。また、ＪＦＣに対しては、３社の事
業者を推薦。また、平成２７年度に１０社
の事業者を推薦し、１社が融資を得ていた
が、平成２８年度に新たに２社が融資を得
た。 

 
 

 

 技術開発の成果が速や
かに実用化・事業化につな
がるよう、ＮＥＤＯとして
事業者に対し、技術開発成
果を経営において有効に
活用するための効果的方
策（技術開発マネジメン
ト、テーマ選定、提携先の
選定、経営における活用に
向けた他の経営資源との
組み合わせ等）を提案する
など、技術経営力の強化に
関する助言を積極的に行
うものとする。 

技術開発の成果が速や
かに実用化・事業化につな
がるよう、機構として事業
者に対し、技術開発成果を
経営において有効に活用
するための効果的方策（技
術開発マネジメント、テー
マ選定、提携先の選定、経
営における活用に向けた
他の経営資源との組み合
わせ等）を提案するなど、
技術経営力の強化に関す
る助言を積極的に行う。 

 技術開発の成果が速やかに
実用化・事業化につながるよ
う、機構として事業者に対
し、技術開発成果を経営にお
いて有効に活用するための効
果的方策を提案するなど、技
術経営力の強化に関する助言
を積極的に行う。 
また、中堅・中小・ベンチ

ャー企業が積極的に海外市場
に挑戦していくことが求めら
れていることから、新たに
「新輸出大国コンソーシア
ム」の枠組みを活用しつつ、
独立行政法人日本貿易振興機
構（ＪＥＴＲＯ）等との連携
により、成果の実用化及び海
外展開の支援体制づくりを行
う。 

－  技術開発の成果を速やかに実用化・事業
化につなげられるよう、提携先とのマッチ
ングが重要であることから、採択時には事
業者の代表との面談により事業終了後の
成果の事業化に向けた方向性を確認する
とともに、中間評価での有識者からの技術
面、事業化面での助言により、事業の方向
性を修正するなど、実用化・事業化に向け
た取組を推進した。 
 また、新輸出大国コンソーシアムの関連
施策として、ＪＥＴＲＯ等との連携とし
て、「平成２８年度中堅・中小企業への橋
渡し研究開発促進事業」において計１７件
のコンソーシアム推薦案件が採択され事
業を実施している。 

●ＮＥＤＯピッチも含め年間２０回程度の
展示会・ピッチの機会を提供。また、Ｎｏ 
ＭａｐｓやＮＥＤＯドリームピッチｉｎ
関西など、これらの取組を地方にも展開。 

 
 

 

  実用化促進事業におい
て、特にイノベーションの
実現に資するものとして
実施する事業については、
事後評価等により得られ
た知見を基に、技術経営力
の強化に関する助言業務
の観点も踏まえ、事業実施
者に対して必要なアドバ
イスを行う。 

実用化促進事業において、
特にイノベーションの実現に
資するものとして実施する事
業については、事後評価等に
より得られた知見を基に、技
術経営力の強化に関する助言
業務の観点も踏まえ、事業実
施者に対して必要なアドバイ
スを行う。 

－  事業者の抱える経営面での課題等を解
決し、成果の最大化を図るため、事業実施
者への技術経営力の強化に関する助言業
務を１３社に対し３１回のアドバイスを
実施した。 

●ビジネスや経営に関する専門家（事業カタ
ライザー）からの助言を１３社に対し延べ
３１回実施。事業化・資金調達の達成、事
業化計画の構築等の成果を挙げた。 

 

 

   また、事業者の技術経営
力の強化に向けた業務の
一環としての観点も踏ま
えつつ、良質な技術シーズ
を発掘するため、機構の事

 また、事業者の技術経営力
の強化に向けた業務の一環と
しての観点も踏まえつつ、良
質な技術シーズを発掘するた
め、機構の事業に対する応募

－  また、事業者の技術経営力の強化に向け
た業務の一環としての観点も踏まえつつ、
良質な技術シーズを発掘するため、機構の
事業に対する応募に係る相談対応を１０
回(１２０組)以上実施し、全国の公設試験
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業に対する応募に係る相
談対応を毎年度２回以上
実施する。 

に係る相談対応を６回以上実
施するとともに、全国の公設
試験研究機関等での出張説明
会（キャラバン活動）を積極
的に行う。 

研究機関等での出張説明会（キャラバン活
動）を積極的に行った。 

 「標準化官民戦略」（平
成２６年５月１５日標準
化官民戦略会議決定）に基
づく「新市場創造型標準化
制度」の活用も含めた標準
化の推進により、市場や技
術の特性を踏まえ、技術開
発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化
を図るものとする。 

「標準化官民戦略」（平
成２６年５月１５日標準
化官民戦略会議決定）に基
づく「新市場創造型標準化
制度」の活用も含めた標準
化の推進により、市場や技
術の特性を踏まえ、技術開
発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化
を図る。 
具体的には、毎年度、年

度計画に以下の項目に関
する数値目標を設定し、そ
の達成を図る。 
・技術開発プロジェクトに
おける標準化に係る取
組を含んだ基本計画数 

・機構の事業におけるＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等の
国内審議団体又はＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等へ
の標準化に関する提案
件数 

「標準化官民戦略」（平成２
６年５月１５日標準化官民戦
略会議決定）に基づく「新市
場創造型標準化制度」の活用
も含めた技術開発実施中から
の標準化の推進により、市場
や技術の特性を踏まえ、技術
開発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化を図
る。 
具体的には、以下の項目に

関する数値目標を設定し、そ
の達成を図る。 
・技術開発プロジェクトにお
ける標準化に係る取組を含
んだ基本計画数：３０件程
度 

・機構の事業におけるＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等の国内
審議団体又はＩＳＯ・ＩＥ
Ｃ・ＪＩＳ等への標準化に
関する提案件数：５件程度 

－ ・技術開発プロジェクトにおける標準化
に係る取組を含んだ基本計画数：３０件 

・機構の事業におけるＩＳＯ・ＩＥＣ・Ｊ
ＩＳ等の国内審議団体又はＩＳＯ・ＩＥ
Ｃ・ＪＩＳ等への標準化に関する提案件
数：８件 

 

●標準化に係る取組について、平成２８年度
は３０件（目標値３０件程度）のプロジェ
クト基本計画に記載。 

 
●プロジェクトの成果に係る標準案につい
て、平成２８年度は８件（目標値５件程度）
を提案。目標を上回って達成するなど、技
術開発成果を普及させるための国際標準
化の取組を積極的に推進。 

 

 技術開発の成果をユー
ザーにサンプル提供し、そ
の評価結果から課題を抽
出するサンプルマッチン
グを行う等、技術開発の成
果のユーザー・市場・用途
の開拓に係る支援を行う
ものとする。 

技術開発期間中のみな
らず終了後も、技術開発の
成果のユーザー・市場・用
途の開拓に向けて、技術開
発の実施者を始め幅広く
産業界等に働きかけを行
うとともに、技術開発成果
をより多く、迅速に社会に
繋げるための成果普及事
業として、技術開発の成果
をユーザーにサンプル提
供し、その評価結果から課
題を抽出するサンプルマ
ッチング事業、プロジェク
ト成果を実使用に近い環
境で実証する成果実証事
業等を実施する。また、制
度面で技術開発成果の実
用化・事業化を阻害する課
題があれば、積極的に関係
機関に働きかける。事業で
得られた技術開発成果と
企業とのマッチングの場
を設け、成果の普及促進を
図る。 

 技術開発期間中のみならず
終了後も、事業で得られた技
術開発の成果のユーザー・市
場・用途の開拓に向けて、技
術開発の実施者を始め幅広く
産業界等に働きかけを行うと
ともに、技術開発成果をより
多く、迅速に社会につなげる
ための成果普及事業として、
技術開発の成果をユーザーに
サンプル提供し、その評価結
果から課題を抽出する「追加
実証・用途開拓研究支援事業
（サンプルづくり支援事業）」
を実施し、製品化に向けた連
携が事業者と提供企業間で実
施できるよう努める。また、
制度面で技術開発成果の実用
化・事業化を阻害する課題が
あれば、積極的に関係機関に
働きかける。事業で得られた
技術開発成果と企業とのマッ
チングの場を設け、成果の普
及促進を図る。 

－ 技術開発成果をユーザー・市場・用途開
拓に係る支援を行うため、「追加実証・用
途開拓研究支援事業（サンプルづくり支援
事業）」を実施し、平成２８年度は１３件
を支援した。うち１件は販売代理店を獲得
し、販売を開始した。 
また、平成２８年度はイノベーションジ

ャパン、ＴＯＫＹＯイノベーションリーダ
ーズサミット等の展示会で１，２３６件、
マッチング会・ピッチイベントで７６件の
マッチングをアレンジした。 

 
 



Ⅰ－1－34 

   平成２７年２月に日本経済
再生本部が決定した「ロボッ
ト新戦略」を具現化するため、
その推進主体である「ロボッ
ト革命イニシアティブ協議
会」の中の「ロボットイノベ
ーションＷＧ」の運営や、同
戦略において２０１８年及び
２０２０年に実施が掲げられ
ているロボットの国際競技大
会の開催に向けた準備を実施
する。これらの取組を通じ、
ロボット及びその要素技術の
研究開発の加速及び社会実装
に寄与する。 

 「ロボット革命イニシアティブ協議会」
の中の「ロボットイノベーションＷＧ」の
運営については、協議会員が興味を有する
有識者の講演会を５回開催した。平成２７
年度に作成した報告書は、「ロボット活用
型市場化適用技術開発プロジェクト」、「ロ
ボット導入実証事業」及び「World Robot 
Summit（ＷＲＳ、ロボットの国際競技大
会）」の制度設計に反映した旨を会員に報
告した。 
ＷＲＳの開催に向けた準備については、

平成２８年度末までに９回の実行委員会
と３回の諮問会議を開催して具体的な開
催形式・競技種目を決定した。平成２８年
１２月に世耕経済産業大臣が当該大会の
名称や開催地等について記者会見で発表。
事業スキームについては、機構の委託事業
者と民間スポンサーの管理運営を行う資
金管理団体が連携してＷＲＳを運営する
形態を構築した。 

●ＷＲＳ開催に向け、具体的な開催形式・競技
種目を決定。平成２８年１２月、世耕経済
産業大臣が記者会見で発表。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
 

 

    ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２７年度評価における指摘事項 平成２９年度計画等への反映状況 

 （平成２８年度における取組・平成２９年度計画への反映） 

○中堅・中小・ベンチャー企業の技術の実用

化支援については、大企業と中小・ベンチ

ャー企業の連携強化への取組が必要では

ないか。 

○事業会社と共同研究等を行う研究開発型ベンチャー企業に

対する助成事業（企業間連携スタートアップ（ＳＣＡ）に

対する事業化支援）を新たに開始（平成２８年１０月３日

公募開始）。平成２９年度は、経済産業省が５月にとりま

とめた「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のた

めの手引き（初版）」を活用しつつ、大企業を含む事業会

社と研究開発型ベンチャー企業の連携強化及び研究開発型

ベンチャー企業の事業化の促進を実現していく。 

○オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会の活動の

中で、オープンイノベーションを推進。「ＮＥＤＯピッ

チ」への参加により、具体的な事業連携事例（エネフォレ

スト（株）と（株）白青舎の事業連携等）が創出されてお

り、引き続き具体的な連携事例（事業提携・資金調達等）

を創出することを目的に「ＮＥＤＯピッチ」を原則毎月第

４火曜日に継続して開催。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（カ）情報発信等の推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ⑥ 情報発信等の推進 

ＮＥＤＯがこれまで実施
してきている技術開発マネ
ジメントに係る成功事例を
幅広く選定し、積極的にＰ
Ｒを行うなど、産業界を含
め、国民全般に対し、ＮＥ
ＤＯの事業により得られた
具体的な技術開発成果の見
える化を図り、幅広いソリ
ューションの提供を行うこ
ととする。 
 その際、必要に応じ、英
語版を含む外国語版の媒体
を製作することにより、世
界への情報発信を行うもの
とする。 

（カ）情報発信等の推進 
機構の活動は、広く国

民、社会からの理解及び支
持を得ることが重要であ
ることから、機構の成果を
国民、社会へ還元する観点
から、展示会等において、
事業で得られた技術開発
成果を積極的に発表する
ことにより、また、機構が
これまで実施してきてい
る技術開発マネジメント
に係る成功事例を幅広く
選定し、積極的に情報発信
を行うことにより、産業界
を含め、国民全般に対し、
機構の事業により得られ
た具体的な技術開発成果
の見える化を図り、引き続
きわかりやすい情報の発
信、幅広いソリューション
の提供を行うこととする。
その際、必要に応じ、英語
版を含む外国語版の媒体
を製作することにより、世
界への情報発信を行う。 

（カ）情報発信等の推進 
機構の活動は、広く国民、

社会からの理解及び支持を得
ることが重要であることか
ら、機構の成果を国民、社会
へ還元する観点から、展示会
等において、事業で得られた
技術開発成果を積極的に発表
することにより、また、機構
がこれまで実施してきている
技術開発マネジメントに係る
成功事例を幅広く選定し、積
極的に情報発信を行うことに
より、産業界を含め、国民全
般に対し、機構の事業により
得られた具体的な技術開発成
果の見える化を図り、引き続
きわかりやすい情報の発信、
幅広いソリューションの提供
を行うこととする。その際、
必要に応じ、英語版を含む外
国語版の媒体を製作すること
により、世界への情報発信を
行う。 

－ （カ）情報発信等の推進 
 平成２８年度は、ＮＥＤＯプロジェクト
の成功事例を紹介するＷｅｂコンテンツ
「ＮＥＤＯ実用化ドキュメント」に中小・
ベンチャー企業案件を中心に５事例を新
規掲載。また、新たに７事例を選定し、平
成２９年度の公開を予定。さらに、過去事
例を含めた冊子版（日本語、英語）を作成
し、展示会等で配布した。 
機構がこれまで実施してきた技術開発

マネジメントに係る成功事例を幅広く選
定し、積極的にＰＲを行うなど、産業界を
含め、国民全般に対し、機構の事業により
得られた具体的な技術開発成果の見える
化を図り、幅広いソリューションの提供を
行うこととする。 
 世界への情報発信を強化し、「Ｆｏｃｕ
ｓ ＮＥＤＯ」５件、ニュースリリース１
４８件、「最近の動き」１０６件の英語版
作成を実施し、英語版Ｗｅｂサイトのコン
テンツ充実を行った。 

＜自己評価の根拠＞ 
●「ＮＥＤＯ実用化ドキュメント」について
は、平成２８年度から、今後、活躍が見込
まれる中小・ベンチャー企業の実用化の促
進を目指し、それらを中心に掲載すること
を開始。また、これまでの掲載案件を、 「Ｎ
ＥＤＯ研究開発マネジメントガイドライ
ン新訂第１版」において、マネジメントの
成功事例として紹介。（平成２８年度） 

 

  また、特に産業界との関
係については、ＮＥＤＯの
認識を一層深めてもらうと
ともに、産業界のニーズや
経営方針を反映するため、
最高経営責任者（ＣＥＯ）
をはじめとする企業経営層
との一層の連携強化を図
り、技術開発成果の実用化・
事業化への取組強化への働
きかけを行うこととする。 

 特に、産業界との関係に
ついては、機構の認識を一
層深めてもらうとともに、
産業界のニーズや経営方
針を反映するため、最高経
営責任者（ＣＥＯ）をはじ
めとする企業経営層との
一層の連携強化を図り、終
了後のプロジェクトを引
き続き経営戦略に位置づ
けるよう技術開発成果の
実用化・事業化への取組強
化への働きかけを行う。 

特に、産業界との関係につ
いては、機構の認識を一層深
めてもらうとともに、産業界
のニーズや経営方針を反映す
るため、最高経営責任者（Ｃ
ＥＯ）をはじめとする企業経
営層との一層の連携強化を図
り、終了後のプロジェクトを
引き続き経営戦略に位置づけ
るよう技術開発成果の実用
化・事業化への取組強化への
働きかけを行う。 

－  可能な限り機構と委託先企業の経営層
が直接会い、組織レベルで事業を継続的に
実施することの確認を行った。また、平成
２８年度においては、機構の認識を一層深
めてもらうとともに、産業界のニーズや経
営方針を反映するため、最高経営責任者
（ＣＥＯ）をはじめとする企業経営層との
意見交換を事業実施中に５５５件実施し
た。 
 代表者の見識に大きく左右されると考
えられる中小企業等については、事業者の
有益な情報の取得及び事業終了後の技術
開発成果の実用化・事業化の方針を確認す
るため、採択時点で事業所管部長等が当該
企業の代表者の面談を実施した。具体的に
は、平成２８年度の採択案件において計１
５９件の社長面談を実施した上で、採択を
決定するなど事業継続への事業者の取組
方針を確認した。 
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  （ⅰ）国民へのわかりやす
い成果の情報発信、提供の
ため、対象に応じた、成果
の映像、印刷物、ホームペ
ージ等の媒体の製作、提
供、成果発表会、展示会等
の開催及び出展等を行う。 
 特に、機構の最新の取組
等を紹介する機関誌につ
いては年４回以上発行す
るとともに、分野ごとのパ
ンフレットについては定
期的に更新する。これらの
媒体については、必要に応
じて英語版を含む外国語
版を作成する。 
 国民一般を対象とした
広報、情報発信について
は、特に、記者発表回数や
来場者１万人超の一般向
け展示会出展数を毎年度
現行水準以上とする。 
 我が国の次世代の技術
開発を担う小中学生を対
象とした広報、情報発信に
ついては、特に、科学技術
館の展示内容の充実を図
るとともに、子ども向け啓
発事業を毎年度３回以上
実施する。また、アンケー
ト等を通じてこれらの効
果について検証し、その結
果に応じて内容を見直す。 

（ⅰ）広報誌として、技術開
発成果の最新情報や機構が取
り組む様々な活動の紹介など
をわかりやすく掲載した「Ｆ
ｏｃｕｓＮＥＤＯ」を４回発
行するとともに、英語版につ
いても作成する。 
国民への情報発信及び国内

外で実施する事業の社会的貢
献、意義を伝えるために、報
道機関に対し積極的アピール
を行うべく、各部門の技術開
発成果についてニュースリリ
ースを実施する。加えて、記
者会見や報道機関に対して実
際の研究内容又は研究現場を
公開して理解を深めてもらう
現場見学会を計１０回以上実
施する（うち３回以上を現場
見学会とする）。また、トップ
広報の一環として理事長等の
出席する記者懇談会を２回以
上実施する。さらに、機構が
取り組んできたエネルギー・
環境技術開発、産業技術開発
の社会への貢献を広く国民に
理解してもらえるよう、各種
成果報告会の開催、セミナー・
シンポジウムの開催、来場者
１万人超の展示会を中心に出
展等を行う。また、地域にお
いて事業の成果や事業活用事
例等の紹介を行うため、全国
５か所でＮＥＤＯフォーラム
を開催する。一般国民への分
かりやすく迅速な情報発信と
して、ホームページのコンテ
ンツについて、随時アップデ
ートを行う。また、ニュース
リリース等の英文での発信を
積極的に実施するなど、海外
向けの英語コンテンツの充実
を図る。 
我が国の次世代の技術開発

を担う小中学生を対象とした
情報発信は、科学技術館等に
おいて積極的に展開するほ
か、小中学生向けのイベント
等、啓発事業を３回以上行う。 
受け手に分かりやすい情報

発信を行うよう引き続き広報
部から各部への業務支援等を
行い、機構全体での広報活動
の強化を図る。 
 

－ （ⅰ）広報誌として、技術開発成果の最新
情報や機構が取り組む様々な活動の紹介
などをわかりやすく掲載した「Ｆｏｃｕｓ
ＮＥＤＯ」を４回発行した。また、平成２
７年度発行分も含め翻訳作業を行い、英語
版を５回発行した。 
 国民への情報発信及び国内外で実施す
る事業の社会的貢献、意義を伝えるため
に、マスメディアに対し積極的アピールを
行うべく、各部門の技術開発成果等に関し
ては１５６件のニュースリリースと、１０
件の記者会見、１７件の現場見学会等を実
施した。また、トップ広報の一環として理
事長が出席する記者懇談会を４回実施し
た。 
さらに、機構の成果を国民、社会へ還元

する観点から、９件の成果報告会、７０件
のセミナー・シンポジウムを開催し、来場
者１万人超の展示会を中心に１５件出展
も実施した。その他にも、中小企業をトピ
ックとした「ＮＥＤＯフォーラム」を全国
の９ヶ所で開催し、各地域における企業・
大学等にＮＥＤＯの存在を示した。また、
継続的に科学技術館で展示を実施した。 
子ども向け啓発事業としては、「経済産

業省子どもデー」、「さいわい子どもエコフ
ェア」、及び「科学とあそぶ幸せな一日」
においてソーラーカー工作教室を実施し
た。さらに、川崎市立小倉小学校において
出前授業を開催した。 
また、平成２８年５月に開催された伊勢

志摩サミットにおいて、国際メディアセン
ターに設置された展示スペースでの展示
協力を実施。「インフラ・交通カテゴリー」
でセルロースナノファイバーや人工クモ
糸などの革新材料分野の成果を展示し、
「医療・保健」カテゴリーでは、ロボット
スーツやパーソナル・モビリティといった
介護ロボットを展示・デモ等を行った。さ
らに、平成２９年３月にドイツで開催され
たドイツ国際情報通信技術見本市（ＣｅＢ
ＩＴ ２０１７）に出展。センサーやスマ
ートデバイスといったＩｏＴやロボット、
ＡＩに関する次世代の最新技術や、ドイツ
で実証を行っているスマートコミュニテ
ィ・プロジェクト等を紹介した。 

●第２期中期計画最終年度（平成２４年度：
６９件）に比較し、ニュースリリースは
年々増加（平成２５年度：７５件、平成２
６年度：１０１件、平成２７年度：１４５
件、平成２８年度：１５６件）しており、
発信する情報量を充実させている。 

 
●Innovation for Cool Earth Forum(ＩＣＥ
Ｆ)や伊勢志摩サミット、ＣｅＢＩＴなど、
政府と一体となったイベント開催・出展を
行い、広報効果の最大化を目指した。 
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  （ⅱ）技術開発の成果を基
礎とした産業技術、エネル
ギー及び環境分野への貢
献（アウトカム）について
は、中長期な視野で様々な
事例とその幅広い波及効
果を収集、把握することに
努め、印刷物、ホームペー
ジ等により、毎年度、広く
情報発信を行う。 

（ⅱ）技術開発の成果を基礎
とした産業技術、エネルギー
及び環境分野への貢献（アウ
トカム）については、中長期
な視野で様々な事例とその幅
広い波及効果（経済的効果、
社会的便益、技術的波及効果
等）について、仮定やデータ
の根拠を明らかにしつつ収
集、把握することに努め、印
刷物、ホームページ等により、
広く情報発信を行う。 

－ （ⅱ）アウトカムについては、上市した主
要１１２製品に関する売上げや費用対効
果を平成２７年度に試算した結果につい
て、機構ホームページ及び評価ワークショ
ップを通じて広く情報発信を実施。さら
に、平成２８年度は試算対象の主要製品を
１１２製品から１１５製品に拡大し、金利
等による割引処理や物価変動も考慮した
上で、売上げ、市場シェア、一次エネルギ
ー削減等の観点から社会的便益を尺度と
する評価を実施した。さらに平成２８年度
は、ＮＥＤＯ事業に参画した中堅・中小・
ベンチャー企業に焦点を当て、その開発成
果が社会にもたらす効果・便益の可視化及
び体系化を試みた。 
具体的には、ＮＥＤＯ事業に参画した延

べ８４２機関に対して、実用化達成状況、
ＩＰＯ、Ｍ＆Ａ、倒産・解散・精算の定量
的な把握を行うとともに、顕著な成功事例
９事例に対するヒアリング調査を行い、成
長要因の分析を実施。また、ＮＥＤＯと類
似のファンディング機能をもつ欧米の９
ヶ国、１０機関から１７件のインパクト評
価事例を分析し、次年度以降の調査を行う
上での有益な視点を抽出した。それらの結
果は、機構ホームページを通じて広く情報
発信を実施。 

●ＮＥＤＯの評価手法に、フランスのファン
ディング機関ＡＤＥＭＥが注目。先方が比
較分析を実施。 

 
●中小・ベンチャー企業にフォーカスした調
査を開始。８４２件を分析し高い実用化率
の達成と経済効果を把握。 

 

さらに、展示会等におい
て、技術開発成果を積極的
に発表することにより、企
業とのマッチングの場を設
け、成果の普及促進を図る
ものとする。 

（ⅲ）展示会等の企画、開
催、学会等との連携による
共同イベントの実施等を
通じ、事業で得られた技術
開発成果を積極的に発表
することにより、技術開発
成果と企業とのマッチン
グの場を設け、成果の普及
促進を図る。その際、成果
の公表等については、国民
への情報発信や学界での
建設的情報交換等の視点
と、知的財産の適切な取
得、国際標準化等その成果
の我が国経済活性化への
確実な貢献等の視点とに
留意するものとする。 

（ⅲ）展示会等の企画、開催、
政府の施策、学会等との連携
による共同イベントの実施等
を通じ、事業で得られた技術
開発成果を積極的に発表する
ことにより、技術開発成果と
企業とのマッチングの場を設
け、成果の普及促進を図る。
その際、成果の公表等につい
ては、国民への情報発信や学
界での建設的情報交換等の視
点と、知的財産の適切な取得、
国際標準化等その成果の我が
国経済活性化への確実な貢献
等の視点とに留意するものと
する。 

－ （ⅲ）国内では「Japan Robot Week 2016」
（平成２８年１０月）、「nano tech 2017」
（平成２９年２月）等の大規模展示会を含
め、計２１件の展示会に出展し、広く取組
や成果を紹介した。また、中小・ベンチャ
ー企業等の成果普及の一貫として、ビジネ
スマッチングを目的とした「イノベーショ
ン・ジャパン２０１６」（平成２８年８月）
をＪＳＴと共同で開催した。 

 
 

 （ⅳ）内外の技術開発マネ
ジメント機関との情報交
換を実施するとともに、イ
ノベーション、技術開発マ
ネジメント及びプロジェ
クト・マネジメント関係の
実践的研究発表として、セ
ミナー、学会、シンポジウ
ム、内外の学会誌、専門誌
等に機構自身として第３
期中期目標期間中に１０
０本以上の発表を行う。 

（ⅳ）内外の技術開発マネジ
メント機関との情報交換を実
施するとともに、イノベーシ
ョン、技術開発マネジメント
及びプロジェクト・マネジメ
ント関係の実践的研究発表と
して、セミナー、学会、シンポ
ジウム、内外の学会誌、専門
誌等に機構自身として２０本
程度の発表を行う。 

－ （ⅳ）イノベーション、技術開発マネジメ
ント及びプロジェクト・マネジメント関係
の実践的研究発表として、セミナー、学会、
シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に
機構自身として２８本の発表を行った。 

●プロジェクト・マネジメント手法や評価手
法、技術動向の把握手法等に関して独自に
分析を行い、その結果を世界的な評価関連
学会であるＡＥＡ（American Evaluation 
Association）での発表を始めとして、研究
開発マネジメント関連学会等において２
８本発表。 

 
●ナノテク・材料分野及びライフサイエンス
分野の４８プロジェクトを対象として、研
究開発体制がプロジェクト終了後の成果
に及ぼす影響について回帰分析を行い、そ
の結果を平成２７年に研究・イノベーショ
ン学会誌に投稿。平成２８年に執筆者であ
る技術戦略研究センター加藤知彦研究員
が論文賞を受賞。 
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  （ⅴ）これまでに蓄積され
た技術開発プロジェクト
の実施体制等の決定にお
ける採択審査委員会、プロ
ジェクトの途中及び事後
における評価委員会等を
通じた産業界、学術界等の
外部の専門家・有識者との
関係やその他の関係各方
面とのネットワークを活
用し、技術経営力の強化を
テーマとしたシンポジウ
ム等を毎年度１回以上開
催すること等により、その
知見を産業界等に発信す
る。また、技術経営力に関
する産業界、学術界等の外
部の専門家・有識者のネッ
トワークを構築し、このネ
ットワークを活用しつつ
技術経営力に関する知見
を深化させ、その成果を産
業界に発信する。技術開発
マネジメントのノウハウ
等の成果を、社会人向け公
開講座等を活用して、企業
の技術開発部門や企画部
門の担当者等に発信する。 

（ⅴ）これまでに蓄積された
技術開発プロジェクトの実施
体制等の決定における採択審
査委員会、プロジェクトの途
中及び事後における評価委員
会等を通じた産業界、学術界
等の外部の専門家・有識者と
の関係やその他の関係各方面
とのネットワークを活用し、
技術経営力の強化をテーマと
したシンポジウム等を１回以
上開催すること等により、そ
の知見を産業界等に発信す
る。また、技術経営力に関す
る産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者のネットワー
クを構築し、このネットワー
クを活用しつつ技術経営力に
関する知見を深化させ、その
成果を産業界に発信する。技
術開発マネジメントのノウハ
ウ等の成果を、社会人向け公
開講座等を活用して、企業の
技術開発部門や企画部門の担
当者等に発信する。 

－ （ⅴ）機構が主催した展示会「イノベーシ
ョン・ジャパン２０１６」において、ＮＥ
ＤＯセミナー「オープンイノベーションを
刺激する『Ｔｅｃｈ系ベンチャー起業成功
への鍵』」を実施し、オープンイノベーシ
ョン推進の啓発・普及を行った。 
また、技術戦略研究センターが産業技術

分野やエネルギー・環境技術分野の技術動
向等についてまとめたレポート「TSC 
Foresight」を刊行した（平成２８年度７
分野を機構ホームページで公開中）。「TSC 
Foresight」の公表に伴い、平成２８年度
は「太陽光発電、地熱発電」「メタルリサ
イクル、化学品製造プロセス、自己組織化
応用プロセス」「無人航空機（ＵＡＶ）シ
ステム、生物機能を利用した物質生産」を
テーマにした「TSC Foresight セミナー」
を計３回開催した。 
これらの取組を通じ、産業界、学術界等

との情報交換等により構築した外部の専
門家・有識者とのネットワークを深化、拡
大し、機構の技術開発マネジメントに活用
した。 
また、「ＮＥＤＯプロジェクトを核とし

た人材育成、産学連携等の総合的展開」に
おいて、１講座を実施することで、技術開
発マネジメントのノウハウ等の成果を、企
業の技術開発部門や企画部門の担当者等
に発信した。 

●平成２８年度は７分野の「TSC Foresight」
を公表。各界を代表する計１７名の有識者
を迎えて、「TSC Foresight セミナー」を３
回開催し、平成２７年度を上回る参加者
（約８００名）を得た。平成２８年度第２
回のセミナーでは、（株）産業革新機構と連
携し、産業化を見据えたパネルディスカッ
ションを行うといった新たな取組を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（キ）人材の流動化、育成 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ⑦ 人材の流動化促進、育成 

技術開発マネジメントに
ついて、内部人材の育成を
図るとともに、プロジェク
ト管理等に係る透明性を十
分に確保した上で、一定の
実務経験を有する優秀な人
材など、外部人材の中途採
用等を毎年度実施し、人材
の流動化を促進することに
より、ＮＥＤＯのマネジメ
ント能力の底上げを図るも
のとする。 

（キ）人材の流動化促進、
育成 

技術開発マネジメント
について、内部人材の育成
を図るとともに、プロジェ
クト管理等に係る透明性
を十分に確保した上で、一
定の実務経験を有する優
秀な人材など、外部人材の
中途採用等を毎年度実施
し、人材の流動化を促進す
ることにより、機構のマネ
ジメント能力の底上げを
図る。 

（キ）人材の流動化促進、育
成 
 技術開発マネジメントにつ
いて、研修等を通じて機構職
員の育成を図るとともに、プ
ロジェクト管理等に係る透明
性を十分に確保した上で、一
定の実務経験を有する外部人
材を中途採用等を通じて確保
する。 

－ （キ）人材の流動化促進、育成 
 技術開発マネジメントに関して、研修等
を通じて内部人材の育成を図るとともに、
企業や大学での実務経験を有する外部人
材を、技術戦略の検討を行う研究員（３名）
や、プロジェクトの企画・運営等を担う者
（８名）として、計１１名を中途採用した。 

＜自己評価の根拠＞ 
  

 

 また、民間企業や大学等
の技術開発における中核的
人材として活躍しイノベー
ションの実現に貢献するＰ
Ｍ人材の育成を図るため、
将来のＰＭ人材の候補を採
用して多様な実践経験を積
ませることや、民間企業・
大学・ＮＥＤＯを含む研究
開発法人においてすでに技
術開発マネジメントの実績
を有する人材を積極登用す
るなど、ＰＭ人材のキャリ
アパスの確立に貢献するも
のとする。 

民間企業や大学等の技
術開発において中核的人
材として活躍しイノベー
ションの実現に貢献する
ＰＭ人材の育成を図るた
め、将来のＰＭ人材の候補
を受け入れて多様な実践
経験の場を提供する役割
を果たすことや、民間企
業・大学・ＮＥＤＯ等の研
究開発法人において既に
技術開発マネジメントの
実績を有する人材を積極
登用するなど、そのキャリ
アパスの確立に貢献する。 

具体的には、民間企業、
大学、公的研究機関等の関
係機関とのクロスアポイ
ントメント制度の活用を
含め、広くＰＭ人材及びそ
の候補を募ることを通じ、
積極的に人材登用を進め
る。加えて、ＰＭ人材とし
て、研究開発が事業化され
るまでの一連のプロセス
に含まれる多様な段階で
の経験を積ませるととも
に、当該人材の育成を目的
とした内部研修等の充実
を図ることで、我が国にお
けるＰＭ人材の育成に係
る中核的機関を目指す。 

民間企業や大学等の技術開
発において中核的人材として
活躍しイノベーションの実現
に貢献するＰＭ人材の育成を
図るため、民間企業、大学、公
的研究機関等の関係機関との
クロスアポイントメント制度
の活用を含め、将来のＰＭ人
材の候補等を登用する。また、
当該人材の育成のため、研修
を８回以上実施する。 

－ 民間企業や大学等の技術開発において
中核的人材として活躍しイノベーション
の実現に貢献するＰＭ人材の育成を図る
ため、民間企業・大学・研究開発法人等か
ら３００名（うち、クロスアポイントメン
ト制度適用者４名）を受け入れた。 
機構と相手先機関の双方で活躍できる

環境を整備することで、新たなイノベーシ
ョンを創出するため、クロスアポイントメ
ント制度を引き続き実施し、４名について
制度を適用した。 
また、ナショナルプロジェクトの運営に

必要な知識やスキルを体系的に学べるＰ
Ｍ育成講座を新たに開始し、全１８回の講
義で延べ約７００名のＮＥＤＯ職員が研
修に参加した。 

●ＮＥＤＯにおいて初めて体系的にプログ
ラムされたＰＭ研修を実施。年間８回の目
標を上回る全１８回の講義を開催し、延べ
約７００名のＮＥＤＯ職員が研修に参加。 
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  また、民間企業や大学等
において中核的人材とし
て活躍し、イノベーション
の実現に貢献する技術者
の養成事業の質的強化を
図る。具体的には、産業技
術の将来を担う創造性豊
かな技術者、研究者を機構
の技術開発プロジェクト
や公的研究機関等の最先
端の研究現場において技
術開発等に携わらせるこ
と及び大学等の研究者へ
の支援をすることにより
人材を育成するとともに、
機構の技術開発プロジェ
クトに併設するＮＥＤＯ
特別講座について効率的、
効果的な実施方法の工夫
を図りつつ実施する。 

これらの活動を通じ、民
間企業や大学等において
中核的人材として活躍す
る技術者を、高齢化の進展
状況、政府予算の状況その
他適当な条件を加味した
上で、第２期中期目標期間
と同等程度養成する。 

また、民間企業や大学等に
おいて中核的人材として活躍
し、イノベーションの実現に
貢献する技術者の養成事業の
質的強化を図る。具体的には、
産業技術の将来を担う創造性
豊かな技術者、研究者を機構
の技術開発プロジェクトや公
的研究機関等の最先端の研究
現場において技術開発等に携
わらせること及び大学等の研
究者への支援をすることによ
り人材を育成する。加えて、
大学等が研究の中核として、
新しい産業技術を生み出しつ
つあるプロジェクトを対象と
し、大学等に拠点を設けて人
材育成、人的交流事業等を展
開する「ＮＥＤＯ特別講座」
について効率的、効果的な実
施方法の工夫を図りつつ実施
する。 
これらの活動を通じ、民間

企業や大学等において中核的
人材として活躍する技術者
を、高齢化の進展状況、政府
予算の状況その他適当な条件
を加味した上で、第２期中期
目標期間と同等程度養成す
る。 

－  １講座１拠点において「ＮＥＤＯ特別
講座」を実施。参加型オンライン動画学
習サービスを初めて活用。５回の講義を
開催。生放送時に延べ４３０名以上が受
講、録画した動画の再生回数が２，１０
０回以上（１,８００アカウント以上から
のアクセス）となり、1講座当たりの受
講者数が増加。 
 民間企業や大学等において中核的人材
として活躍し、イノベーションの実現に
貢献する若手研究者を養成。平成２８年
度は１,３７６人の若手研究者を養成し、
第３期中長期計画における目標（第２期
中期計画と同等程度）を４年目で前倒し
達成。 

●平成２８年度は１講座１拠点において「Ｎ
ＥＤＯ特別講座」を実施。参加型オンライ
ン動画学習サービスを新しく導入し、５回
の講義を開催したことにより、生放送時に
延べ４３０名以上が受講、録画した動画の
再生回数が２，１００回以上（１，８００
アカウント以上からのアクセス）となり、
１講座当たりの受講者数が増加。 

 
●１,３７６人の若手研究者を養成し、第３
期中長期計画における目標（第２期中期計
画と同等程度）を４年目で前倒し達成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい
ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ 技術分野ごとの目標 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０４２６国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０４３２国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

         

 予算額（千円） 123,907,032

の内数 

153,598,478

の内数 

136,594,901

の内数 

133,326,650

の内数 

   

         

 決算額（千円） 98,011,031

の内数 

136,812,173

の内数 

153,744,124

の内数 

156,143,614

の内数 

   

          経常費用（千

円） 

98,259,557

の内数 

136,858,535

の内数 

153,670,307

の内数 

156,028,110

の内数 

   

          経常利益（千

円） 

3,624,169 

の内数 

3,786,034 

の内数 

2,226,767 

の内数 

1,630,556

の内数 

   

          行政サービス

実施コスト（千

円） 

93,996,323

の内数 

134,568,343

の内数 

 

148,504,321

の内数 

156,427,389

の内数 

   

           従事人員数 774 の内数 832 の内数 887 の内数 923 の内数    

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （エネルギー分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

⑦ 技術分野ごとの目標 
ⅰ）新エネルギー分野 

平成２３年３月１１日に
発生した東日本大震災及び
東京電力福島第一原子力発
電所事故を受け、新エネル
ギーへの期待が高まってい
る。一方、大規模な新エネル
ギーの導入を実現するため
には、低コスト化、系統安定
化対策、立地制約、 

信頼性向上など様々な技
術的課題があり、これらを
確実に克服していくことが
必要である。また、新エネル
ギー技術に係るイノベーシ
ョンの促進及び産業競争力
の強化等に向け、以下の取
組を行うこととする。 

さらに、今後再生可能エ
ネルギーの市場の拡大が見
込まれる国々との間でパー
トナーシップの構築に向け
たネットワーク強化を図る
とともに、当該国・地域にお
ける技術実証等を行うもの
とする。 

（ク）技術分野ごとの計画 
（ⅰ）新エネルギー分野 
平成２３年３月１１日

に発生した東日本大震災
及び東京電力福島第一原
子力発電所事故を受けて、
我が国のエネルギー政策
の見直しが行われており、
今後の日本のエネルギー
供給を支えるエネルギー
源として、新エネルギーへ
の期待が高まっている。政
府目標に掲げられる大規
模な新エネルギーの導入
を実現するためには、低コ
スト化、系統安定化対策、
立地制約、信頼性向上など
様々な技術的課題があり、
これらを確実に克服して
いくことが必要である。 
エネルギーセキュリテ

ィ、環境制約、経済成長、
安全・安心の全てを両立す
るエネルギーシステムを
構築していくためには、エ
ネルギー技術における更
なるイノベーションの進
展が重要になる。そのため
には、エネルギーシステム
にパラダイム・シフトをも
たらすような革新的なエ
ネルギー技術の開発を進
める必要がある。また、そ
のような技術開発は、我が
国の新エネルギー技術の
産業競争力を強化する上
でも重要である。 
新しいエネルギー技術

の社会への普及を進める
上で、技術開発のみなら
ず、技術の標準化や規制の
適正化についても適切に
取組んでいくことが必要
であり、導入・普及施策と
も相まって着実に社会実
装を進めていくことが重
要である。さらには、我が
国の優れた新エネルギー
技術を広く世界に広めて
いく観点から、戦略的な国
際協力を展開する。 

（ⅰ）新エネルギー分野 
 

－ （ⅰ）新エネルギー分野 
 

＜自己評価の根拠＞ 
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 ａ．太陽光発電 
太陽光発電の大量導入に

向け、長期的に太陽光発電
の発電コストを基幹電源 
並みに低減させるため、低
コスト化に係る技術開発及
び太陽光発電の導入拡大の
障害となっている要因を分
析し、導入ポテンシャルの
拡大に貢献する技術開発等
を行うものとする。また、技
術の差別化による競争力強
化、高付加価値化による用
途拡大・新たなビジネス創
出を図るための取組を行う
こととする。さらに、諸外国
の関係機関との間で戦略的
な提携関係を構築し、人材
育成、共同技術開発、実証事
業、情報交換等多様なツー
ルを活用して支援すること
とする。 

（ａ）太陽光発電 
太陽光発電は資源ポテ

ンシャルが大きく、また設
置のリードタイムが短い
ことから、今後大量導入が
期待されている。また、我
が国電機・電子産業の技術
的蓄積が活かされる技術
領域である。 
一方、太陽光発電の大量

導入に向けては、高い発電
コスト、立地制約、リサイ
クル等様々な技術的課題
があり、これらを克服して
いくことが必要である。ま
た、海外企業による生産規
模の拡大と、それに伴う市
況の低迷により、国際的な
競争が激化しており、技術
の差別化による競争力強
化、高付加価値化による用
途拡大、新たなビジネス創
出が求められている。今後
は我が国技術の海外市場
への展開が必要となって
いる。 
第３期中期目標期間に

おいては、導入目標の達成
に向けた技術課題の克服
として、長期的に太陽光発
電の発電コストを基幹電
源並みに低減させるため、
システム構成やコスト構
造に留意して、変換効率の
向上を含めた低コスト化
に係る技術開発を行う。ま
た、太陽光発電の導入拡大
の障害となっている要因
を分析し、立地制約を解消
していくため、導入ポテン
シャルの拡大に貢献する
技術開発を行う。 
さらに、太陽光発電の大

量導入に伴い必要となる
太陽電池のリサイクルシ
ステムの確立に向け、必要
な技術開発を行い、また、
高信頼性等に関する標準・
規格の整備に資するデー
タ取得等を行う。 
太陽光発電産業の競争

力強化については、２０３
０年以降に変換効率４
０％を達成するといった
飛躍的に高い変換効率、新
規用途の開拓など太陽電
池の付加価値を高め、新た
な市場開発につながる技
術開発を行うとともに、発
電事業への展開やサービ
ス産業との連携強化等の
川下展開支援のための技

（ａ）太陽光発電 
１．太陽光発電多用途化実証
プロジェクト ［平成２５年
度～平成２８年度］ 
 将来的な市場拡大または市
場創出が見込まれる未導入分
野に対して、普及拡大を促進
する技術を開発・実証し、太
陽光発電の導入分野の拡大を
加速することを目的に、以下
の研究開発を実施する。 

－ （ａ）太陽光発電 
１．太陽光発電多用途化実証プロジェク
ト ［平成２５年度～平成２８年度］ 
 将来的な市場拡大または市場創出が
見込まれる未導入分野に対して、普及拡
大を促進する技術を開発・実証し、太陽
光発電の導入分野の拡大を加速するこ
とを目的に、以下の研究開発を実施し
た。 

  

研究開発項目① 太陽光発電
多用途化実証事業 
 導入量が大きい、市場規模
の創出・効果が大きい等の導
入価値が高いと考えられる以
下の分野について、研究開発
を実施する。 
（１）簡易的太陽追尾型太陽
光発電システムの営農型発電
設備への応用開発 
（２）米と発電の二毛作 

－ 研究開発項目① 太陽光発電多用途化
実証事業 
（１）農作物を栽培・収穫しながら発電
コスト目標２７円／ｋＷｈを実現する
ことを目的に営農型発電システムの開
発を行った。制御パラメータの最適化、
及び信頼性の確認を行い、発電コスト２
６．７円／ｋＷｈの試算結果を得た。ま
た、追尾機構を改善し、営農型発電シス
テムを機構面において完成させた。 
 
（２）スパン２０ｍ×８ｍの架台間に柱
がない空間確保を特徴とし、発電コスト
２７円／ｋＷｈの実現を目指した営農
型発電システムの開発を行った。台風等
強風に対する信頼性の確認、稲の生育へ
の影響について確認し、発電コスト２
０．９６円／ｋＷｈの試算結果を得た。
また、稲作の収穫量は、周辺地域の収穫
量と比較して８２％となり、農水省の定
めるソーラーシェアリングの許可条件
である８０％以上となることを確認し
た。 
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術開発を行う。 
加えて、我が国の新エネ

ルギー技術の海外展開を
積極的に後押しすべく、諸
外国の関係機関との間で
戦略的な提携関係を構築
し、人材育成、共同研究、
実証事業、情報交換等多様
なツールを活用して支援
する 

   研究開発項目② 太陽光発電
多用途化可能性検討事業 
 平成２６年度終了。 

 研究開発項目② 太陽光発電多用途化
可能性検討事業 
 平成２６年度終了。 

  

   研究開発項目③ 太陽光発電
高付加価値化技術開発事業 
 太陽光発電システムに断熱
機能、遮光機能等の発電以外
の機能を付加する、又は他の
製品等に太陽光発電を付加す
ることで、生活環境や各種サ
ービス環境に対して利便性、
性能向上等を提供するような
高付加価値製品・事業を創出
することにより、新たな用途
が期待できる新市場の開拓を
行う。また、開発した技術の
評価や高付加価値に対してユ
ーザーの評価を行い、市場規
模や実用化に向けての技術的
課題を明らかにし、その対策
案を抽出するため、以下の研
究開発を実施する。 
（１）太陽熱・光ハイブリッ
ド太陽電池モジュールの開発 
（２）熱電ハイブリッド集光
システム技術の開発 
（３）集光型太陽光発電／太
陽熱温度成層型貯湯槽コジェ
ネレーションシステムの開発 
（４）Ｅ－ＳＥＧ（緊急時自
発光誘導デバイス）の開発 
（５）グリーン晴耕雨読型分
散サーバーの開発 

 研究開発項目③ 太陽光発電高付加価
値化技術開発事業 
（１）発電部の裏面に、特殊カーボンブ
ラック添加エラストマー材料で包み込
んだ４０ｍ長の架橋ポリエチレン管を
配した両面ガラス構造で１ｍ角の太陽
熱・光ハイブリッド太陽電池モジュール
を開発し、実証場所に本モジュール１４
０枚からなる実証設備設置を完了し、実
証データを取得した。 
（２）熱電ハイブリッド集光システムの
開発では、電気及び熱エネルギーを合計
した総エネルギーにおいて、全天日射量
に対して快晴時で約５７％、雨天、曇天
時も含めた総平均として約４３％の変
換効率を得た。軽量ムーバブル低倍率集
光太陽光発電システムの開発とその農
業利用開発では、温水散布による土壌消
毒において、立ち枯れ病を引き起こす病
原菌における温水の消毒効果を確認し
た。また、電気を利用した窒素肥料節減
においては、通電によりある程度の脱窒
抑制効果があることを確認した。 
（３）「軽量化、自立・自律、高性能・低
価格ミラー」という特徴を持つ、Ｇｙｒ
ｏ集光型発電装置（１ｋＷ×９台）、及び
太陽熱温度成層型貯湯槽を実証場所に
設置し、発電/太陽熱回収と冷却水昇温
について評価を行い、所定の発電量(１
ｋＷ)が得られることを確認した。また、
太陽熱と太陽光発電とを利用するソー
ラーコジェネレーションシステムの、植
物工場や陸上養殖への適用、および医療
施設への適用について事業化の可能性
を見出した。 
（４）開発した誘導照明Ｅ－ＳＥＧの商
品化・事業化に向けて課題を明確にする
ことを目的とし、実証試験サイトにおい
て、引き続き実証試験を継続し、取り付
け場所の選定、防水化を行う等の課題を
明らかにした。 
（５）グリーン晴耕雨読型分散サーバー
の開発をおいて、各種ソフト開発、小型
可搬型サーバーの開発を行うとともに、
実証サイト３拠点を用いて、引き続き実
証試験を継続し、ビジネスモデル構築に
必要な要素技術の開発、検討を実施し
た。 
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   ２．太陽光発電システム効率
向上・維持管理技術開発プロ
ジェクト [平成２６年度～
平成３０年度] 
 太陽電池以外（ＢＯＳ）の
発電コスト低減を目的に、以
下の研究開発を実施する。 

 ２．太陽光発電システム効率向上・維持
管理技術開発プロジェクト [平成２６
年度～平成３０年度] 
 
 太陽電池以外（ＢＯＳ）の発電コスト
低減を目的に、以下の研究開発を実施し
た。 

  

   研究開発項目① 太陽光発電
システム効率向上技術の開発 
 パワーコンディショナ、架
台等の周辺機器の高機能化、
追尾・反射・冷却等の機能付
加により発電量を増加させる
技術開発、基礎・架台の施工
及び太陽電池モジュール取付
け技術の開発を実施する。 
（１）次世代長寿命・高効率
パワーコンディショナの開発 
（２）次世代長寿命・高効率
ＡＣモジュールの開発 
（３）低価格角度可変式架台
の開発による積雪時の発電効
率向上 
（４）太陽光反射布を用いた
ソーラーシェアリング発電所
システム効率向上の研究開発 
（５）高耐久軽量低コスト架
台開発と最適基礎構造適用研
究 

 研究開発項目① 太陽光発電システム
効率向上技術の開発 
（１）設計寿命１５年の現行ＰＣＳの内
部部品の動作温度を１０℃低減するこ
とを目標に長寿命屋外仕様の密閉構造
で放熱性に優れた筐体を用い、放熱設計
の最適化を図った。その結果、ファンレ
ス化を実現すると同時に、ＰＣＳの内部
部品温度を現行ＰＣＳより５℃低くで
きることを確認した。動作温度をあと
５℃下げる必要があるため、長寿命電解
コンデンサ、長寿命リレー、高効率磁性
体材料を用いた部品を新たに開発し、長
寿命半田を採用したＰＣＳを試作し、再
評価の準備を進めた。また量産ＰＣＳの
市場運転実績、現行ＰＣＳの性能評価結
果をベースに、長期信頼性評価試験方法
を作成した。 
（２）日陰となる環境下では、従来シス
テムに比べＡＣモジュールシステムの
方がシステム効率１０％以上向上する
ことがシミュレーション結果で得られ
た。また、基本回路に有寿命部品である
電解コンデンサを使用せず、アクティブ
バッファ回路方式を基本回路として採
用すると共に、長期密閉性を保ち水分の
侵入をブロックする構造を決定し、長寿
命半田及びＦＩＴ値（故障率）の小さい
部品を採用した長寿命型のマイクロイ
ンバータの試作を完了した。 
（３）角度可変式架台の連結方式を前後
から横に変更したことで部材を削減、更
に回転部を除く各部材の殆どに汎用品
を使用することで架台コストを削減し、
積雪地域での傾斜角の大きな角度固定
式架台に比べて約３０％程度のコスト
削減に目処を付けた。架台の角度変更に
ついては、１０ｋＷシステムに対して２
人が手動で１０分程度で作業を完了で
きる仕様である。発電量については、年
間２回の手動可変(冬期９０度、それ以
外３０度)を行った場合、積雪地域仕様
の固定式架台５０度、６０度に比べ手動
可変は半年で１５％発電量が増加する
ことを確認した。 
（４）効率向上のための太陽光反射素材
をアルミ鏡面反射板に絞り込み、反射板
を可動式として実証実験と風洞実験を
行った。その結果、夏シーズン（４月〜
９月）は約１０％の発電効率向上、冬シ
ーズン（１０月〜３月）は約４％の発電
効率向上、通年で約６．５５％の発電効
率向上見込みを得た。ＰＶパネル２枚を
山形に重ね、東西方向に設置すること
で、ＰＶパネルの折りたたみと、架台の
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省略及び簡易基礎を実現した。この設置
方法により、ソーラーシェアリング発電
所において、ＢＯＳコストを１０％以上
低減できる見通しを得た。 
（５）主要な部材構成として板厚２．３
ｍｍ未満の部材を用いて新架台を開発
し、施工検証を行った。新架台の重量の
合計(杭を含む)は既存架台と比べ９％
減となり、部材点数は２０％減となっ
た。これは施工工数に換算すると、従来
より３０％減が可能となる。遮へい環境
暴露試験及び土壌界面環境暴露試験を
全国３ヵ所で開始し、水みち環境暴露試
験は、液滴衝撃部と水溜り部の２試験を
弊社発電所内で開始した。 

   研究開発項目② 太陽光発電
システム維持管理技術の開発 
 発電機器・設備の健全性の
自動診断や故障の回避、自動
修復等、発電システムの劣化
予防や長寿命化、人件費の削
減等に寄与するモニタリング
システム技術やメンテナンス
技術の開発を実施する。 
（１）新規不具合検出機能を
備えた発電量／設備健全性モ
ニタリングシステムの開発 
（２）ＨＥＭＳを用いたＰＶ
発電電力量の遠隔自動診断と
故障部位把握方法の開発 

 研究開発項目② 太陽光発電システム
維持管理技術の開発 
（１）ストリングの中点電位測定では
１．５Ｖ以上の変位が検知可能なセンサ
と、マルチホップ３段で応答時間ノミナ
ルが３００ｍｓのＲＳ４８５通信の無
線データ収集システムを開発した。遠隔
監視システムでは、ストリング電流も含
め時間分解能１０分以下でグラフィカ
ルに表示と、１０年以上のデータ蓄積が
可能であり、さらに開発した遠隔監視シ
ステムにより、これまで現場点検で実施
していたＩＶ特性の測定やストリング
検査の省略と、熱画像観察を大幅に時間
短縮することができ、維持管理コストを
３０％以上削減することが可能となっ
た。 
（２）「ＨＥＭＳを用いたＰＶ発電電力
量の遠隔自動診断の開発」については、
発電性能低下と日影の影響の識別アル
ゴリズムを研究し、日影識別技術を確立
した。また、ＰＶ設置一般世帯にＨＥＭ
Ｓ４１７台を設置完了し実証試験を実
施した。「故障部位把握方法の開発」につ
いては、ストリングＭＰＰＴ制御装置を
活用したＩＶ測定装置を開発し、パワー
コンディショナ稼働中の複数ストリン
グ同時ＩＶ測定、ＩＶカーブトレーサ同
等の測定精度を実現した。また、発電特
性低下ストリング特定アルゴリズムを
開発し、故障模擬実験により発電性能が
２０％以上低下したモジュール１枚を
含むストリングの特定に成功した。 

  

   研究開発項目③ 太陽光発電
システムのコスト低減に関す
る技術開発動向調査 
国内外の技術開発動向、政策
動向、市場動向等について調
査を実施する。 

 研究開発項目③ 太陽光発電システム
のコスト低減に関する技術開発動向調
査 
国内外における太陽光発電システムの
実態調査、国内外における最先端の太陽
光発電システム技術開発動向調査、海外
諸国の研究開発プログラムに関する動
向調査等を実施した。また、国の「太陽
光発電競争力強化研究会」において、ポ
ストＦＩＴ（固定価格買取制度）も見据
えたコスト競争力の強化や、長期安定的
な発電事業体制の構築に向けて、具体的
に必要な業界の取組や、政策的措置につ
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いて検討するため、事務局として発電コ
スト等に関する調査・分析を実施した。 

   研究開発項目④ 太陽光発電
システムの安全確保のための
実証 
 運用期間中の劣化や自然災
害に対しても安全を確保する
評価・設計手法を確立するた
め、太陽光発電システムの構
造安全・電気安全等の課題に
関する調査・研究・実証実験
等を実施する。また、耐久性
等のデータを取得することを
目的に公募を行い、実施する。 

 研究開発項目④ 太陽光発電システム
の安全確保のための実証 
（１）太陽光発電設備の事前現地調査を
４件実施した。ヒヤリハット・インシデ
ントに関する情報収集用のサーバーを
構築した。積雪荷重に関する実証試験に
ついて、屋外積雪荷重予備測定装置を製
作した。太陽電池モジュール内バイパス
回路の長期耐久性の検証について、バイ
パス回路長期耐久性試験方法に関する
仮説の立案を行った。また、現地調査方
法を立案し、シミュレーションによりそ
の妥当性を確認した。電気安全性(火災
危険・感電危険)に関して、地絡検出保護
装置及び無電圧化装置の概念設計と基
本技術原理の妥当性確認を行った。誘導
雷が太陽光発電設備の健全性に及ぼす
影響に関する研究において、人工誘導雷
試験の実施計画を作成した。誘導雷によ
る素子破壊の計算機シミュレーション
について計算条件を明確化した。高専の
太陽光発電設備の雷被害調査を実施し
た。 
（２）平成２９年版の設計ガイドライン
を作成した。太陽光発電用杭・架台に関
する市場流通品の調査として、日本市場
における主要ＥＰＣ及び杭・架台メーカ
ーへのヒアリング／アンケート調査を
実施した。耐風安全に関して、予備実験
を行った。また、架台試験装置、杭試験
装置を製作した。 
（３）災害時の被害状況と現場対応状況
の実態調査として、熊本地震に注力して
災害調査を行った。熊本県益城町、同県
南阿蘇村、大分県由布市の３地域につい
て、救援・相談活動及びフィールド調査
を実施した。ＢＰＤ回路故障対策に関し
て、計測調査の項目を明確にし、調査手
順についてのマニュアルを作成した。調
査に際してはモジュールメーカー、公称
定格、ストリング構成、設置状況、発電
状況・履歴などについても把握し、ＢＰ
Ｄ故障率との相関をとることとした。３
０システム、７５５モジュール、約２，
２６５のクラスタについてＢＰＤ回路
の調査を行い、ＢＰＤ回路のオープン故
障を１件確認した。 

  

   ３．太陽光発電リサイクル技
術開発プロジェクト [平成
２６年度～平成３０年度] 
 低コストのリサイクル処理
技術に加え、撤去・回収関連
技術等、使用済み太陽光発電
システムの適正処分を実現す
る技術を開発・実証し、また
使用済みの太陽電池モジュー
ルをリユースするための技術

 ３．太陽光発電リサイクル技術開発プロ
ジェクト 
低コストのリサイクル処理技術に加

え、撤去・回収関連技術等、使用済み太
陽光発電システムの適正処分を実現す
る技術を開発・実証し、また使用済みの
太陽電池モジュールをリユースするた
めの技術を開発し、リサイクルに関する
社会システム構築に貢献することを目
的に、以下の研究開発を実施した。 
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を開発し、リサイクルに関す
る社会システム構築に貢献す
ることを目的に、以下の研究
開発を実施する。 

   研究開発項目① 低コスト撤
去・回収・分別技術調査 
平成２６年度終了。 

 研究開発項目① 低コスト撤去・回収・
分別技術調査 
平成２６年度終了。 

  

   研究開発項目② 低コスト分
解処理技術ＦＳ（開発） 
平成２６年度終了。 

 研究開発項目② 低コスト分解処理技
術ＦＳ（開発） 
平成２６年度終了。 

  

   研究開発項目③ 低コスト分
解処理技術実証 
 技術が確立した低コスト分
解処理技術の早期実用化を実
現するために、実用化時に近
い規模、対象に対する実証を
通して、処理コストやコスト
削減効果、安全性等の実運用
に重要なデータを蓄積・提供
する。そして、目標分解処理
コストの達成目処や十分なコ
スト低減効果が確認された技
術については、コスト低減効
果を実証する。 
（１）結晶シリコン太陽電池
モジュールのリサイクル技術
実証 
（２）ウェット法による結晶
系太陽電池モジュールの高度
リサイクル技術実証 
（３）ホットナイフ分離法に
よるガラスと金属の完全リサ
イクル技術開発 
（４）合わせガラス型太陽電
池の低コスト分解処理技術実
証 
（５）ＰＶシステム低コスト
汎用リサイクル処理手法に関
する研究開発 

 研究開発項目③ 低コスト分解処理技
術実証 
（１）太陽電池パネルを剥離機に投入す
る前処理として金属製の枠を１分以内
で外すことが可能なアルミ枠取機を開
発・製作した。併せて、剥離工程に投入
できないジャンクションボックスを取
り外す機能を付加させた。また、昨年度
設置した試作プラントにより１５０枚
の実証試験を行い、回収物の評価結果か
ら経済性を確認した。試作プラントのラ
イン化を目的とした設計を行い、各装置
間を繋ぐ搬送機器の一部の設計・製作を
行った。 
（２）課題であったカバーガラスの劣化
ＥＶＡ剥離については、ブラシによる物
理力効果によるガラスのテクスチャ内
ＥＶＡ除去手法を開発した。回収有価物
の価値の向上については、サイクロン効
果を利用した分離法の開発により、シリ
コン、金属の分離性能の向上と処理時間
の短縮、及びコストの削減が可能となっ
た。また、小規模処理でのシリコン純化
プロセスを確立し、純度９９％以上を達
成した。 
（３）アルミフレーム除去装置につい
て、様々な結晶系パネルによる取外し試
験を行い、モジュールと装置のコンタク
ト部分の最適化検証を実施した。バック
シート除去装置は、除去機能を向上させ
る為の改良を実施し、ガラス分離装置に
ついては、モジュール分離開始部分の切
込み装置を追加し、ガラスに対する刃物
の追従性向上の改良を行うとともに、数
種類の材質での刃物耐久性試験を実施
した。ガラス表面ＥＶＡ除去装置は、金
属ブラシによる除去装置の開発を実施
した。除去性能の測定方法として、ＥＶ
Ａ除去後のガラスを２ｍの高さから落
下させる粉砕試験を実施し、ブラシ回転
速度を最適化した。また、プロセス装置
の処理能力実施試験を行い、ライン化で
の検証試験を実施した。ガラスカレット
については、板ガラス原料にするため
に、ガラスメーカーにて原料投入試験を
行い、受入条件の明確化につながった。
ＥＶＡ／セル層の売却は精錬所数社で
評価を得た。 
（４）製品パネルを用いて合わせガラス
パネルのホットナイフ分離法の開発を
行い、モジュールに与える熱量と基板の
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破断寸法の大きさおよび偏差に相関が
あることを見出した。また小型パネルを
用いて封止材ＥＶＡの各種有機溶剤に
よる溶解について調査し、その構造およ
び性質と溶解性の関連付けを行った。そ
の際に確認された課題、例えば割れた基
板ガラスから高収率でＣＩＳ粉を回収
するために、新たにリフトオフ法等の技
術を開発した。上記の技術を実証するた
めの設備を完成させ、基本技術の確立が
望める体制を構築した。 
（５）連続処理試験に供するＰＶモジュ
ール１５，０００枚を調達し、連続処理
プロセスに試験用モジュールを投入し、
多数枚処理試験を進めた。また、分解処
理コスト低減効果を実証可能な実験計
画の策定を行い、２４時間体制での処理
試験を開始した。 

   研究開発項目④ 太陽光発電
リサイクル動向調査 
国内外の技術、普及、政策等
の動向、実施事例等について
調査を実施する。 
（１）太陽光発電リサイクル
における国内外動向及び評価
手法に関する調査 
（２）太陽光発電リサイクル
に関する国内動向調査、分析
調査及び排出量予測 

 研究開発項目④ 太陽光発電リサイク
ル動向調査 
（１）ＩＥＡ ＰＶＰＳ タスク１２専門
家会議や太陽光発電国際会議への参加、
専門家へのヒアリング等を通じ、海外に
おける太陽電池モジュールリサイクル
の動向について情報を収集し、海外で実
施されているモジュールリサイクル技
術開発の動向を整理した。太陽電池モジ
ュールリサイクル技術の評価手法を検
討し、ガイドラインとして取り纏めた。
海外の評価制度、最新のケーススタディ
のレビュー、既存プロジェクトを対象と
した予備的な評価により検証を行うと
ともに、専門家へのヒアリングを実施
し、ガイドラインに反映した。 
（２）国内における技術開発動向・政策
動向・実施事例調査のフォローアップを
実施し、各動向について俯瞰的な整理を
行った。昨年度に整理した導入量データ
の更新・拡充を行い、都道府県別・モジ
ュール種類別導入量推計について検討
した。また、昨年度に推計した排出量予
測の精度向上のために、発電設備の規
模・設置時期・設置主体により分類した
上で、各分類の排出判断をモデル化した
排出量予測手法の検討を行った。 

  

   研究開発項目⑤ 使用済み太
陽電池モジュールの低コスト
リユース技術の開発 
 使用済み太陽電池モジュー
ルをリユースするための技術
開発の公募を行い、実施する。 

 研究開発項目⑤ 使用済み太陽電池モ
ジュールの低コストリユース技術の開
発 
（１）修復技術Ⅰ（故障ＢＰＤの交換）
について、ポッティング材溶剤（９種類）
の基本性能試験を実施し、その後の実験
結果により、溶剤を使用しない除去方法
を採用する方針を決定した。修復技術Ⅱ
（バックシート損傷部位の補修）につい
て、予備実験としてバックシートの機械
的剥離を試みたところ、３層バックシー
トの中間層部位できれいに剥がれるこ
とが判明し、ＲＴＶ法による簡易補修が
ＥＶＡ法より有効かつ適切であると判
断した。修復技術Ⅲ（故障セルの交換）：
ＥＶＡ溶剤（３種類）の基本性能試験を
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実施し、その後の実験で、溶剤を使用せ
ずセルを除去することに成功したため、
この方法を採用することを決定した。透
明ＲＴＶ法に関しては適切な補修方法
を見出した。ＥＶＡ法については架橋処
理条件の条件出しを実施した。 
（２）簡便な電気安全性判定方法の開発
では、市場から収集した１３８枚の中古
モジュールの絶縁抵抗試験を気中及び
湿潤状態で実施し、電圧印加後の経過時
間と絶縁抵抗の変化をグラフ化すると
ともに、気中及び湿潤での相関データの
測定を実施した。迅速な分析判断ツール
の開発では、公表されている各社のモジ
ュールの温度係数を調査し、９６３件を
データベース化し、ヒストグラムを作成
した。Ｏｎ－Ｓｉｔｅでの分別技術開発
では、ＥＬ検査時間改善のため超広角レ
ンズを導入し、撮影方法の改良を検討し
た結果、検査時間を１枚当たり約３０秒
短縮できることを確認した。その他、洗
浄時間の短縮に関する既存の洗浄方式
の整理と洗浄機器の調達および出力測
定の効率化のための作業フロー改善を
実施した。 

   研究開発項目⑥ 使用済み太
陽電池モジュールの用途開拓
検討 
 使用済み太陽電池モジュー
ルを有効活用するための可能
性検討事業の公募を行い、実
施する。 

 研究開発項目⑥ 使用済み太陽電池モ
ジュールの用途開拓検討 
 使用済み太陽電池モジュールを有効
活用するための可能性検討事業の公募
を実施した。 

  

   ４．高性能・高信頼性太陽光
発電の発電コスト低減技術開
発 [平成２７年度～平成３
１年度] 
 「太陽光発電開発戦略」で
策定した、発電コスト低減目
標、２０２０年に業務用電力
価格並となる１４円／ｋＷｈ
（グリッドパリティ）、２０３
０年に従来型火力発電の発電
コスト並みあるいはそれ以下
に相当する７円／ｋＷｈ（ジ
ェネレーションパリティ）の
実現に資する高性能と高信頼
性を両立した太陽電池の開発
を目的に、以下の研究開発を
実施する。 

 ４．高性能・高信頼性太陽光発電の発電
コスト低減技術開発 [平成２７年度～
平成３１年度] 
「太陽光発電開発戦略」で策定した、

発電コスト低減目標、２０２０年に業務
用電力価格並となる１４円／ｋＷｈ（グ
リッドパリティ）、２０３０年に従来型
火力発電の発電コスト並みあるいはそ
れ以下に相当する７円／ｋＷｈ（ジェネ
レーションパリティ）の実現に資する高
性能と高信頼性を両立した太陽電池の
開発を目的に、以下の研究開発を実施し
た。 

●化合物３接合型太陽電池や結晶シリコン太
陽電池について、従来の値に圧倒的な差をつ
ける成果であり、車載やＺＥＢ等、高性能太
陽電池の新市場創出の可能性を見出す成果
を得た。 

 

   研究開発項目① 先端複合型
先端複合技術型シリコン太陽
電池、ＣＩＳ太陽電池の技術
開発 
（１）先端複合技術型シリコ
ン太陽電池の開発 
ヘテロ接合とバックコンタ

クトの統合等、先端技術を複
合し、高効率かつ高信頼性を
両立したシリコン太陽電池と
その低コスト製造技術を開発
する。 

 研究開発項目① 先端複合型先端複合
技術型シリコン太陽電池、ＣＩＳ太陽電
池の技術開発 
（１）高品質アモルファスシリコンを用
いたヘテロ接合技術や、電極の直列抵抗
を低減させる技術、太陽光をより効率的
に利用できるバックコンタクト技術を
組み合わせたヘテロ接合バックコンタ
クト結晶シリコン太陽電池を開発し、結
晶シリコン太陽電池セルとして世界最
高のセル変換効率２６．６％を実用サイ
ズ（セル面積１８０ｃｍ２）で達成した。

●結晶シリコン太陽電池として世界最高とな
る、セル変換効率２６．６％を達成。 
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（２）高性能ＣＩＳ太陽電池
の開発 
実用化規模の大面積モジュ

ールの高効率化及び低コスト
製造プロセスの実用化に向け
た開発を実施する。 

また、結晶シリコン太陽電池モジュール
においても世界最高の変換効率２４．
４％を達成した。 
（２）光吸収層表面および光吸収層・バ
ッファ層界面のパッシベーションとバ
ッファ層最適化による再結合抑制技術
の開発を行った。さらに、小面積セルで
開発した高性能化要素技術のサブモジ
ュール構造への移転とセル集積化技術
の改善を実施し、電気的・光学的損失両
面の低減技術を開発した。また、光吸収
層薄膜化技術開発による低コスト製造
プロセスの開発を行った。それらの技術
を元にＣＩＳ系薄膜太陽電池サブモジ
ュール（３０ｃｍ角）で、世界最高変換
効率１９．２％を達成した。 

   研究開発項目② 革新的新構
造太陽電池の研究開発 
（１）革新的高効率太陽電池
の研究開発 
  変換効率３０％以上の薄
膜化合物の超高効率太陽電池
で発電コスト７円／ｋＷｈを
達成するために、Ⅲ－Ⅴ族の
太陽電池の製造装置、製造プ
ロセス、多接合化のための剥
離・接合等の製造コスト低減
のための要素技術開発及びモ
ジュール化の要素技術開発を
実施する。 
（２）革新的低製造コスト太
陽電池の研究開発 
モジュール変換効率は２０％
程度であるが、新材料、新構
造を用いることでモジュール
製造コストを１５円／Ｗまで
革新的に低減することができ
る技術、具体的にはペロブス
カイト系太陽電池等の研究開
発を実施する。 

 研究開発項目② 革新的新構造太陽電
池の研究開発 
（１）最適構造の薄膜Ⅲ－Ⅴ多接合セル
の高効率化検証、試作した高速製膜単結
晶製造装置を用いて、単接合セルで効率
２０％（ＧａＡｓ，２０μｍ／ｈ）、１
２％（ＩｎＧａＰ，１０μｍ／ｈ）を実
現するための製膜条件検討、２インチ基
板のＥＬＯプロセス及び基板再利用に
向けた表面保護層・表面清浄化プロセス
の最適化、ＧａＡｓ系２接合とＩｎＰ系
２接合、ＧａＡｓ系２接合とＳｉセルの
ウエハ接合条件検討、またⅢ－Ⅴ－ｏｎ
－Ｓｉ成長における低欠陥密度のバッ
ファ層形成、薄膜Ⅲ－Ⅴ多接合セルにお
いて有効な光閉じ込め構造を開発し効
率３０％（非集光）、低電流・高電圧型低
倍集光量子ドットセルで効率３０％の
実現性検討、試作した高許容角の低倍集
光モジュールで効率３０％の達成に向
けた光学シミュレーション手法の確立
による光学設計の改善及び光学部材の
材料検討を行った。また、太陽電池モジ
ュールとして世界最高の変換効率３１．
２％を化合物３接合型太陽電池で達成
した。 
（２）「モジュール製造技術開発」では、
セルの高性能化、高耐久化を進めつつ、
モジュールプロセス開発、及び小型モジ
ュールの試作に着手した。「塗布製造技
術の開発」では、無機陽イオン混合ペロ
ブスカイトを用いた小型セル（０．０４
ｃｍ２）で変換効率２０．０％を達成し
た。２０ｃｍ角ガラス基板に３５直列の
集積型モジュールを試作し、モジュール
変換効率１２．６％を達成した。「超軽量
太陽電池モジュール技術の開発」では、
短冊形セルを直列に接続した５ｃｍ角
の集積型モジュールの試作を開始した。
ガラス基板モジュールでは変換効率１
３．４％を達成した。ＰＥＮ基板モジュ
ールではメカニカルスクライブに課題
があり、変換効率はまだ低いが、太陽電
池としての動作を確認した。「低コスト
Ｒ２Ｒ太陽電池製造技術の開発」では金
属箔上の小型セル（０．０４ｃｍ２）で変

●化合物３接合型太陽電池モジュールで世界
最高変換効率３１．２％を達成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●ＣＩＳ系薄膜太陽電池サブモジュールで世
界最高変換効率１９．２％を達成。 

 



Ⅰ－2－12 

換効率１４％を達成した。また、卓上ダ
イコーターによる塗工プロセスの検討
を行い、ガラス基板上のセルで平均効率
１０％、均一性３σ＝２．０を確認した。
また、成膜幅２５０ｍｍのＲ２Ｒ（ロー
ルツーロール）塗工機を用いて超軽量基
板への塗工検討を開始した。「高性能・高
信頼性確保製造技術の開発」では、ホー
ル輸送材料としてフタロシアニン誘導
体を用いた小型セルで１３．７％の変換
効率を確認した。また、大型モジュール
への適用が可能な精密スプレーによる
電子輸送層の成膜、直列モジュール化の
ためのパターニング加工の検討を開始
した。「高機能材料・セル製造技術開発」
のうち、「高性能材料合成技術の開発」で
は、ホール輸送層として現状最高効率が
得られるｓｐｉｒｏ－ＭｅＯＴＡＤに
対し、膜耐湿性で勝るドーパントレスの
正孔輸送材料を開発した。また、耐湿性
向上のためＣＨ３ＮＨ３ＰｂＩ３のアンモ
ニウムカチオンに機能性基を導入する
ことにより耐湿性を向上させる表面処
理技術を開発した。「基盤材料技術と性
能評価技術の開発」では、ホール輸送材
料とセル構成を改良し、小型セル（０．
０４ｃｍ２）で２０．３％を実証するとと
もに、簡便かつ低コストに合成したホー
ル輸送材料（層厚み５０ｎｍとして材料
コスト８０円／ｍ２が見込める）を用い
たセルで効率１９．４％を達成した。ま
た、新規な傾斜ヘテロ接合構造を開発
し、認証データとして１ｃｍ２セルで効
率１９．２％を達成した。特性評価法の
開発では、電流電圧特性において測定上
のヒステリシスを解消する方法を開発
した。「新素材と新構造による高性能化
技術の開発」では、新規無機陽イオン混
合ペロブスカイトを用いた小型セル
(０．１８ｃｍ２)で効率２０．５％を達成
し、同時にセルごとのばらつきも大きく
改善した(平均１９．５％)。臭化ペロブ
スカイト系は、Ｖｏｃ１．３７Ｖまで高
電圧化することに成功した。また、高電
流化を狙ったＳｎ／Ｐｂ混合ペロブス
カイト系では、Ｊｓｃ ３０．０２ｍＡ／
ｃｍ２を達成した。各種無機系導電材料
の検討を進めるとともに、ヒステリシス
の要因解明、新規組成の提案、界面の接
合様式と親和性の関連などを進めた。 

   研究開発項目③ 共通基盤技
術の開発（太陽電池セル、モ
ジュール開発支援技術の開
発） 
（１）先端複合技術型シリコ
ン太陽電池の開発 
太陽電池セル・モジュール

の各製造プロセスにおいて、
評価解析を行い、得られた知
見をもとに、原料、結晶、装
置、セル、モジュールメーカ
ーの高効率化、低コスト化、

 研究開発項目③ 共通基盤技術の開発
（太陽電池セル、モジュール開発支援技
術の開発） 
（１）「Ｃａｔ―ＣＶＤなど新手法によ
る高性能太陽電池低価格製造技術の開
発」においては、ヘテロ接合バックコン
タクト太陽電池の作製プロセスとして、
結晶シリコンウエハのキャリアライフ
タイムを数ｍｓと良好な値を維持しな
がら、ｐ型アモルファスシリコンをｎ型
アモルファスシリコンに変換できるプ
ラズマイオン注入技術を開発した。「薄
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高信頼性化に貢献する技術開
発を実施する。 
（２）高性能ＣＩＳ太陽電池
の開発 
ＣＩＳ太陽電池モジュール

の高効率化および発電コスト
低減を可能とする界面制御技
術、再結合パッシベーション、
バンドプロファイル評価技術
等、要素技術の研究開発を実
施する。 
 
国際エネルギー機関（ＩＥ

Ａ）の太陽光発電システム研
究協力実施協定（ＰＶＰＳ）
での国際協力活動を通じ、調
査・分析を実施するとともに
諸外国の技術開発、政策及び
市場動向を把握する。 

型セルを用いた高信頼性・高効率モジュ
ール製造技術開発」においては、従来の
熱拡散に代わり、イオン注入を用いて表
面側ボロン、裏面側リンを注入、熱処理
をしたｎ型両面受光セルを作製し、変換
効率２０．０％を達成した。さらに、新
しい評価技術として、内部量子効率マッ
ピング法を開発した。「先端複合技術シ
リコン太陽電池プロセス共通基盤に関
する研究開発」の結晶育成技術において
は、従来ＣＺ育成技術に比べ、抵抗率が
一桁高い極低濃度不純物のＣＺ結晶育
成技術の開発に成功した。セル開発にお
いては、次世代ヘテロ接合技術である、
キャリア選択コンタクト、極薄酸化膜に
よるＴＯＰＣｏｎ技術の開発を実施し
た。 
（２）アルカリ金属添加効果のメカニズ
ムを研究し、高品質なＣＩＧＳ／ＣｄＳ
界面を実現する技術の開発を行った。Ｇ
ａ／(Ｇａ＋Ｉｎ)プロファイル制御を
行い、開放電圧を大きく犠牲にすること
なく短絡電流を増大させる技術の開発
を行った。新しいＴＣＯ材料をＣＩＳ太
陽電池に適用する研究を行った。三段階
法の最終段階制御による表面・界面への
Ｃｕ欠損層作製技術の開発を行い、変換
効率が顕著に向上する結果を得た。チオ
尿素処理による表面・界面構造解析を行
い、表面・界面構造とＣｄ拡散との関連
解明を行った。ＣＩＳ表面の前処理技術
とバンド制御したバッファ層を開発し、
変換効率が顕著に向上する結果を得た。
低温バッファ層の導入により結晶粒界
の無いＭｏエピ膜の製膜技術を確立し、
ＣＩＳエピ膜の少数キャリア寿命とし
て、およそ８０ｎｓ（３００Ｋ)という値
を達成した。ＣＩＳ薄膜中の欠陥準位の
深さ分析を解析し、深い欠陥準位に分布
がある可能性を示した。また、表面硫化
処理およびＫＦポスト・デポジション処
理による欠陥準位密度分布の変化を確
認した。ＣＩＳ層表面電子構造、ＣＩＳ
／バッファ層／窓層など複数界面のバ
ンドオフセットやバンド湾曲について、
太陽電池特性に関わる試料間分散の評
価、アルカリ金属添加処理がＣＩＳ表面
に及ぼす効果、太陽電池全構造を縦貫す
るバンドプロファイルの可視化技術の
開発・評価を行った。ＣｕＩｎＳｅ２－Ｉ
ｎ２Ｓｅ３系およびＣｕＧａＳｅ２－Ｇａ
２Ｓｅ３系について、カルコパイライト相
とスタンナイト相の存在領域やそれら
の電子構造の変化について理論的に明
らかにした。ＣｕＩｎＳｅ２－Ｉｎ２Ｓｅ
３系の状態図を理論的に検討してスタン
ナイト相が存在しないことを確認し、Ｃ
ｕＧａＳｅ２－Ｇａ２Ｓｅ３系についてカ
ルコパイライト相とスタンナイト相の
存在領域やそれらの電子構造について
明らかにした。 
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   研究開発項目④ 共通基盤技
術の開発（太陽光発電システ
ムの信頼性評価技術等） 
（１）出力等測定技術の開発 
 本事業で開発する太陽電池
等、標準化や規格化が進んで
いない太陽電池の出力等を正
しく評価するための測定技術
の開発を実施する。 
（２）発電量評価技術 
ＮＥＤＯ日射量データベー

スについて、データの更新、
高精度化及び拡充を進めるた
めの技術開発を実施する。 
（３）信頼性・寿命評価技術
の開発 
実際の太陽光発電システム

から発電データを取得、分析
評価し、発電システムの劣化
要因の抽出、劣化メカニズム
の解明及び劣化予防対策技術
と太陽電池モジュールが設置
される環境を考慮した、長期
信頼性を評価するための試験
方法を開発する。 

 研究開発項目④ 共通基盤技術の開発
（太陽光発電システムの信頼性評価技
術等） 
（１）「新型太陽電池評価・屋外高精度評
価技術の開発」において、ペロブスカイ
ト太陽電池、新型ＣＩＧＳ、新型結晶シ
リコンを含む各種新型太陽電池８０サ
ンプル以上に対して高精度測定技術の
検討・実施・実証を行った。一次基準太
陽電池校正技術の高度化では、基準太陽
電池の最高校正能力不確かさ０．６％
（Ｕ９５）オーダー以内を実現する見込
みが得られた。屋外性能高度評価技術の
開発では、太陽電池モジュールレベルの
連続屋外高精度ＩＶ特性測定において、
Ｐｍａｘについて標準偏差約±０．４％
の再現性が得られた。「屋外実性能高能
率測定技術の開発」において、開発した
ＰＶモジュール日射センサーを設置し、
測定を開始した。日射変動が大きい日は
３ｍ程度距離が離れていても大きな日
射強度の差が生じる瞬間があることが
わかった。「日射変動解析技術の開発」に
おいて、太陽電池の屋外性能評価でその
測定精度に影響を及ぼす可能性のある
日射変動を抽出しその特徴を性能評価
の高精度化の点から解析・整理した。モ
ジュールスケールでも空間的な日射ム
ラが生じていることを示し、０．１秒程
度の日射変動が１ｍ程度の空間的日射
ムラに対応していることを明らかにし
た。日射増強効果は比較的頻繁に発生し
ており、全観測期間中の最大値として日
射強度が約１．６倍に増強されたイベン
トが計測された。「太陽電池温度の高精
度測定技術開発」において、有風時にお
ける太陽電池モジュール内温度分布を
大型風洞実験設備を用いて計測した。そ
の結果、モジュール面内の温度分布につ
いて定量的に評価することに成功した。
また、モジュール中央の温度が最もモジ
ュール面内平均温度からの偏差が少な
く、代表値として適していることがわか
った。これらの屋内における実験結果
は、屋外における結果とも良好に一致し
た。「ＰＶ日射計測によるシステム性能
測定手法開発」において、導入した屋外
評価装置に標準試験条件下での出力を
測定したモジュールを設置し、屋外にお
いて同モジュールのＩ－Ｖ特性の測定
を行った。これを屋外条件下での同モジ
ュールのＩＶ特性の真値とし、同太陽電
池モジュールの銘板値を用いて算出し
た同屋外条件下での期待特性と比較す
ることで、任意の屋外測定条件下におけ
るＩ－Ｖ特性および出力の期待値を算
出する手法の高精度化を図った。結晶シ
リコン系太陽電池モジュール、ストリン
グにおいて測定値と算出値との誤差±
３．０％以内を得た。「スペクトルを考慮
した屋外実性能評価技術開発」におい
て、分光放射計で測定した太陽光スペク
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トルにおける複数の短波長帯と長波長
帯の二波長帯ＡＰＥと、３５０～１０５
０ｎｍの全域からもとめた広域ＡＰＥ
の線形性の解析を行い、線形性の高い短
波長帯と長波長帯の組み合わせを明ら
かにした。スペクトルミスマッチ（ＭＭ）
のＡＰＥ依存性を用いてＭＭ補正を行
うという手法を考案し、基本的な補正手
順を確立した。 
（２）「経年劣化を考慮した各種太陽電
池の発電量評価技術の開発」において、
結晶シリコン太陽電池の経年劣化率を、
異なる手法においても０．５％以内の差
異で高精度に評価できることを屋外デ
ータと室内データを用いて検証した。
「経年劣化を考慮した各種太陽電池の
発電量評価技術の開発／メガソーラー
の発電量及び信頼性評価技術の開発」に
おいて、メガソーラーの発電データの解
析作業を開始した。「日射量データベー
スの高度化に関する研究」において、全
国５地点の観測データを用いて、既存の
日射量推定モデルの検証を行った。その
結果、日射量が多い時を中心に過小評価
する傾向があった。日射スペクトルに関
し、水平面の全天日射から日射スペクト
ルを推定するモデルの開発を行った。
「ひまわり８号」のデータから日射量デ
ータベースの高密度化を検討し、衛星デ
ータから日射量を推定する手法につい
て、従来モデルでは積雪の影響によって
推定誤差が大きくなる傾向が見られた。
「アクセシブルな太陽光発電データベ
ース構築技術の開発」において、フーリ
エ変換法をもとにしたストリング電力
等の計測の欠損区間を補間・補外するア
ルゴリズムを開発し、ソフトウェアに実
装した。試験データに対する保管誤差１
２．６％を達成した。 
（３）「ＺＥＢ適用型太陽電池モジュー
ルの長期信頼性評価技術の開発」におい
て、ＺＥＢ適用型で想定される環境負荷
のうち、「温度」、「電流」を複合的に負荷
できる「電流負荷サイクル試験装置」を
用いて、新規の加速評価試験方法を開発
した。通常用いられる温度サイクル試験
に比べて、４倍加速で評価することがで
きた。「ケーシング側から観た太陽電池
モジュールの寿命予測検査技術の開発」
において、発電劣化メカニズムに及ぼす
「酢酸」の影響を明確化し、フィールド
とラボモジュールの発電劣化メカニズ
ム相違の明確化検討を開始した。実フィ
ールドでのラマン分光計測を可能とす
る５３２ｎｍレーザー搭載のモバイル
ラマンを開発した。実フィールド経年劣
化モジュールの 蛍光強度比(ラマン)と
発電劣化率の相関係数から、蛍光強度比
の寿命予測指標としての有用性を確認
した。環境劣化因子によるラボ加速劣化
試験方法の検討を開始した。「標準化を
目指した寿命予測検査技術の開発」にお
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いて、ｐ型Ｓｉ太陽電池でのＰＩＤ現象
のメカニズム解明を行った。過渡吸収分
光法およびマイクロ波光導電減衰法を
適用し、太陽電池内に発生するキャリア
の消滅過程を詳細に評価することによ
り、Ｎａ拡散による表面再結合が急増
し、キャリアのライフタイムが著しく低
下することを明らかにした。「太陽電池
モジュールの劣化現象の解明、加速試験
法の開発」において、モジュールの劣化
がセルのフィンガー電極の劣化に基づ
くとの知見をもとに、フィンガー電極を
短期間で劣化させる酢酸蒸気曝露試験
を世界に先駆けて開発した。モジュール
に適用する高温高湿試験に対し、７０倍
の速度で、高温高湿試験と同等の劣化を
発現させることが可能となった。「紫外
線を含んだ環境因子による複合劣化現
象の解析と屋外曝露劣化との相関性検
証」において、紫外線照射下において、
湿度７％の低湿度条件においても、湿度
３０％と変わらない量の酢酸が発生す
ることを確認し、改めて材料劣化におけ
る紫外線劣化の重要性を確認した。 紫
外線＋湿熱の複合試験では、受光面側、
裏面側共に封止材ＥＶＡの分解を構造
解析より確認した。さらに、封止材ＥＶ
Ａも著しい黄変を示すこと、および紫外
線照射単独とは異なるメカニズムによ
る劣化を確認した。「屋外暴露モジュー
ルの分析による加速試験法の開発」にお
いて、水蒸気透過率の異なる裏面材を使
用したモジュールに対する光照射と湿
熱試験を組み合わせた試験について、出
力低下が生じることを確認した。「屋外
での電圧誘起劣化の実証研究」におい
て、屋外ＰＩＤ加速試験を実施し、４セ
ル・モジュールでＰＩＤ劣化を確認し
た。ＥＶＡの体積抵抗率を測定し、これ
を元にした太陽電池モジュールの２次
元シミュレーションモデル作成して、電
流分布を解析し、セル端部で電流が集中
することを明らかにした。「電圧誘起劣
化が発生した箇所の特定方法、微視的評
価手法の開発」において、Ｘ線光電子分
光法を用いて、異なるＰＩＤ加速試験
(Ａｌ法)時間におけるセル表面の水平
方向および深さ方向のＮａ析出分布の
評価を行った。セル表面の窒化膜上のＮ
ａ分布については、フィンガー電極近傍
のＮａ析出量が多いことを確認した。深
さ方向の分布においては、析出したＮａ
は主に窒化膜表面にとどまっているこ
とを確認した。パルス電流を流すこと
で、数１０秒程度でＰＩＤ回復できるこ
とを見いだした｡正電圧では、劣化の程
度はさらに小さく、また同じく飽和する
傾向があることを見出した。また、これ
らの劣化の原因が、光入射側の表面再結
合速度増大であることを実験的に確認
した。ヘテロ接合型に関し、負電圧のＰ
ＩＤ試験において、短絡電流密度のみが
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低減する特徴的なＰＩＤ現象を示すこ
とを明らかにした。フロントエミッタ―
型に関し、負電圧のＰＩＤ試験におい
て、開放電圧と短絡電流密度が低下し、
その後飽和する振る舞いの劣化を示す
ことを明らかにした。「発電データ分析
によるシステム信頼性および劣化率評
価」において、北杜メガソーラーにおけ
る各種太陽電池モジュール・システムの
発電データ取得および分析を行った。８
年目時点での結晶シリコン系４７シス
テムにおける平均的な年劣化率の算出
結果として、－０．４％／年を得た。ま
た、大規模太陽光発電システム導入のた
めの検討支援ツール」(ＳＴＥＰ－ＰＶ) 
のユーザビリティの向上に向けた改修
を実施した。 

   研究開発項目⑤ 動向調査等 
（１）動向調査 
 開発戦略の発電コスト低減
目標の達成に向け、必要な情
報を収集、整理及び分析を行
う。 
（２）ＩＥＡ国際協力事業 

 研究開発項目⑤ 動向調査等 
（１）日本の太陽光発電システムの発電
コストを分析するとともに太陽光発電
産業、市場動向等に関するシナリオ分析
実施に向けた基礎情報の検討及び太陽
光発電技術に関する特許調査における
キーワードの抽出とそれに関する情報
の整理を実施した。また、研究開発項目
②で開発している「高効率太陽電池」の
新たな利用方法の可能性を検討するた
め、「高効率太陽電池」の特長を生かした
面積制約を受ける環境での活用例とし
て「太陽光発電システム搭載自動車」に
関する情報収集、課題の抽出等を実施し
た。加えて、太陽電池モジュールを中心
とした性能レベル、製造技術、製造コス
ト等の各種動向及び政策動向の調査を
実施した。また、国の「太陽光発電競争
力強化研究会」において、ポストＦＩＴ
（固定価格買取制度）も見据えたコスト
競争力の強化や、長期安定的な発電事業
体制の構築に向けて、具体的に必要な業
界の取り組みや、政策的措置について検
討するため、事務局として発電コスト等
に関する調査・分析を実施した。さらに、
ＢＩＰＶ（建材一体型太陽光発電）に関
する検討においては、ＢＩＰＶの市場価
格、設置形態、市場ポテンシャル等につ
いて技術面、法制面、その他様々な側面
から、国内及びＢＩＰＶ先進国の実情を
調査・分析し、日本におけるＢＩＰＶ市
場拡大のための課題抽出を行った。 
（２）諸外国の技術開発動向や政策動向
等について、国際エネルギー機関(ＩＥ
Ａ)の太陽光発電システム研究協力実施
協定（ＰＶＰＳ)に参画し、太陽光発電の
普及・促進に向けた国際協力活動を通じ
た調査・分析を実施した。 

  

 ｂ．風力発電 
風力発電の大量導入に向

け、風力発電の一層の低コ
スト化に資する技術開発 

やメンテナンス技術の高
度化等に向けた取組を行う

（ｂ）風力発電 
風力は他の再生可能エ

ネルギーと比較して発電
コストが低く、中長期的に
大規模な導入が期待され
ている。風力発電において

（ｂ）風力発電 
１．風力発電等技術研究開発 
［平成２０年度～平成２９年
度］ 
 風力発電の大量導入に向け
た技術課題の克服や産業競争

－ （ｂ）風力発電 
１．風力発電等技術研究開発 ［平成２
０年度～平成２９年度］ 
風力発電の大量導入に向けた技術課

題の克服や産業競争力強化等を目的に、
以下の研究開発を実施するとともに、そ
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とともに、環境アセスメン
ト対応の円滑化や洋上風力
の普及拡大等に貢献する取
組を行うものとする。また、
技術の差別化による競争力
強化等に向け、超大型洋上
風車技術の確立に向けた技
術開発等を行うこととす
る。 

も、低コスト化、環境アセ
スメント対応、出力安定化
等様々な技術的課題を克
服する必要がある。また、
洋上風力発電の国内外の
市場の拡大をにらんで、産
業競争力の強化が重要な
課題となる。 
第３期中期目標期間に

おいては、導入目標の達成
及び産業競争力の強化の
観点から、風力発電の一層
の低コスト化に資する高
効率ブレード等の開発や
メンテナンス技術の高度
化等、出力・信頼性・稼働
率の向上に向けた取組を
行うとともに、風力発電の
導入拡大に資するため、環
境アセスメント対応の円
滑化に貢献する課題の克
服に取り組む。また、洋上
風力発電の拡大に向け、洋
上風力の設置、運転、保守
に係るガイドラインを整
備するとともに、固定価格
買取制度における洋上風
力発電の価格設定に必要
なデータ提供等、様々な取
組を行う。 
また、超大型洋上風車技

術の確立に向け、要素技術
やシステム技術の開発、浮
体式洋上風況観測など洋
上風力発電の周辺技術の
開発等を行うとともに、洋
上風力の立地促進に関す
る取組を行う。 

力強化等を目的に、以下の研
究開発を実施するとともに、
それらを実現するための実用
化開発を支援する。また、研
究開発項目②については、公
募を行う。 

れらを実現するための実用化開発を支
援する。また、研究開発項目②について
は、公募を行う。 

 研究開発項目① 洋上風力発
電等技術研究開発 
 我が国の海象・気象条件に
適した洋上風力システム等に
係る技術の確立を目的に、以
下の研究開発を実施する。 
（ⅰ）洋上風況観測システム
実証研究 
（１）洋上風況観測システム
技術の確立 
（ア）気象・海象（海上風、波
浪/潮流）特性の把握・検証 
平成２７年度に引き続き、

風況観測システムによる観測
を継続し、我が国固有の風速
の鉛直分布の特性又は乱流特
性を把握するとともに、風車
設備によるウェイク評価のた
めのライダーの設置・計測を
実施する。また、測定した実
データを基に将来の気象・海
象を適切に予測する予測シス
テムの設計・構築を図る。 
（イ）環境影響調査 
複数年度にわたって実施・

収集したデータを整理・解析
し、構造物設置前後のデータ
を比較することにより、中長
期的な環境影響評価を実施す
る。 
（２）環境影響評価手法の確
立等 
洋上風況観測システム実証

研究及び洋上風力発電システ
ム実証研究において、運転開
始後複数年にわたって新たに
得られる環境影響調査データ
及び洋上風力発電等技術研究
開発委員会の検討結果を踏ま
え、実証研究にて得られる知
見の取りまとめを行うととも
に、洋上風力発電導入に関す
るガイドブックを作成する。 
（３）洋上風況マップの開発 
洋上の風況を示すマップ作

成に求められる洋上風況シミ
ュレーションモデルの開発を
実施し、洋上風況マップを作
成する。 

 研究開発項目① 洋上風力発電等技術
研究開発 
 我が国の海象・気象条件に適した洋上
風力システム等に係る技術の確立を目
的に、以下の研究開発を実施した。 
（ⅰ）洋上風況観測システム実証研究 
 実海域に設置した洋上観測システム
による観測を継続実施し、観測結果に基
づく洋上風力発電の実用化を評価した。
また、洋上風況マップの作成に取り組
み、風況情報だけではなく、自然環境情
報、社会環境情報を一元化して表示可能
なマップとして機構のホームページで
公表した。 
（１）洋上風況観測システム技術の確立 
（ア）気象・海象（海上風、波浪/潮流）
特性の把握・検証 
平成２７年度に引き続き、風況観測シ

ステムによる観測を継続し、我が国固有
の風速の鉛直分布の特性又は乱流特性
を把握するとともに、風車設備によるウ
ェイク評価のためのライダーの設置・計
測を実施した。また、測定した実データ
を基に将来の気象・海象を適切に予測す
る予測システムの設計・構築を図った。
また、洋上風況マップの作成の際に情報
を提供し、シミュレーションによる発電
量予測の精度確認等を行った。 
（イ）環境影響調査 
複数年度にわたって実施・収集したデ

ータを整理・解析し、構造物設置前後の
データを比較することにより、中長期的
な環境影響評価を実施し、ガイドブック
として取りまとめた。 
（２）環境影響評価手法の確立等 
洋上風況観測システム実証研究及び

洋上風力発電システム実証研究におい
て、運転開始後複数年にわたって新たに
得られる環境影響調査データ及び洋上
風力発電等技術研究開発委員会の検討
結果を踏まえ、実証研究にて得られる知
見の取りまとめを行うとともに、洋上風
力発電導入に関するガイドブックを作
成した。 
（３）洋上風況マップの開発 
洋上の風況を示すマップ作成に求め

られる洋上風況シミュレーションモデ
ルの開発を実施し、国内初世界最先端の
洋上風況マップを作成、機構のホームペ
ージにて公表した。 

●「広範囲かつ高解像度の風況情報」、「自然・
社会環境情報社会」、「衛星データ」、 「発電
量簡易予測」という洋上風力発電の適地の初
期検討に必要な情報を一つのマップ上で見
られるように実現したのは国内初であり、世
界でも最先端のマップである。本マップは、
欧州等の風況マップと比べ、気象モデルの計
算解像度が５００ｍまで細密化されており
（通常２～３ｋｍメッシュ）、さらにシミュ
レーションと実観測値とのずれが±５％以
内である（通常±１０～３０％程度）等、高
精度化が図られている。 

 

 （ⅱ）次世代浮体式洋上風力
発電システム実証研究 
ＦＳの結果を踏まえ、実証研
究の詳細仕様を決定し、実際
に浅水域に浮体式洋上用風力

 （ⅱ）次世代浮体式洋上風力発電システ
ム実証研究 
ＦＳの結果を踏まえ、実証研究の詳細

仕様検討を行うとともに、更なる低コス
ト浮体式洋上風力発電システムを実現
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発電システムを設置し性能評
価等を行うとともに、更なる
低コスト浮体式洋上風力発電
システムを実現する要素技術
開発を実施する。 

する要素技術開発を実施した。 

 （ⅲ）洋上風力発電システム
実証研究 
（１）国内の洋上環境に適し
た洋上風力発電システムの開
発 
平成２７年度に引き続き、実
海域に設置した洋上風力発電
システムの塩害対策装置や落
雷計測装置等の運用によるデ
ータから、洋上風車への適合
性について評価を行う。 
（２）洋上風力発電システム
の保守管理技術の開発 
洋上風車へのアクセス率を向
上させるアクセス船の開発に
着手する。海中設備の状態を
安全かつ簡易に確認できる水
中点検設備の設計を行う。 
（３）環境影響調査 
複数年度にわたって収集した
データを整理・解析し、構造
物設置前後のデータを比較す
ることにより、中長期的な環
境への影響を評価する。 

－ （ⅲ）洋上風力発電システム実証研究 
（１）国内の洋上環境に適した洋上風力
発電システムの開発 
平成２７年度に引き続き、実海域に設

置した洋上風力発電システムの塩害対
策装置や落雷計測装置等の運用による
データから、洋上風車への適合性につい
て評価を行った。 
（２）洋上風力発電システムの保守管理
技術の開発 
洋上風車へのアクセス率を向上させ

るアクセス船を引き続き利用し、メンテ
ナンス効率に関するデータの収集、解析
を実施した。また、海中設備の状態を安
全かつ簡易に確認できる水中点検設備
の設計を行った。 
さらに、着床式洋上風力発電に関する導
入ガイドブック（最終版）を作成した。 
（３）環境影響調査 
複数年度にわたって収集したデータ

を整理・解析し、構造物設置前後のデー
タを比較することにより、中長期的な環
境への影響を評価した。 

 
 

   （ⅳ）洋上風況観測技術開発 
平成２７年度終了。 

－ （ⅳ）洋上風況観測技術開発 
平成２７年度終了。 

 
 

   （ⅴ）超大型風力発電システ
ム技術研究開発 
 平成２６年度終了。 

－ （ⅴ）超大型風力発電システム技術研究
開発 
 平成２６年度終了。 

 
 

   研究開発項目② 風力発電高
度実用化研究開発 
風車の設備利用率向上によ

る発電量の増加及び発電コス
の低減を目的に、以下の研究
開発を実施する。また、それ
らを実現するための実用化開
発を支援する。 
（ⅰ）１０ＭＷ超級風車の調
査研究 
平成２６年度終了。 

（ⅱ）スマートメンテナンス
技術研究開発 
平成２７年度に引き続き、

メンテナンス技術開発の基礎
となる故障事故及びメンテナ
ンス技術の調査分析等を実施
し、データベース・情報分析
プラットフォームと分析ツー
ルの開発を行う。また、調査
結果等をもとに、メンテナン
スシステムの設計や技術開発
を行う。 
（ⅲ）風車部品高度実用化開
発 
平成２７年度に引き続き、

発電機やブレード等の主要コ

 研究開発項目② 風力発電高度実用化
研究開発 
風車の設備利用率向上による発電量

の増加及び発電コストの低減を目的に、
以下の研究開発を実施した。また、それ
らを実現するための実用化開発を支援
した。 
（ⅰ）１０ＭＷ超級風車の調査研究 
平成２６年度終了。 

（ⅱ）スマートメンテナンス技術研究開
発 
平成２７年度に引き続き、メンテナン

ス技術開発の基礎となる故障事故及び
メンテナンス技術の調査分析等を実施
し、データベース・情報分析プラットフ
ォームと分析ツールの開発を行った。ま
た、調査結果等をもとに、メンテナンス
システムの設計や技術開発を検討した。 
雷検出装置の性能評価については、平

成２８年度に公募を実施。適正に業務管
理を行った。 
（ⅲ）風車部品高度実用化開発 
中速ギアについては、軽量化した増速

器、スレンダーブレードについて、陸上
設置した実証機で性能を確認。設計通り
であることを確認した。 
小形風力発電部品標準化については、
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ンポーネントや主要部品の性
能向上や信頼性・メンテナン
ス性向上を目的とした部材・
コンポーネントの基本設計、
詳細設計等を実施する。 

平成２７年度に引き続き主要コンポー
ネントの標準化に向けた開発を実施。目
標としていたコストダウン３０％を達
成した。また、ＰＣＳの認証については、
一般財団法人電気安全研究所（JＥＴ）等
と協議を重ね、認証に向けた道筋を確立
した。 

   ２．風力発電等導入支援事業 
［平成２５年度～平成２９年
度］ 
 風力発電の導入拡大、洋上
風力発電の実用化加速及び産
業競争力の強化を目的とし
て、以下の研究開発及び実証
研究を実施するとともに、そ
れらを実現するための実用化
開発を支援する。また、研究
開発項目③については、公募
を行う。 

 ２．風力発電等導入支援事業 ［平成２
５年度～平成２９年度］ 
 風力発電の導入拡大、洋上風力発電の
実用化加速及び産業競争力の強化を目
的として、以下の研究開発及び実証研究
を実施するとともに、それらを実現する
ための実用化開発を支援する。また、研
究開発項目③については、公募を行う。 

  

   研究開発項目① 地域共存型
洋上ウィンドファーム基礎調
査 
 平成２６年度終了。 

 研究開発項目① 地域共存型洋上ウィ
ンドファーム基礎調査 
 平成２６年度終了。 

  

   研究開発項目② 着床式洋上
ウィンドファーム開発支援事
業 
 平成２７年度に引き続き、
洋上ウィンドファームの開発
に係る風況解析、海域調査及
び環境影響評価を行う。また、
風車・基礎、海底ケーブルや
変電所等の設計、施工手法等
の検討結果を取りまとめる。 

 研究開発項目② 着床式洋上ウィンド
ファーム開発支援事業 
 平成２７年度に引き続き、洋上ウィン
ドファームの開発に係る風況解析、海域
調査及び環境影響評価を行った。また、
風車・基礎、海底ケーブルや変電所等の
設計、施工手法等の検討を実施した。 

  

   研究開発項目③ 環境アセス
メント早期調査実施実証事業 
 平成２７年度に引き続き、
環境アセスメントの迅速化を
行うため、風力発電と地熱発
電に係る環境アセスメントの
手続き期間を半減するために
必要な環境影響調査等を行
う。 

 研究開発項目③ 環境アセスメント早
期調査実施実証事業 
 平成２７年度に引き続き、環境アセス
メントの迅速化を行うため、風力発電と
地熱発電に係る環境アセスメントの手
続き期間を半減するために必要な環境
影響調査等を行った。また、平成２７年
度までの実証事業成果を取りまとめ、
「前倒環境調査のガイド」（２０１６年
度版）を公開した。 
 平成２８年度から既設サイトにおけ
る環境影響を把握することにより、環境
影響がある項目等の精査等を行う既設
風力発電施設等における環境影響実態
把握を開始した。 

  

 ｃ．バイオマス 
食糧供給に影響しないバ

イオ燃料製造技術を将来的
に確立するための技術の開
発・実証を行うとともに、微
細藻類を使ったジェット燃
料など次世代バイオ燃料の
製造技術を確立するための
技術開発を行うものとす
る。また、バイオマス燃料の
既存発電システムでの活用
促進や効率的な熱利用の推
進に向けた技術等の開発を

（ｃ）バイオマス 
バイオマス利用技術は、

既存のエネルギーシステ
ムとの親和性が高く、世界
でも既に利用が広がって
いる再生可能エネルギー
である。また、エネルギー
の地産地消の実現が期待
できる技術であることか
ら、これらバイオマスのエ
ネルギー利用のための技
術開発に注力してきた。今
後は、バイオマスの液体燃

（ｃ）バイオマス 
１．バイオマスエネルギー技
術研究開発 ［平成１６年度
～平成３１年度］ 
 バイオマスエネルギーの更
なる利用促進・普及に向け、
これを実現するための技術開
発を行うことを目的に、以下
の研究開発を実施する。 

－ （ｃ）バイオマス 
１．バイオマスエネルギー技術研究開発 
バイオマスエネルギーの更なる利用

促進・普及に向け、これを実現するため
の技術開発を行うことを目的に、以下の
研究開発を実施した。 
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行うこととする。 料利用の促進に向けた必
要な取組を行うとともに、
バイオマスの発電利用や
熱利用を促進していくこ
とが重要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、食糧供給に影響
しないバイオ燃料製造技
術を将来的に確立するた
め、第２世代バイオ燃料で
あるセルロース系エタノ
ールについては、２０２０
年頃の実用化・事業化に向
けて、製造技術の開発、実
証を行うとともに、第３世
代バイオ燃料である微細
藻類等由来による燃料に
ついては、藻類からのジェ
ット燃料等の製造技術、Ｂ
ＴＬ技術の開発を行う。ま
た、バイオマス燃料の既存
発電システムでの活用促
進や効率的な熱利用の推
進に向け、バイオマス燃料
の性状改良等の開発やバ
イオマス燃料の含水率や
形状等の性状を制御する
技術等の開発を行う。 

  研究開発項目① 戦略的次世
代バイオマスエネルギー利用
技術開発事業 
 ２０３０年頃の実用化が期
待される次世代技術や早期実
用化が望まれる実用化技術の
確立等を目的に、以下の研究
開発を実施する。 
（１）次世代技術開発 
 ２０３０年頃の本格的増産
が見込まれ、バイオ燃料の普
及を促進する波及効果の大き
い次世代バイオ燃料製造技術
について、更なる技術開発が
見込める事業を精査して進め
る。 
（ア）軽油・ジェット燃料代
替燃料技術開発 
 微細藻類由来バイオ燃料製
造技術については、有望な新
規微細藻の改良及び画期的な
大量培養技術の確立のための
研究開発について、企業のポ
テンシャルを底上げする軽
油・ジェット代替燃料のため
の研究開発を実施する。 
また、微細藻類由来バイオ燃
料製造技術について、２４年
度採択事業については、大規
模（１，５００㎡）の屋外培養
実証試験を継続実施し、回収・
油分抽出等の後段技術の改良
等を進める。一方、２５年度
採択事業２件について、１件
は大規模（１，２００㎡）の屋
外培養実証試験に着手し、こ
れを基礎とした一貫油分抽出
システム構築を進める。さら
に、微細藻類の培養工程コス
ト低減に資するため、培養水
リサイクル技術や藻体回収技
術とともに、育種技術により
獲得した高油脂生産性を有す
る改良株の事業化運用を併せ
て検討する。 
２７年度後半の原油安の影

響を受けて、世界各国でバイ
オ燃料製造事業に対する遅延
が認められるものの、ＣＯＰ
２１で検討された地球温暖化
抑止の観点から、軽油・ジェ
ット燃料等の代替燃料におい
ても、早期のＧＨＧ排出基準
が策定されると考えられ、必
要に応じてＧＨＧ排出基準等
を含めたＬＣＡ評価に関する
調査を実施する。 

－ 研究開発項目①「戦略的次世代バイオマ
スエネルギー利用技術開発事業」［平成
２２年度～平成２８年度］ 
（１）「次世代技術開発」 
２０３０年頃の本格的増産が見込ま

れ、バイオ燃料の普及を促進する波及効
果の大きい次世代バイオ燃料製造技術
を対象として、公募によりテーマを採択
し、研究開発を実施した。平成２８年度
は、平成２４、２５年度に採択し、技術
委員会による評価で研究開発の継続を
行った３テーマについて研究を実施し
た。 
 
（ア）軽油・ジェット燃料代替燃料技術
開発 
「微細藻類の改良による高速培養と

藻類濃縮の一体化方法の研究開発」につ
いては、事業化へ向け国内（鹿児島）で
の大規模屋外培養実証試験（１，５００
㎡）を実施し、屋外環境での安定的な培
養技術および油分生産技術を確立した。
また、将来の事業化を想定し、海外 3か
所での培養基礎実験を実施し、現地環境
動向とも合わせた安定培養、油分生産性
について評価・検討を行った。 
「高油脂生産微細藻類の大規模培養

と回収及び燃料化に関する研究開発」に
ついては、微細藻類の培養工程コスト低
減に資するため、培養水リサイクル技術
や藻体回収技術とともに、育種技術によ
り獲得した高油脂生産性を有する改良
株の事業化運用を併せて検討した。 
「好冷性微細藻類を活用したグリー

ンオイル一貫生産プロセスの構築」につ
いては、平成２６年度までに２０基（１
０㎡/基）の円形型培養装置を設置し、水
温低下時にグリーンオイル生産を可能
とする耐冷性珪藻の屋外大量培養技術
の開発及び、すでに保有する中温微細藻
類と併用した年間を通じた屋外大量培
養技術の確立とともに回収・脱水プロセ
スと一体とした運用技術開発を実施し
た。平成２８年度は大規模（１，２００
㎡）の屋外培養実証試験を行い、これを
基礎とした一貫油分抽出システムを構
築した。 
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   （２）実用化技術開発 
事業期間終了後５年以内に

実用化が可能なバイオマス利
用技術について、更なる低コ
スト化の技術開発を進めつ
つ、既存の流通システムに導
入可能なバイオマスの燃料化
における高度化技術（橋渡し）
に重点を置いた研究開発を実
施する。 
本年度においては、ペレッ

ト燃料製造に資する品質変化
の少ない効率的な乾燥技術及
び新規の原料に対しての適応
性を高めたペレット成形シス
テムを確立するとともに、実
証用設備を用いて成型速度、
歩留まりの向上及び消費エネ
ルギー低減へ向けた改良を進
め、事業化への課題解決を鋭
意進める。 

－ （２）「実用化技術開発」 
事業期間終了後５年以内に実用化が

可能なバイオマス利用技術について、公
募によりテーマを採択し、低コスト化、
コンパクト化、効率化に寄与する研究開
発を実施した。平成２８年度は、平成２
５年度に採択したテーマについて、研究
を継続した。 
原料の生産・調達、ペレット燃料製造

の研究開発については、海外（インドネ
シア）で、製材用樹木の林床を用いたネ
ピアグラスの栽培試験を実施した。試験
栽培したネピアグラスを用いて、開発し
たペレット製造設備の終日連続運転を
行い、実用化レベルでの粉砕効率、製造
速度、コスト等のデータを取得し、設備
および製造方法の最適化を行った。 

 
 

   研究開発項目② バイオ燃料
製造の有用要素技術開発事業 
（１）ゲノム育種及び高効率
林業によるバイオマス増産に
関する研究開発 
海外の植林地（ブラジル等）

にて、植生試験の評価により
最適な松林施業運用法を確立
し、大面積で高精度なバイオ
マス測定技術を確立するとと
もに、ＤＮＡマーカーを用い
て評価選抜した苗の植栽試験
の評価より、目的クローンと
して３系統以上を選抜する。 
（２）可溶性糖質源培養によ
る木質系バイオマス由来パル
プ分解用酵素生産の研究開発 
２ｋＬまでスケールアップ

し、６円/ｋｇ-発酵性糖（＝
１０円/Ｌ-エタノール）以下
の酵素変動費を達成するオン
サイト酵素カクテル生産設備
基本フロー及び生産技術を確
立する。 
（３）バイオ燃料事業化に向
けた革新的糖化酵素工業生産
菌の創製と糖化酵素の生産技
術開発 
更なる酵素探索及び改変に

より、最終目標値を達成する
酵素を作製する。遺伝子操作
等により、引き続き革新的糖
化酵素生産菌を開発するとと
もに、本菌を用いたパイロッ
トスケール（数ｍ３以上）で
の最適な培養条件・システム
の技術開発及びＦ/Ｓを実施
する。 
（４）有用微生物を用いた発
酵生産技術の研究開発 
 キシロース代謝性及び耐熱

－ 研究開発項目② バイオ燃料製造の有
用要素技術開発事業 
（１）ゲノム育種及び高効率林業による
バイオマス増産に関する研究開発 
海外の植林地（ブラジル等）にて、植

生試験の評価により最適な植林施業運
用法を確立し、大面積で高精度なバイオ
マス測定技術を確立するとともに、ＤＮ
Ａマーカーを用いて評価選抜した苗の
植栽試験の評価より、目的クローンとし
て３系統以上を選抜した。 
（２）可溶性糖質源培養による木質系バ
イオマス由来パルプ分解用酵素生産の
研究開発 
２ｋＬまでスケールアップし、６円/

ｋｇ-発酵性糖（＝１０円/Ｌ-エタノー
ル）以下の酵素変動費を達成するオンサ
イト酵素カクテル生産設備基本フロー
及び生産技術を確立した。 
（３）バイオ燃料事業化に向けた革新的
糖化酵素工業生産菌の創製と糖化酵素
の生産技術開発 
更なる酵素探索及び改変により、最終

目標値を達成する酵素を作製した。遺伝
子操作等により、引き続き革新的糖化酵
素生産菌を開発するとともに、本菌を用
いたパイロットスケール（数ｍ３以上）で
の最適な培養条件・システムの技術開発
及びＦ/Ｓを実施した。 
（４）有用微生物を用いた発酵生産技術
の研究開発 
 キシロース代謝性及び耐熱性・発酵阻
害物質耐性に優れた同時糖化並行複発
酵に最適な酵母株を引き続き開発する
とともに、２，０００Ｌパイロット実験
装置や、２０ｗ/ｖ％スラリーをハンド
リングできる試験装置を用いて商業機
設計データを採取し、商業機のプロセス
デザインパッケージを作成した。 

●研究室レベルで、バガス（サトウキビ搾汁残
渣）の発酵に適した世界最高レベルの組換え
酵母株を開発（エタノール濃度６％以上、エ
タノール変換効率９５％以上）。 

 
●開発した酵母株を用いたパイロットプラン
トでの実証試験において、目標値を超えるエ
タノール濃度および生産量を達成。 
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性・発酵阻害物質耐性に優れ
た同時糖化並行複発酵に最適
な酵母株を引き続き開発する
とともに、２，０００Ｌパイ
ロット実験装置や、２０ｗ/
ｖ％スラリーをハンドリング
できる試験装置を用いて商業
機設計データを採取し、商業
機のプロセスデザインパッケ
ージを作成する。 

   研究開発項目③ セルロース
系エタノール生産システム総
合開発実証事業 
（１）最適組合せの検証 
キー技術となる前処理技

術、糖化発酵技術（糖化酵素
選定、発酵微生物選定）の組
合せ検討をラボ試験レベル
（実験室レベルでの小規模な
試験）で実施し、選定した技
術の組合せについて予備検証
を継続する。パイロットプラ
ントを建設し、平成２８年度
後半で建設を完了し、試運転・
連続試験に着手する。原料～
糖化～発酵に至るプロセスの
最適化を行うとともに事業性
を考慮した操業方法について
も検証を実施する。 

－ 研究開発項目③ セルロース系エタノ
ール生産システム総合開発実証事業 
（１）最適組合せの検証 
キー技術となる前処理技術、糖化発酵

技術（糖化酵素選定、発酵微生物選定）
の組合せ検討をラボ試験レベル（実験室
レベルでの小規模な試験）で実施し、選
定した技術の組合せについて予備検証
を継続した。パイロットプラントを建設
し、平成２８年度後半で建設を完了し、
試運転・連続試験に着手した。原料～糖
化～発酵に至るプロセスの最適化を行
うとともに事業性を考慮した操業方法
についても検証を実施し、世界初の食糧
と競合しないセルロース系エタノール
の生産技術の確立を目指す。 

 
 

   ２．バイオマスエネルギーの
地域自立システム化実証事業 
[平成２６年度～平成３２年
度] 

－ ２．バイオマスエネルギーの地域自立シ
ステム化実証事業 [平成２６年度～平
成３２年度] 

 
 

   研究開発項目① バイオマス
エネルギー導入に係る技術指
針／導入要件の策定に関する
検討 
 最新のバイオマスエネルギ
ー利用設備導入事例の成果の
分析・整理といった技術的観
点での調査、海外における技
術及び事業動向の調査、国内
のバイオマス利用可能量・流
通量の実態調査等のシステム
全体に係る調査といった総合
的な調査を継続して実施す
る。平成２７年度に作成した
バイオマスエネルギー導入に
係る技術指針／導入要件につ
いて、ワークショップを開催
し、「技術指針／導入要件」に
関する広報活動と関連事業者
等の意見を収集する。総合的
な調査やワークショップの成
果を参考に「技術指針／導入
要件」の改定作業を実施する。 

 研究開発項目① バイオマスエネルギ
ー導入に係る技術指針／導入要件の策
定に関する検討 
 最新のバイオマスエネルギー利用設
備導入事例の成果の分析・整理といった
技術的観点での調査、海外における技術
及び事業動向の調査、国内のバイオマス
利用可能量・流通量の実態調査等のシス
テム全体に係る調査といった総合的な
調査を継続して実施した。平成２７年度
に作成したバイオマスエネルギー導入
に係る技術指針／導入要件について、ワ
ークショップを郡山市と福岡市(木質，
湿潤)で３回開催し、「技術指針／導入要
件」に関する広報活動と関連事業者等の
意見を収集した。総合的な調査やワーク
ショップの成果を参考に「技術指針／導
入要件」の改定作業を実施した。 
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   研究開発項目② 地域自立シ
ステム化実証事業 
 平成２６年度に採択したテ
ーマのうち３件、平成２７年
度に採択した５件について事
業性評価（ＦＳ）を実施し、ス
テージゲート審査を実施し実
証事業に着手する。また、事
業性評価（ＦＳ）の第３回目
公募及び実証事業の公募を実
施する。 

 研究開発項目② 地域自立システム化
実証事業 
 平成２６年度に採択したテーマのう
ち３件、平成２７年度に採択した５件に
ついて事業性評価（ＦＳ）を実施し、ス
テージゲート審査にて４件を採択して
実証事業に着手した。また、事業性評価
（ＦＳ）の第３回目公募し６件採択して
事業性評価（ＦＳ）を実施した。 

  

 ｄ．海洋エネルギー発電 
海洋エネルギー発電技術

について、中長期的に他の
再生可能エネルギーと同程
度の発電コストを達成する
ことを目指し、技術の開発・
実証を行うこととする。 

（ｄ）海洋エネルギー発電 
四方を海に囲まれた我

が国は、海洋エネルギーの
賦存量が大きく、波力発電
技術や潮力発電技術、その
他海洋エネルギー発電技
術について早期に実用化・
事業化を図ることが重要
である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、海洋エネルギー
発電技術について、開発し
た技術を実海域において
実証を行うとともに、発電
コストの低減等に向けた
技術開発を行い、中長期的
に他の再生可能エネルギ
ーと同程度の発電コスト
を達成することに貢献す
る。 

（ｄ）海洋エネルギー発電 
１．海洋エネルギー技術研究
開発［平成２３年度～平成２
９年度］ 
 波力や潮流等の海洋エネル
ギーを利用した発電技術の確
立を目的に、以下の研究開発
を実施する。 

－ （ｄ）海洋エネルギー発電 
１．海洋エネルギー技術研究開発［平成
２３年度～平成２９年度］ 
 波力や潮流等の海洋エネルギーを利
用した発電技術の確立を目的に、以下の
研究開発を実施した。 

 
 

   研究開発項目① 海洋エネル
ギー発電システム実証研究 
 実海域へデバイスを設置す
るための実施設計、施工・設
置方法の検討及び地元関係者
との合意形成や設置に必要な
許認可等の取得を行う。 

－ 研究開発項目① 海洋エネルギー発電
システム実証研究 
 実海域へデバイスを設置するための
実施設計、施工・設置方法の検討及び詳
細設計を実施、有識者による技術、安全
の観点からの評価を行った上で、デバイ
スの製作を開始した。また、実海域での
実証に向けて地元関係者との合意形成
や設置に必要な許認可等の取得を行っ
た。 

  

   研究開発項目② 次世代海洋
エネルギー発電技術研究開発 
 次世代要素技術を確立する
ために必要なスケールモデル
の設計･製作、実海域での計測
等を行い、発電性能、制御や
係留の信頼性等の試験・評価
を行う。 

 研究開発項目② 次世代海洋エネルギ
ー発電技術研究開発 
 平成２７年度に水槽試験により性能
を確認したデバイスについて、次世代要
素技術の確立のため、実海域での曳航試
験に向けた計画を検討。実海域における
海象データの取得、地元関係者との合意
形成等を実施した。 
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   研究開発項目③ 海洋エネル
ギー発電技術共通基盤研究 
 国際標準化が進んでいる海
洋エネルギーを利用した発電
装置について、実海域におけ
る波浪推算や流速計測等デー
タの収集方法、装置性能評価
のための水槽試験方法や実海
域における発電評価手法等に
関する調査を行う。また、調
査結果に基づき国内の海洋エ
ネルギーのポテンシャルにつ
いて詳細に調査し、検討する。 

 研究開発項目③ 海洋エネルギー発電
技術共通基盤研究 
 国際標準化が進んでいる海洋エネル
ギーを利用した発電装置について、実海
域における波浪推算や流速計測等デー
タの収集方法、装置性能評価のための水
槽試験方法や実海域における発電評価
手法等に関する調査を行った。また、調
査結果に基づき国内の海洋エネルギー
のポテンシャルについて詳細に調査し、
ポテンシャルマップとして作成・公開し
た。 

  

 ｅ．再生可能エネルギー熱
利用 

地熱発電の導入拡大に向
け、発電技術の小型化・高効
率化等に向けた技術開発を
行うものとする。また、低コ
ストな熱計測技術の開発・
実証を行うとともに、地熱
以外の熱の利用拡大を図る
べく必要な調査等を行うこ
ととする。 

(e)再生可能エネルギー熱
利用 

再生可能エネルギーの
利用拡大に向けては、発電
のみならず熱利用を促進
することが重要である。こ
れまでは地熱に関する技
術開発を中心に行ってき
たが、今後は地熱に加え太
陽熱や雪氷熱等にも取り
組み、再生可能エネルギー
熱利用を進めていくこと
が重要である。 

第３期中期目標期間に
おいては、地熱発電技術の
高度化を図り、導入目標の
達成を図るべく、発電技術
の小型化・高効率化に向け
た技術開発を行うととも
に、小規模地熱や熱利用の
促進を図るべく、新たな媒
体や腐食等対策に係る技
術開発や、地熱発電促進の
ための課題等抽出に向け、
必要な調査を行う。また、
低コストな熱計測技術の
開発、実証を行うととも
に、地熱以外の熱に関する
必要な調査等を行う。 

(e)再生可能エネルギー熱利
用 
１．地熱発電技術研究開発 
［平成２５年度～平成２９年
度］ 
 地熱発電の導入拡大に貢献
することを目的に、以下の研
究開発を実施する。必要に応
じて調査・追加公募を行い事
業の補強･加速を図る。 
 環境負荷と伝熱特性を考慮
したバイナリー発電用高性能
低沸点流体の開発について、
テストベンチを用いた評価実
験を行い、低沸点流体の伝熱
性能評価のための疑似バイナ
リーシステムの構築を完了す
る。 
 エコロジカル・ランドスケ
ープデザイン手法を活用した
設計支援ツールの開発につい
て、ケーススタディを実施し、
エコロジカル・ランドスケー
プの適用手法の明確化及び支
援アプリの適用課題の抽出を
行う。 
地熱発電プラントのリスク

評価・対策手法の研究開発に
ついて、リスク評価システム
に海外先進事例情報を反映さ
せプロトタイプ開発を完了す
る。 

－ (e)再生可能エネルギー熱利用 
１．地熱発電技術研究開発 ［平成２５
年度～平成２９年度］ 
 地熱発電の導入拡大に貢献すること
を目的に、以下の研究開発を実施した。 
 
 環境負荷と伝熱特性を考慮したバイ
ナリー発電用高性能低沸点流体の開発
について、タービンを組み込んだバイナ
リーシステムを構築し、既存流体を用い
た伝熱性能評価実験を開始した。 
 エコロジカル・ランドスケープデザイ
ン手法を活用した設計支援ツールの開
発について、ケーススタディを実施する
ことで、エコロジカル・ランドスケープ
の適用手法を明確化し、支援アプリの適
用課題の抽出を行った。 
地熱発電プラントのリスク評価・対策

手法の研究開発について、リスク評価シ
ステムに海外先進事例情報を反映させ、
そのプロトタイプの開発を完了した。 

 
 

   ２．再生可能エネルギー熱利
用技術開発 [平成２６年度
～平成３０年度] 
 再生可能エネルギー熱利用
の普及拡大に貢献することを
目的として、トータルシステ
ムのコストダウン・高効率化・
規格化等の研究開発を実施す
る。また、必要に応じて調査
や追加公募を行い事業の補
強･加速をはかる。 

－ ２．再生可能エネルギー熱利用技術開発 
[平成２６年度～平成３０年度] 
 再生可能エネルギー熱利用の普及拡
大に貢献することを目的として、トータ
ルシステムのコストダウン・高効率化・
規格化等の研究開発を実施した。 

  

   研究開発項目① コストダウ
ンを目的とした地中熱利用技
術の開発 
 ボーリングマシンのヘッド
部の低騒音化技術開発及び消

－ 研究開発項目① コストダウンを目的
とした地中熱利用技術の開発 
 ボーリングマシンの低騒音化技術開
発を完了し、騒音レベル低減の目標を達
成した。熟練技術者のボーリングマシン
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音装置の性能照査を実施す
る。 
 熟練技術者のボーリングマ
シン操作内容を把握し、自動
掘削制御ソフトに追加するア
プリケーションを開発すると
ともに、自動化したボーリン
グマシンの作業改善のための
改良を行う。 

操作内容を把握し、自動掘削制御ソフト
に追加するアプリケーションの改良を
完了した。 

   研究開発項目② 地中熱利用
トータルシステムの高効率技
術開発及び規格化 
 ヒートポンプ、太陽熱集熱
タンク、冷却塔等を統合制御
して全体の熱利用効率を向上
させる制御システムを開発す
る。また、設置場所に対応し
た地中熱システムの設計・性
能予測ツールを開発する。 

－ 研究開発項目② 地中熱利用トータル
システムの高効率技術開発及び規格化 
 複数台のヒートポンプを組合せたヒ
ートポンプシステムと、太陽熱集熱器、
冷却塔等を統合制御して全体の熱利用
効率を向上させる制御システムの試作
を完了した。 
 地盤・地下水情報データベースを開発
して、Ｗｅｂブラウザで利用可能な設置
場所に対応した地中熱システムの設計・
性能予測ツールの試作を完了した。 

  

   研究開発項目③ 再生可能エ
ネルギー熱利用のポテンシャ
ル評価技術の開発 
 地中熱システムの適切な立
地設計に活用可能な三次元地
質構造モデル及びマルチスケ
ール国土水・熱循環モデルを
仙台地域及び関東－東北広域
について構築し、これらのデ
ータベースを用いた地中熱利
用ポテンシャル評価技術を開
発する。 

－ 研究開発項目③ 再生可能エネルギー
熱利用のポテンシャル評価技術の開発 
 都市部３地域(長野、関東、仙台)及び
関東－東北広域について、三次元地質構
造モデルを構築し、水平解像度５０ｍか
ら５００ｍ範囲のマルチスケール国土
水・熱循環モデルを構築した。 
 構築したモデルのデータベースを用
いて、地中熱利用ポテンシャル評価マッ
プを試作した。 

●地中熱利用ポテンシャルの基本評価手法を
確立し、定量的な地中採熱指標を表示可能な
国内初のポテンシャルマップを試作。 

 

   研究開発項目④ その他再生
可能エネルギー熱利用トータ
ルシステムの高効率化・規格
化 
 都市除排雪を利用した冷房
の実証試験を実施し、また都
市除排雪の冷熱を利用した関
連技術の開発を実施する。 
 これらの結果を基に設備の
性能評価と改善案の検討を行
う。 

－ 研究開発項目④ その他再生可能エネ
ルギー熱利用トータルシステムの高効
率化・規格化 
 都市除排雪を利用した冷房の実証試
験を実施した。 
 都市除排雪の冷熱を利用した関連技
術として、３０℃以下の低温冷風による
乾燥技術を開発した。 

  

   研究開発項目⑤ 上記①～④
以外でその他再生可能エネル
ギー熱利用システム導入拡大
に資する革新的技術開発 
 焼酎残渣を原料にした超臨
界水ガス化プロセスの開発で
は、既存のパイロットプラン
トによる連続運転試験を行
い、安定性を確認する。 

 研究開発項目⑤ 上記①～④以外でそ
の他再生可能エネルギー熱利用システ
ム導入拡大に資する革新的技術開発 
 焼酎残渣を原料にした超臨界水ガス
化プロセスの開発では、パイロットプラ
ントに対して熱交換器等の改造工事を
行い、急速昇温試験、Daily Start and 
Stop 運転試験を実施した。 
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 ｆ．系統サポート 
新エネルギーは出力が不

安定な電源であり電力安定
化等に向けた取組が必要で
あることから、出力変動に
対する予見性の向上のため
に必要な技術開発を行うこ
ととする。 

（ｆ）系統サポート 
再生可能エネルギーは

出力が不安定な電源であ
り、系統側における電力安
定化対策として蓄電池等
に係る技術開発が行われ
ているが、発電側において
も電力安定化等に向けた
取組が必要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、出力変動に対す
る予見性の向上のため、発
電出力予測システムの検
討及び開発を行うととも
に、出力変動緩和のための
蓄エネルギーシステムの
可能性評価及び開発等、再
生可能エネルギーの調整
電源化に向けた必要な技
術開発を行う。 

（ｆ）系統サポート 
１．電力系統出力変動対応技
術研究開発事業 [平成２６
年度～平成３０年度] 
 再生可能エネルギーについ
て、出力が不安定な変動電源
から出力を予測・制御・運用
することが可能な変動電源に
改善することで、その連系拡
大を目指すことを目的として
以下の研究開発を実施する。
必要に応じて公募を実施す
る。 

－ （ｆ）系統サポート 
１．電力系統出力変動対応技術研究開発
事業 [平成２６年度～平成３０年度] 
再生可能エネルギーについて、出力が

不安定な変動電源から出力を予測・制
御・運用することが可能な変動電源に改
善することで、その連系拡大を目指すこ
とを目的として以下の研究開発を実施
する。これら取組により、２０３０年の
再生可能エネルギー導入拡大に資する
ことを目的とする。 

 
 

研究開発項目① 風力発電予
測･制御高度化 
一定規模以上の風力発電設

備を対象に、発電出力や気象
データのモニタリングを行
い、ランプ現象の発生要因を
解析し、ランプ予測技術と予
測技術を活用した風車制御及
び蓄エネルギー制御技術（以
下、出力変動制御技術）の開
発により変動電源の計画発電
化を目指す。 

－ 研究開発項目① 風力発電予測･制御高
度化 
 ランプ現象の発生要因の解析を目的
としたモニタリングシステムを構築し、
モニタリングシステムから得られた情
報を基に、ランプ現象の分析を行った結
果を踏まえ、複数のアプローチ手法を駆
使したランプ予測技術のプロトタイプ
を開発し、評価と予測アルゴリズムの改
善に向けた取組を開始した。また、蓄エ
ネルギー設備の制御方法の開発を行う
とともに、複数の蓄エネルギーについて
実証設備の構築を完了し、実証試験項目
を整理した。 

  

   研究開発項目② 予測技術系
統運用シミュレーション 
 ランプ予測技術と出力変動
制御技術に加え、調整電源の
最適運用手法等を総合的に組
合せた需給シミュレーション
システムを開発し、再エネの
連系拡大に向けた技術的課題
と課題解決策を明らかにす
る。また、課題解決策の効果
を確認するため、実際の電力
系統における実証試験を行
う。 

－ 研究開発項目② 予測技術系統運用シ
ミュレーション 
 風力発電のランプ予測技術を含めた、
再生可能エネルギーの予測情報の仕様
を整理し、２０３０年頃の大量導入検討
のモデルや解析条件を検討し、需給シミ
ュレーションシステムの詳細仕様のプ
ロトタイプ開発を行った。実証試験とし
て選定した地点において、必要となる設
備構築を完了するとともに、風力・太陽
光発電の出力予測や調整電源の最適運
用手法による需給運用の具体的な試験
項目・方法の整理を行った。 

  

   研究開発項目③ 再生可能エ
ネルギー連系拡大対策高度化 
 電力の需給運用に影響を与
える風力発電及び太陽光発電
の急激な出力変動に着目し、
再生可能エネルギーの予測技
術や出力変動を制御する。 

－ 研究開発項目③ 再生可能エネルギー
連系拡大対策高度化 
 風力発電の遠隔出力制御装置の標準
化に向けて検討結果を整理し、プロトタ
イプシステムを開発するとともに、実証
試験設備の構築に着手した。 
 太陽光発電の出力抑制手法に係る実
証試験の環境構築に着手し、双方向と片
方向の通信方式による実効性を検証す
るための検証項目を整理した。また、エ
ネルギーマネジメントシステムや蓄エ
ネルギー技術との連動を踏まえた需給
制御手法の開発の検討に着手した。 

  

   ２．分散型エネルギー次世代
電力網構築実証事業 [平成
２６年度～平成３０年度] 
 再生可能エネルギーの導入
拡大に伴って配電系統に生じ
る電圧上昇等の課題を解決す

－ ２．分散型エネルギー次世代電力網構築
実証事業 [平成２６年度～平成３０年
度] 
再生可能エネルギーの導入拡大に伴

って配電系統に生じる電圧上昇等の課
題を解決することを目的として、以下の
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ることを目的として、以下の
研究開発を実施する。 

研究開発を実施した。本事業の実施によ
り、配電系統における電圧上昇課題が解
決され太陽光発電の導入を図る取組に
貢献する。 

   研究開発項目① 次世代電圧
調整機器・システムの開発 
 次世代電圧調整機器の開発
については、平成２７年度に
実施したミニモデルでの試験
結果等を踏まえ、実証機の製
作及びメーカー試験を行う。
また、電圧制御システムにつ
いては、ソフトウェアの開発
を完了するとともに、太陽光
大量導入に向けた集中制御シ
ステムの有効性について検証
を行う。 

 研究開発項目① 次世代電圧調整機器・
システムの開発 
 次世代電圧調整機器の開発について
は、平成２７年度に実施したミニモデル
での試験結果等を踏まえ、実証機の製作
に着手し、制御系の確認等、各種工場試
験を実施した。また、電圧制御システム
については、集中電圧制御、協調電圧制
御といったそれぞれの制御についてア
ルゴリズムを開発するとともに、通信機
器の動作検証を完了した。 

  

   研究開発項目② 次世代配電
システムの構築に係る共通基
盤技術の開発 
 研究開発項目①で開発する
次世代電圧調整機器のフィー
ルドでの運用検証に関連する
性能・信頼性評価方法の検討
等を継続するとともに、平成
２９年度に実施する模擬グリ
ッドでの実証に向けた実験室
レベルでの詳細解析を行い、
その結果を評価指標の検討に
反映させる。 

 研究開発項目② 次世代配電システム
の構築に係る共通基盤技術の開発 
 研究開発項目①で開発する次世代電
圧調整機器・システムのフィールドでの
運用検証に関連する性能・信頼性評価方
法の検討や試験方法の検討を継続して
実施した。配電システムの設計指針に係
るヒアリング結果やミニモデル機器の
実験室レベルでの試験結果等を通じて、
平成２９年度に予定している模擬グリ
ッド実証評価に向けた試験項目及び、評
価方法、判定基準の整理を行った。また、
模擬グリッド実証評価に必要となる設
備を導入する等の整備を実施した。 

  

   研究開発項目③ 未来のスマ
ートグリッド構築に向けたフ
ィージビリティ・スタディ 
 平成２７年度の調査・検討
に引き続き、電気的特性、信
頼性及び経済性の評価・分析
を実施するとともに、外部有
識者による検討委員会の意見
を反映させ、配電系統の将来
像を取りまとめる。 

 研究開発項目③ 未来のスマートグリ
ッド構築に向けたフィージビリティ・ス
タディ 
 昨年度に引き続き、国内外の配電系統
や技術開発動向調査等を実施するとと
もに、電気的特性、信頼性、経済性の評
価・分析を実施し、地域特性やＰＶ設置
箇所等の諸条件毎にＰＶ導入量と年経
費の関係性をまとめた。また、外部有識
者による検討委員会での将来像に対す
る意見等を反映しつつ、将来の配電系統
についての考察を行った。また、情勢変
化や中間評価等を踏まえ、再エネ導入拡
大に伴う特別高圧系の影響についての
検討を開始した。 

  

   ３．次世代洋上直流送電シス
テム開発事業 [平成２７年
度～平成３１年度] 
 今後、導入が見込まれる大
規模な洋上ウィンドファーム
に適用が期待される直流送電
システムについて、高い信頼
性を備え、かつ、低コストで
実現する多端子直流送電シス
テムと必要なコンポーネント
を開発し、今後の大規模洋上
風力の連系拡大・導入拡大・
加速に向けた基盤技術を確立
することを目指す。 

 ３．次世代洋上直流送電システム開発事
業 [平成２７年度～平成３１年度] 
 今後、導入が見込まれる大規模な洋上
ウィンドファームに適用が期待される
直流送電システムについて、高い信頼性
を備え、かつ、低コストで実現する多端
子直流送電システムと必要な新規コン
ポーネントを開発し、今後の大規模洋上
風力の連系拡大・導入拡大・加速に向け
た基盤技術を確立することを目指し、以
下の研究開発項目を実施した。本事業終
了後に１ＧＷクラスの案件を国内で３
件前後、欧州や米国では１、２件を見込
んでおり、全体で２,４００億円～４,０
００億円の経済効果が見込まれる。 
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   研究開発項目① システム開
発 
システム開発として多端子

洋上直流送電システムの設
計・調達・建設と運転保守等
を検討する。さらに多端子洋
上直流送電システムの導入を
想定したモデルケースの可能
性を検討する。既存の交流送
電システムに対して平均稼働
率（信頼性）等を含めたコス
ト削減割合２０％以上の導入
モデルケースを完成させる。 

 研究開発項目① システム開発 
 洋上ウィンドファーム候補地及び集
電方式の検討結果を用いて多端子洋上
直流送電システムのモデルケースの検
討を開始した。多端子直流送電システム
の系統解析を実施するためのシミュレ
ーションモデルを開発すると共に、多端
子直流送電システムの標準仕様案の検
討を開始した。 

  

   研究開発項目② 要素技術開
発 
多端子洋上直流送電システ

ム向けに新たに必要となる要
素技術開発されたコンポーネ
ントのプロトタイプの設計、
試作、性能試験等を行う。既
存の交流送電システムに対し
て、そのモデルケースの平均
稼働率（信頼性）等を含めた
コスト削減割合２０％以上へ
貢献する可能性を検討する。 

 研究開発項目② 要素技術開発 
 直流遮断器やケーブルジョイントな
どの新規開発となるコンポーネントの
試作又はプロトタイプの製作を開始し
た。一部は、評価試験を開始している。 
 直流遮断器の開発は、世界に先駆けて
通電時の損失ゼロと高速遮断を実現し
た主回路方式の原理検証に成功した。本
技術成果により、海外勢と比較して低損
失かつ高速遮断が可能で、小型軽量、高
信頼性な直流遮断器の実用化に向けて
大きく前進した。 

  

 ｇ．燃料電池・水素 
家庭用燃料電池の普及拡

大及び業務用・発電事業用
燃料電池の実用化を図るた
めの技術開発、標準化等に
資する取組を行うととも
に、次世代燃料電池等に関
する技術開発を行うものと
する。また、燃料電池自動車
の普及拡大と水素供給イン
フラの整備促進に向け、燃
料電池及び水素ステーショ
ンの低コスト化等に向けた
技術の開発・実証を行うと
ともに、規制適正化等に資
する取組を行うこととす
る。さらに、水素を利用した

（ｇ）燃料電池・水素 
燃料電池は、燃料となる

水素と空気中の酸素を直
接化学反応させて電気と
熱を同時に取り出すため、
エネルギー効率が高くか
つ発電・発熱時には温室効
果ガスを発生しないため、
我が国における省エネル
ギーや地球温暖化対策の
観点から重要な技術であ
る。また、東日本大震災以
降、災害に強い分散型エネ
ルギーシステムへの重要
性が増している点からも、
分散型電源の一翼を担う
燃料電池に対する期待が

（ｇ）燃料電池・水素 
１．水素利用技術研究開発事
業 ［平成２５年度～平成２
９年度］ 
水素供給インフラ等に係る

更なる低コスト化、国内規制
適正化、国際基準調和等を図
ることを目的に、以下の研究
開発を進める。 

－ （ｇ）燃料電池・水素 
１．水素利用技術研究開発事業［平成２
５年度～平成２９年度］ 
 水素供給インフラ等に係るさらなる
低コスト化や国内規制適正化等を図る
ことを目的に事業を推進し、追加公募を
併せて行い、以下の研究開発を進めた。 
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エネルギーシステムの実現
に向けた技術開発等を行う
こととする。 

高まっている。 
 第３期中期目標期間に
おいては、家庭用燃料電池
の普及拡大と業務用・発電
事業用燃料電池の実用化・
事業化を図るため、家庭用
燃料電池の一層の低コス
ト化及び耐久性９万時間
等の達成、業務用・事業用
発電システムの確立に向
け、必要な技術開発等を行
うとともに、ＳＯＦＣの大
型化及びガスタービンと
の連携技術の開発を行い、
発電効率６０％、耐久性９
万時間等を目指す。また、
標準化等に資する取組を
行う。加えて、固体高分子
形燃料電池、固体酸化物形
燃料電池等の従来型燃料
電池と異なる次世代燃料
電池の開発及び従来型燃
料電池の新たな用途の実
用化・事業化、商品性の向
上、低コスト化等に関する
技術開発を行う。 
 また、燃料電池自動車の
普及拡大と水素供給イン
フラの整備促進に向け、自
動車用燃料電池の低コス
ト化及び耐久性５，０００
時間の達成等に向けた技
術開発を行うとともに、将
来的に水素ステーション
のコストを２億円（３００
Ｎｍ３／ｈ規模）程度に低
減すべく、水素の製造・輸
送・貯蔵・供給に係る技術
開発を行う。また、水素供
給インフラの低コスト化・
高性能化を図るべく、技術
の実証等を行うとともに、
経済性の向上のため、規制
適正化や標準化等に資す
る取組を行う。 
 さらに、水素を利用した
エネルギーシステムの実
現に向け、技術動向等を調
査し、水素の貯蔵や輸送等
に関する新しい技術の開
発等を行う。 

研究開発項目① ＦＣＶ及び
水素供給インフラの国内規制
適正化及び国際基準調和・国
際標準化に関する研究開発 
 水素ステーションに関して
は、設置・運用等における規
制の適正化、使用可能鋼材の
拡大並びに水素ガス品質管理
方法及び充填方法のガイドラ
イン化に資する研究開発等を
行う。ＦＣＶに関しては、高
圧水素容器や車両安全等の国
際技術基準（ＨＦＣＶ ＧＴ
Ｒ）、国際標準（ＩＳＯ）等と
の調和に資する研究開発等を
行う。 

－ 研究開発項目①ＦＣＶ及び水素供給イ
ンフラの国内規制適正化、国際基準調
和・国際標準化に関する研究開発 
規制適正化に関しては、７０ＭＰａス

タンドの保安検査基準案、圧縮水素運送
自動車用複合容器の安全弁について技
術基準案、圧縮水素輸送自動車用容器の
上限温度緩和について技術基準案及び
２種製造設備に相当する水素供給設備
の技術基準案を作成した。液化水素ポン
プを用いて昇圧する方式の技術基準化
検討については、材料評価試験によるデ
ータ取得を行い、また同方式による水素
スタンドのリスクアセスメント及び安
全対策の検討を行った。 
低合金鋼（クロムモリブデン鋼等）に

ついて、ガイドライン（仮称）を作成し
た。 
水素ステーションにおける水素ガス

品質管理方法に関しては、品質管理規定
とフィルタ規定を盛り込んだ品質ガイ
ドラインを制定した。 

  

研究開発項目② ＦＣＶ及び
水素ステーション用低コスト
機器・システム等に関する研
究開発 
 水素製造・貯蔵・充填の各
機器及びシステムとしての効
率向上に繋がる技術につい
て、低コスト化及びメンテナ
ンス性向上のための研究開発
を行う。また、水素貯蔵材料
に関して、車両を想定した開
発を実施し、車載用水素貯蔵
システムとしての評価を行
う。 

－ 研究開発項目②ＦＣＶ及び水素ステー
ション用低コスト機器・システム等に関
する研究開発 
複合容器蓄圧器について、タイプ２蓄

圧器については設計・試作、タイプ４蓄
圧器については設計指針を確立した。 
低コスト化技術を適用した水素圧縮

機、水素製造装置、プレクーラシステム
について性能確認のための実証試験及
びコスト評価を行った。 
８７．５ＭＰａ高圧水素充填用樹脂製

ホースを開発し、試験方法高度化のため
の検討を行った。また８７．５ＭＰａ高
圧水素シールシステムを開発し、高圧水
素用シールゴムの材料評価基準案作成
を開始した。 
実車充填を想定した充填パターンや

脱圧ロス等が水素計量計測精度に与え
る影響などをステーションで技術検証
を行った上で、水素の計量管理運用ガイ
ドライン案を作成し８２ＭＰａ級水素
ステーションに対応するために水素の
計量管理運用ガイドライン案を改定し
た。 

  

研究開発項目③ 水素ステー
ション安全基盤整備に関する
研究開発 
 水素ステーションの本格普
及に向けた人材教育・育成を
行うための訓練項目・期間を
含め教育プログラムの検討を
行う。また、次世代ステーシ
ョンに必要な技術開発（水素
センサー及び火炎可視化等）
を継続し、設計・試作をした
実用モデル機のフィールド試
験を行う。 

－ 研究開発項目③水素ステーション安全
基盤整備に関する研究開発 
運用開始したセーフティーデータベ

ースを活用して重要事例の深堀研究を
行った。 
人材教育・育成については、水素ステ

ーション従業員育成の訓練カリキュラ
ムの骨格を構築した。 
水素技術センターの建設地を決定し、

センター仕様を決定した。 
次世代ステーションに必要な技術開

発（水素センサー及び火炎可視化等）を
継続し、設計・試作した実用モデル機の
フィールド試験を行い妥当性の検証を
行った。 

 
 



Ⅰ－2－31 

研究開発項目④ ＣＯ２フリ
ー水素及び国際機関等に係る
政策・市場・研究開発動向に
関する調査研究 
 海外の政策・市場・研究開
発動向に関する調査研究を行
うとともに、国内外の産官学
の情報交換及び海外の水素・
燃料電池技術開発展望を調査
する。 

－ 研究開発項目④ ＣＯ２フリー水素及び
国際機関等に係る政策・市場・研究開発
動向に関する調査研究 
 ＩＥＡ／ＨＩＡ・ＡＦＣＩＡにおいて
燃料電池・水素利用の市場性を調査し
た。 
 ＩＰＨＥにおいては、国内外の産官学
の情報交換活性化を支援した。 

  

 ２．固体酸化物形燃料電池等
実用化推進技術開発 ［平成
２５年度～平成２９年度］ 
固体酸化物形燃料電池（Ｓ

ＯＦＣ：Solid Oxide Fuel 
Cell）に関して、家庭用燃料電
池の普及拡大と業務用・発電
事業用燃料電池の実用化を図
るため、以下の研究開発を実
施する。 

－ ２．固体酸化物形燃料電池等実用化推進
技術開発 ［平成２５年度～平成２９年
度］ 
 固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ：
Solid Oxide Fuel Cell）に関して、家
庭用燃料電池の普及拡大と業務用燃料
電池の実用化を図るため、以下の研究開
発を実施した。 

 
 

   研究開発項目① 固体酸化物
形燃料電池の耐久性迅速評価
方法に関する基礎研究 
 スタック耐久性評価、劣化
機構解明及び耐久性迅速評価
方法の研究開発を引き続き実
施する。 

－ 研究開発項目①固体酸化物形燃料電池
の耐久性迅速評価方法に関する基礎研
究  
１）中温筒状平板形、高温円筒横縞形、
低温小型円筒形、中温平板形、中温筒状
横縞形、中温一体焼結形、それぞれのセ
ルにおいて、耐久試験を実施し、劣化機
構の確認を行い、Ｃｒや硫黄（Ｓ）の空
気極被毒の定量的な把握、初期劣化要因
の特定、劣化影響度解析による対策すべ
き劣化因子の特定などを進めた。 
２）熱力学的解析では硫黄（Ｓ）による
空気極被毒の影響を確認するとともに、
空気極劣化とセリア中間層の相関に関
する考察に必要な拡散データなどを取
得した。化学的解析ではＣｒ等の被毒種
の影響を明確化し改善につなげると共
に、共通的課題であるＳｒＺｒＯ３の生
成場所や結晶方位、結晶構造を解析し、
ＳｒＺｒＯ３成長メカニズムの検討を開
始した。 
３）各スタックの強制劣化セルの試験を
実施し、ライフタイム（１０年間）での
サイクル耐性の迅速評価を完了した。 
 シミュレーションの高度化に向け、Ｙ
ＳＺ電解質の相変態基礎データ取得し、
空気クロム被毒・硫黄被毒のモデル化に
向けた基礎データを取得した。合わせて
モデルセル構造に対して、酸素ポテンシ
ャル計算から構造解析までの一連の解
析を実施した。 

  

   研究開発項目② 固体酸化物
形燃料電池を用いた業務用シ
ステムの実用化技術実証 
 数～数１００ｋＷ級中容量
ＳＯＦＣシステムの実負荷条
件下での実証試験（連続運転
及び起動停止）を実施し、導
入効果の検証及び技術課題の
抽出を行い、中容量ＳＯＦＣ
システムの実用化に資する改

－ 研究開発項目② 固体酸化物形燃料電
池を用いた業務用システムの実用化技
術実証 
 ５ｋＷ級業務用システムの燃料利用
率の改善とともに、制御の改善と機器の
変更を実施し補機損失の改善を行い、目
標である発電効率５０％、総合恋率９
０％の達成見込みを得た。ファミリーレ
ストランや福祉施設などの実サイト環
境下における実証機運用を開始した。 
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良につなげる。  円筒形ＳＯＦＣ-ガスタービンハイブ
リッドシステムの実用化に向け工場内
の実サイト実証運転を実施し、運転管理
に資するデータ等を取得した。 
 中容量常圧型円筒形ＳＯＦＣシステ
ムにおいて、ＤＣ発電効率 ５５％以上
を確認し、常圧高効率システムにおける
安定運転方法を確立した。 
 ２０ｋＷベンチ試験を実施し、安定し
た起動昇温、発電運転を行うとともに、
スタック毎のガス流量分配や温度分布
など、実証機及び商品機の設計に資する
データを取得した。これらの知見を基に
２０ｋＷ級実証機を設計・製作し、大阪
の２ヶ所に実証機を設置し運転を開始
した。 

   研究開発項目③ 固体酸化物
形燃料電池を用いた事業用発
電システムの要素技術開発 
 平成２６年度終了。 

－ 研究開発項目③ 固体酸化物形燃料電
池を用いた事業用発電システムの要素
技術開発 
 平成２６年度終了。 

 
 

   研究開発項目④ 次世代技術
開発 
 可逆動作可能な固体酸化物
型燃料電池による低コスト水
素製造及び高効率発電を利用
した電力貯蔵に関する研究開
発を引き続き行う。 

－ 研究開発項目④ 次世代技術開発 
 高効率発電及び低コスト水素製造を
両立するＳＯＲＣの電極に関し、Ｎｉ／
ＣＭＦ電極が優れた可逆性を有する燃
料極であることを見出した。 
 ディップコート法による新規ＳＯＲ
Ｃ用ＬａＧａＯ３（ＬＳＧＭ）電解質の薄
膜化を検討し、円筒管型マイクロチュー
ブセルで、７００℃～５００℃で発電が
可能であることを確認した。 
 低温で酸化還元するＦｅの酸化触媒
Ｆｅ-Ｃｒ２Ｏ３-ＰＢＭＯ（ＰｒＢａＭｏ
２Ｏ５）において、優れた酸化度と繰り返
し特性を有することが判明した。 

  

   ３．水素利用等先導研究開発
事業 [平成２６年度～平成
２９年度] 
 水素等の新たなエネルギー
キャリアについて化石燃料等
と競合できる価格の実現を目
指し、公募を行い、以下の研
究開発を行う。 

－ ３．水素利用等先導研究開発事業 
 研究開発項目③と⑤に係る公募を行
うとともに、以下の研究開発を行った。 

  

   研究開発項目① 低コスト水
素製造システムの研究開発 
 中・大型水電解ユニットに
よる連続試験を実施し、大型
化に伴う課題を明確化する。 

－ 研究開発項目① 低コスト水素製造シ
ステムの研究開発 
 中・大型水電解ユニットによる連続試
験を実施し、大型化に伴う課題を明確化
した。 

  

   研究開発項目② 高効率水素
製造技術の研究 
（１）次世代水電解システム
の研究 
 １ｋＷ電解セルを用いた耐
久性試験により劣化メカニズ
ムの解明を行い、耐久性向上
の検討を行う。 
（２）高温水蒸気電解システ
ムの研究 
 セル・スタックの寿命評価
試験を継続し、劣化影響因子
の抽出及び改良施策の検討・
評価を実施する。 

－ 研究開発項目② 高効率水素製造技術
の研究 
（１）次世代水電解システムの研究 
 １ｋＷ電解セルを用いた耐久性試験
を実施し、耐久性の評価を行った。 
（２）高温水蒸気電解システムの研究 
 セル・スタックの寿命評価試験を継続
し、劣化影響因子の抽出及び改良施策の
検討・評価を実施した。 
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   研究開発項目③ 大規模水素
利用技術の研究開発 
（１）水素液化貯蔵システム 
 大型真空二重殻タンク真空
層の真空排気試験を実施し、
大容量真空排気技術の見通し
を得る。また、液体水素用新
鋼材の溶接部の破壊靱性を明
らかにする。 
（２）大規模水素利用技術 
 高効率に大規模な水素エネ
ルギーを利用することを目的
とした技術（燃料電池を除く）
を開発する。 

－ 研究開発項目③ 大規模水素利用技術
の研究開発 
（１）水素液化貯蔵システム 
 大型真空二重殻タンク真空層の真空
排気試験を実施し、大容量真空排気技術
の見通しを得た。また、液体水素用新鋼
材の溶接部の破壊靱性を評価した。 
（２）大規模水素利用技術 
 高効率に大規模な水素エネルギーを
利用することを目的とした技術として、
水素専焼タービン向け燃焼器開発を開
始した。 

  

   研究開発項目④ エネルギー
キャリアシステム調査研究 
・高効率メタン化触媒を用い
た水素・メタン変換 
 不純物混合ガスの連続反応
試験による触媒耐久性試験に
より、実用化環境における性
能劣化評価を実施する。 
・溶融塩を用いた水と窒素か
らのアンモニア電解合成 
 一室型の評価試験装置の詳
細設計を行い、製作を完了す
る。 
・水素分離膜を用いた脱水素 
 実用化サイズのシリカ膜の
長尺化技術を確立するととも
に、パイロットプラントの概
念設計を実施する。 

－ 研究開発項目④ エネルギーキャリア
システム調査研究 
・高効率メタン化触媒を用いた水素・メ
タン変換 
 不純物混合ガスの連続反応試験によ
る触媒耐久性試験を行い、実用化環境に
おける性能劣化評価を実施した。 
・溶融塩を用いた水と窒素からのアンモ
ニア電解合成 
 一室型の評価試験装置の詳細設計を
行い、製作を完了した。 
・水素分離膜を用いた脱水素 
 実用化サイズのシリカ膜の長尺化技
術を確立した。またパイロットプラント
の概念設計を実施した。 

 
 

   研究開発項目⑤ トータルシ
ステム導入シナリオ調査研究 
 水素製造から貯蔵、輸送及
び利用に至るサプライチェー
ン全体について、分析・評価
等を実施する。 

 研究開発項目⑤ トータルシステム導
入シナリオ調査研究 
 水素製造から貯蔵、輸送及び利用に至
るサプライチェーン全体について調査・
分析を行い、技術課題等について考察し
た。 

  

   ４．水素社会構築技術開発事
業 ［平成２６年度～平成３
２年度］ 
 水素エネルギーの利活用を
促進するために、水素の需要
を増加させるだけで無く、需
要に見合った水素を安価で安
定的に供給するため、公募を
行い、水素の「製造」、「輸送・
貯蔵」及び「利用」に関する技
術開発を行う。 

 ４．水素社会構築技術開発事業 
 水素エネルギーの利活用を促進する
ために、水素の需要を増加させるだけで
無く、需要に見合った水素を安価で安定
的に供給するため、公募を行った。水素
の「製造」、「輸送・貯蔵」及び「利用」
に関する技術開発を行った。 

 
 

   研究開発項目① 水素エネル
ギーシステム技術開発 
 水素を利用して、安定的な
エネルギーを供給するための
技術開発及び当該技術の実証
研究を行う。具体的には、再
生可能エネルギー等の出力変
動の大きな発電設備に対し
て、電力を一旦水素に変換し
て輸送・貯蔵することにより
変動を吸収し、出力を安定化
させるための技術開発を実施

 研究開発項目① 水素エネルギーシス
テム技術開発 
 水素を利用して、安定的なエネルギー
を供給するための技術開発及び当該技
術の実証研究を行った。具体的には、再
生可能エネルギー等の出力変動の大き
な発電設備に対して、電力を一旦水素に
変換して輸送・貯蔵することにより変動
を吸収し、出力を安定化させるための技
術開発を実施した。更に公募で採択した
新たな６タイプの Power to Gas システ
ムについて、技術・経済成立性評価を実
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する。 施した。 

   研究開発項目② 大規模水素
エネルギー利用技術開発 
 水素発電の導入及びその需
要に対応するための安定的な
供給システムの確立に向け、
海外の未利用資源を活用した
水素の製造、その貯蔵・輸送、
更には国内における水素エネ
ルギーの利用まで、一連のチ
ェーンとして構築するための
技術開発を行う。また、水素
のエネルギー利用を大幅に拡
大するため、水素を燃料とす
るガスタービン等を用いた発
電システム等、新たなエネル
ギーシステムの技術開発を行
う。 

 研究開発項目② 大規模水素エネルギ
ー利用技術開発 
「未利用エネルギー由来水素サプラ

イチェーン構築」については、水素サプ
ライチェーン構築に向けて、液化水素に
ついては長距離大量輸送のための基本
設計等を行った。また有機ケミカルハイ
ドライドを用いる方法について、商業規
模に向けたコンピューターシミュレー
ション等を行った。 
「水素エネルギー利用システム開発」

については、１ＭＷ級ガスタービン発電
システムによる新エネルギーシステム
の開発について、システム設計、機器製
作及び現地工事に着手した。また５００
ＭＷ級水素・天然ガス混焼ガスタービン
の発電設備の研究開発について、要素試
験及び燃焼シミュレーション等を継続
して実施した。 

  

   研究開発項目③ 総合調査研
究 
 水素社会の実現に向け、水
素の初期需要を誘発するため
の社会システムや未利用エネ
ルギーを用いた水素製造・輸
送・貯蔵技術に関する調査を
行う。 

 研究開発項目③ 総合調査研究 
 水素エネルギーに関する最新の政策、
国内外の取組状況、今後の水素エネルギ
ーの普及拡大に向け必要な技術課題の
整理・体系化、水素エネルギー関連技術
開発動向と将来見通し、技術的目標とア
プローチなど必要な情報について調査
を開始した。 

  

   ５．固体高分子形燃料電池高
度化技術開発事業 ［平成２
７年度～平成３１年度］ 
 燃料電池自動車の普及拡大
に向けては、低コスト化にも
繋がる燃料電池の性能向上、
現状年間数百台レベルである
生産能力の大幅な向上及び適
用車種を乗用車から商用車へ
と拡大するための耐久性の向
上といった技術的な課題が存
在しており、このため、以下
の研究開発を実施する。 

 ５．固体高分子形燃料電池高度化技術開
発事業 ［平成２７年度～平成３１年
度］ 
燃料電池自動車の普及拡大に向けて

は、低コスト化にも繋がる燃料電池の性
能向上、現状年間数百台レベルである生
産能力の大幅な向上及び適用車種を乗
用車から商用車へと拡大するための耐
久性の向上といった技術的な課題が存
在しており、このため、以下の研究開発
を実施した。 

●これまで実現困難とされていた、電解質膜に
電極触媒を直接塗工・乾燥する技術開発に世
界で初めて成功。燃料電池の製造時間の短縮
と生産コスト低減が期待でき、燃料電池市場
拡大と同分野の発展に貢献。 

 

   研究開発項目① 普及拡大化
基盤技術開発 
 ２０２５年頃に投入される
燃料電池自動車に向け、性能
を現行の１０倍程度向上させ
る技術や触媒の貴金属使用量
を１台あたり数ｇ程度まで低
減させる技術、更に商用車へ
の適用拡大を見据え燃料電池
スタック耐久性を現行の１０
倍程度に向上させるための基
盤的技術開発を推進する。こ
のため、原子・分子レベルで
従来に無い高感度・高精度を
要求されるピンポイントでの
反応メカニズム解析技術開
発、触媒の最適構造等のコン

 研究開発項目① 普及拡大化基盤技術
開発 
「ＰＥＦＣ解析技術開発」について

は、ＭＥＡの性能を支配する１２個のパ
ラメータの影響を個別に判断すること
は非常に困難であるが、パラメータの比
で評価を行う無次元モジュラスを用い
ることにより性能評価が可能になるこ
とを見出した。 
 腐食しない担体の候補として、酸化物
系触媒の適用展開を検討しており、酸化
還元触媒としてのポテンシャルを見極
めるために、ニオブをドープした薄膜
状・ロッド状単結晶の酸化チタン系触媒
や多層カーボンナノチューブとの組み
合わせ検証を実施し、還元雰囲気下熱処
理によりＴｉ３＋の安定化に成功した。理
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セプト創出、長期耐久性評価
を迅速に実施するための評価
解析技術開発等に取り組む。 

論解析の結果、酸素空孔が反応サイトで
あり、表面のＺｒをＴｉで置換すること
による活性向上の可能性を見出した。 
「セルスタックに関する材料コンセ

プト創出」については、Ｐｄコア－Ｐｔ
シェル構造の拡散バリア層としてＡＰ
Ｄ法による作製法を検討し、その結果形
成されたコアシェル構造を持つ触媒は
市販のＰｔ／Ｃ触媒の１０倍の質量活
性を示し、耐久性も高いことを確認し
た。 
 セラミックス担体系触媒ではエレク
トロスプレー法を用いてアイオノマー
を均一分散することで高電流密度域で
の活性を高めることが可能であること
を見出した。 
 ＲｕやＰｄのナノシートにＰｔ原子
シェルを被覆した材料の合成に成功し、
高い電極触媒活性を示すことを確認し
た。 

   研究開発項目② プロセス実
用化技術開発 
 現状、年間数百台から数千
台程度とされる生産台数の律
速要因となる燃料電池スタッ
クの生産性を２０２０年以降
の普及拡大期に大幅に向上さ
せるため、プロセス技術の生
産性向上や品質管理手法の確
立に向けた開発等を行う。 

 研究開発項目② プロセス実用化技術
開発 
 コアシェル触媒の量産化検討におい
て、粒径制御に関する品質管理上の性能
支配因子を抽出、条件の適正化を施し、
さらに工数を削減した行程構築を行っ
た。それらを反映した工業的なコアシェ
ル触媒の製造・高活性化処理が可能な装
置を導入し、サンプル製作を開始した。 
 炭化水素系電解質膜の連続処理が可
能な幅広後処理器を導入し、高速化及び
広幅化を実現可能なマルチ欠点検査の
検討を開始した。 
 安価な汎用フッ素系高分子を活用し
た新規合成法の検討を行い、環化副反応
のない感化反応抑止原料を用いた検証
を開始した。 
 直接塗工ＣＣＭ量産製造装置開発に
おいては、インク使用効率を向上する送
液回路を開発し、転写工法ＣＣＭと同等
性能を確保できることを確認した。 

  

  （ｈ）国際 
我が国の新エネルギー

技術の産業競争力強化や
地球環境問題の解決等に
向け、当該技術の海外展開
に向けた戦略的な国際協
力を実施していくことが
重要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、今後再生可能エ
ネルギー市場の拡大が見
込まれる国々との間でパ
ートナーシップの構築を
図るべく、政策対話、情報
交換、人材育成、共同研究
等を通じてネットワーク
強化を図る。また、再生可
能エネルギーの普及拡大
が今後見込まれる国・地域
における技術実証事業を

（ｈ）国際 
１．新エネルギーベンチャー
技術革新事業 ［平成１９年
度～］ 
 新・国家エネルギー戦略（平
成１８年５月）における新エ
ネルギーイノベーション計画
「新エネルギー・ベンチャー
ビジネスに対する支援の拡
大」や総合資源エネルギー調
査会新エネルギー部会中間報
告書（平成１８年５月）にお
ける「ベンチャー企業による
多様な技術革新の活性化」に
基づき、ベンチャー企業等が
保有している潜在的技術シー
ズを活用することで、継続的
な新エネルギー導入普及のた
めの新たな技術オプションの
発掘・顕在化を実現し、次世

 （ｈ）国際 
１．新エネルギーベンチャー技術革新事
業 ［平成１９年度～］ 
 新・国家エネルギー戦略（平成１８年
５月）における新エネルギーイノベーシ
ョン計画「新エネルギー・ベンチャービ
ジネスに対する支援の拡大」や総合資源
エネルギー調査会新エネルギー部会中
間報告書（平成１８年５月）における「ベ
ンチャー企業による多様な技術革新の
活性化」に基づき、ベンチャー企業等が
保有している潜在的技術シーズを活用
することで、継続的な新エネルギー導入
普及のための新たな技術オプションの
発掘・顕在化を実現し、次世代の社会を
支える産業群を創出するため、再生可能
エネルギー及びその関連技術に関する
技術課題を提示し、それらの解決策とな
る技術について、多段階選抜方式による
研究開発を委託及び助成により実施し
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行うとともに、新しい技術
の実用化・事業化・国際的
な技術動向の把握・市場の
開拓の観点から、多国間・
二国間協力の枠組みを有
効活用する。 

代の社会を支える産業群を創
出するため、再生可能エネル
ギー及びその関連技術に関す
る技術課題を提示し、それら
の解決策となる技術につい
て、多段階選抜方式による研
究開発を委託及び助成により
実施する。 
 平成２８年度は、これまで
のフェーズＡ（フィージビリ
ティ・スタディ）、フェーズＢ
（基盤研究）及びフェーズＣ
（実用化研究開発）に加え、
フェーズＤ（大規模実証研究
開発）を創設し、新規研究開
発テーマを採択・実施すると
ともに、継続テーマの研究開
発を実施する。また、実用化
を見据えたハンズオン支援等
の実施及びイノベーション・
コースト構想の推進につなが
る新エネルギー分野の技術開
発について支援を強化する。 

た。 
 平成２８年度は、これまでのフェーズ
Ａ（フィージビリティ・スタディ）、フェ
ーズＢ（基盤研究）及びフェーズＣ（実
用化研究開発）に加え、フェーズＤ（大
規模実証研究開発）を創設し、１９件の
新規研究開発テーマを採択・実施すると
ともに、２４件の継続テーマの研究開発
を実施した。また、実用化を見据えたハ
ンズオン支援等の実施及びイノベーシ
ョン・コースト構想の推進につながる新
エネルギー分野の技術開発について１
件の支援を行った。 

 ⅱ）省エネルギー分野 
大幅な省エネルギー効果

が見込まれ、エネルギー・産
業構造の変革に貢献する省
エネルギー技術の開発と、
産業競争力の強化の観点か
らの省エネルギー製品・技
術の海外展開の加速化を着
実に推進するための取組を
行うものとする。産業分野
については、エネルギー消
費比率上位の産業を中心と
して、更なる効率改善を図
るための取組を行うことと
する。家庭・業務分野につい
ては、住宅や業務用ビルの
省エネルギーを推進するた
めの技術開発を行うものと
する。運輸分野については、
自動車等単体対策に加え、
交通流対策等にも資する技
術の活用の検討等にも取り
組むこととする。各分野に
共通する技術は横断的分野
として捉え、様々な分野で
その適用が拡大している
「ヒートポンプ」、電気電子
機器の電源の高効率化を支
える「パワーエレクトロニ
クス」、都市や街区レベルで
のエネルギー利用最適化を
図るエネルギーマネジメン
ト技術に資する「熱・電力の
次世代ネットワーク」等に
係る技術開発に取り組むこ
ととする。 

（ⅱ）省エネルギー分野 
資源の大半を海外に依

存している我が国にとっ
て、資源確保は従前から重
要な課題である。特に、近
年、アジア地域等の開発途
上国の経済成長による化
石燃料を主としたエネル
ギー需要の増加は著しく、
世界各国ともにエネルギ
ー資源を始めとする資源
確保の競争が激化するこ
とが見込まれる。こうした
エネルギーを取り巻く非
常に厳しい国際環境に加
え、東日本大震災を契機に
エネルギーに対する安全・
安心に関する重要性を再
確認することとなった。つ
まり、我が国においては
「効率性」を確保しなが
ら、「安全」で「環境」に優
しく、「エネルギーセキュ
リティ」にも十分に配慮し
たエネルギー構造改革を
成し遂げなければならな
いものとなった。そのため
には、再生可能エネルギー
の積極的な導入とともに、
もう１つの柱として「省エ
ネルギーの推進」は、その
重要性を益々高めている
ところである。 

こうした背景の下、機構
の省エネルギーに関する
取組としては、大幅な省エ
ネルギー効果が見込まれ、
エネルギー・産業構造の変
革に貢献する省エネルギ

（ⅱ）省エネルギー分野 
１．戦略的省エネルギー技術
革新プログラム ［平成２４
年度～平成３３年度］ 
平成２６年４月に第４次

「エネルギー基本計画」が閣
議決定され、中長期のエネル
ギー需給構造を視野に入れ
て、エネルギー政策の基本的
な方針がとりまとめられ、徹
底した省エネルギー社会とス
マートで柔軟な消費活動の実
現として、民生、運輸及び産
業各部門における省エネルギ
ーの取組を一層加速していく
ことなどが掲げられた。引き
続き、経済成長と両立する持
続可能な省エネルギーの実現
が重要課題であり、省エネル
ギー技術は多分野かつ広範に
跨るため、これらの着実な実
現のため「省エネルギー技術
戦略」に掲げる産業・民生・運
輸部門等の重要技術や技術領
域別に設けた会議体（コンソ
ーシアム等）において設定し
た技術開発課題の解決に資す
る省エネルギー技術開発を強
力に推進する。 
具体的には、技術毎にその

開発リスクや開発段階は異な
るため、３つの開発フェーズ
（「インキュベーション研究
開発フェーズ」、「実用化開発
フェーズ」及び「実証開発フ
ェーズ」）を設けることで、そ
の開発段階等に応じるものと
する。原則として複数回公募
を行う。 

－ （ⅱ）省エネルギー分野 
１．戦略的省エネルギー技術革新プログ
ラム ［平成２４年度～平成３３年度］ 
現行の「省エネルギー技術戦略」に掲

げる産業・民生・運輸部門等の省エネル
ギーに資する重要技術に係る分野を中
心として公募 を行い、合計９テーマ（イ
ンキュベーション研究開発フェーズ：３
テーマ、実用化開発フェーズ：５テーマ、
実証開発フェーズ：１テーマ）を採択し
た。 
また、本プログラムへの提案を予定し

ている企業、大学等の高い技術シーズを
発掘・抽出するための調査事業の公募を
行い、９件を採択した。さらに、これま
で終了したテーマに係る成果の状況等
を把握するための調査を実施した。 
 省エネルギー技術の研究開発や普及
を効果的に推進するため、省エネルギー
に大きく貢献する重要分野を特定した
「省エネルギー技術戦略２０１６」を策
定した。ＩｏＴ技術などの新たな関連技
術の動向を踏まえ、省エネルギーに貢献
する重要技術を一部見直し、さらに技術
開発の進め方や導入シナリオを取りま
とめた。 
 平成２７度までに終了した事業のう
ち、２６社が上市・製品化を達成。これ
らにより、２０３万ｋｌのエネルギー消
費量（２０３０年度時点、原油換算）の
削減が見込まれる。 
本プログラムの実施により、成果が上

がったテーマに係るプレスリリース、展
示会での展示及び成果発表を通じて、企
業の事業化を促進した。 
具体的な開発成果として、ＥＵＶパイ

ロット光源で世界最高水準の発行効率
の実証や、本プログラム成果の新規ラン
ガサイト型単結晶振動子を開発し、さら

●省エネルギーに大きく貢献する重要分野を
特定した「省エネルギー技術戦略２０１６」
を策定。 

 
●平成２７度までに終了した事業のうち、２６
社が上市・製品化を達成。これらにより、２
０３万ｋｌのエネルギー消費量（２０３０年
度時点、原油換算）の削減が見込まれる。 
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ー技術の開発と、産業競争
力の強化の観点から省エ
ネルギー製品・技術の海外
展開の加速化を目指すも
のであり、平成２３年に策
定した「省エネルギー技術
戦略」を核として、着実に
取組んでいく。なお、当該
技術戦略は、少なくとも２
年毎に必要な見直しを行
う。 

さらに、必要に応じ、新たな
切り口や着想に基づいた省エ
ネルギーに係る技術の発掘、
将来の革新的な省エネルギー
技術開発に資するための検
討、制度の効果評価のための
調査等を行う。 

に新製造プロセスを確立したことによ
り低コストでの製品化を実現した。 

  ２．太陽熱エネルギー活用型
住宅の技術開発 ［平成２３
年度～平成２８年度］ 
平成２７年度末までに、全

国の気候区分に合わせた実証
住宅において、高性能断熱材、
高機能パッシブ蓄熱建材及び
戸建住宅用太陽熱活用システ
ムを実装し、条件を明確にし
た上で空調・給湯エネルギー
が一次エネルギー換算で半減
できる可能性を実証するとと
もに、実証研究で取得したデ
ータを住宅の省エネルギー基
準への反映に活かし、住宅の
一次エネルギー消費量計算プ
ログラムを完成させるようデ
ータの提供と平成２８年度末
に太陽熱活用システムの評価
法を構築する。 

－ ２．太陽熱エネルギー活用型住宅の技術
開発 ［平成２３年度～平成２８年度］ 
平成２８年１１月に事後評価委員会

を開催した。プロジェクト全体の評価に
ついて、当初目標がほぼ達成され、空調・
給湯エネルギーが一次エネルギー換算
で半減できる可能性を日本各地の複数
の住宅で実証した意義は大きいとの評
価ではあったが、プロジェクト前半で開
発した高性能断熱材と高機能パッシブ
蓄熱建材のコンポーネント（施工性、流
通性、耐久性）の改善点や将来的な展開
が示されていない等、成果の普及に関す
る改善点が指摘された。 

 
 

   研究開発項目① 高性能断熱
材の開発 
 平成２５年度終了。 

－ 研究開発項目① 高性能断熱材の開発 
平成２５年度終了。 

  

   研究開発項目② 高機能パッ
シブ蓄熱建材の開発 
 平成２５年度終了。 

－ 研究開発項目② 高機能パッシブ蓄熱
建材の開発 
平成２５年度終了。 

  

   研究開発項目③ 戸建住宅用
太陽熱活用システムの開発 
平成２５年度終了。 

－ 研究開発項目③ 戸建住宅用太陽熱活
用システムの開発 
平成２５年度終了。 

  

   研究開発項目④ 太陽熱活用
システムの実証住宅での評価 
平成２７年度終了。 

 研究開発項目④ 太陽熱活用システム
の実証住宅での評価 
平成２７年度終了。 

 
 

   研究開発項目⑤ 太陽熱活用
システムの評価法の構築 
２つのグループに分かれて

実施している研究開発項目
「太陽熱活用システムの実住
宅での評価」により得られる
実証データのうち、１グルー
プの実証研究の省エネルギー
性能に関する評価方法の決定
とシミュレーションによる省
エネルギー性能評価及び実測

 研究開発項目⑤ 太陽熱活用システム
の評価法の構築 
空気循環太陽熱暖房システムの住宅

（ＦＨアライアンス）に対して、「太陽熱
活用システムの実住宅での評価」で取得
した実証データを用い、省エネルギー性
能の簡易評価式を構築した。今回は、外
皮に設置されたダブルスキン等におけ
る集熱効果量に対して、拡張外壁置換法
を用いることで、省エネルギー性能の評
価法の構築が可能となった。 
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データを用いた検証を実施す
る。また、平成２８年度に公
募を実施し、２つのグループ
の省エネルギー性能を統一的
に評価する方法を構築する。 

ＯＭソーラ－（空気集熱式暖房・給湯
システム）、ＦＨアライアンス（空気循環
太陽熱暖房）の２グループの省エネルギ
ー性能を統一的に評価する評価法の構
築に向けて公募を行い、委託先を決定、
事業を進めた。２つのシステムの共通要
素を汎用化することで、統一的な評価法
の構築は完成した。 
また、空気集熱式暖房・給湯システム

については、太陽熱集熱器の集熱性能を
ＪＩＳの集熱器特性値より求めること、
床下土間コンクリートの熱容量計算方
法の精度を向上させるなどの改善を加
えた。その結果、本評価式では、住宅の
省エネルギー基準（ＷＥＢプログラム）
へ盛り込むことが可能なレベルまでに
計算精度の向上が図れ、平成２９年１０
月頃のＷＥＢプログラム化へ道筋がつ
けられた。これにより、空気集熱器を設
置した住宅の省エネ性能がＷＥＢ上で
評価可能となり、ＺＥＨに向けて太陽熱
システムの普及に繋がると推測できる。 

   ３．未利用熱エネルギーの革
新的活用技術研究開発 [平
成２７年度～平成３４年度] 
 未利用熱エネルギーを経済
的に回収する技術体系を確立
すると同時に、同技術の適用
によって自動車・住宅等の日
本の主要産業競争力を強化す
ることを目的に、以下の研究
開発を実施する。また、必要
に応じて、実施テーマの追加
や委託調査について公募を行
う。 

－ ３．未利用熱エネルギーの革新的活用技
術研究開発 
 未利用熱エネルギーを経済的に回収
する技術体系を確立すると同時に、同技
術の適用によって自動車・住宅等の日本
の主要産業競争力を強化することを目
的に、以下の研究開発を実施した。 

●プロジェクト全体の効果試算として、各研究
開発項目の最終目標をハイブリッド車に適
用して燃費改善効果を推計。３代目プリウス
基準で夏季３０％、冬季１０％の高い燃費改
善を見通した。 

 
●ダブルリフト吸収サイクル式の冷凍機を開
発し上市済み。未利用熱を活用し温水熱の利
用温度をより低温域まで拡大（冷熱変換量２
倍）した。 

 

   研究開発項目① 蓄熱技術の
研究開発 
（１）高密度/長期蓄熱材料の
研究開発 
「高密度蓄熱材料(低温用)

の開発」、「高密度蓄熱材料(中
/高温用)の開発」及び「長期
蓄熱材料の開発」について研
究開発を行い、中間目標の達
成を目指す。 
（２）車載用蓄熱技術（材料）
の研究開発 
「蓄熱構造体の開発」、「蓄

熱材の低コスト化」、「蓄熱材
の高密度化」及び「新規蓄熱
材料の探索」について研究開
発を行い、中間目標の達成を
目指す。 

－ 研究開発項目①「蓄熱技術の研究開発」 
（１）高密度/長期蓄熱材料の研究開発 
「高密度蓄熱材料(低温用)の開発」で

は、高密度化と最適動作温度を両立する
ゲスト物質候補を、特定パラメータを有
する構造群として抽出した。 
「高密度蓄熱材料(中/高温用)」では、

官能基の修飾密度を向上する合成プロ
セスを確認するとともに、１MJ/kg 以上
を目指す蓄熱材料候補の蓄熱密度を定
量化し、絞り込みを行った。 
「長期蓄熱材料の開発」では、冷却安

定性と過冷却解除性を両立する蓄熱材
料組成を抽出するとともに、高温放置に
よる過冷却解除性の信頼性低下の課題
を確認した。 
（２）車載用蓄熱技術（材料）の研究開
発 
「蓄熱構造体の開発」では、蓄熱構造

体としての熱出力向上への寄与が大き
いポーラスＡｌ素材を探索するため、ポ
ーラスＡｌの合金組成と熱伝導率の関
係を明らかにした。 
「蓄熱材の低コスト化」では、従来よ

りも４倍以上水熱耐久性のある複数の
候補材を明らかにした。 
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「蓄熱材の高密度化」では、高容量化
のため細孔容量を向上したＭＯＦ（金属
有機構造体：Metal Organic Frameworks）
を開発、水蒸気吸着量の向上（０．５Ｌ
／Ｌ、市販ＭＯＦの１．５倍）を確認し
た。 
「新規蓄熱材の探索」では、ＭｇＯ、

ＣａＯについて、表面水和反応の反応律
速段階を明確化するために、固体内化学
反応について分子動力学法第一原理計
算を実施し、計算可能なことを確認し
た。 

   研究開発項目② 遮熱技術の
研究開発 
（１）革新的次世代遮熱フィ
ルムの研究開発 
「新規光学設計における超

高精度積層技術の開発」、「次
世代遮熱用ポリマーの開発」、
「次世代遮熱フィルムのフィ
ルム加工技術の開発」及び「次
世代遮熱窓材の評価技術の開
発とその商品設計」について
研究開発を行い、中間目標の
達成を目指す。 

－ 研究開発項目②「遮熱技術の研究開発」 
（１）革新的次世代遮熱フィルムの研究
開発 
「新規光学設計における超高精度積

層技術の開発」では、前年度に積層装置
で作成した試作フィルムの結果に基づ
き、新規ポリマーの流動性改善や、更に
積層精度を高めるため積層装置の改造
設計を実施した。 
「次世代遮熱用ポリマーの開発」で

は、「新規光学設計における超高精度積
層技術の開発]の検討結果に基づき改造
した積層装置と改良したポリマーを適
用したフィルム製膜試験を実施し、前年
度に試作したフィルムに対して、透明性
を３％程度向上させ中間目標値を達成
した。またスケールアップのための課題
の明確化を行った。 
「次世代遮熱フィルムのフィルム加

工技術の開発」では、前年度設計した粘
着層をパイロット機にて窓に貼合する
ための粘着層付きのフィルムの連続加
工に成功し、スケールアップのための課
題の明確化を行った。 

  

   研究開発項目③ 断熱技術の
研究開発 
（１）断熱材料の研究開発 
「産業炉/熱マネージメン

トシステムの開発」、「高強度
高断熱性多孔質セラミックス
の開発」、「耐高温高効率蓄熱
放熱システムの開発」、「高効
率廃棄ガス熱回収システムの
開発」及び「高効率産業/工業
炉における検証」について研
究開発を行い、中間目標の達
成を目指す。 

－ 研究開発項目③「断熱技術の研究開発」 
（１）断熱材料の研究開発 
「産業炉/熱マネージメントシステム

の開発」では、個々の研究開発成果を組
み合わせることにより、ラボスケール検
証炉で得られたデータを元にシミュレ
ーションし、最終目標である排熱削減率
５０％を削減できる見通しを得た。 
「高強度高断熱性多孔質セラミック

スの開発」では、１，５００℃以上で使
用可能なファイバーレス断熱材量産の
課題である乾燥時間短縮の検討につい
て、新しい気孔形成技術を適用すること
により、乾燥時間が従来に比べ約１／２
に大幅短縮可能となる技術を開発した。
また、この気孔形成技術はＪＩＳ並形形
状まで大型化した際の構造欠陥抑制に
寄与するとともに、断熱材の強度向上と
熱伝導率低減にも寄与することを明ら
かにし、断熱材としての最適構造の指針
を得た。これらの取り組みにより、工業
用原料から作製したファイバーレス断
熱材で、耐熱温度１，４５０℃、圧縮強
度１１ＭＰａ、熱伝導率０．２５Ｗ／ｍ・
Ｋを達成した。 
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「耐高温高効率蓄熱放熱システムの
開発」では、セラミックシェル構造蓄熱
部材の耐久性について、繰り返し加熱に
よる耐久試験、および強度試験結果をも
とにした応力計算により検証を行い、そ
の結果をもとにシミュレーションによ
り従来の１．８倍の蓄熱放熱速度を持つ
部材の設計を完了した。 
「高効率廃棄ガス熱回収システムの

開発」では、平成２７年度に判明した課
題を解決し、さらに、実用化を考慮した
高効熱交換器を設計・試作し、１，５０
０℃での耐久試験に着手した。 
「高効率産業/工業炉における検証」

では、ファイバーレス断熱材の排熱削減
効果を検証するガス炉を作製し、従来の
アルミナ質煉瓦を使用した基礎試験を
実施した。セラミックシェル構造蓄熱部
材を使用する高効率バーナーの熱容量
を削減する小型高効率バーナーを試作
し、検証炉に組み込んだ。 

   研究開発項目④ 熱電変換材
料・デバイス高性能高信頼化
技術開発 
（１）高性能熱電材料及びモ
ジュールの開発 
「熱電材料の高速合成・評

価技術開発」、「導電性高分子
材料・素子の研究開発」及び
「炭素系熱電変換デバイスの
技術開発」について研究開発
を行い、中間目標の達成を目
指す。 
（２）熱電デバイス技術の研
究開発 
「熱電材料の開発」、「熱電

デバイスの開発」及び「熱電
発電システムの開発」につい
て研究開発を行い、中間目標
の達成を目指す。 
（３）熱電変換による排熱活
用の研究開発  
「システム効率向上の検

証」及び「新熱電変換材料の
開発」について研究開発を行
い、中間目標の達成を目指す。 
（５）実用化に適した高性能
なクラスレート焼結体の研究
開発 
「高性能化に関する技術開

発」、「ｐ型特性発現に関する
技術開発」及び「モジュール
化に関する技術開発」につい
て研究開発を行い、中間目標
の達成を目指す。 
（６）シリサイド熱電変換材
料による車載排熱発電システ
ムの実用化への要素技術開発 
「Ｍｇ２Ｓｉ熱電変換材

料・発電素子の量産化技術」
及び「車載用熱電発電モジュ
ールの開発」について研究開

－ 研究開発項目④「熱電変換材料・デバイ
ス高性能高信頼化技術開発」 
平成２７年度より実施している小規

模研究開発のテーマと合せて、１２月に
外部有識者により研究開発の進捗状況
を審査し、平成２９年度以降の方向性を
定めた。 
（１）高性能熱電材料及びモジュールの
開発 
「熱電材料の高速合成・評価技術開

発」では、高速合成法であるレーザー溶
融合成法によりシリコンクラスレート
系材料の合成に成功し、性能の組成依存
性を明らかにした。またＡｌ－Ｍｎ－Ｓ
ｉ系シリサイド材料を合成し、６００Ｋ
における性能指数ＺＴ＝０．３を確認し
た。 
３元系、４元系の金属間化合物につい

ては、１２２系新規物質Ｂａ１－ｘＫｘＺ
ｎ２Ａｓ２を合成し、高い熱電性能を確認
した。またＹｂＡｌ３化合物焼結体にお
いて、室温における出力因子ＰＦ＝０．
００６Ｗ／Ｋｍ２、性能指数ＺＴ＝０．１
を確認した。Ｓｎ－（Ｓ，Ｓｅ，Ｔｅ）
系化合物の４元混晶系組成を探索し、室
温における熱伝導率κ〜１Ｗ／ｍＫ、ゼ
ーベック係数Ｓ＝１００～６００μＶ
／Ｋを確認した。 
ＴｉＳ２系有機/無機ハイブリッド材

料を使用した開発では、フレキシブル熱
電モジュールを試作し、世界最高性能と
なる温度差ΔＴ＝７０Ｋにおいて２．５
Ｗ／ｍ２の出力密度を実現した。 
「導電性高分子材料・素子の研究開

発」では、ＰＦの増大を狙うＰＥＤＯＴ
とカーボンナノチューブのハイブリッ
ド膜で性能向上に関する指針を得て、１
５０μＷ／Ｋｍ２のＰＦを達成した。さ
らに、熱電モジュールで界面抵抗の低減
等を行い２４μＷ／ｃｍ２の高い出力密
度を達成した。 
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発を行い、中間目標の達成を
目指す 

「炭素系熱電変換デバイスの技術開
発」では、バインダー高分子の濃度制御、
及び、カーボンナノチューブファイバー
の直径制御などを通じて出力因子６０
０μＷ／Ｋｍ２を超えるカーボンナノチ
ューブ－高分子複合材料を実現した。ま
た、ＺＴに加えた新たな目標・指標につ
いて検討し、ＰＦとモジュールの出力密
度を目標とすることを提案した。 
（２）熱電デバイス技術の研究開発  
「熱電材料の開発」では、スクッテル

ダイト系熱電材料の熱的安定性と組成
の関係を調べ、ＺＴ＝１．２の高い熱電
性能と室温～６００℃の温度範囲で良
好な耐熱性を備えた熱電材料を開発し
た。 
「熱電デバイスの開発」では、変換効

率はη＝９％に達し、１，０００時間以
上の耐久性試験後、６００℃における発
電性能の変化率は５％以内となり、５０
０℃～６００℃の温度範囲で累計５，０
００時間の耐久性を確認した。 
「熱電発電システムの開発」では、発

電ユニット性能評価装置を設計し完成
した。基礎試験用発電ユニットを設計、
製作し、発電ユニットにおける温度分布
と熱源のガス温度、流速等との関係を測
定して熱伝達状況を研究した。さらに構
造、熱流体シミュレーション技術を用い
て、熱電発電ユニットの構造設計を行っ
ている。 
（３）熱電変換による排熱活用の研究開
発  
「システム向上の検討」では、５ｋＷ

コージェネユニットを対象とし、有効な
熱電素子の設置場所を検討し、ＺＴ＝１
の熱電材料を想定した試算の結果、容積
増大率５％以内でエネルギー利用効率 1
ポイント向上の見通しを得た。 
「新熱電変換材料の開発」では、ＺＴ

＝２達成に必要な出力因子：０．６ｍＷ
／Ｋｍ２と熱伝導率：０．８Ｗ／Ｋｍを薄
膜で達成し、ＺＴ＝２達成するための組
織構造の一つとしてＭｎＳｉ１．７を母相
結晶とし、結晶粒界にＳｉＧｅとＳｉＡ
ｇを形成した構造を決定した。また、バ
ルク材料としてＭｎＳｉ１．７とＳｉの複
合材料バルクの合成を行った。 
（５）実用化に適した高性能なクラスレ
ート焼結体の研究開発 
「高性能化に関する技術開発」では、

前年度に作成したナノ焼結体試料を用
いてナノ組織が熱電特性に与える影響
を解析する技術を研究し、シリコンクラ
スレートの材料高性能化の方向性を定
めた。 
「ｐ型特性発現に関する技術開発」で

は、構成元素うち特にＰｔ等の元素が熱
電特性に与える影響を第一原理計算に
より解析し、実験的検討への指針を明確
化した。 
「モジュール化に関する技術開発」で
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は、クラスレート焼結体素子のモジュー
ルを試作し、発電効率および出力の評価
を行って素子の課題が電極部の界面に
あることを明確化した。 
（６）シリサイド熱電変換材料による車
載排熱発電システムの実用化への要素
技術開発 
「Ｍｇ２Ｓｉ熱電変換材料・発電素子

の量産化技術」では、熱電特性及び機械
特性の面内偏差が５％以内の均質なφ
１００ｍｍ焼結体製造技術を開発し、本
製造技術を軸としたシリサイド系発電
素子の量産ライン設計の検討開始に目
途をつけた。 
「車載用熱電発電モジュールの開発」

では、小型モジュールで発電出力密度
１．２Ｗ／ｃｍ２、大型モジュール(３５ 
ｘ ２９ ｍｍ２)で０．８Ｗ／ｃｍ２を達
成した。耐久性評価では、１００℃－５
００℃の熱サイクル試験１，５００時間
サイクルで初期性能からの出力変化率
が２１％となることを確認した。 

   研究開発項目⑤ 排熱発電技
術の研究開発 
（１）排熱発電技術の研究開
発 
「高効率小型排熱発電技術

開発」について研究開発を行
い、中間目標の達成を目指す。 

 研究開発項目⑤「排熱発電技術の研究開
発」 
（１）排熱発電技術の研究開発 
「高効率小型排熱発電技術開発」で

は、出力１ｋＷｅクラスで、低ＧＷＰ＆
不燃冷媒に適合し発電効率１４％を実
現するオーガニックランキンサイクル
のシステム構成、膨張機、冷媒ポンプと
蒸発器等の耐熱デバイスの仕様を明確
化した。また、膨張機とポンプの耐久性
評価に着手した。出力１０ｋＷｅクラス
では、小型膨張タービンを５ｋＷｅから
１０ｋＷｅにスケールアップするとと
もに、模擬熱源装置を用いて実使用条件
を考慮した試験を行い、小型膨張タービ
ンと気体軸受の技術課題を抽出した。 

 

   研究開発項目⑥ ヒートポン
プ技術の研究開発 
（１）産業用高効率高温ヒー
トポンプの開発 
「遷臨界サイクルヒートポ

ンプの最適化技術の開発」、
「ターボ圧縮機技術の開発」
及び「高温高圧熱交換器の開
発」について研究開発を行い、
中間目標の達成を目指す。 
（２）機械・化学産業分野の
高温熱供給に適した冷媒とヒ
ートポンプシステム技術開発 
「導入調査」、「機器開発」

及び「冷媒開発」について研
究開発を行い、中間目標の達
成を目指す。 
（３）低温駆動・低温発生機
の研究開発 
「低温駆動基本サイクル」、

「低温発生技術の開発」及び
「新吸収剤」について研究開
発を行い、中間目標の達成を

－ 
 

研究開発項目⑥「ヒートポンプ技術の研
究開発」 
（１）産業用高効率高温ヒートポンプの
開発 
「遷臨界サイクルヒートポンプの最

適化技術の開発」では、３００ｋＷ級ヒ
ートポンプ試作機の設計を行うため、広
範囲の計算ができる新たな圧縮機の性
能計算式を作成し、静特性を確認した。
また、試作機の一部製作を実施した。フ
ロン系新冷媒について、ＨＦＯ－１３３
６ｍｚｚ（Ｅ）とＨＦＯ－１３５４ｍｚ
ｙ（Ｅ）の気相ＰρＴと状態方程式作成
の為に臨界点を計測した。 
「ターボ圧縮機技術の開発」では、風

損試験をＮ２とＲ１３４ａそれぞれにつ
いて実施し、軸受部付近のガス温度と風
損の関係を確認した。風損解析と改善効
果確認試験の結果から改善項目の抽出
を行い改良を実施した。回転確認試験を
行い、機械的な健全性を確認した。 
「高温高圧熱交換器の開発」では、プ

レート式熱交換器の追加試験のために
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目指す。 装置の組替えを行い、超臨界の詳細なデ
ータを得るために小型プレートを用い
た試験を行った。１０ＭＰａ設計のマイ
クロチャンネルプレート熱交換器の設
計を終了し、試作を開始した。ＳＷＥＰ
製ガスクーラのサーマルサイクル試験
の仕様を決定した。 
（２）機械・化学産業分野の高温熱供給
に適した冷媒とヒートポンプシステム
技術開発 
「ヒートポンプ技術導入プロセス調

査」では、特に有望なプラントプロセス
を３件抽出して、運転状態把握のための
計測を開始した。運転実態を分析して、
熱収支、エネルギー消費量等を把握し
た。 
「低ＧＷＰ冷媒候補の開発および物

性情報の構築」では、新型冷媒候補の熱
安定性･安全性・環境影響を評価し、候補
冷媒Ａの熱力学的性質、輸送性質データ
を取得した。また、候補冷媒Ａ２に関し
てより安価な触媒を用いた合成検討を
実施して高選択率、触媒の長寿命を確認
し、亜急性毒性試験で低毒性であること
も明らかにした。さらに、候補冷媒Ｂ３
及びＢ５に関して合成検討を進めると
ともに、候補冷媒Ｂ３の熱安定性評価を
開始した 
「ヒートポンプの開発と特性評価」で

は、冷媒にＲ－１３４ａを用いた検証機
で、高ヘッドインペラでの運転可能範囲
を確認した。さらに、候補冷媒Ａ１に入
替えて高温条件での試験を開始した。候
補冷媒Ａ１雰囲気下で、潤滑油粘度が実
使用条件に近い条件での軸受温度計測
を実施し、軸受内輪温度差は従来傾向と
は異なることを確認した。そこで、実運
転状態における軸受温度の伝熱モデル
を作成し、実測結果との合せ込みを完了
した。候補冷媒Ａ３用潤滑油はＲＢ１６
０Ａ－２を最適とし、高温使用限界を確
認した。１６０℃出力機において、候補
冷媒Ａ１及びＡ３での不適合材料に対
する代替材料でのエラストマ材料評価
を行った。 
（３）低温駆動・低温発生機の研究開発 
「低温駆動基本サイクル」では、前年

度に製作した空冷式実用性確認用供試
体により、低温排熱駆動にて７℃の冷水
が得られることを実証した。また、中間
目標である７５℃熱源から－１０℃の
冷熱を発生する水冷式低温発生試作機
の基本設計を完了した。 
「低温発生技術」では、安全性に配慮

した氷点降下剤を選定し、凍結温度、結
晶特性、冷熱発生実験により低温発生サ
イクルへの適用見通しを得た。また、同
氷点降下剤を混合した冷媒における低
温冷熱発生時の蒸発伝熱性能を実測に
より評価した。 
「新吸収剤」では、実用化候補とした

吸収剤について熱物性の情報入手およ
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び腐食抑制技術を開発し、冷凍サイクル
構成時の動作点、従来技術に対する作動
範囲拡大の特性を試算した。 

   研究開発項目⑦ 熱マネージ
メントの研究開発 
（１）熱マネージメント材料
の研究開発 
「車載用高効率熱輸送シス

テム」、「材料研究」及び「熱計
測技術」について研究開発を
行い、中間目標の達成を目指
す。 
（２）熱マネージメントの研
究開発 
 「モータ領域」及び「インバ
ータ領域」について研究開発
を行い、中間目標の達成を目
指す。 
（３）車両用小型吸収冷凍機
の研究開発 
「軽量化開発」、「作動媒体

の開発」及び「分離壁構造開
発」について研究開発を行い、
中間目標の達成を目指す。 
（４）車両用高効率排熱利用・
冷房用ヒートポンプの研究開
発 
「吸着熱交換器開発」、「吸

着式冷凍サイクルのシステム
開発」及び「吸着蓄熱システ
ム等の開発」について研究開
発を行い、中間目標の達成を
目指す。 

－ 研究開発項目⑦「熱マネージメントの研
究開発」 
（１）熱マネージメント材料の研究開発 
「車載用高効率熱輸送システム」で

は、平成２７年度に構築したループヒー
トパイプ評価システムでパラメータ実
験を行い、シミュレーションモデルの高
度化を図るとともに、蒸発器-リザーバ
構造の見直しを行い、平成２８年度の目
標とした熱輸送距離/熱輸送量を達成し
た。 
「材料研究」では、微粒子分散流体に

ついて、有機膜による粒子表面改質によ
り粒子分散性等が向上、不凍冷媒におい
て１．６倍以上の熱輸送特性向上を達成
した。熱媒流体では代表的な会合性液体
の直鎖の１価アルコールに対して分子
動力学シミュレーションを実施し、分子
間のクーロン力相互作用や水素結合の
熱伝導率への寄与を解明した。 
「熱計測技術」では、時間分解能１ｐ

ｓの熱エネルギー移動評価装置にてＳ
ＡＭによる固液界面の改質効果を測定
し、金属／水界面の熱抵抗が最大１／５
程度に減少することを確認した。 
（２）熱マネージメントの研究開発 
「モータ領域」では、吸熱モジュール

組み込み時の接合界面伝熱抵抗を低減
可能にする新規材料を開発した。また、
熱移動性能を高めつつ、熱移動面積を拡
大するための新たな技術として、相変化
を活用したモータ冷却コンセプトを構
築した。さらに、本コンセプトを適用し
た冷却システムを具体化し、基本性能を
評価して中間目標達成の見通しを得た。 
「インバータ領域」では、吸熱モジュ

ールを構成するペルチェ素子の熱移動
性能を計測し、その結果から発熱成分と
伝熱抵抗成分を解析するための手法を
構築した。また、吸熱モジュールの作製
条件を検討し、材料分析により発熱成分
を低減するための材料組成を明らかに
した。これらの結果から、ゼーベック係
数を向上させるための指針を導出し、中
間目標達成の見通しを得た。 
３）車両用小型吸収冷凍機の研究開発 
「軽量化開発」では、軽金属構造で、

新たに作動媒体の混合を抑制する形状
を用いた装置の設計、システム化技術、
腐食対策技術を確立した。 
「作動媒体の開発」では、改良作動媒

体の熱量測定を行い熱物性値の解析を
行った。また、いくつかの作動媒体候補
についての物性値計測結果から、車載環
境下で運転可能な改良作動媒体候補を
明確化した。 
「分離壁構造開発」では、分離壁の基

本特性の計測を行い、その結果を用い
て、平膜式吸収器・再生器の製作・試験
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を行った。また、分離壁構造の性能シミ
ュレータを用いて冷凍サイクル、機器構
造の最適化を行なった。 
（４）車両用高効率排熱利用・冷房用ヒ
ートポンプの研究開発 
「吸着式冷凍システム」では、吸着熱

交換器の薄型化による新規設計を行っ
た。あわせて担持技術の改良としてバイ
ンダーの再選定と使用量の見直しを実
施し、目標の吸着性能を達成した。 
「吸着式冷凍サイクルのシステム開

発」では、各コンポーネントの小型化と
単位容積当たりの熱容量の見直しを行
うことにより目標のシステム容積を達
成した。さらに台上試験の連続運転にお
いて平均蒸発性能１．２ｋＷを確認し
た。 
「吸着蓄熱システム等の開発」では、

原理確認用のシステムを構築し、冬季を
想定した温度条件における原理確認で
設定した目標蓄熱量を確認した。冷媒の
凍結についてはシステムにおける凍結
の発生条件の追究と、凍結防止剤を付加
した冷媒を試作して基礎特性の取得に
着手した。 

   研究開発項目⑧ 熱関連調
査・基盤技術の研究開発 
（１）熱関連調査研究と各種
熱マネージメント材料の基盤
技術の開発 
「排熱実態の調査、研究開

発／導入シナリオの検討」、
「熱マネージメント部材の評
価技術開発」及び「熱関連材
料の計算シミュレーションと
データベース構築」について
研究開発を行い、中間目標の
達成を目指す。 

－ 研究開発項目⑧「熱関連調査・基盤技術
の研究開発」 
「排熱実態の調査、研究開発／導入シ

ナリオの検討」では、電力、清掃等６業
種の未利用排ガス熱量を調査し、排出傾
向を明らかにした。業務用民生分野の建
物での熱損失調査を行い、実際の遮熱制
御部材で得られた物性値を用いて、シミ
ュレーションを行い、窓および窓以外の
外皮を通して生じる熱移動を区分して、
遮熱制御フィルム導入による暖冷房負
荷低減の効果を数値化した。また、業務
用空調システムの実働エネルギー効率
評価法の開発を行い、室内機が４台接続
された個別分散型空調システムに対し、
主に冷房運転時における室内機運転パ
ターンの違いがエネルギー効率に与え
る影響を実働試験により明らかにした。 
「熱マネージメント部材の基盤技術

の開発」では、モジュール評価装置のサ
ンプルステージ裏面に光学式の変位計
を設置し、１μｍの分解能でサンプルス
テージの変位をｉｎ－ｓｉｔｕ で観測
することに成功した。昇温とともに変位
が増大し、また電流変化によっても僅か
に変位の変化があることを明らかにし
た。また、昇温時の接合部の変位の変化
が故障するモジュールと故障しないモ
ジュールで明らかな差が見られた。また
ヒートサイクルを実施した際も次第に
変位が減少する様子を確認した。これら
の感度分析から、劣化加速の条件下で変
位計測を同時実施することで、劣化の様
子を推定できることを明らかにした。 
有機熱電材料の同時ゼーベック係数

計測に取り組み、７時間で５試料同時計
測に成功した。耐久性要因解明について
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は雰囲気制御環境での同時ゼーベック
係数測定装置での予備実験を行った。ま
たプロジェクト内の関係機関が評価装
置を使い、熱電素子の計測を行うことを
サポートした。 
本研究で開発した新型冷媒候補及び

類似化合物の環境影響及び燃焼性の評
価を実施した。新型冷媒候補１種、類似
化合物１種について、ＯＨラジカルとの
反応速度測定による大気寿命評価、赤外
吸収測定による放射強制力評価を行い、
地球温暖化係数（ＧＷＰ）を算出した。
短寿命化合物向けの新評価法を導入し
た結果、２種のＧＷＰをそれぞれ２０、
５１に決定した。また、新型冷媒候補、
類似化合物各１種について燃焼限界、燃
焼速度、燃焼熱等の評価を行い、ＩＳＯ
燃焼性等級を決定した。新型冷媒候補は
不燃性であり、類似化合物はクラス２Ｌ
に区分されることを明らかにした。 
「熱関連材料の計算シミュレーショ

ンとデータベース構築」では、高密度蓄
熱が期待される化合物として、典型的な
有機潜熱物質である糖アルコールを対
象とした詳細な熱物性解析を実行した。
計算により分子構造をデザイン、結晶構
造を予測することで、糖アルコール類似
の分子骨格を有する分子性化合物では、
既存材料を大きく上回る潜熱蓄熱が可
能であることを計算科学により理詰め
で証明した。これにより、有機物質の基
本構造を鋳型として分子を設計する場
合には、蓄熱密度の上限は５００ｋＪ／
ｋｇ程度であることが示唆されたため、
さらなる高密度蓄熱を達成するには、別
の蓄熱メカニズムを検討する必要があ
ることを明らかにした。 
熱関連材料を元素組成比を用いて統

一的に記述する技術を確立し、物性値と
の相関を明らかにして物性データを評
価・体系化する技術の開発を進めた。ま
た定常熱物性値および熱エネルギーの
蓄積・取出し速度に関わる４，５００点
以上の物性値をデータベースに収録し、
技術交流会等でプロジェクト内に周知
し、分室の要請に対応してデータを提供
した。これに加えて、論文中の元素組成
比を迅速にデータベース化する技術、グ
ラフ中に描かれた曲線を高速でデジタ
ル化する技術を開発した。 
リンクトデータとして提供されてい

る公共データなどから、プロジェクト遂
行に有用な熱関連材料・部素材の各種熱
物性情報を収集するととともに、定常的
および非定常的な熱エネルギーの流れ
をエクセルギーフローとして表現する
技術を開発した。 
なお、ナノ材料技術の急速な進展等に

伴い、近年様々な取組により大きな性能
改善の可能性が期待される「熱電変換材
料・デバイス高性能高信頼化技術開発」
について、平成２７年度から開始した６
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つのテーマの小規模研究開発は、研究を
継続し、１２月に外部有識者による研究
開発の進捗状況審査を行って３つのテ
ーマを本研究へ移行することとした。 
さらに、「蓄熱技術」について小規模研

究開発の公募を行い、５つのテーマを採
択して研究開発を開始した。 

   ４．高温超電導実用化促進技
術開発 [平成２８年度～平
成３２年度] 
 超電導技術は電気抵抗がゼ
ロとなり、送電ロスの大幅な
低減など、大きな省エネルギ
ー効果が期待される技術であ
る。これまでの基盤技術開発
の成果を活かし、早期実用化
を実現するため、省エネルギ
ー効果や大きな市場創出が期
待できる適用先として電力分
野や運輸分野を厳選し、高温
超電導技術による送配電技術
の開発と高磁場マグネットシ
ステムに係る技術開発を実施
する。 
 本プロジェクトは、平成２
８年度に公募を実施し、以下
の研究開発を実施する。 

 ４．高温超電導実用化促進技術開発 
[平成２８年度～平成３２年度] 
超電導技術は電気抵抗がゼロとなり、

送電ロスの大幅な低減など、大きな省エ
ネルギー効果が期待される技術である。
これまでの基盤技術開発の成果を活か
し、早期実用化を実現するため、省エネ
ルギー効果や大きな市場創出が期待で
きる適用先として電力分野や運輸分野
を厳選し、高温超電導技術による送配電
技術の開発と高磁場マグネットシステ
ムに係る技術開発を実施した。 

  

   研究開発項目① 電力送電用
高温超電導ケーブルシステム
の実用化開発 
 超電導ケーブルでの絶縁破
壊等の電気的事故、機械的故
障や損傷、冷却システムの故
障等、想定される各種の事故・
故障を抽出・分類するととも
に、安全性評価試験項目を実
施し、対処方法・早期復旧の
ための方法を検討する。 

 研究開発項目① 電力送電用高温超電
導ケーブルシステムの実用化開発 
６６ｋＶ短絡・地絡試験ならびに２７

５ｋＶ地絡試験を行い、試験結果の分析
を実施した。窒素漏えい試験の予備試験
を実施し漏えい量の把握を行った。外傷
事故時の冷却システムの影響評価とし
て、真空断熱が失われた条件でのシステ
ム挙動データを取得した。長尺の超電導
ケーブルサンプルを製作し、長尺での超
電導ケーブルの冷却特性を評価した。ケ
ーブルシステムについて、ＤＣ課電試験
により各層の臨界電流測定を行い、当初
性能を確認するとともに、系統連系試験
のために、トラブル対策を行ったブレイ
トン冷却システムの性能を超電導ケー
ブルと接続した状態で確認した。 
超電導直流送電については、１ｋｍ送

電システムにて試験を行い、長距離を模
擬した低流量液体窒素循環試験では、２
０ｋｍ長で温度差２０Ｋ以下に相当す
る条件で安定冷却に成功した。また、過
酷試験で温度、電流、電圧等の通電限界

●長寿命化（６，０００時間～４０，０００時
間のメンテナンス間隔）を狙った我が国の独
自技術である高効率大容量ターボブレイト
ン式冷凍機を用いた一年間の系統連系実証
試験を開始。 
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性能を評価し、長期運転性能試験を行
い、試験後の残存性能を評価し、設計・
運用・保守ガイドラインの策定を行っ
た。 

   研究開発項目② 運輸分野へ
の高温超電導適用基盤技術開
発 
 変電所内へ設置可能な所定
の揚程・流量を持つコンパク
ト冷凍システムの開発等に着
手する。 

 研究開発項目② 運輸分野への高温超
電導適用基盤技術開発 
長距離冷却システムの主構成機器で

ある冷凍機、液体窒素循環ポンプ等につ
いて、中間目標値に基づく設計、製作を
進めた。断熱管については短尺での性能
評価及び長尺製造技術開発に必要な装
置を製作した。電流リード小型化に向け
た電界解析モデルの構築や、冷却システ
ム・超電導ケーブルの状態監視について
の検出原理検証を行った。 

  

   研究開発項目③ 高温超電導
高安定磁場マグネットシステ
ム技術開発 
 超電導特性の劣化、線材の
磁化による磁場乱れ及びコイ
ル異常発生時の焼損について
検討するため、３Ｔ－１／２
の試作コイルを設計・試作す
る。また、超電導接続に使用
可能な線材の開発に着手す
る。 

 研究開発項目③ 高温超電導高安定磁
場マグネットシステム技術開発 
電導特性の劣化、線材の磁化による磁

場乱れ等を検討するため、１／２アクテ
ィブシールド型３Ｔ高温超電導コイル
を設計し、巻線を開始した。省エネ型マ
グネット励磁電源の分離システムを設
計し導入した。また、永久電流運転を目
指し種々の材料・方法による超電導接続
形成可能性の検討を行った。さらに、コ
イル保護・焼損対策とし基礎検討を開始
した。 
高温超電導（ＲＥＢＣＯ）線の超電導

層同士を直接接続する超電導接続の測
定方法として、線材をワンターンループ
させて直接接続し、接続抵抗を測定する
磁場減衰法のための装置の構築を実施
した。加えて、機械的応力下での超電導
接続の特性評価のための評価方法を検
討、評価装置の設計を行った。さらに、
平成３０年度に評価する小型コイルの
設計を進め、そのコイルの設計の妥当性
を確認するために要素コイルを４つ試
作して、磁場中での特性評価を実施し
た。 

  

   研究開発項目④ 高温超電導
高磁場コイル用線材の実用化
開発 
 臨界電流密度のばらつき低
減及び高磁場での臨界電流密
度向上の開発に着手する。低
コスト化及び高生産性を確立
するための装置の開発を行
う。 

 研究開発項目④ 高温超電導高磁場コ
イル用線材の実用化技術開発 
臨界電流密度の安定化（ばらつきの低

減）、高磁場臨界電流密度向上、安定化磁
場発生用線材開発のため、課題の抽出整
理とともに設備導入を実施した。また、
製造線速向上に向けた課題抽出及び設
備導入を実施した。 
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 ⅲ）蓄電池、エネルギーシス
テム分野 
ａ．蓄電池 

我が国が競争力を確保す
るため、今後大きな成長が
望め、かつ我が国の優位性
を活かすことが出来る分野
における蓄電池に注力し、
技術開発を実施するものと
する。 

また、産学の技術進展を
加速する共通基盤技術とし
て、蓄電池材料の評価手法
の確立等に取り組むことと
する。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ
等における国際標準の制
定・見直しの場で、我が国主
導による国際標準化を促進
するものとする。 
ｂ．スマートグリッド、スマ
ートコミュニティ 

電力システム安定化に向
けた取組に注力することと
し、系統側におけるスマー
トグリッド、 需要側におけ
るスマートコミュニティ、
発電側における再生可能エ
ネルギーの能動的出力調整
技術、これらを支える蓄電
技術といったシステム全体
にわたる技術の開発・実証
を、総合的に推進するもの
とする。 

（ⅲ）蓄電池・エネルギー
システム分野 
(a)蓄電池 

蓄電池は、電気自動車
（ＥＶ）やプラグインハイ
ブリッド自動車（ＰＨＥ
Ｖ）等の次世代自動車の普
及、再生可能エネルギーの
導入拡大やスマートグリ
ッド実現の核となる重要
な技術である。また、経済
産業省が平成２４年７月
に定めた「蓄電池戦略」で
も、２０２０年に世界全体
の市場（２０兆円）の５割
のシェアを我が国関連企
業が獲得することが目標
に掲げられており、今後も
市場の拡大が想定される
成長産業と位置付けられ
ている。 

第３期中期目標期間に
おいては、国際的な競争が
激化しつつある蓄電産業
について、引き続き我が国
が競争力を確保するため、
用途に応じて高性能・高安
全性・高信頼性・低コスト
の蓄電池を実用化・事業化
していくことが必要であ
り、今後大きな成長が望
め、かつ我が国の優位性を
活かすことができる分野
における蓄電池に注力し
て技術開発を実施する。 

車載用については、既に
実用化・事業化されている
リチウムイオン電池の出
力・エネルギー密度を他国
に先行して飛躍的に向上
させるとともに、低コスト
化を実現し、次世代自動車
市場を確保していく。ま
た、２０３０年の実用化・
事業化が期待されるポス
トリチウムイオン電池の
実現を目指し、産官学の英
知を結集して最先端の技
術開発に取組むことによ
って、我が国の中長期的な
競争力の確保を目指す。 

大型蓄電池については、
電池の種類に捉われず、低
コスト化・長寿命化が期待
できる蓄電技術を開発す
るとともに、システムの制
御・運用に係る技術実証を
行い、実用化・事業化を促
進することで比較的新し
い本技術の市場を確保し
ていく。 

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシ
ステム分野 
１．革新型蓄電池実用化促進
基盤技術開発 ［平成２８年
度～平成３２年度］ 
２０３０年にガソリン車並

みの走行性能を有する電気自
動車及び電池パックを実用化
することを目的に、革新型蓄
電池の共通基盤技術の開発と
して、研究開発項目①高度解
析技術開発及び②革新型蓄電
池開発を実施する。 

－ 
 

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシステム分野 
１．革新型蓄電池実用化促進基盤技術開
発 ［平成２８年度～平成３２年度］ 
２０３０年にガソリン車並みの走行

性能を有する電気自動車及び電池パッ
クを実用化することを目的に、革新型蓄
電池の共通基盤技術の開発として、研究
開発項目①高度解析技術開発及び② 
革新型蓄電池開発を実施した。 

 
 

研究開発項目① 高度解析技
術開発 
 蓄電池の高性能化や高耐久
化等に向けた実設計及び製造
に展開可能な新規の解析技術
として、その場測定法、高度
分析手法の開発及び計算科学
による解析手法の開発を開始
する。 

－ 研究開発項目① 高度解析技術開発 
蓄電池の高性能化や高耐久化等実設

計及び製造に展開可能な解析技術とし
て、放射光、中性子、透過型電子顕微鏡
（ＴＥＭ）、精密充放電、核磁気共鳴（Ｎ
ＭＲ）、計算科学等による解析手法の開
発を実施した。 
放射光については、電池内部の反応分

布の解析精度を向上させるため、既存の
ビームライン（ＳＰｒｉｎｇ－８ ＢＬ
２８ＸＵ）の空間分解能を３０μｍから
２０μｍに改善した。加えて、理化学研
究所と共同でＳＰｒｉｎｇ－８に試料
の全自動計測が可能なハイスループッ
トビームライン（ＢＬ３２Ｂ２）を増設
し、国際競争が激化しつつある革新型蓄
電池の開発を加速した。中性子について
は、小角散乱の導入を完了し計測を開始
した。計測のための試料調整手法の検討
も進め、ラミネートセルでの充放電中の
Ｌｉイオンの挙動解析の目途を得た。Ｔ
ＥＭについては、第一原理計算を融合す
ることにより、ＬｉＦｅＰＯ４の表面構
造を原子レベルで観察することに初め
て成功した。精密充放電については、超
高精度な電流値の計測により充放電中
の副反応の定量化に取り組んだ。核磁気
共鳴（ＮＭＲ）、計算科学については、材
料の調整技術、シミュレーション用モデ
ル等の開発を進め、平成２８年度目標を
いずれも達成した。 

●既設ビームライン（ＢＬ２８ＸＵ）による反
応ダイナミクス解析と、今回増設のビームラ
インによるＸ線回折（ＸＲＤ）、Ｘ線吸収微
細構造（ＸＡＦＳ）等の構造解析を組み合わ
せることにより、革新型蓄電池の開発を大幅
にスピードアップ。 

 
●論文発表件数（１７件）、学会発表件数（６
４件）、特許 出願件数（７件）。 

 

研究開発項目② 革新型蓄電
池開発 
 リチウムイオン電池の限界
を超えたエネルギー密度（５
００Ｗｈ/ｋｇ）が得られる見
通しのある革新型蓄電池タイ
プを対象として、電極・電解
質技術、セル化技術等の共通
基盤技術の開発を開始する。 
 

－ 研究開発項目② 革新型蓄電池開発 
 リチウムイオン電池の限界を超えた
エネルギー密度（５００Ｗｈ／ｋｇ）が
得られる見通しのある革新型蓄電池タ
イプ（亜鉛空気電池、ナノ界面制御電池
（ハロゲン化物、コンバージョン）、硫化
物電池）を対象として、２０ｍｍ級コイ
ンセル～５ｃｍ単セルの小型プロトタ
イプで、正負極活物質や電解質等の要素
技術を開発した。 
亜鉛空気電池については、３００Ｗｈ

／ｋｇを実現可能な高容量亜鉛を搭載
し２ｃｍ角フルセルを構築し課題抽出
を終了するとともに、５ｃｍ角フルセル
を構築し試験を開始した。ナノ界面制御
電池（ハロゲン化物）については、直径

  



Ⅰ－2－50 

また、産学の技術進展を
加速する共通基盤技術と
して、蓄電池材料の評価手
法の確立等に取組む。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ
等における国際標準の制
定・見直しの場に、必要に
応じてプロジェクトで得
られた成果を提供し、我が
国主導による国際標準化
を促進する。 

 
(b)スマートグリッド、ス
マートコミュニティ 

出力が不安定な新エネ
ルギーの大量導入や分散
電源化といった社会的要
請に応えつつ、エネルギー
を安定的に供給するイン
フラを効果的に構築・運用
するためには、蓄電池をは
じめとする蓄エネルギー
技術に加えて、ＩＴを活用
してエネルギー供給側と
需要側の情報を双方向で
共有し、エネルギーシステ
ム全体で需給変動を制御・
調整していく新たな仕組
みづくりが重要である。 

第３期中期目標期間に
おいては、特に電力システ
ム安定化に向けた取組に
注力することとし、系統側
における能動的制御技術
であるスマートグリッド、 
需要側においてコミュニ
ティ全体でエネルギーの
効率的利用を行うスマー
トコミュニティ、発電側に
おける再生可能エネルギ
ーの能動的出力調整技術、
これらを支える蓄電技術
といったシステム全体に
わたる技術の開発・実証を
総合的に推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０ｍｍ級コインセルの小型プロトタ
イプで特性評価を行いながら、正負極活
物質等の要素技術開発を行い、室温で作
動する活物質を抽出した。ナノ界面制御
電池（コンバージョン）については、正
極活物質の高容量化等を中心に要素技
術の開発に取り組み、５００Ｗｈ／ｋｇ
を達成するために必要な初期放電容量
１，２００ｍＡｈ／ｇを達成した。硫化
物電池については、活物質の特性向上と
スクリーニングを行いつつ、フルセル試
作のための電極材料選定とセル化技術
の開発に取り組み、初期放電容量８００
ｍＡｈ／ｇを達成した。 

  ２．リチウムイオン電池応用・
実用化先端技術開発事業 
［平成２４年度～平成２８年
度］ 
２０２０年又はそれ以降

に、電気自動車、プラグイン
ハイブリッド自動車の市場に
おける日本のリチウムイオン
電池の優位性を確保すること
を目的に、研究開発項目①で
民間企業等が実施する実用化
開発を支援する。さらに、研
究開発項目③で下記の研究開
発を実施する。 
 
 

－ ２．リチウムイオン電池応用・実用化先
端技術開発事業 ［平成２４年度～平成
２８年度］ 
２０２０年又はそれ以降に、電気自動

車、プラグインハイブリッド自動車の市
場における日本のリチウムイオン電池
の優位性を確保することを目的に、研究
開発項目①で民間企業等が実施する実
用化開発を支援した。さらに、研究開発
項目③で下記の研究開発を実施した。 

  

  研究開発項目① 高性能リチ
ウムイオン電池技術開発 
平成２７年度までに開発し

た技術を適用した大型のセル
を試作し、特性評価を行う。
また、低コスト化、安全性及
び耐久性等についても検討
し、各実施者で設定した最終
目標の達成に繋げる。さらに、
全固体電池に関しては、最終
目標の達成に向け、活物質と
固体電解質の複合化設計、界
面解析等を検討し、高容量と
高出力が両立した全固体電池
を実証する。 

－ 研究開発項目① 高性能リチウムイオ
ン電池技術開発 
 各実施者は平成２７年度までに開発
した技術を適用した実用レベルの大型
セルを試作し、エネルギー密度につい
て、ＥＶ用途では３００Ｗｈ／ｋｇ以
上、ＰＨＥＶ用途では２００Ｗｈ／ｋｇ
以上という、実用フェーズでは世界トッ
プレベルの重量エネルギー密度を達成。
出力密度については、エネルギー密度を
維持しつつ、ＥＶ用途では１，８００Ｗ
／ｋｇ以上、ＰＨＥＶ用途では２，５０
０Ｗ／ｋｇ以上を達成。また、安全性や
耐久性等についても各実施者で設定し
た最終目標を達成しており、一部の実施
者においては、ハザードレベル４以下の
高い安全性を確認したことや寿命１０
年以上の見通しを得た。加えて、材料、
電池構造及びプロセス等の面から低コ
スト化を行い、量産時に電池パックコス
ト２０,０００円／ｋＷｈの見通しを得
た。 
 全固体電池に関しては、従来のリチウ
ムイオン伝導体の２倍という世界最高
のリチウムイオン伝導率を有する硫化
物系の超イオン伝導体を発見し、現行の
有機電解液を用いたリチウムイオン電
池の３倍以上の出力特性をもつ硫化物
系全固体電池の開発に成功した。また、
活物質と固体電解質の複合化設計、界面
解析等を検討した結果、活物質と固体電

●全固体電池の実用化の最重要課題である活
物質と固体電解質の複合化に成功し、高エネ
ルギー密度(６００Ｗｈ／Ｌ)と高出力(２，
０００Ｗ／Ｌ）を実証。 

 
●液系リチウムイオン電池について、世界トッ
プレベルのエネルギー密度を有する大型プ
ロトタイプセルで安全性、耐久性及びコスト
等も含め、２０２０年代の製品化の見通しを
得られた意義は大きい。 

 
●車載用の液系リチウムイオン電池及び全固
体電池について、６社中５社が目標を達成。 
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解質のナノコンポジット化に成功し、正
極合材あたりの容量向上を確認した。さ
らに、固体電解質に開発した低温接合技
術を用いることで酸化物系全固体電池
として世界トップレベルの高容量（６０
０Ｗｈ／Ｌ）と高出力（２,０００Ｗ／
Ｌ）の両立が可能であることを実証し
た。 

  研究開発項目② リチウムイ
オン電池応用技術開発 
平成２６年度終了。 

－ 研究開発項目② リチウムイオン電池
応用技術開発 
平成２６年度終了。 

  

  研究開発項目③ 車載用リチ
ウムイオン電池の試験評価法
の開発 
平成２７年度に開発した安

全性及び寿命に関する試験評
価法について、その再現性確
認・試験手順明確化等を含め
た妥当性の検証を実施し、国
際規格・基準に向けた審議へ
の活用を図る。 

－ 研究開発項目③ 車載用リチウムイオ
ン電池の試験評価法の開発 
 平成２７年度に開発した安全性に関
する試験評価法について、内部短絡代替
試験法として、既存試験と事象が同じ且
つ再現性の高い手法を開発した。この手
法はＴＲ６２６６０－４の内容に盛り
込まれて発行された。 
 安全性に関する試験評価法について
は、試験手順の明確化を行い、試験手順
案として電池標準化ＷＧにて提案を行
った。 

  

  ３．先進・革新蓄電池材料評
価技術開発 ［平成２５年度
～平成２９年度］ 
 先進リチウムイオン電池及
び革新電池に用いられる新規
材料の性能・特性を的確かつ
迅速に評価できる材料評価手
法の確立に向け、以下の研究
開発を実施する。 
 先進リチウムイオン電池に
ついては、平成２７年度まで
に策定した高電圧正極、固溶
体正極、シリコン系負極及び
難燃性電池の４テーマの標準
電池モデル、電池作製仕様書
及び性能評価手順書を適用
し、国内材料メーカより提供
される新材料サンプルを用い
た電池試作・評価を行い、開
発技術の妥当性及び有用性に
ついて検証する。 
 また、革新電池（全固体電
池）については、シート電極
及びシート型積層電池の作製
プロセスを引き続き検討し、
標準電池モデルの基本仕様を
確定し、試作仕様書及び性能
評価手順書の策定を完了す
る。 

－ ３．先進・革新蓄電池材料評価技術開発 
［平成２５年度～平成２９年度］ 
 先進リチウムイオン電池については、
平成２７年度までに策定した高電圧正
極、固溶体正極、シリコン系負極及び難
燃性電池の４テーマの材料評価技術の
見直し・追加を行うとともに、国内材料
メーカから目標件数の７０件を大幅に
上回る２１２件の新材料の提供を受け
入れ、電池試作・評価を行うことで評価
技術の妥当性検証が大幅に進展した。  
 革新電池（全固体電池）については、
シート成形の標準電池モデルのサイズ
を２ｃｍ角から７ｃｍ角へと大面積化
し、容量を５ｍＡｈから５０ｍＡｈに改
良するとともに、その試作仕様書及び性
能評価手順書を策定した。また、国内材
料メーカの成果のみならず、アカデミア
発の成果も、開発した材料評価技術を活
用して迅速に産業界に橋渡しするため
に、文部科学省所管の「先端的低炭素化
技術開発（ＡＬＣＡ）／次世代蓄電池研
究開発プロジェクト」との連携体制を強
化した。併せて、共同ワークショップを
開催し、産・学の研究者同士の交流も活
性化させた。その結果、国内材料メーカ
及び文部科学省プロジェクトから、目標
件数の５件を大幅に上回る１５件の新
材料の提供を受け入れ、電池試作・評価
を行うことで評価技術の妥当性検証が
大幅に進展した。 

●先進ＬＩＢの高精度の発熱挙動評価法、単層
短絡の釘刺し安全試験法を開発。 

●全固体ＬＩＢは、シート成形電池モデルを大
面積化し（２ｃｍ角→７ｃｍ角）、容量を１
０倍増加させた５０ｍＡｈ級標準電池モデ
ルを開発。 

●文科省プロジェクトとの連携について、これ
まで意見交換レベルであったものを強化し、
共同ワークショップの開催や学術成果であ
るサンプルを受け入れて、電池試作・評価を
開始。 

 

 ⅳ）クリーンコールテクノ
ロジー（ＣＣＴ）分野 

石炭火力の高効率化・低
炭素化を目指すため、これ
までのプロジェクトでの成
果を活用するとともに、高

（ⅳ）クリーンコールテク
ノロジー（ＣＣＴ）分野 

石炭は、石炭火力発電を
中心に、今後とも世界的に
需要が拡大し、世界の一次
エネルギーに占める割合

（ⅳ）クリーンコールテクノ
ロジー（ＣＣＴ）分野 
１． 環境調和型製鉄プロセス
技術開発（ＳＴＥＰ２）［平成
２５年度～平成２９年度］ 
以下の研究開発を実施する。 

－ （ⅳ）クリーンコールテクノロジー（Ｃ
ＣＴ）分野 
１． 環境調和型製鉄プロセス技術開発
（ＳＴＥＰ２）［平成２５年度～平成２
９年度］ 
 以下の研究開発を実施した。 

 
 



Ⅰ－2－52 

 効率の燃料電池に適用可能
な石炭ガスのクリーンアッ
プ技術等の要素技術開発を
推進することとする。 
また、ＣＯ２分離回収技術を
適用してもエネルギー効率
の低下が最小限に抑制され
る石炭ガス化複合発電（Ｉ
ＧＣＣ）システム等の要素
技術開発、システム内の未
利用廃熱を活用した高効率
化技術等の基盤的研究を推
進することとする。 

さらに、我が国の優れた
低品位炭の改質技術を海外
に普及、促進を支援するこ
ととする。また、高効率、低
コストの石炭改質技術の開
発を推進することとする。 
製鉄プロセスについては、
ＣＯ２削減に資するべく、環
境調和型製鉄プロセス技術
開発を推進することとす
る。 

が高くなると見込まれ、我
が国でも一次エネルギー
総供給量に占める石炭の
割合及び発電量に占める
石炭火力の割合は２０％
以上と重要なエネルギー
源である。このため、高効
率な石炭火力発電技術、石
炭利用の課題となるＣＯ２

の削減技術（ＣＣＳ等）を
組み込んだゼロエミッシ
ョン石炭火力技術の開発
を推進していく必要があ
る。また、石炭は、供給安
定性の面で優れているが、
可採埋蔵量の約半分が、品
位の低い未利用炭となっ
ている。世界的な石炭需給
の緩和、及び我が国のエネ
ルギーセキュリティ向上
を目指しこれら未利用炭
の多目的利用のための技
術開発を行う必要がある。 

こうした我が国が優位
性を持つクリーンコール
テクノロジーは、普及展開
による国際貢献とともに、
産業競争力確保の観点か
ら、更なる技術力の向上が
必要である。 

革新的な高効率発電技
術及びＣＯ２削減技術とし
ては、石炭ガス化複合発電
（ＩＧＣＣ）／石炭ガス化
燃料電池複合発電（ＩＧＦ
Ｃ）の実現が期待されてい
る。第３期中期目標期間で
は、石炭ガス利用の高効率
化を実現するガス精製技
術、排ガスのＣＯ２濃度を
高める高効率なＣＣＳ対
応型石炭ガス化発電シス
テム技術等の要素技術の
開発、ガス化炉そのものの
エネルギー効率向上、廃熱
利用といった基盤的技術
開発を行う。 

褐炭は、水分が多く、そ
の一方で、乾燥すれば自然
発火性が高いことから、輸
送に適さず、利用が進まな
い。このため、石炭の乾燥
技術開発が必要である。ま
た未利用炭においては、灰
分、硫黄あるいは水銀等の
含有量が多いため、従来の
石炭利用設備に直接供給
できない。そこで、脱灰分、
脱硫黄、脱水銀等の改質技
術開発が必要となる。第３
期中期目標期間では、未利
用の低品位炭について、経

研究開発項目① 高炉からの
ＣＯ２排出削減技術開発 
（１）鉄鉱石還元への水素活
用技術の開発 
還元炉を用いた試験高炉で

の試験結果の検証試験等を実
施する。 
また、高炉数学モデルによ

る試験高炉の操業データ解析
を実施する。 
（２）コークス炉ガス（ＣＯ
Ｇ）改質技術の開発 
ベンチプラント２（ＢＰ２）

により、触媒改質性能及び部
分酸化改質性能の個別確認、
触 媒改質及び部分酸化改質
の連動運転による改質性能の
確認並びに最適な組み合わせ
の検討を行う。 
また、新規触媒反応器の検討
及び炭化を抜本的に抑制する
触媒改質条件の検討も進め
る。 
（３）コークス改良技術開発 
試験高炉用コークスの製造

に必要な添加材を継続して製
造する。 
また、試験高炉用コークスと
して設定した仕様のコークス
を実機コークス炉で製造す
る。 

－ 研究開発項目① 高炉からのＣＯ２排出
削減技術開発 
（１）鉄鉱石還元への水素活用技術の開
発 
 高炉数学モデルを用いて、ＣＯＧ羽口
吹込み、炉頂排ガスを脱炭酸・脱水蒸気
したガスの再循環吹込みについて炭素
消費量の削減効果を評価し、試験高炉で
の実績値と合うことを確認できた。 
（２）コークス炉ガス（ＣＯＧ）改質技
術の開発 
ベンチプラント２（ＢＰ２）において、

部分酸化炉（ＰＯＸ炉）でのＰＯＸ改質
試験及び今回開発した新規触媒反応器
での触媒改質試験を実施し、Ｈ２増幅率
を２倍以上を達成できる見通しを得た。 
また、ＰＯＸ炉でのＰＯＸ改質個別性
能、新規触媒反応器での触媒改質個別性
能、並びに、ＰＯＸ炉と触媒反応器を連
動した連動改質性能を評価し、かつ耐久
性５００ｈ以上を達成できる見通しを
得た。 
（３）コークス改良技術開発 
 試験高炉用の、コークス強度（ＩＤ)が
８８となる高強度コークスを製造する
配合指針適用可能性を検証した。また、
乾留試験を行い、操業上問題なく、目標
品質を満足するコークスを製造できた。 

●水素リッチガスの直接導入と送風操作によ
り、ＣＯ２排出量を削減する世界初の試みで
ある。 

 

 

  研究開発項目② 高炉ガスか
らのＣＯ２分離回収技術開発 
（１）ＣＯ２分離回収技術開発 
試験高炉とＣＡＴ３０の連

動試験を実施して試験高炉に
対する化学吸収によるＣＯ２

分離回収技術の適用性を評価
するとともに、試験高炉にお
ける水素還元効果確認を支援
する。 
（２）未利用排熱活用技術の
開発 
マイクロ熱交換器の詳細仕

様の検討を進めていくととも
に、製鉄所の実排ガスを用い
た実機実験を実施し、長期的
な熱交換能力の推移や耐久性
及び対変動応答性の評価を行
う。 

－ 研究開発項目② 高炉ガスからのＣＯ２

分離回収技術開発 
（１）ＣＯ２分離回収技術開発 
 熱量原単位の低減のため、引き続き計
算化学手法やシミュレーション手法等
を活用して、低反応熱が期待できる非水
溶媒の活用、相分離現象等の活用、反応
促進する金属錯体触媒の探索を検討し、
ＣＯ２分離コスト２，０００円/ｔ-ＣＯ２

を達成できる見通しを得た。 
（２）未利用排熱活用技術の開発 
 製鉄所実排ガスを用いて熱交換器の
熱交換能力を評価するための実機実験
装置を製作し、新日鐵住金 鹿島製鐵所
内に設置完了した。また当該実験装置を
用いて、昨年度試作したマイクロ熱交換
器（１号機）の長期性能評価実験を開始
した。 

●試験高炉による試験操業の結果、水素還元効
果を確認。また、高炉内数学モデルは、水素
還元反応を詳細に反映することで予測精度
が向上し、試験高炉での水素還元効果実績値
との整合性が向上。 

 

  研究開発項目③ 試験高炉に
よるプロセス評価技術開発 
平成２８年度は、平成２７

度に建設した試験高炉を用い
た試験操業を行い、送風操作
（水素等各種還元ガス吹き込
み方法）等、水素還元の効果
を検証し、総合プロセス評価
に必要な操業データを獲得す
る。また、試験操業後の設備
補修又は改良を施し、スケー

－ 研究開発項目③ 試験高炉によるプロ
セス評価技術開発 
 試験操業運転を７月に第１回目、１月
に第２回目に行い、ベース操業(比較と
なる従来高炉操業)及びＣＯＧの羽口吹
き込みと炉頂ガス循環を組み合わせた
水準等の試験を実施した。試験操業は順
調に推移し、三次元数学モデルで予想し
た直接還元率の低減の基本確認を無事
完了できた。併せて試験操業後の解体調
査も実施した。 
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済性と利用可能な品質の
バランスを踏まえた、乾燥
技術、改質技術についての
調査を行うとともに、必要
な技術開発を行う。  製
鉄プロセスにおけるＣＯ２

削減に資するべく、排出さ
れる二酸化炭素の約３
０％削減を目指し、環境調
和型製鉄プロセス技術開
発を推進する。第３期中期
目標期間においては、Ｐｈ
ａｓｅⅠ ｓｔｅｐ１で得
られた要素技術を基に、１
０ｍ３規模のミニ高炉、コ
ークスガス（ＣＯＧ）改質
設備等を製作し、総合的な
高炉からの二酸化炭素排
出削減技術及び二酸化炭
素分離回収技術の開発を
行うとともに、Ｐｈａｓｅ
Ⅱへのスケールアップの
ためのデータを得る。ま
た、製鉄プロセスにおける
ＣＯ２排出量を約３０％削
減及びＣＯ２分離回収コス
ト２，０００円／ｔ－ＣＯ
２を可能とする技術を確立
する。 

ルアップのための設備関連デ
ータを採取する。 

   ２．次世代火力発電等技術開
発 ［平成２８年度～平成３
３年度］ 
究極の高効率石炭火力発電

と期待されるＩＧＦＣ（石炭
ガス化燃料電池複合発電）の
基盤技術となる酸素吹きＩＧ
ＣＣの実証、火力発電所から
のＣＯ２を大幅に削減できる、
ＣＯ２分離・回収技術の開発
等、火力発電の低炭素化に資
する技術開発を実施する。 

－ ２．次世代火力発電等技術開発 ［平成
２８年度～平成３３年度］ 
究極の高効率石炭火力発電と期待さ

れるＩＧＦＣ（石炭ガス化燃料電池複合
発電）の基盤技術となる酸素吹きＩＧＣ
Ｃの実証、火力発電所からのＣＯ２を大
幅に削減できる、ＣＯ２分離・回収技術の
開発等、火力発電の低炭素化に資する技
術開発を実施した。 

 
 

   研究開発項目① 石炭ガス化
燃料電池複合発電実証事業 
（１）酸素吹きＩＧＣＣ実証 
酸素吹ＩＧＣＣ実証試験設

備の据付工事、付帯設備工事、
機器単体試運転等を実施し、
各機器との連携試験及びＩＧ
ＣＣ総合試運転を経て実証試
験を開始する。 
（２）ＣＯ２分離・回収型酸素
吹ＩＧＣＣ実証 
分離・回収設備等の工事計

画の詳細検討及び詳細設計を
実施する。また、建設用地の
詳細設計及び造成工事を実施
する。並行して、設備等設置
工事に必要な準備工事、許認
可手続き等を実施する。 

－ 研究開発項目① 石炭ガス化燃料電池
複合発電実証事業 
（１）酸素吹きＩＧＣＣ実証 
酸素吹ＩＧＣＣ実証試験設備の据付

工事、付帯設備工事、機器単体試運転等
を実施し、各機器との連携試験及びＩＧ
ＣＣ総合試運転を経て、平成２９年度３
月２８日から実証試験を開始した。 
（２）ＣＯ２分離・回収型酸素吹ＩＧＣＣ
実証 
 物理吸収型ＣＯ２分離・回収設備等の
基本設計を実施し、購入仕様を検討し
た。また、低温サワーシフト触媒実証研
究に関しては、基本設計を実施し、シス
テム構成、機器仕様を決定した。 

●石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業を開
始。第１段階である酸素吹ＩＧＣＣ設備の建
設・試運転を行い、定格出力１６６ＭＷを達
成、実証試験に移行した。また、試運転にお
いて目標である送電端効率４０．５％を上回
る４０．８％を達成した。また、燃料電池被
毒成分の影響確認試験や燃料電池への石炭
ガス適用性研究など、ＣＯ２分離・回収型Ｉ
ＧＦＣに関する基盤研究を実施した。 
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   研究開発項目② 高効率ガス
タービン実証事業 
（１）１，７００℃級ガスタ
ービン 
１，７００℃級ガスタービ

ンにおける性能向上、信頼性
向上に関する要素技術開発を
実施する。 
（２）高湿分空気利用ガスタ
ービン（ＡＨＡＴ） 
実証プラント用ガスタービ

ンの単体性能確認試験を実施
するとともに、実証プラント
の製作を実施する。また、試
験結果を用いた商用機に向け
た設計等の検討を実施する。 

 研究開発項目② 高効率ガスタービン
実証事業 
（１）１，７００℃級ガスタービン 
１，７００℃級ガスタービンにおける

性能向上、信頼性向上に関する要素技術
開発を実施するにあたり、１３項目に亘
り基礎要素試験、改良試験、模擬試験や
問題点抽出、仕様・コンセプト・技術の
検討を実施した。 
（２）高湿分空気利用ガスタービン（Ａ
ＨＡＴ） 
ＡＨＡＴ実証プラントによる実証運

転試験を実施するにあたり、試験計画、
準備、高信頼性化技術適用ガスタービン
単体試運転、性能評価、及び実証試験設
備建設を実施した。また、商用機の概念
設計を実施した。 

 
 

   研究開発項目③ 先進超々臨
界圧火力発電実用化要素技術
開発 
ボイラ及びタービン材料の

長期材料評価試験を実施す
る。また、実缶試験及び回転
試験を完了させる。 

 研究開発項目③ 先進超々臨界圧火力
発電実用化要素技術開発 
ボイラ及びタービン材料の長期材料

評価試験を実施し、実缶試験及び回転試
験を実施した。また、前倒し事後評価の
結果、事業の位置付け・必要性、研究開
発マネジメント、研究開発成果および事
業化に向けた取組について妥当との評
価を受け、最終目標である送電端熱効率
４６～４７％の見通しを得ることがで
きた。 
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   研究開発項目④ 次世代火力
発電基盤技術開発 
（１）次世代ガス化システム
技術開発 
噴流床型ガス化炉への高温

の水蒸気の注入による冷ガス
効率の向上について、小型ガ
ス化炉での検証に向けたシミ
ュレーションを実施する。 
（２）燃料電池向け石炭ガス
クリーンナップ技術要素研究 
セル被毒耐性評価として、

個別被毒影響評価試験及び長
期被毒評価試験を実施する。 
また、燃料電池用ガス精製技
術性能評価として、吸着剤の
スクリーニング試験を実施す
る。 
（３）ガスタービン燃料電池
複合発電技術開発 
 小型ＧＴＦＣ（１，０００
ｋＷ級）の商用化に向けて、
設計及び製造を実施する。 
（４）燃料電池石炭ガス適用
性研究 
 石炭ガス燃料の適用性試験
用設備に係る設計、製作、据
付け等を行う。 
（５）ＣＯ２分離型化学燃焼石
炭利用技術開発 
キャリアの反応性、耐久性、

流動混合性等の要素試験を行
い、各種特性を把握するとと
もに、試験結果を踏まえキャ
リアの絞り込みを行う。 

－ 研究開発項目④ 次世代火力発電基盤
技術開発 
（１）次世代ガス化システム技術開発 
噴流床型ガス化炉への高温の水蒸気

の注入による冷ガス効率の向上につい
て、小型ガス化炉での検証を行うための
試験計画を策定するため、試験実施条件
を検討するための詳細シミュレーショ
ンを実施した。 
（２）燃料電池向け石炭ガスクリーンナ
ップ技術要素研究 
セル被毒耐性評価として、個別被毒影

響評価試験及び長期被毒評価試験を実
施した。また、燃料電池用ガス精製技術
性能評価として、吸着剤のスクリーニン
グ試験を実施した。 
（３）ガスタービン燃料電池複合発電技
術開発 
小型ＧＴＦＣ（１，０００ｋＷ級）用

ＳＯＦＣモジュールの基本設計および
小型ＧＴＦＣハーフモジュール実証用
主要機器の仕様検討を実施した。また、
セルスタック低コスト品質安定化技術
開発では、検証装置導入に伴う要素検討
及び検証装置の導入，立上げを行った。 
（４）燃料電池石炭ガス適用性研究 
燃料電池モジュール試験設備および

ユーティリティー供給設備に関する設
計および工場製作を実施した。また、燃
料電池カートリッジを用いて水素リッ
チガスを適用した場合の基礎データを
取得した。 
（５）ＣＯ２分離型化学燃焼石炭利用技
術開発 
キャリアの反応性、耐久性、流動混合

性等の要素試験を行い、各種特性を把握
するとともに、試験結果を踏まえキャリ
アの絞り込みを行った。 

  

   研究開発項目⑤ ＣＯ２回収
型クローズドＩＧＣＣ 
５０ＴＰＤ炉へのＣＯ２供

給設備等の追設及び３ＴＰＤ
炉への高濃度搬送設備の追設
を進める。 

 研究開発項目⑤ ＣＯ２回収型クローズ
ドＩＧＣＣ 
５０ＴＰＤ炉へのＣＯ２供給設備等の

追設を進めた。また、３ＴＰＤ炉への高
濃度搬送設備の追設を行った。 

  

   ３．クリーンコール技術開発 
［平成２８年度～平成３１年
度］ 
石炭の効率的利用、環境対

応等を目的として、低品位炭
利用や石炭灰利用に関する調
査・技術開発・実証を実施す
る。 

 ３．クリーンコール技術開発 ［平成２
８年度～平成３１年度］ 
石炭の効率的利用、環境対応等を目的

として、低品位炭利用や石炭灰利用に関
する調査・技術開発・実証を実施した。 
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   研究開発項目① 低品位炭利
用促進事業 
（１）低品位炭利用促進事業
可能性に関する検討 
炭鉱から製造設備、輸送イ

ンフラ整備及び製品需要者ま
でを含むビジネスモデルの検
討を行い、このビジネスモデ
ルの実現に向けた経済及び技
術面からの課題の抽出と解決
策の策定等の実現可能性調査
を行う。 
（２）低品位炭利用促進技術
開発 
ビジネスモデルの構築に向

け、ビジネスモデルが実現可
能なプラントコストを目指し
た技術開発を行う。 
また、低品位炭利用による

ビジネスモデル実現に資する
基盤技術として、自然発熱に
係るメカニズムや特性評価に
ついて技術開発を行う。 
（３）低品位炭利用促進技術
実証 
褐炭等低品位炭を原料とし

てガス化及び改質する製造プ
ロセス並びに発電システムの
実証試験を実施し、プラント
性能・機器信頼性及び運用性
を確認する。 

 研究開発項目① 低品位炭利用促進事
業 
（１）低品位炭利用促進事業可能性に関
する検討 
ビジネスモデル検討に必要な低品位

炭価格、製品価格及び輸送コストについ
て調査を行った。また、低品位炭の具体
的産炭国を選定し、低品位炭を原料とし
た化学製品等の製造システムの概念設
計を行い、ビジネスモデルの可能性を検
討した。 
（２）低品位炭利用促進技術開発 
ビジネスモデルの構築に向け、技術開

発項目とロードマップが明確化できる
案件について、ビジネスモデルが実現可
能なプラントコストを目指した技術開
発を実施した。 
また、低品位炭利用によるビジネスモ

デル実現に資する基盤技術として、自然
発熱に係るメカニズムや特性評価手法
について技術検討を実施した。 
（３）低品位炭利用促進技術実証 
褐炭等低品位炭を原料としてガス化

や改質する製造プロセス及び発電シス
テムの実証試験を実施し、プラント性
能・機器信頼性、並びに運用性を確認し
た。 

  

   研究開発項目② 石炭利用環
境対策事業 
（１）石炭利用環境対策推進
事業 
石炭利用時に必要な環境対

策に関わる調査を実施する。
また、コールバンクの拡充を
行う。石炭灰基礎調査として、
石炭灰全国実態調査、海外の
石炭灰利用状況調査等を実施
する。 
（２）石炭利用技術開発 
石炭灰やスラグの有効利用

技術に関する開発を実施す
る。 

 研究開発項目② 石炭利用環境対策事
業 
（１）石炭利用環境対策推進事業 
石炭利用時に必要な環境対策に関わ

る調査を実施した。また、コールバンク
の拡充を行った。石炭灰基礎調査とし
て、石炭灰全国実態調査及び海外の石炭
灰利用状況調査等を実施した。 
（２）石炭利用技術開発 
セメントを使用しないフライアッシ

ュコンクリート製造技術の開発を開始
し実用化パートナーの発掘を実施した。 
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 ⅴ）環境・省資源分野 
ａ．フロン対策技術 

代替フロン等４ガス（Ｈ
ＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、ＮＦ
３）については、競争力をよ
り強化するためのシステム
の効率化や、コストダウン
等を視野に入れつつ、新た
な低温室効果冷媒の合成開
発や高効率な空調機器の技
術開発を推進し、併せて低
温室効果冷媒の性能評価及
び安全性評価に取り組むも
のとする。 

（ⅴ）環境・省資源分野 
(a)フロン対策技術 
代替フロン等４ガス（Ｈ

ＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、Ｎ
Ｆ３）については、京都議
定書約束期間後の枠組み
においても、温室効果ガス
排出削減のために積極的
な対策を取ることが求め
られると想定される。特に
冷凍空調機器分野におい
ては、他の分野に比べ今後
１０～２０年間で特定フ
ロンから代替フロンへの
著しい転換が予測されて
いるため、低温室効果冷媒
への代替実現が急務であ
る。 
そのため第３期中期目

標期間では、競争力をより
強化するためのシステム
の効率化や、コストダウン
等を視野に入れつつ、新た
な低温室効果冷媒の合成
開発（新たな低温室効果冷
媒を少なくとも１種類開
発）や高効率な空調機器の
技術開発を推進し、併せて
低温室効果冷媒の性能評
価及び安全性評価（燃焼・
爆発特性やフィジカルハ
ザード等の評価）に取り組
むことで、市中におけるフ
ロン機器の代替を図り、温
室効果ガスの削減により
広くかつ直接的に寄与す
ることを目指す。 

（ⅴ）環境・省資源分野 
１．高効率低ＧＷＰ冷媒を使
用した中小型空調機器技術の
開発 ［平成２８年度～平成３
２年度］ 
 低ＧＷＰ※１冷媒（低温室
効果冷媒）を適用しながら高
効率を達成する中小型空調機
器を実現するための機器及び
冷媒両面からの要素技術の確
立を目的として、以下の研究
開発を実施する。 
 平成２８年度は、新規公募
により実施者を選定して実施
する。 
 なお、国内外の規制動向、
技術開発動向、技術の普及方
策等について情報収集し、実
施者との共有を図るととも
に、事業運営に適切に反映す
る。 

－ （ⅴ）環境・省資源分野 
１．高効率低ＧＷＰ冷媒を使用した中小
型空調機器技術の開発 ［平成２８年度
～平成２９年度］ 
平成２８年度は、下記研究開発項目に

ついて新規公募を実施し、実施体制を構
築した（採択テーマ：８件）。 
研究開発期間を平成２８年度～平成

３２年度（５年間）から平成２８年度～
平成２９年度（２年間）に変更した。 

 
 

 

研究開発項目① 低温室効果
冷媒適用で高効率を達成する
空調機器のための要素技術開
発 
 機器開発として、低温室効
果冷媒を使用する機器の主要
な要素部品（熱交換器、圧縮
機等）の仕様検討、設計等を
行う。冷媒開発として、ＨＦ
Ｏ（※２）系冷媒の分子設計、
合成試作等を行う。また、機
器・冷媒開発についての共通
基盤的な設計・評価手法の技
術開発等を行う。 

－ 研究開発項目① 低温室効果冷媒適用
で高効率を達成する空調機器のための
要素技術開発 
機器開発として、低温室効果冷媒を使

用する機器の主要な要素部品（熱交換
器、圧縮機等）の試作・評価を実施した。
冷媒開発として、新規低温室効果冷媒候
補となるＨＦＯ系混合冷媒の合成試作
及び基本特性評価等を実施した。これら
の成果は、パリ協定における日本のＨＦ
Ｃ※排出削減目標達成に貢献する。 
 
※ＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）：
代替フロンと呼ばれ、オゾン層を破壊
しないが、ＧＷＰの高いフッ素系化合
物。主に、冷凍空調機器の冷媒に使用
される。 

 
 

   研究開発項目② 低温室効果
冷媒の性能、安全性評価 
 低温室効果冷媒に関する共
通基盤的なリスク評価等を検
討・実施する。 
※ １  Ｇ Ｗ Ｐ （ Global 
Warming Potential）：地球温
暖化係数。ＣＯ２を１．０とし
て、温暖化影響の強さを表す。 
※２ ＨＦＯ（ハイドロフル
オロオレフィン）：二重結合を
もつフッ素系化合物。ＧＷＰ
が代替フロンよりも圧倒的に
低い。 

 研究開発項目② 低温室効果冷媒の性
能、安全性評価 
低温室効果冷媒に関する共通基盤的

な冷媒性能評価及び安全性評価等を検
討・実施するため、低温室効果冷媒の候
補であるＨＦＯ系混合冷媒の物性・性能
評価や、可燃性冷媒のルームエアコン使
用に係る安全性データの取得を実施し
た。これらの成果は、低温室効果冷媒適
用空調機器に関する国際標準の提案に
寄与する。 
 

  

 ｂ．３Ｒ分野 
資源確保の観点から、レ

アメタル等の希少資源に関
するリサイクルシステムの
構築に向けた技術開発を実
施することとする。 

また、リサイクル産業の
海外展開に向けた技術の開

(b)３Ｒ分野 
製品からのレアメタル

含有部品の回収について
は、技術的基盤は概ね構築
されつつあるが、対象鉱種
や対象製品に応じて個別
に効率化や低コスト化の
ための技術の開発・実証が

(b)３Ｒ分野 
１．アジア省エネルギー型資
源循環制度導入実証事業 
［平成２８年度～平成３２年
度] 
 リサイクルによる資源・エ
ネルギーの安定供給及び温室
効果ガス削減の達成に向け、

 (b)３Ｒ分野 
１．アジア省エネルギー型資源循環制度
導入実証事業 
リサイクルによる資源・エネルギーの

安定供給及び温室効果ガス削減の達成
に向け、アジア規模での省エネルギー型
資源循環制度の実現を目的に、以下を実
施した。 
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発・実証については、日本国
内（又は他の先進国）と同等
以上の水準を達成すること
を目指すこととする。 

必要な状況である。一方、
レアメタル含有部品から
のレアメタル抽出・精製プ
ロセスについては、効率化
や環境負荷低減を実現す
る新技術の開発の可能性
があり、長期的に取り組む
必要がある。また、最終処
分場の逼迫は長期的課題
として解決が求められて
いる。 
第３期中期目標期間に

おいては、特に資源確保の
観点から、レアメタル等の
希少資源に関するリサイ
クルシステムの構築に向
けた技術開発を実施する。
そのうち次世代自動車か
らのレアアース磁石のリ
サイクルに関しては、国内
で年間１３０トン以上の
磁石を回収可能な技術を
構築する。これにより、代
替材料の開発・普及に要す
るリードタイムを補い、供
給源の多様化による資源
リスクの低減を目指す。 

また、リサイクル産業の
海外新興国における技術
の開発・実証については、
マテリアルリサイクル率
や処理後物の品位等、開発
する技術ごとに適した指
標を設定し、日本国内（又
は他の先進国）と同等以上
の水準を達成することを
目指す。そして、最終処分
場の逼迫への対応につい
ては、技術的観点からの課
題の有無を整理し、必要な
技術開発等の取組を行う。 

アジア規模での省エネルギー
型資源循環制度の実現を目的
に、以下の実証を実施する。 
 相手国において適切な資源
循環制度が構築されるよう、
我が国の自治体等が過去に実
施してきた環境負荷を低減さ
せるノウハウ(政策ツールや
技術・システムなど)につい
て、政策対話等を通じて提供
するとともに、実証事業を通
じてその有効性を検証する。
これにより、相手国への資源
循環に係る制度と技術の一体
的な導入を進める。 
 また、同時に国内において、
動脈産業側と静脈産業側が一
体となった高度な資源循環シ
ステムの構築を目指して、資
源リサイクルの効率化・高度
化を図る研究実証事業を行
う。 
 平成２８年度に資源循環に
資する有望なテーマを採択す
る。 

資源循環に資するテーマを広く一般
から公募し、有望なテーマを海外実証
(実現可能性調査)で２件、国内研究実証
で４件採択した。海外実証においては、
廃電子機器からの鉄・非鉄の分離濃縮技
術と廃棄物の適正処理推進制度を導入
し、金属資源循環システムをバングラデ
シュ国ダッカ市で構築するための調査
等に着手した。国内研究実証において
は、鉄道車両を構成するアルミ合金の水
平リサイクルに向けた破砕技術や選別
技術の開発等を実施した。鉄道車両のリ
サイクルにおいては、鉄道車両の一次破
砕試験を実施し、アルミ、鉄、その他部
材の形状や構成比率を確認し、後工程と
なるより精緻な破砕試験及び選別試験
の実施に有用な知見を得た。 

 ｃ．水循環分野 
要素技術開発において

は、水処理システムの長期
安定化運転等の実証による
競争力強化を目指すことと
する。また、国内の中小企業
等を対象とした暫定排水基
準解除のための技術確立を
推進することとする。さら
に、国内における要素技術
の開発にとどまらず、国内
外への展開を支援すること
とする。 
 

（ｃ）水循環分野 
産業競争力強化に資す

る水循環要素技術開発を
実施するとともに、実証研
究等により海外市場への
参入を支援し、国際競争力
の強化を図ることが重要
である。 
第３期中期計画期間中

においては、要素技術開発
について、水処理技術の高
度化・省エネルギー化等に
取り組むほか水処理シス
テムの長期安定化運転等
の実証による競争力強化
を目指す。 
また、国内の中小企業等

を対象に、水質汚濁防止法
に基づく排水規制対象物
質を高効率かつ低コスト
に処理可能な要素技術の

（ｃ）水循環分野 
（該当プロジェクトなし） 

－ （ｃ）水循環分野 
（該当プロジェクトなし） 
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確立を推進する。 
さらに、国内における要素
技術の開発にとどまらず、
国内水関連企業の保有す
る膜分離活性汚泥法（ＭＢ
Ｒ）等の個別要素技術のパ
ッケージ化を促進させ、省
エネ性等の国際競争力を
有する水処理システムを
確立し、国内外への展開を
支援する。 

 ｄ．環境化学分野 
将来にわたっても持続的に
化学製品を製造するために
必要なグリーン・サステイ
ナブルケミストリー（ＧＳ
Ｃ）プロセスの技術開発を、
引き続き行うこととする。 

（ｄ）環境化学分野 
日本の化学産業は、国際

的に高い技術力と競争力
を有し、経済社会の発展を
支えている一方で、地球温
暖化問題、資源枯渇問題が
現実化しつつある中で
様々な課題を抱えている。
例えば、国内の化学関連産
業の二酸化炭素排出量は、
年間約０．５億トンで、製
造業全体の約１５％を占
め、鉄鋼業に次ぐ第２位と
なる等、化学品の高機能化
に伴う製造プロセスの多
段化によるエネルギー消
費増が喫緊の課題となっ
ている。 
これらの問題を克服し、

持続的社会を実現するた
めに日米欧においてグリ
ーン・サステイナブルケミ
ストリー（ＧＳＣ）への取
組が活発に行われている。
具体的には、これまでのエ
ネルギー大量消費・廃棄型
生産プロセスから脱却し
て、持続的な生産が可能な
クリーンなプロセスによ
る供給体制を構築しよう
とするものである。 
第３期中期目標期間中

においては、将来にわたっ
ても持続的に化学製品を
製造するために必要なＧ
ＳＣプロセスの技術開発
を引き続き行う。具体的に
は、資源生産性を向上でき
る革新的プロセスを開発
すべく、①触媒によりナフ
サの分解温度を従来の熱
分解法に比べ２００℃下
げ、基幹物質の生成比率の
制御を可能にするナフサ
接触分解技術（石油化学品
として付加価値の高いエ
チレン、プロピレンの収率
が５０％以上となる触媒
を開発する。）、②イソプロ
ピルアルコールや酢酸か

（ｄ）環境化学分野 
１．二酸化炭素原料化基幹化
学品製造プロセス技術開発 
[平成２６年度～平成３３年
度] 
 太陽エネルギーを利用し
て、水から水素を製造し、こ
の水素と二酸化炭素からプラ
スチック原料等となる基幹化
学品を高選択的に製造するこ
とを目的として、以下の研究
開発を実施する。 

－ （ｄ）環境化学分野 
１．二酸化炭素原料化基幹化学品製造プ
ロセス技術開発 [平成２６年度～平成
３３年度] 
太陽エネルギーを利用して、水から水

素を製造し、この水素と二酸化炭素から
プラスチック原料等となる基幹化学品
を高選択的に製造することを目的とし
て、以下の研究開発を実施した。 

  

  研究開発項目①ソーラー水素
等製造プロセス技術開発 
（１）光触媒や助触媒及びこ
れらのモジュール化技術等の
研究開発 
光触媒については、重点的

に研究開発を行う材料系候補
の絞り込み及び合成方法の最
適化を継続して行う。また、
光触媒の活性劣化の要因につ
いて、実験とシミュレーショ
ンの両方からの解明を継続
し、光触媒の寿命を向上させ
る。また、候補となる光触媒
に最適な助触媒材料の探索や
性能向上を検討し、光触媒へ
の助触媒材料の担持方法の確
立を継続して目指す。これら
により、光触媒の太陽エネル
ギー変換効率３％を達成する
とともに、平成２７年度に策
定した光触媒の寿命の数値目
標を達成する。モジュール化
技術では、分離膜分野との連
結整合性を考慮し、光触媒の
性能を維持可能でかつ安全性
を考慮したモジュール構造及
び構成の個別要素技術を確立
する。 
（２）水素分離膜及びモジュ
ール化技術等の研究開発 
ゼオライト系、シリカ系及

び炭素系のそれぞれについ
て、使用条件を考慮して抽出
した候補材料の更なる改良を
継続して行う。それにより、
平成２７年度に設定した分離
性能の目標を達成する分離膜

－ 研究開発項目①ソーラー水素等製造プ
ロセス技術開発 
（１）光触媒や助触媒及びこれらのモジ
ュール化技術等の研究開発 
光触媒については、前年度に引き続

き、各材料系において組成制御と高品質
化の検討を行った。具体的には、波長５
００～６００ｎｍに吸収端を持つ材料
系の知見を利用して、波長６００～７０
０ｎｍ以上に吸収端を持つ材料系の検
討、最適化を継続し、平成２８年度の中
間目標である太陽エネルギー変換効率
３％を達成した。また、活性劣化要因に
ついての解析を継続し、前年度に策定し
た光触媒寿命の数値目標を達成した。さ
らに、モジュール化を視野に入れて、重
点的に研究開発を行う材料系候補をあ
る程度絞り込んだ。また、前年度に引き
続き、候補となる光触媒材料系に対して
最適な助触媒材料系の探索や性能向上
を検討し、光触媒と助触媒の界面の設計
等についてコンタクト層を含めた光触
媒への助触媒材料の担持方法の確立を
図った。 
モジュール化技術において、光触媒モ

ジュールの設計等については、前年度に
引き続き、分離膜モジュールとの連結整
合性を考慮して研究開発を進めた。具体
的には、光触媒モジュールの最小単位と
なる光触媒パネル及びパネルを装着し
た反応器全体について、光触媒の性能を
維持しかつ安全性を考慮した構造と構
成の検討を継続した。またモジュール化
のための個別要素技術の確立を図り、小
面積モジュールを試作した。 
（２）水素分離膜及びモジュール化技術
等の研究開発 
水素分離膜の研究開発では、前年度ま

●二段型光触媒シートでは、光触媒の形成プロ
セスとデバイス構造の改良により、植物の光
合成と同等だった開発当初の変換効率と比
べ約１０倍の３．０％を達成。 

 
●開発したＭＴＯ(メタノール-to-オレフィ
ン)反応用の超高耐久性ゼオライト触媒は、
基幹化学品の合成に適した高温スチーム条
件下でも、公知の触媒の２倍以上に相当する
１,５００時間の触媒寿命を達成。 
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ら水を分離する蒸留プロ
セスにおいて、水透過度２
×１０－７ｍｏｌ／（ｍ２ｓ
Ｐａ）、分離係数２００以
上を実現する分離膜技術、
③化学プロセス等から発
生する二酸化炭素等の副
生ガスを高濃度（９９．
９％以上）に分離・濃縮で
きる新規材料を開発し、高
濃縮された二酸化炭素等
を原料として有用な化学
品をクリーンに生産する
ための基盤技術、④微生物
燃料電池システムを工場
廃水処理に用いて、廃水処
理能力が現行の活性汚泥
処理と同等以上で、かつ、
８０％以上の省エネルギ
ーが可能な廃水処理基盤
技術等を確立する。 
さらに、化石資源からの脱
却や低炭素社会の実現の
ためのキーテクノロジー
であり、我が国が世界トッ
プレベルの技術を有する
触媒技術を活用し、国際的
優位性を確保しながら、資
源問題・環境問題を同時に
解決することを目指して
新規なＧＳＣプロセスの
技術開発を実施する。 
 

材料を開発し、分離膜の候補
材料を確定する。分離膜のモ
ジュール化技術の検討では、
爆発範囲外方式及び着火非拡
大方式に関して、分離膜候補
材料の性能を反映させる。そ
れにより、安全に水素と酸素
の混合気体を分離できるモジ
ュール構造及び仕様の明確化
を図る。 

での結果を踏まえ、ゼオライト系、シリ
カ系、炭素系のそれぞれの膜材料系で抽
出した候補膜材料について、更なる高性
能化のための改良を継続して行った。こ
れにより、平成２８年度の分離性能の自
主目標値を達成する分離膜の候補材料
を確定した。分離膜のモジュール化技術
では、爆発範囲外方式及び着火非拡大方
式の２つの分離方式に関して、前年度ま
でに検討を行ってきたモジュール基本
形状等に、分離膜候補材料の性能を反映
させた。それにより安全に水素と酸素の
混合気体を分離できるモジュール構造
及び基本仕様の明確化を図った。 

  研究開発項目② 二酸化炭素
資源化プロセス技術開発 
低級オレフィン高選択性Ｆ

Ｔ合成反応及びＦＴ合成反応
／クラッキング反応の２方式
においては、副生ＣＯ２の抑制
による収率向上を目指した触
媒及びプロセスの改良を継続
し、基盤技術を確立する。メ
タノール合成／ＭＴＯ反応方
式においては、触媒及びプロ
セスの改良と併せて、小型パ
イロット設備の製作及び設置
を完了し、次期パイロットプ
ラントの設計に有用なデータ
の取得及びプロセス評価を完
了する。上記取組により、投
入された二酸化炭素由来の炭
素のオレフィンへの導入率８
０％（ラボレベル）を達成す
るとともに、小型パイロット
規模でのプロセスを確立す
る。 

－ 研究開発項目② 二酸化炭素資源化プ
ロセス技術開発 
低級オレフィン高選択性ＦＴ合成反

応、ＦＴ合成反応／クラッキング反応の
２つの方式については、副生するＣＯ２

の抑制による収率向上を目指した触媒
及びプロセスの改良を継続し、実証化計
画時に有用な触媒及びプロセス技術と
して、その基盤技術を確立した。 
メタノール合成／ＭＴＯ反応方式に

ついては、プロセスの改良と合わせて、
工業化を考慮した触媒の大量製造方法
の改良を行うとともに、小型パイロット
設備の製作及び設置を完了し、次期パイ
ロットプラントの設計に有用なデータ
の取得及びプロセス評価を完了した。 
上記取組により、投入された二酸化炭

素由来の炭素のオレフィンへの導入率
８０％（ラボレベル）を達成するととも
に、小型パイロット規模でのプロセスを
確立した。 

 

  

  ２．有機ケイ素機能性化学品
製造プロセス技術開発 [平
成２６年度～平成３３年度］ 
 我が国の有機ケイ素工業が
抱えるエネルギー面及びコス
ト面の問題を解決し、安定的
に高機能な有機ケイ素部材を
提供するための革新的触媒技
術及び触媒プロセス技術の確
立を目的として、以下の研究
開発を実施する。 

－ ２．有機ケイ素機能性化学品製造プロセ
ス技術開発 [平成２６年度～平成３３
年度］ 
我が国の有機ケイ素工業が抱えるエ

ネルギー面及びコスト面の問題を解決
し、安定的に高機能な有機ケイ素部材を
提供するための革新的触媒技術及び触
媒プロセス技術の確立を目的として、以
下の研究開発を実施した。 
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   研究開発項目① 砂からの有
機ケイ素原料製造プロセス技
術開発 
アルコールとケイ砂（ＳｉＯ
２）の反応について、ケイ砂
等の原料の種類や反応条件の
検討を進めるとともに、プロ
セス開発を行う。アルコキシ
シランの変換については、水
素による還元反応やアルキル
化反応等の検討を継続する。
砂等の原料の部分構造を保持
した変換については、原料種、
触媒等の検討を継続する。高
活性ケイ素化学種を用いる新
規製造法の検討を継続し、有
効性を見極める。プラズマ利
用技術等の可能性について検
討を継続する。 
以上の検討により、ケイ砂を
原料に用いる際の技術課題を
抽出するとともに、反応経路
と触媒の有望な組合せを絞り
込む。 

 研究開発項目① 砂からの有機ケイ素
原料製造プロセス技術開発 
アルコールとケイ砂（ＳｉＯ２）の反応

について、ケイ砂を原料に用いる際の技
術課題を抽出し、反応経路と触媒につい
て有望な組合せを絞り込むことに成功
した。さらに、砂とアルコールの反応に
より、テトラアルコキシシランを高収率
で得る実用的な反応経路を見出すなど、
目標を大きく上回る成果を得た。また、
プロセスシミュレーションにより、テト
ラアルコキシシランの製造コストが、金
属ケイ素を経由した従来法に比べ優位
である可能性を示した。これらにより、
工業化へ向けた技術の検討を６ヶ月前
倒しで着手できる見通しが得られた。 
アルコキシシランの変換については、

更なる検討を行う価値のある触媒や反
応経路の候補を絞り込むことができた。
また、固体触媒及び均一系触媒において
も更なる検討を行う価値のある候補を
絞り込み、目標をほぼ達成した。 
砂等の原料の部分構造を保持した変

換については、砂由来のＱ単位構造を基
本構造とするビルディングブロック型
から有機ケイ素原料を製造する手法の
開発として、更なる検討を行う価値のあ
る触媒や反応経路の候補を絞り込み、低
収率ながらもケイ酸塩骨格を部分的に
切り出すことに成功し、目標をほぼ達成
した。 
高活性ケイ素化学種を用いる新規製

造法の検討を継続し、製造法の手法の有
効性について見極めを行ったが、高活性
ケイ素化学種を経由する製造法は有機
ケイ素原料製造法としては不適である
と判断した。 
プラズマ利用技術等の可能性につい

て検討を継続し、合成経路の可能性につ
いて技術調査に基づき予備的検討を行
った。 

●高価な原料を使わず短時間かつ高収率な有
機ケイ素基幹原料合成プロセスを開発した
ことで、平成２６年度時点と比べ約１／３の
コスト低減を実現。 

 
●また、使用する無機脱水剤は有機ケイ素原材
料から容易に分離できるため、回収や再利用
も可能なサステイナビリティに優れたプロ
セスを実現。 

 

   研究開発項目② 有機ケイ素
原料からの高機能有機ケイ素
部材製造プロセス技術開発 
ヒドロシリル化反応用の触

媒開発に関しては、それぞれ
の触媒の特性に合わせた反応
系を定めて、触媒、反応条件
等の検討を継続するととも
に、一部の触媒についての固
定化検討を継続する。カップ
リング反応について触媒種、
反応条件等の検討を継続す
る。 
シラノール合成法及び分析

法の改良を進め、多種のシラ
ノール類を原料として扱える
ようにする。また、これらを
原料とした反応を引き続き検
討する。非対称アルコキシシ
ランを原料とする構造制御ポ
リシロキサンの製造法につい

 研究開発項目② 有機ケイ素原料から
の高機能有機ケイ素部材製造プロセス
技術開発 
ヒドロシリル化反応用の触媒開発に

ついて、アリル化合物のヒドロシリル化
などについて有効な反応経路や触媒の
組合せを絞り込むことにより、世界最高
性能の鉄触媒を開発し、工業的重要性の
高いアリル系等の基質に有効な触媒開
発等に成功し、目標を達成した。 
触媒固定化検討について、その技術の

有効性について工業的な有用性の観点
も含め見極めを行うとともに、ヒドロシ
リル化反応等に有効な鉄錯体触媒固定
化の検討を行い、分析結果から鉄錯体が
担持されていることを確認し、目標を達
成した。 
シラノール合成法及び分析法の改良

について、不安定なシラノールを合成・
単離する製造プロセスの開発に成功し
た。また、シラノール原料を用いた構造
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ても、引き続き検討する。ク
ロスカップリング反応に関し
ては、原料としてアシロキシ
シランを用いた反応等につい
て検討を継続する。 
モノシランの脱水素カップ

リング反応について、触媒活
性、選択性及び触媒寿命の向
上のための検討を継続する。 
以上の検討により、工業化の
ための課題を抽出するととも
に、今後更に取り組んでいく
反応経路と触媒について有望
な組合せを絞り込む。 

制御されたオリゴおよびポリシロキサ
ン合成に関し、生成したポリシロキサン
の構造を解析し、重合条件の最適化を行
うことで、構造が制御された直鎖状ポリ
シロキサンの合成法を確立した。各種非
対称アルコキシシランを原料とした反
応に関し、それらの反応性の違いを明ら
かにし、アルコキシ基の新しい変換反応
を見出した。クロスカップリング反応に
関し、アシロキシシラン類を用いた反応
条件や精製条件について改良を行い、生
成物の単離収率を向上させた。また、原
料の種類を拡張して、新しい構造の環状
オリゴシロキサンを合成した。さらに、
構造制御されたレジン構造、ポリシロキ
サン、及びオリゴシロキサンの形成に有
効な反応経路と触媒の組合せを絞り込
むことにより、反応性官能基を持つシロ
キサンオリゴマーの高選択合成法開発、
およびシロキサンポリマーの構造を精
密に制御できる実用的な触媒反応開発
に成功し、目標を大きく上回る成果を達
成した。 
モノシランの脱水素カップリング反

応について、工業的な有用性の観点も含
めて有効な触媒を絞り込むことにより、
モノシランの脱水素カップリングにお
いて実用化に耐え得る収率、選択性及び
寿命を有する触媒を見いだし、目標を大
きく上回る成果を達成した。 

 ｅ．民間航空機基盤技術 
環境負荷低減、運航安全

性向上等の要請に対応した
航空分野の基盤技術力の強
化を図るための技術の開
発・実証試験等を行うこと
とする。 

（ｅ）民間航空機基盤技術 
環境負荷低減、運航安全

性向上等の要請に対応し
た航空分野の基盤技術力
の強化を図るため、操縦容
易性の実現による運航安
全性の向上等を可能とす
る技術の開発及び実証試
験等を実施する。 

（ｅ）民間航空機基盤技術 
１．航空機用先進システム実
用化プロジェクト [平成２
７年度～平成３１年度] 
航空機の安全性・環境適合

性・経済性に対応した、安全
性が高く軽量・低コストな航
空機用先進システムを開発す
ることを目的に、以下の研究
開発項目について事業を実施
する。また、研究開発項目⑥、
⑦について、追加公募を行う。 

－ （ｅ）民間航空機基盤技術 
１．航空機用先進システム実用化プロジ
ェクト 
研究開発項目⑥及び⑦について公募

を実施し、平成２８年７月から研究開発
を実施した。研究開発項目ごとの業務実
績については以下の通り。 

 
 

   研究開発項目① 次世代エン
ジン用熱制御システム研究開
発 
ＡＳＡＣＯＣ/ＨＦＣＯＣ/

ＯＦＣＶの試作品の形状を定
め、性能・強度が仕様を満足
することを計算・解析により
確認する。また、必要に応じ
てスケールモデルを製作し、
試験による検証を行う。 

－ 研究開発項目① 次世代エンジン熱制
御システム研究開発 
エンジンメーカーとの意見交換を踏

まえ、オイルクーラー（ＡＳＡＣＯＣ/Ｈ
ＦＣＯＣ）及び流量調節バルブ（ＯＦＣ
Ｖ）の仕様を確定した。また、平成２７
年度に引き続き、軽量及び低コストを実
現するためのオイルクーラーの製造方
法や材料について、調査検討及び解析・
試験による性能確認を行った。さらに、
最適化ツールを用いてオイルクーラー
のフィン形状の最適化検討を行い、従来
よりも性能が向上する形状を見出した。 

  

   研究開発項目② 次世代降着
システム研究開発 
脚揚降システムは、温度試

験及び振動試験を実施し、環
境試験への適合性について確
認する。また、振動試験結果

－ 研究開発項目② 次世代降着システム
研究開発 
脚揚降システムについては、振動試験

において、解析結果と試験結果を比較
し、解析結果が妥当であることを確認す
るとともに、振動要求に適合する範囲で
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から強度余裕を見積もり、強
度最適化による質量軽減の検
討を行う。電動タキシングシ
ステムは、インホイール・モ
ータの小型軽量化及び高出力
化のため、損失低減検討及び
強度検討を行う。また、タキ
シングシステムの制御方法及
び脚への取り付け方法につい
ての検討を行う。また、電磁
ブレーキシステムは、電磁ブ
レーキに適応した電磁流体の
開発を行う。また、電磁ブレ
ーキの非使用時における抵抗
低減について、要素試験によ
る検証を行う。 

質量軽減を図り、強度面での最適化を行
った。また、ポンプについては、トルク
効率の改善（すなわち耐久性の向上）を
目的として３種類の改善案について試
作・評価を行い、改善効果を確認した。
さらに、電動アップロックについては、
概念設計を完了し、基本設計に着手し
た。 
電動タキシングシステムについては、

インホイール・モータの小型軽量化及び
高出力化の検討において、更なる損失の
低減検討のためモータ方式を改良し、想
定しているホイール内に装着可能な目
途を得た。また、モータの制御方式につ
いて、制御解析用の機体運動シミュレー
ションモデルを構築し、制御ロジックの
構築に着手した。さらに、脚振動（シミ
ー振動）を考慮した機体運動シミュレー
ションモデルの作成に着手した。 
電磁ブレーキシステムについては、電

磁ブレーキに適した電磁流体の特性改
善に関する調査・検討を行い、文献調査
の結果、磁性微粒子に特殊な表面処理を
施すことにより、非使用時のトルクが低
い電磁流体が得られる可能性のあるこ
とを確認した。また、電磁ブレーキの冷
却方式について検討し、シミュレーショ
ンにより冷却効果を検証した。さらに、
電磁ブレーキのディスクを多板とした
ブレーキ構造の概略検討、及びブレーキ
全体構造の検討を完了した。 

   研究開発項目③ 次世代コッ
クピットディスプレイ研究開
発 
ディスプレイモジュール及

びタッチパネルの部分試作品
の製作・評価を行う。また、次
世代コックピットディスプレ
イのプロトタイプの設計・製
作を行う。 

－ 研究開発項目③ 次世代コックピット
ディスプレイ研究開発 
大画面・任意形状ディスプレイモジュ

ール及び当該ディスプレイモジュール
適応型タッチパネルについて、数種類の
方式について部分試作品の製作し、ディ
スプレイモジュールに求められる仕様
に基づく評価を行った。また、平成２７
年度に受けた外部有識者によるレビュ
ーの結果を踏まえて開発標準を修正す
るとともに、ハードウェア認証取得の第
１フェーズで必要となる文書を作成し、
外部有識者によるレビューを行った。 

  

   研究開発項目④ 次世代空調
システム研究開発 
二相流体熱輸送システム

は、Active Pump 方式及び
Passive Pump 方式について、
試作品の詳細設計を完了し、
試験により特性データを取得
する。また、スマート軸流フ
ァンは、モータ及び制御回路
の詳細設計並びに製作を行
う。また、動翼の試作品に対
して試験を行い、特性データ
を取得する。 

－ 研究開発項目④ 次世代空調システム
研究開発 
二相流体熱輸送システムについては、

Active Pump 方式において、構成要素（熱
交換器、ポンプ等）及び要素試験装置を
設計・製作し、構成要素の試験評価を行
った結果、消費電力低減の目標達成の目
途を得た。また、Passive Pump 方式につ
いて、構成要素及び要素試験装置を設
計・製作し、構成要素の試験評価を行っ
た結果、特定の仕様条件に対して熱輸送
量の目標達成の目途を得た。また、シス
テムの作動特性の試験、及び顧客デモを
目的とした小型システムを設計・製作し
た。 
スマート軸流ファンについて、構成要

素である翼車において、作動範囲が広く
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高効率な翼車の二次試作品を設計・製作
し、試験評価を行うことにより、翼車の
性能向上を確認するとともに、製造コス
ト低減について検討した。また、モータ
及び制御回路については、小型化・製造
コスト低減の検討を行うとともに、基本
特性取得のための試作を行った。 

   研究開発項目⑤ 次世代飛行
制御/操縦システム研究開発 
ピトー管については、量産

型ピトー管を設計・製作し、
認証取得に向けた準備を行
う。また、操縦バックアップ
システムについては、システ
ム構想設計を完了し、詳細設
計に着手する。 

－ 研究開発項目⑤ 次世代飛行制御/操縦
システム研究開発 
ピトー管については、構成要素である

ヒータの耐久試験（短周期）を実施し、
性能にばらつきがないことを確認する
とともに、プロトタイプを設計・製作し、
着氷試験による性能評価を行った。ま
た、モータコントローラについては、汎
用品を用いて有負荷時の基本的な制御
技術を習得し、実機搭載品の設計及び制
御アルゴリズムのノウハウを得た。さら
に、操縦バックアップシステムについて
は、システムの構想設計が完了し、詳細
設計に着手した。 

  

   研究開発項目⑥ 次世代自動
飛行システム研究開発 
自動飛行システムの構成要

素となる画像処理システムの
試作及び舵面故障シナリオの
作成を行い、画像による故障
検出及び自動着陸が適切に行
われるかをシミュレーション
により評価する。 

 研究開発項目⑥ 次世代自動飛行シス
テム研究開発 
ＧＰＳ／ＩＬＳ異常時の自動着陸シ

ステムについては、画像システム試作品
における画像センサー仕様及び全体仕
様を策定するとともに、原理確認用のマ
ルチコプターに当該試作品を搭載して
飛行実験を行うことにより、画像システ
ムの機能・性能を確認した。また、無人
機の自動着陸に関して、位置検出・自動
着陸の制御アルゴリズムを検討し、シミ
ュレーションを実施するとともに、小型
の無人機による飛行試験を行った。さら
に、ＧＰＳ／ＩＬＳの通常動作時おける
誤差モデルの構築に着手した。 
舵面故障時の飛行維持システムにつ

いては、舵面の故障状態を検知するシス
テムにおいて、画像システム試作品の仕
様を決定し、舵面状態の検知アルゴリズ
ム検討に着手した。また、飛行維持シス
テムについては、特定の舵面故障状態に
対する制御アルゴリズムを開発し、シミ
ュレーションにより効果を確認した。さ
らに、実験用航空機の機体運動シミュレ
ーションモデルの設計仕様を検討し、設
計仕様に基づいたシミュレーションツ
ールの作成に着手した。 
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   研究開発項目⑦ 次世代エン
ジン電動化システム研究開発 
高温に耐えうる高耐熱電動

機の試作・評価を行う。また、
エンジン内蔵型電動機を実現
するための統合システムの設
計を行う。 

 研究開発項目⑦ 次世代エンジン電動
化システム研究開発 
高耐熱電動機については、電動機から

の排熱を効率良く行うための巻線熱構
造のシステム仕様について検討を行う
とともに、電動機における発熱部位を特
定した。また、高耐熱を実現するための
被膜について、耐熱性を評価するため、
高温炉を用いた温度試験を実施した。 
効率の良い排熱システムについては、

エンジン内蔵型電動機を核としたエン
ジン電動化システム実現に向けて、エン
ジン軸直結様式、従来のエンジン排熱シ
ステム及び空調システムとの連携につ
いて検討するため、システム系統設計に
関する技術動向や、当該システムに必要
な熱交換器のサイズ、空調システムの仕
様について調査した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出ている

ことから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （産業技術分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

 ⅵ）電子・情報通信分野 
技術革新のスピード、ビ

ジネス環境の変化等を踏ま
えつつ、我が国経済・社会
の基盤としての電子・情報
通信産業の発展を促進する
ため、電子デバイス、家電
ネットワーク／コンピュー
ティングに関する課題につ
いて、重点的に取り組むも
のとする。電子デバイスに
ついては、我が国の電子関
連企業の競争力向上と新市
場開拓のために、低消費電
力、高速処理、高信頼性、
設計期間の短縮化等のデバ
イス技術開発等を推進する
こととする。家電（ディス
プレイ、有機トランジスタ、
照明等）については、低消
費電力化、軽量化、低コス
ト化等を目指した技術開発
等を行うこととする。ネッ
トワーク／コンピューティ
ングについては、通信機器
やサーバにおける高速、低
消費電力化等のニーズに対
応するため、光・電子融合
技術等を中心とした技術開
発を行うとともに、それら
を組み合わせたシステム開
発等を行うこととする。さ
らに、情報通信機器等にお
けるシステムとしての低消
費電力性能を大幅に向上す
るため、集積回路内の電力
消費制御等に係る技術開発
を行うこととする。 

（ⅵ）電子・情報通信分野 
電子・情報通信産業で

は、半導体・ディスプレイ
等のデバイス技術の進展、
高速ネットワークの普及
等により、スマートフォ
ン、タブレットなど携帯機
器とそれらを用いたアプ
リケーションが広がって
いる。同時に、クラウドの
普及によりビッグデータ
の活用の可能性が高まっ
ており、従来の情報技術
（ＩＴ）の枠を超えた他の
産業との融合による新た
なビジネス創造が期待さ
れている。 
他方で、新興国の企業の

台頭や投資の大規模化に
より、世界的に競争環境が
一段と激化しており、さら
に、ＩＴ化の進展を通じた
情報処理量の増大による
エネルギー需要の増大も
引き続き重要な課題とな
っている。 

第３期中期目標期間中
では、このような技術革新
のスピード、ビジネス環境
の変化等を踏まえつつ、我
が国経済・社会の基盤とし
ての電子・情報通信産業の
発展を促進するため、電子
デバイス、家電、ネットワ
ーク／コンピューティン
グに関する課題について、
重点的に取り組むことと
し、以下の技術開発を推進
する。 

（ⅵ）電子・情報通信分野 
 

－ （ⅵ）電子・情報通信分野 
 
 

＜自己評価の根拠＞ 
 

 

  （ａ）電子デバイス 
我が国の電子関連企業

の競争力向上と新市場開
拓のために、低消費電力、
高速処理、高信頼性、設計
期間の短縮化等のデバイ
ス技術開発を推進する。 
日本企業が競争力を有

するメモリ分野等におい
ては、大容量化及び低コス
ト化に対応していくため、
極端紫外光（ＥＵＶ）等を
用いた最先端の１１ｎｍ

（ａ）電子デバイス 
１．低炭素社会を実現する次
世代パワーエレクトロニクス
プロジェクト ［平成２１年
度～平成３１年度］ 
研究開発項目① 低炭素社

会を実現する新材料パワー半
導体プロジェクト 
本事業では、Ｓｉパワーデ

バイスについて、従来技術の
延長線上にない新世代Ｓｉパ
ワーデバイスを開発すること
を目的に、以下の研究開発を

－ （ａ）電子デバイス 
１．低炭素社会を実現する次世代パワーエ
レクトロニクスプロジェクト ［平成２１
年度～平成３１年度］ 
研究開発項目① 低炭素社会を実現す

る新材料パワー半導体プロジェクト 
（１０）新世代Ｓｉパワーデバイス技術開
発 
平成２７年度に開発したＩＧＢＴ作製

プロセスと高耐圧終端プロセスのインテ
グレーションを行い、１ｋＶ系の高耐圧・
大電流ＩＧＢＴの試作を行った。また、ウ
エハ・プロセス評価では、ウエハ成長時の

●昇圧コンバータを使わない車載向けＳｉ
Ｃインバータを開発し、従来比１／３の
電力損失実現。 

 
●耐圧６．５ｋＶのＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴ
を開発し、電流密度従来比２倍を達成。 
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以細の微細加工技術につ
いて検査技術、レジスト材
料等の開発を進める。ま
た、現在のフラッシュメモ
リよりも高速で動作可能
な高速不揮発メモリやマ
イコン等との混載用デバ
イス等の開発を推進する。 
また、ロジック分野にお

いては、低電圧動作や高速
不揮発メモリとの混載等
により消費電力を１／１
０に低減する低消費電力
技術等の開発を行う。 
さらに、パワー半導体の

分野では、社会的にニーズ
の高い低損失化を目指し
て、従来のシリコン（Ｓｉ）
への代替が期待される炭
化シリコン（ＳｉＣ）、窒化
ガリウム（ＧａＮ）等の半
導体について、６インチウ
エハの成長技術、従来のＳ
ｉと比べて電力損失が１
／１００となるデバイス
製造技術、高温動作（２０
０℃以上）でも使用可能な
抵抗器・コンデンサ等受動
部品の開発等を推進する。 
半導体の実装技術につ

いても注力する。半導体の
微細加工技術も限界が近
づいてきていることから、
三次元実装技術等を開発
し、チップ配線長の大幅な
短縮化、データ伝送量の増
大を図ることで、高速処
理、多機能集積化、低消費
電力化が可能となるデバ
イスを開発する。 

実施する。 
（１） 高品質・大口径ＳｉＣ
結晶成長技術開発／革新的Ｓ
ｉＣ結晶成長技術開発 
（２） 大口径ＳｉＣウエハ加
工技術開発 
（３） ＳｉＣエピタキシャル
膜成長技術（大口径対応技術
／高速・厚膜成長技術） 
（４） ＳｉＣ高耐圧スイッチ
ングデバイス製造技術 
 平成２６年度終了。 
（５） ＳｉＣウエハ量産化技
術開発 
（６） 大口径ＳｉＣウエハ加
工要素プロセス検証 
（７） ＳｉＣ高耐圧大容量パ
ワーモジュール検証 
（８） 大口径対応デバイスプ
ロセス装置開発 
 平成２４年度終了。 
（９） 高耐熱部品統合パワー
モジュール化技術開発 
平成２６年度終了。 

（１０）新世代Ｓｉパワーデ
バイス技術開発 
新世代Ｓｉパワーデバイス

を開発するために、平成２７
年度までの成果であるＩＧＢ
Ｔ作製プロセスと高耐圧終端
プロセスのインテグレーショ
ンを行い、目標とするパワー
デバイスの先行実証を目指
す。また、高耐圧・大電流ＩＧ
ＢＴデバイスの試作及び評価
（１ｋＶ系、３ｋＶ系）を行
う。 
ウエハ・プロセス評価では、

ＩＧＢＴデバイス評価と連携
し、ライフタイムを劣化させ
るプロセス要因を特定すると
ともに、１０μｓ以上のライ
フタイムを有するＩＧＢＴの
動作を示す。ドライブ回路開
発では、試作したＩＧＢＴモ
ジュール／ゲート実装基板／
低電圧駆動ゲートドライブＩ
Ｃ／インターフェース内蔵周
辺回路と組合せ、平成２７年
度にシミュレーション実証し
たノイズ耐性の３倍化とゲー
ト波形制御の実証を行う。 

炭素濃度を低減し、高温プロセスを経ても
ライフタイムが大幅には劣化しないこと
を示した。ドライブ回路開発では、試作し
たＩＧＢＴモジュール／ゲート実装基板
／デジタルゲートドライブＩＣ／インタ
ーフェース内蔵周辺回路と組み合わせ、ノ
イズ耐性とゲート波形制御の実証を行っ
た。 

   研究開発項目② 次世代パ
ワーエレクトロニクス技術
開発（グリーンＩＴプロジェ
クト） 
平成２４年度終了。 

－ 研究開発項目② 次世代パワーエレクト
ロニクス技術開発（グリーンＩＴプロジ
ェクト） 
平成２４年度終了。 

  

   研究開発項目③ 次世代パ
ワーエレクトロニクス応用
システム開発 
 次世代パワーエレクトロニ

－ 研究開発項目③ 次世代パワーエレクト
ロニクス応用システム開発 
（１）次世代パワーエレクトロニクス応用
システム開発の先導研究 
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クス応用システムに関する
技術の開発を目的に、以下の
研究開発を実施するととも
に、民間企業等が実施する実
用化開発を支援する。 
（１）次世代パワーエレクト
ロニクス応用システム開発の
先導研究 
新材料パワーデバイスを用

いた革新的な応用システムの
コンセプト実証に取り組み、
実証を通じて、今後の技術的
課題の抽出等を行う。 
（２）次世代パワーエレクト
ロニクス応用システム開発の
実用化助成 
新材料パワーデバイスを用

いたインバータ等の実現に必
要となる材料、設計技術、実
装技術等の開発に向けた要素
技術の研究開発と統合技術の
研究開発に取り組む。また、
その開発状況を評価すること
で最終目標達成のための課題
を抽出し、解決の技術的見通
しを明確にする。 

２年間の最終年度に当たり、各６テーマと
もに当初目標の達成を確認した。さらに次
年度以降の助成での継続についてステー
ジゲート評価を実施し、継続希望３テーマ
のうち１テーマを採択した。 
（２）次世代パワーエレクトロニクス応用
システム開発の実用化助成 
２電源２インバータ方式の電動システム
開発については、実車にて検証を実施し、
全ての開発項目で予定通りの進捗を確認
した。６．５ｋＶモジュール開発について
は、試作評価においてＳｉと比較しＳｉＣ
では出力密度が２倍であることを確認し、
アセンブリー性、絶縁性も目標達成を確認
した。パワーモジュール製品の実用化とそ
の短期納入のための生産システムの構築
については、モジュール試作ライン構築な
ど順調な開発を確認した。デバイスについ
ては、競争力強化に向けトレンチＭＯＳの
組み込みを実施した。また、当初平成３１
年末までの延長予定を平成２９年度末ま
でに短縮し、早期実用化を図る。 

   ２．次世代スマートデバイス
開発プロジェクト ［平成２
５年度～平成２９年度］ 
次世代交通社会の実現に必

須となるエレクトロニクス技
術の開発を目的に、以下の研
究開発を実施するとともに、
民間企業等が実施する実用化
開発を支援する。 
 

研究開発項目① 車載用障害
物センシングデバイスの開発 
（１）平成２７年度に試作し
たアレー状の受光デバイス及
び回路をベースに、大規模ア
レー測距センサデバイス及び
回路を設計し、シミュレーシ
ョンにより成立性を検証す
る。 
（２）平成２７年度までに開
発した三次元積層プロセスの
各要素技術について、車載信
頼性確立のための課題抽出及
びプロセス条件のブラッシュ
アップを図る。 
（３）平成２７年度に製作し
た、高出力ＬＤ、電子スキャ
ナ、アレー状受光デバイス、
受発光レンズ及び同期制御マ
イコンボードから成る一体型
測距センサモジュールを試作
し、動作検証を行う。 

－ ２．次世代スマートデバイス開発プロジェ
クト ［平成２５年度～平成２９年度］ 
研究開発項目① 車載用障害物センシン
グデバイスの開発 
（１）平成２７年度に試作した１２８画素
アレー状の受光デバイス及び回路をベー
スに、３，１２０画素の大規模アレー測距
センサデバイス及び回路を設計し、シミュ
レーションにより成立性を確認後、ウエハ
試作に着手した。 
（２）平成２７年度までに開発した三次元
積層プロセスの各要素技術について、車載
信頼性確立のための課題抽出し、課題の解
決及び車載信頼性の評価に着手した。Ｃｕ
メッキＴＳＶの車載信頼性の確認を完了
し、はんだＴＳＶの接続に関する課題解決
の目途を得た。一方三次元積層のプロセス
条件については、印刷ＴＳＶのコスト低
減、生産性向上に寄与するプロセス装置の
設計、部品製造を終え、平成２９年度の信
頼性、コスト検証に目途を付けた。 
（３）一体型測距センサモジュールにおい
て、委託事業で開発中の大規模アレー測距
センサデバイスとともに使用する、高出力
ＬＤ、電子スキャナ、受発光レンズ及び同
期制御マイコンボードの設計、試作、動作
検証を完了した。 

 
 



Ⅰ－2－69 

   研究開発項目② 障害物検
知・危険認識アプリケーショ
ンプロセッサの開発 
 平成２７年度終了。 

 研究開発項目② 障害物検知・危険認識ア
プリケーションプロセッサの開発 
 平成２７年度終了。 

  

   研究開発項目③ プローブデ
ータ処理プロセッサの開発 
（１）平成２７年度までに基
本仕様の設計を終えた三次元
プロセッサに関し、レイアウ
ト設計を完了させ、タイミン
グ、ＰＩ、ＳＩ等の観点での
検証により製造可能なことを
確認し、その半導体ウエハの
試作等を開始する。 
（２）平成２７年度までに得
られた成果を基に、パッケー
ジ基板の設計・試作並びに電
源及び冷却を含めた評価シス
テムの設計・試作を行う。 

－ 研究開発項目③ プローブデータ処理プ
ロセッサの開発 
（１）三次元プロセッサに関して、レイア
ウト設計を行い、タイミング、ＰＩ、ＳＩ
等の観点でシミュレーションにより製造
可能なことを確認した上で、実証プロセッ
サのウエハ試作に着手し、完成した。 
（２）パッケージ基板の設計・試作並びに
電源及び冷却を含めた評価システムの設
計を完了し、（１）で完成したウエハの３
次元積層化のための処理やシステムの試
作を行い、一部完了した。 

 
 

   ３．クリーンデバイス（※）社
会実装推進事業 ［平成２６
年度～平成２８年度]  
クリーンデバイス製造事業

者のみならず、関連業者が連
携の上で省エネルギーに資す
るクリーンデバイスを活用し
た社会課題解決及びユースケ
ース（具体的な製品とサービ
スの明確化）を創出する。さ
らに、ユーザーが求める共通
の仕様を整理し、実装・実証
することにより、クリーンデ
バイス普及に向けた信頼性・
安全性及び標準化の方針と計
画を策定する。 
平成２８年度は、これまで

に採択されたテーマを継続し
て実施する。 
※クリーンデバイス：省エネ
ルギーに資する革新的デバイ
スであり、高周波半導体、不
揮発メモリ、光エレクトロニ
クス、低電力ＬＳＩ、パワー
デバイス、環境（光、熱、振動）
発電デバイス等の特定用途向
けに実用化間近で、社会に実
装されることで省エネルギー
効果が期待されるデバイスと
定義する。 

－ ３．クリーンデバイス社会実装推進事業 
［平成２６年度～平成２８年度]  
平成２６年度採択の５テーマと平成２

７年度採択の６テーマについて、最終年度
の成果目標を達成した。各テーマについ
て、実装・実証を行い各ユースケースへの
実用化と普及に必要な共通仕様を策定し
た。 
特に、おもてなしや公共性のあるユース

ケース実証として、埼玉新交通での車両の
車窓への透明ディスプレイ実装・実証、東
大寺でのクリーンビーコンの観光ガイド
（ナビゲ―ション）の実装・実証、ＳＰｒ
ｉｎｇ-８でのＳｉＣを用いた加速器電源
装置の実証により医療用加速器の信頼性
の検証、化学合成プラントへのマイクロ波
ＧａＮ増幅器適用による省エネ性の検証
を行なった。本実証では、記者会見および
ニュースリリースを発行し、広く技術の普
及に向けた広報活動も行った。 
市場を広げる取組として、環境発電デバ

イス（ＴＣ４７）、平面ディスプレイ（Ｔ
Ｃ１１０）の標準規格のドラフト案を策定
して国際標準化委員会に提案した。さら
に、技術の普及と標準化を図るため、コン
ソ―シアムを設立（ＷＩＮＤＳ※１ネット
ワーク、可視光半導体応用コンソーシア
ム）し、シンポジュウム（排熱発電シンポ
ジュウム）を開催した（ＰＪ終了後も継続
して開催を計画）。 
 

※１：World Initiative of Novel Devices 
and Systems の略。 

●世界でも歴史的に著名な東大寺のクリー
ンビーコンの観光ガイド実証、埼玉新交
通で車両の窓に国内初の透明ディスプレ
イの実証、高精度・安定性が求められる
ＳＰｒｉｎｇ-８でＳｉＣ（炭化ケイ素）
小型電源モジュールを用いた加速器電源
装置の実証、ＫＴＮ光制御デバイス用い
た硬性内視鏡で世界初の生体組織の３次
元イメージング実証実験より共通仕様を
策定。 

 
●策定した共通仕様は、コンソーシアム（Ｗ
ＩＮＤＳネットワーク、可視光半導体応
用コンソーシアム、ＷＧＢ※２実装コンソ
―シアム）やＷＧ（半導体利活用委員会）
等を設立して、事業終了後も国際標準化
やデファクト標準を目指す体制を構築。 

 
※２：Wide Gap Band の略。ＳｉＣを含む次

世代半導体の半導体物性を表す用語 

 

  （ｂ）家電（ディスプレイ、
有機トランジスタ、照明
等） 
家電分野においては、低

消費電力化、軽量化、低コ
スト化等を目指した技術
開発を行う。 
ディスプレイ分野では、

今後もスマートフォン、タ

（ｂ）家電（ディスプレイ、有
機トランジスタ、照明等） 
１．次世代プリンテッドエレ
クトロニクス材料・プロセス
基盤技術開発 ［平成２２年
度～平成３０年度］ 
 プリンテッドエレクトロニ
クスの本格的な実用化のため
に要求される製造技術の高度

－ （ｂ）家電（ディスプレイ、有機トランジ
スタ、照明等） 
１．次世代プリンテッドエレクトロニクス
材料・プロセス基盤技術開発 ［平成２２
年度～平成３０年度］ 
プリンテッドエレクトロニクスの本格

的な実用化のために要求される製造技術
の高度化及び信頼性向上、標準化の推進等
に資する基盤技術開発を行った。さらに、
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ブレット等中小型ディス
プレイの市場拡大が予想
されることから、従来の液
晶ディスプレイよりも消
費電力が１／２以下かつ
重量が１／２以下で、さら
に入力やセンシング機能
も兼ね備えたインタラク
ティブな有機ＥＬディス
プレイ等の開発を進める。 
また、高機能材料、印刷

技術及びエレクトロニク
ス技術の融合を図り、省エ
ネ・大面積・軽量・薄型・
フレキシブル性を実現す
る薄膜トランジスタの連
続製造技術及びその実用
化技術の確立を目指す。具
体的には、Ａ４サイズのト
ランジスタアレイを連続
５０枚生産可能な製造プ
ロセスの技術、生産タクト
は１平米あたり９０秒以
下を実現する技術等を確
立する。 
照明分野では、短・中期

的な市場のニーズを見据
えたＬＥＤ照明技術の開
発と、中・長期的な市場の
ニーズを見据えた有機Ｅ
Ｌ照明技術の開発を進め
る。ＬＥＤ照明について
は、ＧａＮ基板生成等の技
術開発を進め、ＬＥＤチッ
プで蛍光灯を超える発光
効率や蛍光灯と同レベル
の低コスト化等を目指す。
有機ＥＬ照明については、
発光効率の向上や輝度半
減寿命の長時間化、低コス
ト化等についても技術開
発を行う。 
これらの技術開発は、Ｌ

ＥＤ照明や有機ＥＬ照明
の国際標準化の動きを考
慮しつつ、関係機関と連携
して推進する。 

化及び信頼性向上、標準化の
推進等に資する基盤技術開発
を行う。さらに、モデルデバ
イスの製作を通じて、市場拡
大・普及促進等に資する実用
化技術開発を総合的に推進す
ることを目的に、以下の研究
開発を実施する。 
 
研究開発項目① 印刷技術に
よる高度フレキシブル電子基
板の連続製造技術開発 
 平成２７年度終了。 

モデルデバイスの製作を通じて、市場拡
大・普及促進等に資する実用化技術開発を
総合的に推進することを目的に、以下の研
究開発を実施した。 
 
研究開発項目① 印刷技術による高度フ
レキシブル電子基板の連続製造技術開発 
 平成２７年度終了。 

  研究開発項目② 高度ＴＦＴ
アレイ印刷製造のための材
料・プロセス技術開発 
 平成２７年度終了。 

－ 研究開発項目② 高度ＴＦＴアレイ印刷
製造のための材料・プロセス技術開発 
 平成２７年度終了。 

  

  研究開発項目③ 印刷技術に
よる電子ペーパーの開発 
 平成２７年度終了。 

 研究開発項目③ 印刷技術による電子ペ
ーパーの開発 
 平成２７年度終了。 

  

  研究開発項目④ 印刷技術に
よるフレキシブルセンサの開
発 
 平成２７年度終了。 

 研究開発項目④ 印刷技術によるフレキ
シブルセンサの開発 
 平成２７年度終了。 

  

  研究開発項目⑤ カスタマイ
ズ化プロセス基盤技術の開発 
（１）高生産性カスタマイズ
化プロセス技術の開発 
３０秒/枚以内の生産性を

有する生産ラインにおいて、
変量多品種生産が可能で、プ
ロセス再現性が±１０％以内
となる製造プロセス技術の開
発指針を示す。 
（２）高速高精度基板搬送技
術の開発 
支持基板を持たないフリー

フィルム基板を、被印刷物セ
ット固定時の精度±１０μｍ
以内で、３０秒／枚（Ａ３相
当シート）以内の速度で生産
機中を搬送させる基板搬送技
術の開発指針を示す。 

 研究開発項目⑤ カスタマイズ化プロセ
ス基盤技術の開発 
（１）高生産性カスタマイズ化プロセス技
術の開発 
カスタマイズ版作製技術の検討を行い、

変量多品種生産が可能で、３０秒／枚以内
の生産性とプロセス再現性が±１０％以
内となる製造プロセス技術の印刷版の開
発指針を得た。 
（２）高速高精度基板搬送技術の開発 
ＴＦＴアレイ作製工程においてのフィ

ルム変形要因を抽出することで、フリーフ
ィルム基板を、固定時の精度±１０μｍ以
内、３０秒／枚（Ａ３相当シート）以内の
速度で生産機中を搬送させるためのフィ
ルム変形抑制手段の指針を示した。 

  

  研究開発項目⑥ フレキシブ
ル複合機能デバイス技術の開
発 
（１）フレキシブルデバイス
の高感度化、高信頼性化技術
の開発 
フィルム基板上に印刷で形

成したセンサ素子において、
５Ｖ以下の駆動電圧で動作
し、感度ばらつき１０％以下
となるセンサ素子の開発指針
を得る。 
（２）フレキシブルデバイス
実装技術の開発 
１００℃以下の温度でフレ

キシブル基板間導通を確保で
きる接合接着技術の開発指針
を示す。 

 研究開発項目⑥ フレキシブル複合機能
デバイス技術の開発 
（１）フレキシブルデバイスの高感度化、
高信頼性化技術の開発 
フィルム基板上に印刷で形成したセン

サ素子において、５Ｖ以下の駆動電圧で動
作し、感度ばらつき１０％以下となるセン
サ素子を得るために、誘電率の異なるゲー
ト絶縁膜材料の開発指針を得た。 
（２）フレキシブルデバイス実装技術の開
発 
導電バンプ方式を検討し、１００℃以下

の温度でフレキシブル基板間導通を確保
できる接合接着技術の開発指針を示した。 
（３）フレキシブルデバイスの機能複合化
技術の開発 
感圧素子と感温素子の同一平面上形成

を検討し、フィルム基板上に入力、出力（表
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（３）フレキシブルデバイス
の機能複合化技術の開発 
フィルム基板上に入力、出

力（表示）、通信等の機能を複
数有する素子を印刷で形成
し、電気的に接続制御するた
めの指針を示す。 

示）、通信等の機能を複数有する素子を印
刷で形成し、電気的に接続制御するための
指針を示した。 

  （ｃ）ネットワーク／コン
ピューティング 
スマートフォン・タブレ

ット等の個人向け情報端
末の普及、ストリーム系コ
ンテンツサービスの増加
による情報トラフィック
量の爆発的増加が今後と
も見込まれていることか
ら、高速、低消費電力化等
のニーズに対応するため、
光・電子融合技術等を中心
とした技術開発を行うと
ともに、それらを組み合わ
せたシステム開発等を行
っていく。具体的には、次
世代高速イーサネット（１
００Ｇｂ）等への対応等基
幹系のみならずアクセス
系の高速化に対応した、光
と電子技術が融合した光
電子モジュール技術等を
開発する。 
ハイエンドサーバにお

いては電子配線のままで
は高速動作の限界に近づ
きつつあることから、光と
電子のハイブリット技術
により現状電気配線に比
べ３割の省電力かつ高速
化を実現する技術等を開
発する。 
また、システムとしての

低消費電力性能（電力当た
りの処理性能）を１０倍に
するため、集積回路内の電
力消費を制御しノーマリ
ーオフ化を実現する新し
いコンピューティング技
術等を開発する。 

（ｃ）ネットワーク／コンピ
ューティング 
１．超低消費電力型光エレク
トロニクス実装システム技術
開発 ［平成２５年度～平成
２９年度］ 
省電力かつ高速で小型な光

接続を可能にする光電子ハイ
ブリッド回路技術を開発する
ことにより、ＬＳＩを高集積
化し、ＩＴ機器の情報処理機
能を高めつつ、省エネ化を実
現することを目的に、以下の
研究開発を実施する。 
研究開発項目① 光エレクト
ロニクス実装基盤技術の開発 
光エレクトロニクス実装技

術に関し、光回路、電気回路
及び実装技術における課題抽
出・最適化を行い、消費電力
３ｍＷ/Ｇｂｐｓの実現に向
けて、回路設計及び試作等を
行う。 
革新的デバイス技術に関

し、シリコン上集積量子ドッ
トレーザー技術、スローライ
ト光変調器技術等の基本動作
実証等を継続する。 

－ （ｃ）ネットワーク／コンピューティング 
１．超低消費電力型光エレクトロニクス実
装システム技術開発 ［平成２５年度～平
成２９年度］ 
研究開発項目① 光エレクトロニクス実
装基盤技術の開発 
光エレクトロニクス実装技術に関し、ウ

エーハレベルで複数のＩＣ、ＬＤを一括実
装し、光ピンを一括露光する実装技術を確
立した。３ｍＶ／Ｇｂｐｓの実現に必要と
なる新規光デバイスの開発において、変調
器と受光器の部分試作を行い、ＣＭＯＳド
ライバＩＣ、ＴＩＡ－ＩＣと組み合わせる
ことによって特性を評価することで、３ｍ
Ｖ／Ｇｂｐｓ達成の目途を得た。 
革新的デバイス技術に関し、空乏型Ｓｉ

Ｇｅ光変調器の特性改善を進め、波長１．
３μｍにおいて０．６ Ｖｃｍの変調効率
を達成した。フォトニック結晶光ナノ共振
器については、Ｑ値１，１００万を達成し
た。 

●「光Ｉ／Ｏコア」の実用化に必要な信頼
性の確認及び実装技術を開発するととも
に、その生産と販売を行うため、技術研
究組合から研究成果の知的財産権と技術
の一部を承継して新設分割する初めての
事例となる新会社の設立準備を推進。 

 

   研究開発項目② 光エレクト
ロニクス実装システム化技術
の開発 
サーバボードのシステム化

技術に関し、ハイエンドサー
バにおけるＣＰＵ間の光イン
ターコネクションに最適な光
デバイスの構成及び実装構造
の部分試作を開始する等、実
用化に向けた課題抽出を行
う。 
ボード間接続機器及び筐体

間接続機器のシステム化技術
に関し、集積光トランシーバ

－ 研究開発項目② 光エレクトロニクス実
装システム化技術の開発 
サーバボードのシステム化技術に関し、

大規模ＬＳＩと小型集積光トランシーバ
を同一のパッケージ基板に搭載する光Ｉ
／Ｏの課題抽出、基本設計を行い、ＣＰＵ
間接続向け高密度光Ｉ／Ｏの仕様を決定
した。 
ボード間接続機器及び筐体間接続機器

のシステム化技術に関し、光Ｉ／Ｏコアを
搭載した光モジュールを用いた評価シス
テムの仕様を検討し、実用化に向けた性
能、機能検討および信頼性評価を継続し
た。 
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を搭載したＡＯＣ（Active 
Optical Cable）を実際のシス
テムを模した評価用ボード間
システムを模した機器に組込
み性能及び機能評価を行うと
ともに信頼性評価を継続す
る。 
データセンタ間接続機器の

システム化技術に関し、トラ
ンシーバの実装設計を実施
し、トランシーバ実装面積に
ついて中間目標の１／２の小
型化等を検証する。 
企業間ネットワーク接続機

器のシステム化技術に関し、
一芯双方向光トランシーバの
実用化に向けて省電力化開発
を進めるとともに、モジュー
ルの信頼性評価に着手する。 
ＯＩＦ（Optical Internet- 

working Forum）において、小
型光トランシーバ等に搭載す
る光部品の標準化活動等を引
き続き行う 

データセンタ間接続機器のシステム化
技術に関し、実装面積において中間目標の
１／２の小型化、３０Ｗ程度の消費電力低
減の目処を得た。 
企業間ネットワーク接続機器のシステ

ム化技術に関し、送受一体型モジュールの
光損失低減のための構造最適化を行い、Ｔ
ＷＤＭ－ＰＯＮ用一芯双方向光トランシ
ーバのアナログフロントエンド回路を含
むモジュールの基本構成を検討した。 
ＩＥＥＥ、ＩＴＵ－Ｔ等の関連標準化動

向の情報収集を行うとともに、ＩＥＣにお
ける光接続部品のデジュール標準化提案
を行った。また、ＣＦＰ４級デジタルコヒ
ーレントトランシーバに搭載する超小型
光送受信デバイス等の標準化を推進した。 

   ２．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ） 次
世代パワーエレクトロニクス 
[平成２６年度～平成３０年
度]  
 本事業では､ＳｉＣやＧａ
Ｎ等の次世代材料を中心に､
次世代パワーエレクトロニク
スの適用用途の拡大や普及拡
大､性能向上を図り、今後一層
の産業競争力の強化及び省エ
ネルギー化を推進することを
目的に、以下の研究開発を実
施する。 
 
研究開発項目① ＳｉＣに関
する拠点型共通基盤技術開発 
ＳｉＣパワーエレクトロニ

クスの基盤技術を強化するた
め、引き続き次世代ＳｉＣウ
エハの技術開発、次世代Ｓｉ
Ｃデバイスの技術開発及び次
世代ＳｉＣモジュールの技術
開発を実施する。 

－ ２．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ） 次世代パワーエレクトロニク
ス [平成２６年度～平成３０年度]  
ＳｉＣやＧａＮ等の次世代材料を中心

に､次世代パワーエレクトロニクスの適用
用途の拡大や普及拡大､性能向上を図ると
ともに、一層の省エネルギー化の促進と産
業競争力強化を目指し、各々の研究開発を
進め、一部の研究では連携や統合による体
制強化を進めた。 
 
研究開発項目① ＳｉＣに関する拠点型
共通基盤技術開発 
ＳｉＣウエハ・デバイス・モジュールと

も、当年度目標をほぼ達成した。デバイス
開発で注力すべき課題を整理し研究加速
を行った。また、出口に向けた取組として
モジュール分野では他テーマとの連携を
開始した。 

 
 

   研究開発項目② ＧａＮに関
する拠点型共通基盤技術開発 
ＧａＮパワーエレクトロニ

クスの基盤技術を強化するた
め、引き続き次世代ＧａＮウ
エハの技術開発及び次世代Ｇ
ａＮデバイスの技術開発を実
施する。 

 研究開発項目② ＧａＮに関する拠点型
共通基盤技術開発 
縦型ＧａＮパワーデバイスの基礎特性

獲得や基礎プロセス確立を推進し、実現性
を向上させた。さらにウエハの高品質化も
着実に推進した。 

  

   研究開発項目③ 次世代パワ
ーモジュールの応用に関する
基盤研究開発 
次世代パワーモジュールの

使いこなしを推進し、活用の

 研究開発項目③ 次世代パワーモジュー
ルの応用に関する基盤研究開発 
ＳｉＣ適用の次世代パワーモジュール

を使いこなすための基礎研究及び産業応
用テーマにおいて計画通りに進捗した。特
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幅を拡げるために、引き続き
次世代パワーモジュールを用
いた高効率・高性能電力変換
システム等の開発を行う。 

に、受動部品、直流遮断器他の３テーマで
は、連携先を研究体制に含めたことによ
り、具体的な研究へ進展した。 

   研究開発項目④ 将来のパワ
ーエレクトロニクスを支える
基盤研究開発 
革新的な性能向上に資する

基礎的な領域の研究を行うた
め、引き続き新材料基盤技術、
新プロセス・評価技術、新回
路及びソフトウエアの開発を
実施する。 

 研究開発項目④ 将来のパワーエレクト
ロニクスを支える基盤研究開発 
酸化ガリウム及びダイヤモンドの新材

料領域では注力部分を決め、着実に推進し
た。新回路･ソフトウエア領域では動作実
証を開始し、産業応用開始のために成果の
見える化を推進し、研究開発を加速させ
た。 
 

  

   ３．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ） 重
要インフラ等におけるサイバ
ーセキュリティの確保  [平
成２７年度～平成３１年度] 
 本事業では、重要インフラ
等におけるサイバーセキュリ
ティを確保するために、重要
インフラサービスの安定運用
を担う制御ネットワーク及び
制御ネットワークを構成する
制御・通信機器（以下「制御・
通信機器」という。）のサイバ
ー攻撃対策を目的として、以
下の研究開発を実施する。 
 

－ ３．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ） 重要インフラ等におけるサイ
バーセキュリティの確保  [平成２７年
度～平成３１年度] 
本事業では、重要インフラ等におけるサ

イバーセキュリティを確保するために、重
要インフラサービスの安定運用を担う制
御ネットワーク及び制御ネットワークを
構成する制御・通信機器（以下「制御・通
信機器」という。）のサイバー攻撃対策を
目的として、以下の研究開発を実施した。 

  

   研究開発項目① 制御・通信
機器と制御ネットワークのセ
キュリティ対策技術の研究開
発 
制御・通信機器のセキュリ

ティ確認技術、制御・通信機
器及び制御ネットワークの動
作監視・解析技術並びに防御
技術の研究開発を引き続き実
施する。 

 研究開発項目① 制御・通信機器と制御ネ
ットワークのセキュリティ対策技術の研
究開発 
ネットワーク全体を一元的に監視可能

とする「信頼の連鎖」構築技術と、世界標
準のセキュリティチップ(ＴＰＭ)と暗号
技術を駆使した真贋判定技術による「信頼
の基点」実装技術、セキュアブートを利用
したＯＳ連携技術について、基本方式を確
立しプロトタイプ試作により機能を実証
した。また、高速通信キャプチャ・蓄積機
能と不正通信検出の基礎理論を確立し、プ
ロトタイプを試作し検証した。セキュア暗
号ユニット(ハードウェア) （ＳＣＵ）の
試作設計を完了し、実チップで性能と消費
電力を測定し実動作を確認した。 さらに、
ＳＩＰ自動走行システムとの連携体制を
構築した。 

  

   研究開発項目② 社会実装に
向けた共通プラットフォーム
の実現とセキュリティ人材育
成 
今後普及・拡大が見込まれ

るＩｏＴシステムのセキュリ
ティ確保に向けて前記技術を
拡張するとともに、技術導入
を支援する認証制度の設計、
分野を超えた運用のための共
通プラットフォームの実現及
びセキュリティ人材育成に引
き続き取り組む。 

 研究開発項目② 社会実装に向けた共通
プラットフォームの実現とセキュリティ
人材育成 
セキュリティ技術の第三者認証の動向

を調査し、戦略提言を纏めた。また、重要
インフラ事業者の要請に応え、情報共有プ
ラットフォーム早期版の開発を３ヶ月前
倒しで完了した。「無線ＬＡＮの脆弱性」
「システム攻撃・防御演習」など４種類の
基礎教材と指導要領を開発した。 
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   ４．ＩｏＴ推進のための横断
技術開発プロジェクト  [平
成２８年度～平成３２年度] 
 本事業は、実世界を基にデ
ータが生成され、サイバー世
界での処理を経て実世界に反
映され、更に新たなデータが
生成される一連の経路におい
て必要となるデータの収集、
蓄積、解析、セキュリティ等
の次世代のＩｏＴ社会を支
え、複数の応用分野への適用
が可能な横断的基盤技術開発
に幅広く取り組むとともに、
既に確立されている要素技術
も含めて個別技術を統合化
し、システムとして最適にデ
ータ処理・制御を行うために
必要となる基盤技術、実装技
術等の研究開発を行う。 
 また、経済産業省の政策、
ＩｏＴ推進コンソーシアム等
と適切に連携するともに、成
果最大化のため、最新の技術・
市場動向把握、研究開発から
社会実装までの一貫した戦略
策定、ユーザー企業との連携
促進に係る支援等を行う。 
 具体的には、以下の研究開
発項目について公募を行い、
研究開発を実施する。 
 
研究開発項目① 革新的基盤
技術の開発 
２０３０年時点において高

度な技術が浸透した社会を実
現するために必要となる革新
的基盤技術を確立する。 
 

研究開発項目② 先導調査研
究 
ＩｏＴ技術に関連する分野

において技術シーズを発掘・
育成をするため、先導調査研
究を行う。先導研究で技術の
確立に見通しがついた研究開
発等については必要に応じ公
募あるいはステージゲート審
査等を経て、基盤技術の研究
開発等へ繋げていく。 
また、イノベーションの創

出や本事業における成果の最
大化に繋げるためには、より
広域な分野において関連する
技術シーズの育成及び技術課
題の解決に努める必要がある
と考えられることから、周辺
技術や関連課題に係る開発及
び研究開発に直結する調査を
実施する。 

－ ４．ＩｏＴ推進のための横断技術開発プロ
ジェクト  [平成２８年度～平成３２年
度] 
ＩｏＴ社会のスマート化を実現する革

新的基盤技術の開発に関して、新たに１１
テーマを採択し、研究開発を開始した。 
研究開発面においては、電力効率１０倍

以上としうる要素技術の確立に向け必要
となる試作チップ・機器等の仕様策定、部
分的試作の実施、シミュレータによる実現
性確認等を行った。 
マネジメント面においては、プロジェク

トリーダーによる全ての実施者の研究現
場訪問を実施し、研究開発及び実用化に向
けた取組に関して指導を行った。 
また、外部有識者により構成される技術

推進委員会を開催し、研究進捗の確認及び
事業化の見通しに係る指導を実施した。 
ＩｏＴ推進コンソーシアム／ＩｏＴ推

進ラボと連携した公募等を実施し、ＩｏＴ
社会の実現に向けて必要となる技術に関
する技術課題や周辺技術に関する７件の
テーマを新たに採択し、研究開発を実施し
た。 
ユーザ・ドリブン型で出口を見据えた基

盤技術開発を行うため、一部のテーマにつ
いて初年度からユーザー側のアドバイザ
ーを含めた委員会の開催、潜在ユーザーや
構成機器ベンダー等により構成されるコ
ンソーシアムの設立準備、脳型推論ハード
ウェア等に係る人材育成スクールを行っ
た。 

●一部のテーマについて、初年度からユー
ザー側のアドバイザーを含めた委員会を
開催。本プロジェクトでの構想を説明し、
開発対象の端末・システムの要求仕様等
について意見交換を実施。 

 
●横断的適用分野の拡張に向け、開発段階
から潜在ユーザーや構成機器ベンダー、
商社等（２３社）により構成されるコン
ソーシアムの設立準備（平成２９年６月
設立）、脳型推論ハードウェア等に係る人
材育成スクールを実施。 
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   ５. ＩｏＴ技術開発加速のた
めのオープンイノベーション
推進事業 [平成２８年度～
平成２９年度] 
 本事業ではＩｏＴ社会に求
められる電子デバイスの開発
を対象として、その試作等を
行うための高度なオープンイ
ノベーション研究開発拠点を
整備することにより、民間企
業、大学、公的研究機関等に
よるＩｏＴ技術開発を加速化
することを目的として、以下
の研究開発を実施する。 
 なお、２８年度は実施体制
を構築するために公募を行
う。 
 

－ ５. ＩｏＴ技術開発加速のためのオープ
ンイノベーション推進事業 [平成２８年
度～平成２９年度] 
 平成２８年度は公募を行い、研究開発項
目①（委託）１件、研究開発項目②（助成）
６件のテーマを採択し、実施体制を構築し
た。 
 

●オープンイノベーション拠点の構築にお
いては、平成２９年度から本格的に実施
する拠点を活用したＩｏＴ技術開発に向
けて、主要研究開発装置の仕様検討と導
入を進め、拠点の整備を開始。拠点を活
用した研究開発に関する６テーマにおい
ては、試作に向けた設計を進めるなど、
各助成先の研究実施場所で検討できる内
容を中心に研究開発を実施。 

 

   研究開発項目① ＩｏＴ技術
開発加速のための設計・製造
基盤開発 
ＩｏＴ社会に対応するため

のシリコン系半導体、有機半
導体、ＭＥＭＳ、ＲＦモジュ
ール等の電子デバイスの開発
に対し、開発装置コスト、リ
スク等から民間企業単独では
挑戦できないような開発・試
作を行うための設計・製造基
盤を構築する。 

 研究開発項目① ＩｏＴ技術開発加速の
ための設計・製造基盤開発 
 平成２９年度から本格的に実施する設
計・製造基盤を活用したＩｏＴ技術開発に
向けて、主要研究開発装置の仕様検討と導
入を進め、設計・製造基盤の整備を開始し
た。 

  

   研究開発項目② ＩｏＴ技術
開発の実用化研究開発 
研究開発項目①で構築する

設計・製造基盤を活用し、Ｉ
ｏＴ社会に対応するための技
術の民間企業等が実施する実
用化開発を支援する。 
なお、事業終了後数年以内

に実用化が期待できることを
要件とし、また、本事業開始
時に広く普及している技術と
比較して、システムとしての
低消費電力性能（電力あたり
の性能）を２倍以上とする。 

－ 研究開発項目② ＩｏＴ技術開発の実用
化研究開発 
 研究開発項目①の設計・製造基盤は平成
２９年度半ばに整う予定であり、平成２８
年度は試作に向けた設計を進めるなど、各
助成先の研究実施場所で検討できる内容
を中心に研究開発を行った。 

  

 ⅶ）材料・ナノテクノロジ
ー分野 
我が国の産業構造の特徴

を活かし、川上、川下産業
の連携、異分野異業種の連 
携を図りつつ、革新的材

料技術・ナノテクノロジー
や希少金属代替・使用量低
減技術等の課題に重点的に
取り組むこととし、以下の
技術開発を推進するものと
する。 

（ⅶ）材料・ナノテクノロ
ジー分野 
鉄、非鉄、化学をはじめ

とする材料産業は、世界的
に高い技術を有しており、
我が国製造業全体を支え
る重要な産業となってい
る。 
また、物質の構造をナノ

領域（１０－９ｍ）で制御す
ることにより、機能・特性
の発現や向上を図るとい
う、ナノテクノロジーが材
料分野で広く用いられる
ようになっている。このナ
ノテクノロジーを活用し
た材料として、カーボンナ

（ⅶ）材料・ナノテクノロジ
ー分野 

－ （ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野  
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ノチューブやグラフェン
などこれまでにない優れ
た特性を持つ新材料も登
場しており、今後の産業へ
の応用が大きく期待され
ている。また、自動車や電
子機器等の製品性向上の
ためには、希少金属が使用
されているが、希少金属は
世界での産出地域が限定
されているため、需給状況
によって価格が変動し、使
用する産業が影響を受け
る可能性がある。このため
資源セキュリティの観点
から希少金属の代替技術
や使用量低減技術も重要
性を増している。 
第３期中期目標期間中

では、我が国の産業構造の
特徴を生かし、川上、川下
産業の連携、異分野異業種
の連携を図りつつ、革新的
材料技術・ナノテクノロジ
ーや希少金属代替・使用量
低減技術等の課題につい
て重点的に取り組むこと
とし、以下の技術開発を推
進する。 

 ａ．革新的材料技術・ナノ
テクノロジー 
市場ニーズに対応した高

強度化、軽量化等の高機能
材料に関する技術開発をユ
ーザ企業と連携し、将来の
製造コストダウンも考慮し
て実施することとする。 

（ａ）革新的材料技術・ナ
ノテクノロジー 
低炭素社会の実現と新

たな成長産業の創出によ
る経済成長に貢献するた
め、市場ニーズに対応した
高強度化、軽量化等の高機
能材料に関する技術開発
をユーザー企業と連携し、
将来の製造コストダウン
も考慮して実施する。 
具体的には、カーボンナ

ノチューブ、グラフェン等
について、特定の産業用途
に用いることが可能な製
造技術や複合化技術を確
立する。 
また、有機ＥＬや有機薄

膜太陽電池に用いられる
有機材料等について、信頼
性評価手法の確立等を行
うとともに、得られた知見
を活かし、関連分野の国際
標準化を推進する。 
さらに、将来的に化石資

源の枯渇リスクに対応す
るため、非可食性バイオマ
スなどから化学品を一貫
して製造するプロセスを
技術的に確立する。 

（ａ）革新的材料技術・ナノ
テクノロジー 
１．低炭素社会を実現するナ
ノ炭素材料実用化プロジェク
ト ［平成２２年度～平成２
８年度］ 
 ナノ炭素材料の実用化に向
けた開発及びそれに資する共
通基盤技術の民間企業等が実
施する実用化開発を支援す
る。 
 

－ （ａ）革新的材料技術・ナノテクノロジー 
１．低炭素社会を実現するナノ炭素材料実
用化プロジェクト ［平成２２年度～平成
２８年度］ 
ナノ炭素材料の実用化に向けた開発及

びそれに資する共通基盤技術の民間企業
等が実施する実用化開発を支援した。 

●ＣＮＴを利用した材料開発として、世界
最高水準の耐熱性（耐熱性４５０℃で２
時間安定）等を有するスーパーエンジニ
アリングプラスチックの開発や、サーバ
ー等の熱問題を解決する高性能シート系
熱界面材料（熱抵抗０．０５℃／Ｗ）の量
産化、ＣＦＲＰの衝撃強度向上でゴルフ
クラブ応用を見込むなど、幅広い分野で
革新材料を創出。 

 

  研究開発項目① ナノ炭素材
料の実用化技術開発 
ナノ炭素材料を用い、高耐

熱性及び高熱伝導性を有す
る、又は機械的に高強度を有
する高分子複合部材を開発す
る。 
ナノ炭素材料が有する高電

子移動度、軽量性、電磁波吸
収特性、熱伝導性を利用した
半導体デバイス、軽量導線、
フレキシブル薄膜及び電磁波
吸収部材を開発する。 
ナノ炭素材料が有する高い

比表面積、ラジカル捕捉等の
特性を利用した高密度エネル
ギーデバイス及び長寿命の二
次電池部材を開発する。 
上記ナノ炭素材料を利用し

たアプリケーションを実用化

－ 研究開発項目① ナノ炭素材料の実用化
技術開発 
事業化に向けて２４テーマを実施した。

このうち、１テーマは前倒しで事業化予定
である。１９テーマは計画通り進捗して５
年以内に、３テーマは７年以内に事業化の
見込みである。研究開発の進捗について、
委員による評価では、各社目標はほぼ達成
との評価を受けた。 
多くの助成事業の中でも、特に上市が早

いのは複合材であり、電波吸収材、放熱材、
シール材等がターゲット製品となる。特に
放熱材に関しては、前倒しで工場を建設済
であり、数年以内の上市が見込まれてい
る。一方、高い導電率を必要とする電線や
半導体用途は、計画より若干遅れて、７年
以内の事業化を見込んでいる。電線や半導
体用途はＣＮＴのキラーアプリとなる可
能性が高い分野であり、今後もフォローア
ップを継続して実施する予定である。 
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する場合に必要となるナノ炭
素材料を大量生産するための
技術開発を行う。 

事業成果として助成事業のニュースリ
リースを５件実施、その内記者発表は２件
実施した。ｎａｎｏ－ｔｅｃｈ２０１７展
示会では、ナノ炭素のテーマから１２社の
展示を行った。展示期間中のアクティビテ
ィは、サンプル提供依頼６５件、共同研究・
事業連携依頼２３件、名刺交換数５８２枚
であり、活発なビジネスマッチングの場と
することができた。 
本事業は平成２８年度が最終年度であ

り、より高い成果を出すために、ＰＬ同行
の事業者訪問を実施し、課題の洗い出しを
行い、それを基に最終年度のマネジメント
を実施した。また、進捗が思わしくない事
業者に関しては、更に主任研究員あるいは
ＰＭ含むメンバーで事業者を訪問し、最終
目標に到達できるよう、指導を実施した。 
また、期末には平成２９年度実施予定で

ある事後評価に向けて、最終審査を目的と
した委員会を開催し、各テーマの評価を行
った。 
 

   研究開発項目② ナノ炭素材
料の応用基盤技術開発 
安全性評価技術として、ナ

ノ炭素の複合材料の切断、摩
耗、破砕等のプロセスで発生
する混合粒子からの暴露計測
データを蓄積する。また、培
養細胞試験による有害評価を
実施する。これらの結果を基
に安全手引書を作成する。 
ナノ炭素材料の分散体評価

技術として、液中の分散体を
定量的に示す指針を開発す
る。母材中に存在するＣＮＴ
分散体の状態を総合的に評価
する手法の開発を行う。安全
安価で脱離可能なＣＮＴ可溶
化剤を開発する。 
革新的応用材料開発とし

て、高耐熱性を有するナノ炭
素ゴム応用材料及び樹脂応用
材料を開発する。ＣＮＴ銅シ
ート及び線材の生産効率向上
並びに大面積化を可能とする
技術の開発を行う。高電気容
量マイクロキャパシタを標準
規格サイズで実現する。 
革新的薄膜形成技術とし

て、より高品質なグラフェン
を得る指針を獲得し、透明導
電フィルムの高品質化を達成
する。ｈ－ＢＮ基板とグラフ
ェンのデバイスを作製する技
術を確立する。更に薄い高分
子焼成グラフェンの製造方法
の確立に取り組む。 

－ 研究開発項目② ナノ炭素材料の応用基
盤技術開発 
 事業成果の広報活動として、ニュースリ
リース３件、サンプル提供２６件、論文発
表２９件、特許出願９件、講演１０１件を
行った。 
 ＣＮＴの今後の実用化のため、安全性評
価技術開発として、ナノ炭素材料全般の自
主安全管理支援技術を開発し、安全手引書
を作成し、ホームページで公開した。 
 ナノ炭素材料の分散体評価技術に関し
ては、母材中に存在しているＣＮＴ分散体
の状態を評価する手法を開発した。本技術
は複合材開発におけるキーとなる技術で
あり、今後企業による製品開発への貢献が
期待される。 
 革新的応用材料開発として、ＣＮＴ-Ｐ
ＥＥＫ複合材料開発を行い、その結果射出
成形可能で高強度・高耐熱な材料を創製し
た。１００μＦの電気容量を持つマイクロ
キャパシタを０．４ｍｍ×０．２ｍｍのサ
イズで実現した。また、１０個直列接続で
集積化することにより、１０Ｖ動作電圧で
の駆動に成功した。 
 革新的薄膜形成技術として、連続フィル
ム成膜技術による合成グラフェンで透過
率９４％シート抵抗１２４Ωのものが得
られた。また、キャリヤ移動度１０，００
０ｃｍ２／Ｖｓを達成した。グラファイト
剥離によりグラフェン積層膜（基盤から外
して使用可能な自立膜で曲げて使用する
こともできるフレキシブル性を発現）を作
製し、抵抗率２，５００Ω・ｃｍを達成し
た。 グラフェンの電子移動度評価に使用
される六方晶窒化ホウ素（ｈ－ＢＮ）の評
価および作製を行った。 
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２．次世代材料評価基盤技術
開発 ［平成２２年度～平成
２９年度］ 
化学産業の材料開発効率を

向上・加速化させることを目
的に、有機ＥＬ材料及び有機
薄膜太陽電池材料に関する共
通的な評価基盤技術を開発す
るため、以下の研究開発を実
施する 
 
研究開発項目① 有機ＥＬ材
料の評価基盤技術開発 
 従来の有機ＥＬの光学的評
価に加え、照明環境の生理的・
心理的効果の評価技術の開発
を行う。人のリラックス度、
生体へのストレス等を光源の
波長、波長分布等を変えて、
医学的手法（生理学手法）及
び心理学手法で測定すること
で、生理的効果指標及び心理
的効果指標を導き、これらを
分光波長等の光学的指標と相
関付を行う。 
 照明空間評価法として輝
度・色度分布を全方位的に測
定する手法を導入し、生理的・
心理的効果との相関を評価す
ることで、照明空間を効果的
に記述するパラメータの抽出
を行う。 

－ ２．次世代材料評価基盤技術開発 ［平成
２２年度～平成２９年度］ 
化学産業の材料開発効率を向上・加速化

させることを目的に、有機ＥＬ材料及び有
機薄膜太陽電池材料に関する共通的な評
価基盤技術を開発するため、以下の研究開
発を実施した。 
 
研究開発項目① 有機ＥＬ材料の評価基
盤技術開発 
 平成２８年度は有機ＥＬ照明環境の生
理的・心理的効果の評価技術の開発を実施
した。 
 人の生理的効果への影響に関して、有機
ＥＬ照明下における心拍数減衰効果、光源
を直視した場合における脳波α波の持続
等から、リラックス効果が示された。また、
ＯＬＥＤ照明下での片頭痛減少効果が心
理的、生理的評価から認められた。 
 照明空間評価法として輝度・色度分布を
全方位的に測定する手法を用いて測定し、
生理的・心理的効果との相関を評価するこ
とで、照明空間を効果的に記述するパラメ
ータを抽出することができた。 
 これらの成果の情報発信を目的とし、平
成２９年２月に新産業技術促進検討会（日
刊工業新聞、モノづくり日本会議主催、Ｎ
ＥＤＯ共催）にて成果報告を実施した。 

 

研究開発項目② 有機薄膜太
陽電池材料評価基盤技術開発 
フレキシブル基板を用いた

基準素子をロールツーロール
の製膜装置により作製し、フ
レキシブル素子特有の課題を
抽出する。短期寿命評価とし
て光加速信頼性試験データの
補てん及び解析を進める。 
バリアフィルム関連では、

有機薄膜太陽電池の信頼性阻
害要因を洗い出し、設計性能
に対応するバリア性能の定量
的な導出を行う。実使用環境
下での評価試験に対応できる
有機薄膜太陽電池基準素子作
製手法の確立及びペロブスカ
イト構造の基準素子作製の基
本手法確立を行い、実使用環
境下での評価項目の設定、評
価方法の検討を行う。 

－ 研究開発項目② 有機薄膜太陽電池材料
評価基盤技術開発 
 バルクヘテロ型基準素子について、水蒸
気透過度及び酸素透過度が異なるフレキ
シブル基板を用いて素子作製を行い、バリ
アフィルムからの水蒸気・酸素の侵入によ
る素子劣化の影響を二次元マッピングに
より評価した。 
 Ｓｎ系非鉛ペロブスカイト基準セルの
作製手法を確立し、光照射試験での安定性
を確認した。 
 農業用途や無線センサー用途における
実使用環境評価試験を行った。特に屋内用
無線センサー向けの評価として、ａ‐Ｓｉ
太陽電池に比べ、より低照度でもＯＰＶは
センサーを駆動できることを見出した。 
 スズ及びビスマスを用いた素子構造の
エネルギー準位図を求め、発電特性との関
係を議論し、評価解析技術を確立した。Ｘ
ＰＳ法によりスズ酸化状態の定量解析を
行った。また、鉛ペロブスカイト及びスズ
ペロブスカイト素子の開放電圧特性の温
度依存性評価やマイクロ波角伝導度評価
を行い、スズペロブスカイト素子の発電特
性が低い原因について原因究明を行った。 
 

●有機薄膜太陽電池に関して、既存装置を
用いて従来よりも１桁高い感度（測定感
度１０－３ｃｃ・ｍ－２・ｄａｙ－１・ａｔｍ
－１レベルまで可）で評価する高精度な手
法を開発。 
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  ３．非可食性植物由来化学品
製造プロセス技術開発 ［平
成２５年度～平成３１年度］ 
将来的に石油資源の供給リ

スクを克服し、かつ、持続可
能な低炭素社会を実現するこ
とを目的に、以下の研究開発
を実施するとともに、民間企
業等が実施する実用化開発を
支援する。 
 
研究開発項目① 非可食性バ
イオマスから化学品製造まで
の実用化技術の開発 
（１）植物イソプレノイド由
来高機能バイオポリマーの開
発 
市場導入へ向けて、各々の

商品に求める特性を見極め、
既存の競合素材との差別化を
図るべく、製造技術の改良に
取り組むとともに、コスト試
算による事業性評価を行う。 
（２）非可食性バイオマス由
来フルフラール法ＴＨＦ製造
技術開発 
ベンチスケール設備を用い

た実証試験を継続し、製造コ
ストの評価等の事業化に関す
るＦＳを進めるとともに、非
可食性バイオマス由来の製品
サンプルを作製し、純度や物
性を確認する。 

－ ３．非可食性植物由来化学品製造プロセス
技術開発 ［平成２５年度～平成３１年
度］ 
将来的に石油資源の供給リスクを克服

し、かつ、持続可能な低炭素社会を実現す
ることを目的に、以下の研究開発を実施す
るとともに、民間企業等が実施する実用化
開発を支援した。 
 
研究開発項目① 非可食性バイオマスか
ら化学品製造までの実用化技術の開発 
（１）植物イソプレノイド由来高機能バイ
オポリマーの開発 
 開発したバイオトランスポリイソプレ
ンの高度精製技術をスケールアップし、パ
イロットプラント設備において、試運転を
行い、連続運転操業性を確認した。耐衝撃
性バイオ素材の技術開発では、混錬技術開
発と試作品の商品価値検討を行った。炭素
繊維強化バイオ素材の技術開発では、連続
押し出しにおける加工性の検証と耐衝撃
性の検討により、１バッチ１００ｇ～ｋｇ
の製造方法を確立した。コスト試算によ
り、事業化、商品化の見通しを得た。 
（２）非可食性バイオマス由来フルフラー
ル法ＴＨＦ製造技術開発 
 フルフラールからのＴＨＦ連続プロセ
スを構築し、ベンチスケール設備を用いた
実証試験を継続し、木質系フルフラールか
らも一貫製造可能であることを示した。併
せて、非可食性バイオマス由来の製品サン
プルを作製し、純度や物性を確認した。 

●試作物の提供先候補に対して使用用途や
応用製品の実用化イメージ等のヒアリン
グを個別に行い製造プロセスの最適化を
効率的に進めたことで、１０ｋｇ／日の
製造体制を計画より６ヶ月早く確立する
ことができ、ユーザー企業等への試作物
提供を開始。 

  研究開発項目② 木質系バイ
オマスから化学品までの一貫
製造プロセスの開発 
（１）高機能リグノセルロー
スナノファイバーの一貫製造
プロセスと部材化技術開発 
昨年度までに完成した試料

作製プラントを活用し、部材
製造プロセスのスケールアッ
プを図るとともに、リグノＣ
ＮＦ強化樹脂材料の社会実装
において重要な加工技術の開
発に着手する。また、サンプ
ル提供によるユーザー評価を
促進し、製造技術の確立・改
善を進める。 
（２）木質バイオマスから各
種化学品原料の一貫製造プロ
セスの開発 
前年度に絞り込んだ前処理

技術及び順位付けを行った成
分利用技術を用いて、バイオ
マスから化成品原料に至る一
貫製造プロセスの経済性を検
証し、実験室レベルでの実証
に向けた見通しを得る。 

－ 研究開発項目② 木質系バイオマスから
化学品までの一貫製造プロセスの開発 
（１）高機能リグノセルロースナノファイ
バーの一貫製造プロセスと部材化技術開
発 
 平成２７年度までに完成した変性リグ
ノセルロースナノファイバー・樹脂複合材
料の一貫製造プロセス（京都プロセス）に
おいて、スケールアップ技術の開発によ
り、１０ｋｇ／日の製造体制を確立し、ユ
ーザー企業等への試作物提供を開始した。
また、リグノＣＮＦ強化樹脂材料のインモ
ールド成形による表面補強・加飾技術の開
発を開始した。 
（２）木質バイオマスから各種化学薬品原
料の一貫製造プロセスの開発 
 平成２７年度に絞り込んだ前処理技術
を用いて中間原料サンプルを提供できる
体制作りを行い、各成分利用開発者へ供給
した。各成分利用開発者は供給された中間
原料をベースに化学品原料への変換を検
討した。また、これらのプロセスをベース
に、一貫プロセスの物質収支・コストの最
適検討を進め経済性の評価を行った。バイ
オマスから化成品原料に至る実験室レベ
ルでの一貫製造プロセス実証の見通しを
得た。 
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  ４．革新的新構造材料等研究
開発 ［平成２６年度～平成
３４年度］ 
 本事業では、国内での全消
費エネルギーのうち２４％を
占める運輸部門でのエネルギ
ー使用量を輸送機器の軽量化
により削減につなげる。軽量
の輸送機器構造体を製作する
上で軽量・高強度材料の開発
が必要であり、更に本事業で
開発している様々な材料を適
材適所で利用するためには従
来の接合技術の適用が困難に
なる。そのため、異種構造材
料の接合に摩擦撹拌接合と構
造接着技術の研究開発が重要
になる。このようなことから
軽量輸送機器の実現を目的
に、以下の研究開発を実施す
る。 
 
研究開発項目① 接合技術開
発 
 中高炭素鋼板の接合技術で
は、外加圧抵抗スポット溶接
法でＪＩＳ－Ａ級せん断荷重
を目指す。アルミニウム／Ｃ
ＦＲＰの新規接合技術では、
良好な継手接合強度が得られ
る接合条件探索を進める。摩
擦撹拌接合に関しては、研究
テーマ横断的な共通基盤研究
を実施する。また、新規技術
開発について公募を行う。 

４．革新的新構造材料等研究開発 ［平成
２６年度～平成３４年度］ 
本事業では、国内での全消費エネルギー

のうち２４％を占める運輸部門でのエネ
ルギー使用量を輸送機器の軽量化により
削減につなげる。軽量の輸送機器構造体を
製作する上で軽量・高強度材料の開発が必
要であり、更に本事業で開発している様々
な材料を適材適所で利用するためには従
来の接合技術の適用が困難になる。そのた
め、異種構造材料の接合に摩擦撹拌接合と
構造接着技術の研究開発が重要になる。こ
のようなことから軽量輸送機器の実現を
目的に、以下の研究開発を実施した。 
 
研究開発項目① 接合技術開発 
 中高炭素鋼板の接合技術では、外加圧抵
抗スポット溶接法で継手強度１８ｋＮを
達成し中間目標を達成した。アルミニウム
／ＣＦＲＰの新規接合技術では、高融点樹
脂を用いたＣＦＲＰでの接合要件を明ら
かにした。摩擦撹拌接合に関しては、研究
テーマ横断的な共通基盤研究を実施し、リ
ニア摩擦撹拌の手法において、接合の新規
メカニズムの解明を行った。また、新規技
術開発である構造用接着技術について公
募を行い、１件の採択を行った。 

●自動車メーカーや炭素繊維メーカー等の
参画により、自動車部材製造で必要な高
速成形等のニーズを踏まえた、ＣＦＲＰ
用高速大型プレス成形システムを完成。 

 
 

   研究開発項目② 革新的チタ
ン材の開発 
 溶解脱酸技術(酸素濃度３
００ｐｐｍ以下)を実現する
実機プロセスの技術課題の明
確化に着手するとともに、チ
タン薄板製造技術開発では、
工業的に薄板を製造できるプ
ロセスを提案するための最適
条件把握を進める。 
 

 研究開発項目② 革新的チタン材の開発 
 溶解脱酸技術では、脱酸材を使用した場
合の引抜溶解工程や希釈溶解工程による
副生成物の除去効果を検証し、プロセスフ
ローに目途を得た。チタン薄板製造技術開
発では、製造プロセスの最適条件把握を進
め、小型梱包体を試作した。 

  

   研究開発項目③ 革新的アル
ミニウム材の開発 
 アルミニウム合金中の含有
水素量の低減並びに鋳造組織
の微細化を可能とする溶解鋳
造法の確立に注力し、引張強
度７５０ＭＰａ及び耐力７０
０ＭＰａ伸び１２％を目標と
した合金開発に着手する。開
発材である難燃性マグネシウ
ム合金展伸材を接合する基礎
条件を見出し、生産に則した
施工条件範囲を明確にする。 

 研究開発項目③ 革新的アルミニウム材
の開発 
 アルミニウム合金鋳造塊における含有
水素量の低減並びに鋳造・鍛造組織の微細
化を可能とする鋳造・鍛造法の確立に注力
し、ラボ材にて目標性能である引張強度７
５０ＭＰａ、耐力７００ＭＰａ伸び１２％
を達成した合金を得た。 
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   研究開発項目④ 革新的マグ
ネシウム材の開発 
 車体向けの材料として、Ｕ
ＴＳ２７０ＭＰａ以上かつ伸
び２０％以上を達成するため
に、押し出し材の大口径ビレ
ット鋳造プロセスの開発と高
速押出材を得るための加工プ
ロセスの開発に着手する。 
 

－ 研究開発項目④ 革新的マグネシウム材
の開発 
 押し出し材において、開発合金による１
２インチ大径(φ３２０ｍｍ×２．５ｍ×
２本)連続鋳造ビレットの量産条件を導出
した。他の開発材及び接合技術の開発成果
も合わせ、工業レベルの実製品設計・製造
に結びつけるため、高速車両の小型部材
（側パネル）の試作を実施した。 

●難燃性マグネシウム合金の開発加速によ
り、早期に部材試作が進捗。 

 

 

   研究開発項目⑤ 革新鋼板の
開発 
 革新鋼板の開発では、中高
炭素鋼板の最終目標である引
張強度１．５ＧＰａかつ伸び
２０％に向かった開発を行っ
ていく。 

 研究開発項目⑤ 革新鋼板の開発 
 最終目標である引張強度１．５ＧＰａ、
伸び２０%を達成する目途を得た。協調課
題として、革新鋼板の実用化にあたって懸
念される腐食挙動、水素脆性に関する委員
会活動を行い、ＦＳテーマで実施する内容
を決定した。 

●革新鋼板に関して、鉄鋼メーカー間の競
争を促すことで、事業終了時（平成３４
年度）に目指した世界最高水準の目標（強
度１．５ＧＰａ、伸び２０％）を５年早く
達成する目途を付けた。 

 

   研究開発項目⑥ 熱可塑性Ｃ
ＦＲＰの開発 
 熱可塑性ＣＦＲＰの開発で
は、大物高速成型技術の開発
及び量産プロセスに適用でき
る熱可塑性ＣＦＲＰと金属材
料との接合技術・接合部の耐
久性等評価解析技術の開発を
行っていく。 
 

－ 研究開発項目⑥ 熱可塑性ＣＦＲＰの開
発 
 大物高速成型技術の開発では、１分サイ
クルプロセスの基本条件を把握した。マテ
リアルハンドリング改良設計を実施した。
接合技術・接合部の耐久性等評価解析技術
の開発では、要素技術の見極め、データベ
ース構築及び設計手法を実施した。 

  

   研究開発項目⑦ 革新炭素繊
維基盤技術開発 
  新規炭素繊維前駆体化合物
から異形状炭素繊維を製造す
る。また、マイクロ波による
太繊度前駆体繊維の安定的炭
素化を可能とする技術を開発
する。 
 

 研究開発項目⑦ 革新炭素繊維基盤技術
開発 
 新規炭素繊維前駆体化合物から異形状
炭素繊維の製造に成功した。また、マイク
ロ波による太繊度前駆体繊維の安定的炭
素化に向けて、照射過程の物質構造変化や
シミュレーションを通じて、目的に適合し
た炉体構造を実現し、炭素化条件の検討を
実施した。 

  

   研究開発項目⑧ 戦略・基盤
研究 
 構造材料技術について、テ
ーマ化のための重点調査を行
うとともに、接合技術と個別
課題（材料）に関する研究開
発と自動車等の輸送機器への
適用との関係を踏まえた定点
観測的な調査を行う。また、
研究テーマ横断的な共通基盤
研究を実施する。 
 

 研究開発項目⑧ 戦略・基盤研究 
 構造解析技術、Ｍｇ材のＭＩに関する委
員会活動を行い、ＦＳテーマで実施する内
容を決定した。中性子を用いた解析技術の
開発と構造材料用接着技術の開発につい
ては、ＦＳ研究を終了し公募を実施した。
平成２９年度より、本格的に研究開発を実
施する。 
 自動車用接合技術の動向について、主と
して海外企業について調査した。 

  

   ５．次世代構造部材創製・加
工技術開発 ［平成２７年度
～平成３１年度］ 
航空機の燃費改善、環境適

合性向上、整備性向上及び安
全性向上といった要請に応え
るため、複合材料及び軽金属
材料技術を基に、航空機に必
要な信頼性・コスト等の課題
を解決するための要素技術を
開発する。平成２８年度は公
募を行い、以下の研究開発を
実施する。 

－ ５．次世代構造部材創製・加工技術開発 
［平成２７年度～平成３１年度］ 
 航空機の燃費改善、環境適合性向上、整
備性向上及び安全性向上といった要請に
応えるため、複合材料及び軽金属材料技術
を基に、航空機に必要な信頼性・コスト等
の課題を解決するための要素技術を開発
する。平成２８年度は公募を行い、以下の
研究開発を実施した。 
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   研究開発項目① 次世代複合
材及び軽金属構造部材創製・
加工技術開発（第二期） 
複合材の高生産性・低コス

ト生産技術の研究開発、複合
材構造に由来する内部剥離等
の検査技術確立及び複合材本
来の特性を生かした軽量化技
術開発を実施する。 
マグネシウム合金の航空機構
造材料への適用技術開発を実
施する。 
国内外の研究開発動向や政

策支援の状況、ボーイング、
エアバス等ＯＥＭ及びエアラ
インの動向等を調査・分析し、
研究開発を効率的・効果的に
推進していくための調査を実
施する。 

 研究開発項目① 次世代複合材及び軽金
属構造部材創製・加工技術開発（第二期） 
 構造健全性診断の一つである複合材構
造衝撃損傷検知システムに対して、実証用
適用構想、機能実証に必要な実証データ、
認証取得の鍵となる安全性の実証データ
を関係先との協議を通じて設定し、実証デ
ータ取得のための実証試験を構想した。 
 航空機内装品の主要構造部材として使
用するハニカムパネルの軽量化・低コスト
化を図る研究開発を実施した。 
 マグネシウム合金の製造条件が強度特
性に及ぼす影響を調査した。航空機二次構
造へのＫＵＭＡＤＡＩ 鋳造マグネシウム
合金適用について、材料特性を確認し、適
用部位の検討を行った。 

  

   研究開発項目② 航空機用複
合材料の複雑形状積層技術開
発（第二期） 
小型タイプ自動積層装置に

ついて、複合材部材製造の高
生産性・低コスト生産に対応
可能な安価で汎用性・量産性
を持った装置を開発する。 
 

 研究開発項目② 航空機用複合材料の複
雑形状積層技術開発（第二期） 
 小型タイプ自動積層装置について、改
良・試作した構成要素に対し動作試験を行
い、技術課題への対策が妥当なことを確認
して、要素技術の深化・成熟化を図り、複
合材部材製造の高生産性・低コスト生産に
対応可能な安価で汎用性・量産性を持った
装置を開発する目処を得た。 

  

   研究開発項目③ 航空機用難
削材高速切削加工技術開発
（第二期） 
予測技術をベースとしたスマ
ートな航空機難削材高速切削
加工技術の高度化を図り、革
新的な切削加工技術開発を促
進する。 

 研究開発項目③ 航空機用難削材高速切
削加工技術開発（第二期） 
 ドリル加工及びオービタル加工（ヘリカ
ルミリング）による、炭素繊維複合材とチ
タン合金の重積材の大口径の穿孔過程に
対し、切削エネルギー最小理論に基づく切
削シミュレーション技術を開発した。切削
実験での切削力データから解析における
特性データを同定し、シミュレーションの
妥当性を確認した。 

  

   研究開発項目④ 軽量耐熱複
合材ＣＭＣ技術開発（高性能
材料開発） 
（１）ＣＭＣ材料の開発 
ＳｉＣ繊維を安定的に製造

できる最適焼結条件を確立す
る。 
三次元形状を有するプリフォ
ームの試作を行う。 
（２）高性能ＳｉＣ繊維の開
発 
強度と高温クリープ特性を

両立するＳｉＣ繊維前駆体ポ
リマー中の助剤成分の最適化
を図る。 
高温クリープ特性評価技術

（単繊維法）の検討を行う。 

－ 研究開発項目④ 軽量耐熱複合材ＣＭＣ
技術開発（高性能材料開発） 
（１）ＣＭＣ材料の開発 
 試作設備を新たに設置し、引張強度２.
０ＧＰａ以上、表面粗さＲａ２～３ｎｍの
ＳｉＣ繊維を安定的に製造できる最適焼
結条件を確立した。タービン部材用３Ｄプ
リフォームを試作し、繊維体積割合につい
て３０％以上を実現した。燃焼器パネル形
状案を策定し、一体型のプリフォーム形状
や賦形方法の検討を行い、複数の製織条件
により、部分的に模擬したプリフォームの
試作を実施した。 
 
（２）高性能ＳｉＣ繊維の開発 
 強度と高温クリープ特性を両立するＳ
ｉＣ繊維前駆体ポリマー中の助剤成分（Ｂ
及びＡｌ）の最適化を行うとともに、安定
的に紡糸可能な前駆体ポリマーの合成法
を検討した。高温クリープ特性評価技術
（単繊維法）の検討を行い、評価法として、
ＢＳＲ（Bend Stress Relaxation）法を検
討し、高温クリープ特性の相対評価に有用
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であることを明らかにした。 

   研究開発項目⑤ 低コスト航
空機体開発を実現するための
数値シミュレーション技術開
発 
（１）分野横断（空力・構造・
強度）シームレス機体設計シ
ミュレーターの開発 
平成２７年度に開発した主

翼に関する数値シミュレータ
ーの検証を行う。 
（２）シミュレーション援用
による認証プロセスの低コス
ト化 
平成２７年度に作成した航

空機の認定に必要なクーポン
試験についてバーチャルテス
ト解析ツール及び理論解の精
度を高め、ツールを構造供試
体にまで拡張する。 
（３）着氷に関する非定常空
力設計シミュレーターの開発 
三次元後退翼について、着

氷形態について数値流体力学
解析を行い、着氷による空力
的な影響を評価・考察する。 
（４）複合材の特性を活かし
た機体構造設計シミュレータ
ーの開発と実験的検証 
面内曲線繊維配向最適化に

必要な基礎データを取得する
とともに積層板について最適
化を実施する。 

－ 研究開発項目⑤ 低コスト航空機体開発
を実現するための数値シミュレーション
技術開発 
（１）分野横断（空力・構造・強度）シー
ムレス機体設計シミュレーターの開発 
 平成２７年度に開発した主翼に関する
数値シミュレーターの検証を行い、 解析
にかかる空気力学における計算コストを
少なくすると共に、最適化、詳細構造解析、
ズームイン解析が行えるように拡張を行
った。これにより主翼に関してツールは完
成した。 
 
（２）シミュレーション援用による認証プ
ロセスの低コスト化 
 平成２７年度に作成した航空機の認定
に必要なクーポン試験について、連続体要
素を用いた拡張有限要素法（ＸＦＥＭ）に
基づく損傷進展解析コード(ＮＬＸＰ３
Ｄ)を整備した。損傷の大きさを推定する
基礎となる理論式を導出してコードの整
備は完了した。 
 
（３）着氷に関する非定常空力設計シミュ
レーターの開発 
 三次元後退翼の着氷形態に対して、数値
流体力学解析を行った。参考文献（着氷翼
の風洞実験）では不明な情報（胴体形状、
翼ねじり角分布）については、解析結果が
風洞実験結果と対応するように同定した。 
 
（４）複合材の特性を活かした機体構造設
計シミュレーターの開発と実験的検証 
 曲線配向を許容する最適構造設計シミ
ュレーターの開発を目指し、最大曲率やフ
ィラメントの干渉を拘束条件として導入
した繊維配向最適化法を構築した。円孔引
張試験に適用したところ、一方向材と比較
してＴｓａｉ‐Ｗｕ値で１０％改善した
ＣＦＥＰ成形が可能であることを示した。 

  

   ６．超先端材料超高速開発基
盤技術プロジェクト ［平成
２８年度～平成３３年度］ 
 機能性材料の革新的に高速
な材料開発基盤技術を構築す
るため、以下の研究開発項目
に対して公募を行い、研究開
発を実施する。 
 
研究開発項目① 計算機支援
次世代ナノ構造設計基盤技術 
粗視化分子動力学等を活用

し、以下材料設計を信頼性高
く予測可能なマルチスケール
シミュレーション手法の開発
に着手する。 
（１）有機系材料の光電変換

－ ６．超先端材料超高速開発基盤技術プロジ
ェクト ［平成２８年度～平成３３年度］ 
 機能性材料の革新的に高速な材料開発
基盤技術を構築するため、以下の研究開発
項目に対して公募を行い、委託先を選定し
た。 
 
研究開発項目① 計算機支援次世代ナノ
構造設計基盤技術 
（１）1μｍチャネル長程度のデバイスに
適用可能な大規模電子状態計算手法に基
づく第一原理電子輸送シミュレーターの
開発に着手し、熱伝導度等の予測機能の新
たな付与やホッピング領域などにおける
電気伝導度の温度依存性の記述を改良す
るための基本アルゴリズムの検討等を行
った。 
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デバイス等への応用を想定し
たヘテロ接合構造と電子・熱・
イオン等の挙動の相関をシミ
ュレーションするキャリア輸
送設計 
（２）機能性高分子材料への
応用を想定したコンポジット
素材の相分離、微粒子分散、
ナノ空孔等を最適に制御し、
相反する機能の両立をシミュ
レーションする相反機能両立
材料設計 
（３）ハイスループットな有
機材料合成への応用を想定し
た触媒の反応過程の網羅的な
探索技術と反応速度計算及び
触媒－流体界面設計を一連で
シミュレーションするリアク
ター反応設計 
また、ＡＩ（機械学習やデー

タマイニング等）を活用した
材料探索手法の開発するに着
手する。 

 
（２）高分子/無機粒子ハイブリッド材料
の溶融混練時の粒子分散状態予測シミュ
レーター開発のため、ＯＣＴＡ/ＣＯＧＮ
ＡＣ、ＫＡＰＳＥＬなどシミュレーターを
検証し、開発すべき技術課題の抽出を行っ
た。さらに、今後開発するシミュレーター
のプラットフォームとする予定の「ソフト
マテリアル統合シミュレーターＯＣＴＡ」
の大規模データ対応やＡＩとの連携等の
拡張を検討・開発を行った。 
 
（３）量子化学計算による触媒反応経路の
自動探索法である人工力誘起反応法(ＡＦ
ＩＲ)を触媒活性種が確定されていない系
への適用を行った。また、触媒塊等のミク
ロ構造を考慮した均質化法を流体計算に
適用するための検討等を行った。 
 また、高効率材料探索計算及び解析実行
のための深層・機械学習実行プラットフォ
ームを構築し、その規模拡大のために必要
なＧＰＧＰＵサーバの導入に着手した。 

   研究開発項目② 高速試作・
革新プロセス技術開発 
 研究開発項目①に対応する
様々なプロセス条件パラメー
タを制御し、設計通りのサン
プルを自在に試作する高精度
なサンプル作製技術の開発に
着手する。 
 

 研究開発項目② 高速試作・革新プロセス
技術開発 
 研究開発項目①に対応する様々なプロ
セス条件パラメータを制御し、設計通りの
サンプルを自在に試作する高精度なサン
プル作製技術の開発に着手した。小型溶融
混練装置、小型発泡成形装置、マイクロ波
を用いたナノ粒子合成システム等の導入
を図った。 

  

   研究開発項目③ 先端ナノ計
測評価技術開発 
 研究開発項目②で試作した
サンプル等を“非破壊”又は
“Ｉｎ ｓｉｔｕ”で構造評
価・機能評価を可能とする計
測装置・手法の開発に着手す
る。 

 研究開発項目③ 先端ナノ計測評価技術
開発 
 研究開発項目②で試作したサンプル等
を“非破壊”又は“Ｉｎ ｓｉｔｕ”で構
造評価・機能評価を可能とする計測装置・
手法の開発に着手した。表面・界面の構造
計測の高度化を図るために、高速で和周波
発生（ＳＦＧ）測定が可能なＳＦＧ分光装
置やフロープロセス中の触媒反応をｉｎ 
ｓｉｔｕで観測出来るＤＮＰ固体ＮＭＲ
装置の導入等を図った。また、ナノ物質計
測技術、ナノ欠陥検査用計測標準技術の構
築を図った。 

  

   ７．植物等の生物を用いた高
機能品生産技術の開発 ［平
成２８年度～平成３２年度］ 
 植物等の生物が持つ物質生
産能力を人工的に最大限引き
出した細胞“スマートセル”
を構築し、化学合成では生産
が難しい有用物質の創製又は
従来法の生産性を凌駕するこ
とを目的に、以下の研究開発
項目に対して公募を行い、研
究開発を実施するとともに、
民間企業等が実施する実用化
開発を支援する。 
 
研究開発項目① 植物の生産

－ ７．植物等の生物を用いた高機能品生産技
術の開発 
 植物等の生物が持つ物質生産能力を人
工的に最大限引き出した細胞“スマートセ
ル”を構築し、化学合成では生産が難しい
有用物質の創製又は従来法の生産性を凌
駕することを目的に、以下の研究開発項目
に対して公募を行い、委託先・助成先を選
定した。 
 
研究開発項目① 植物の生産性制御に係
る共通基盤技術開発 
（１）ゲノム編集技術 
 既存のゲノム編集では対応できない新
規の国産ゲノム編集関連技術の開発を開
始した。また、開発した成果の実用化を睨
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性制御に係る共通基盤技術開
発 
（１）ゲノム編集技術 
既存のゲノム編集では対応

できない新規の国産ゲノム編
集技術の開発及び特許動向調
査を開始する。 
（２）代謝系遺伝子発現制御
技術 
遺伝子メチル化誘導技術や

遺伝子発現の抑制を効率的に
複数の遺伝子で制御する技
術、目的代謝物の蓄積機構を
制御する技術等の開発を開始
する。 
（３）栽培・生育環境による
発現制御技術 
目的代謝物の効率的生産に

効果的な栽培ストレス条件を
利用可能にする技術の開発を
開始する。 
 

んだ知財戦略の策定に向けて、各要素技術
に関連する文献・特許を調査し、外部の研
究開発状況を整理した。 
 
（２）代謝系遺伝子発現制御技術 
 遺伝子メチル化誘導技術や遺伝子発現
の抑制を効率的に複数の遺伝子で制御す
る技術、目的代謝物の蓄積機構を制御する
技術等の開発を開始し、ツール設計・手法
の構築・関連因子の同定等を行った。 
 
（３）栽培・生育環境による発現制御技術 
 目的代謝物の効率的生産に効果的な栽
培ストレス条件を利用可能にする技術の
開発を開始した。２種類の光波長環境や１
５種類程度の薬剤処理栽培で生育させた
植物を狙い、栽培環境による主要な二次代
謝系遺伝子の発現解析等を行った。 

   研究開発項目② 植物による
高機能品生産技術開発 
 実用植物種における特定物
質の生産実用化技術の開発を
開始する。 

 研究開発項目② 植物による高機能品生
産技術開発 
 実用植物種における特定物質の生産実
用化技術の開発を開始した。対象とする実
用植物の遺伝子組換え系の構築、ターゲッ
トとする代謝物に関連する遺伝子の単離、
未知遺伝子の探索、高収量となる栽培条
件・方法の検討等の研究開発基盤構築に向
けた検討を行った。 

  

   研究開発項目③ 高生産性微
生物創製に資する情報解析シ
ステムの開発 
（１）遺伝子配列設計システ
ムの開発 
機械学習等の情報解析技術

を用いて、微生物のＤＮＡ、
ｍＲＮＡ、タンパク質、代謝
物の階層内及び階層間の制御
ネットワークを推定する手
法、人工酵素設計手法等の開
発を開始する。 
（２）ハイスループット合成・
分析・評価手法の開発 
ＤＮＡ断片の合成からプラ

スミドの構築、精製、長鎖Ｄ
ＮＡ合成までをハイスループ
ットで行う長鎖ＤＮＡ合成技
術、ハイスループット化した
ＬＣＭＳ及び生産性評価技術
の開発を開始する。 

－ 研究開発項目③ 高生産性微生物創製に
資する情報解析システムの開発 
（１）遺伝子配列設計システムの開発 
 遺伝子配列設計システムの構築に向け
て、遺伝子発現制御ネットワークモデル、
タンパク質発現量調節法、タンパク質高機
能化法、新規代謝経路設計・最適化手法、
最適代謝モデル等の各要素技術の開発に
着手した。また、測定データの規格化、体
系化されたデータベースの構築に向けて、
まず原核生物を対象としたオミクス解析
の標準プロトコルを策定するとともに、デ
ータベースの基本設計を行った。 
（２）ハイスループット合成・分析・評価
手法の開発 
 ＤＮＡ断片の合成からプラスミドの構
築、精製、長鎖ＤＮＡ合成までをハイスル
ープットで行う長鎖ＤＮＡ合成技術、ハイ
スループット化したＬＣＭＳ及び生産性
評価技術の開発を開始した。装置等の試
作、条件の最適化、微生物の色素生産経路
を利用して数千株以上の評価が可能なス
ループットの高い呈色評価系の構築等を
行った。 
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 ｂ．希少金属代替・使用量
低減技術 
需給変動の大きい希少金

属について継続的に需給状
況等の調査を行いつつ、我
が国産業にとって優先度が
高い希少金属については、
その代替・使用量低減に関
する技術開発を推進するこ
ととする。 

（ｂ）希少金属代替・使用
量低減技術 
需給変動の大きい希少

金属について継続的に需
給状況等の調査を行いつ
つ、我が国産業にとって、
優先度が高い希少金属に
ついては、その代替・使用
量低減についての技術開
発を推進する。具体的に
は、我が国産業にとって重
要な排ガス浄化向け白金
族（Ｐｔ）は製品における
使用量のうち５０％以上、
蛍光体向けテルビウム・ユ
ウロピウム（Ｔｂ・Ｅｕ）
は同様に８０％以上の低
減といったように鉱種ご
とに目標を設定し技術開
発を行う。 

（ｂ）希少金属代替・使用量
低減技術 
１．次世代自動車向け高効率
モーター用磁性材料技術開発 
［平成２６年度～平成３３年
度］ 
レアアースに依存しない革

新的高性能磁石の開発、更に
はモーターのエネルギーの損
失を少なくする高性能軟磁性
材料の開発を行うとともに、
新規磁石及び新規軟磁性材料
の性能を最大限に生かして更
なる高効率を達成できるモー
ター設計の開発を通じて、モ
ーターの省エネ化に寄与する
ことを目的とし、以下の研究
開発を実施する。 平成２８年
度は中間評価の結果を反映し
て基本計画と実施体制の見直
しを実施する。 
 

－ （ｂ）希少金属代替・使用量低減技術 
１．次世代自動車向け高効率モーター用磁
性材料技術開発 ［平成２６年度～平成３
３年度］ 
 レアアースに依存しない革新的高性能
磁石の開発、更にはモーターのエネルギー
の損失を少なくする高性能軟磁性材料の
開発を行うとともに、新規磁石及び新規軟
磁性材料の性能を最大限に生かして更な
る高効率を達成できるモーター設計の開
発を通じて、モーターの省エネ化に寄与す
ることを目的とし、以下の研究開発を実施
した。  
 中間評価では、自動車メーカーの意見や
情報をより積極的に取り入れ技術課題を
明確にするべきと評価を受け、基本計画と
実施体制の見直しを実施した。 
 

 
 

   研究開発項目① 新規高性能
磁石の開発 
（１）ジスプロシウムを使わ
ないネオジム磁石の高性能化
技術開発 
ジスプロシウムを使わず耐

熱性を付与し、１．５倍の強
さ（最大エネルギー積）を持
つ耐熱ネオジム磁石の開発を
行う。 
（２）ネオジム焼結磁石を超
えるレアアースを使わない新
磁石の開発 
ネオジム焼結磁石では達成

できない特性である耐熱性を
有し２倍の強さ（最大エネル
ギー積）をもつ「安定供給が
不安視されているレアアース
元素」を使わない高性能新磁
石の探索・開発を行う。 

－ 研究開発項目① 新規高性能磁石の開発 
（１）ジスプロシウムを使わないネオジム
磁石の高性能化技術開発 
ナノ結晶粒ネオジム焼結磁石の開発に

ついては、Ｇａ添加合金を用いた結晶粒微
細化の検討を実施し、酸素や炭素といった
不純物低減と配向度を向上させる技術を
確立した結果、１８０℃の最大エネルギー
積２８ＭＧＯｅを達成した。この数値は目
標値３８ＭＧＯｅには達していないが現
行のＤｙフリーネオジム磁石では世界最
高の値である。本テーマは平成２８年度で
予定通り終了し、今後実施者で実用化を図
っていく。 
 Ｄｙフリー高Ｂｒ・高保磁力を有するネ
オジムＨＤＤＲ磁石開発については、異方
性ボンド磁石の室温での最大エネルギー
積の目標値５０ＭＧＯｅに対して４５Ｍ
ＧＯｅまで達成していたが、角形比に課題
があったので、その改善に取組んだ。粉末
粒子１個の減磁曲線を測定する技術を活
用し、磁粉コーティング・コンパウンド・
成形法の改善により角形比が目標通り１
２％改善した。本テーマは平成２８年度で
予定通り終了し、今後実施者で実用化を図
っていく。 
（２）ネオジム焼結磁石を超えるレアアー
スを使わない新磁石の開発 
 世界の状況変化から中間評価において
本事業の目標をレアアースフリーから重
希土類フリーに変更することを決定した。 
窒化鉄ナノ粒子のバルク体化技術研究

開発については、保磁力の発現が困難であ
ることから、磁化の目標値（１７ｋＧ）を
設定し開発に取り組んだ。積層配向化プロ
セスの検討と、窒化鉄磁粉合成プロセスに
おいて焼結防止剤を低減することで高磁
化の磁粉を得た。達成した配向値、磁化値
から算出される残留磁化Ｂｒは１６．７ｋ
Ｇであり、ほぼ目標値を達成した。本テー

 
 



Ⅰ－2－87 

マは当初の目標は達成できないことが明
らかになったため、中止することを中間評
価で判断した。本材料は高磁化という特徴
を活用した用途展開が望めるため、実施者
で継続検討する。 
ナノ複相組織制御磁石の研究開発につ

いては、新規物質であるＲＥＦe１２-ＸＴＭ
ＸＮｙ相(ＲＥ:希土類元素[Ｎｄ,Ｓｍ
等],ＴＭ:遷移金属[Ｆｅ,Ｃｏ等])の組成
と物性値の関係を調査し、目標とする５０
ＭＧＯｅ＠１８０℃に到達し得るポテン
シャルを有することを明らかにするとと
もに、磁石化に向けた実験検証を行った。 
ＦｅＮｉ超格子磁石材料の研究開発に

ついては、窒化・脱窒素法によるＦｅＮｉ
超格子粉末の合成に取り組み、合成条件を
改良することにより、規則度、及び磁気特
性を向上させ目標とする５０ＭＧＯｅ＠
１８０℃に到達し得るポテンシャルを有
することを明らかにすることができた（規
則度は０．５から０．７に、異方性磁界は
従来法の３倍）。電子顕微鏡、中性子回折
により窒化・脱窒素プロセスに伴う構造変
化を解析して、規則度に及ぼす要因分析を
実施した。 

   研究開発項目② 次世代高効
率モーター用高性能軟磁性材
料の開発 
現行の電磁鋼板でのモータ

ー鉄損を８０％削減できる新
軟磁性材料の実用化製造技術
を開発する。 

－ 研究開発項目② 次世代高効率モーター用
高性能軟磁性材料の開発 
高Ｂｓナノ結晶軟磁性材料の開発につ

いては、ガス-水急冷アトマイズ装置と超
高圧水アトマイズ装置での粉末作製の安
定製造条件を検討するとともに最適化を
行い、ガス-水急冷アトマイズ装置では量
産の基礎評価を行った。また、超高圧水
アトマイズ量産設備の基礎仕様検討を行
った。磁心化プロセス・熱処理プロセス
の開発に関しては、試作した超急冷粉末
を熱間プレス機等で高密度成形を行い、
ナノ結晶の安定析出を達成することで圧
粉コアの損失（４００Ｈｚ・１Ｔ）は
４．７Ｗ／Ｋｇまで到達した。また積層
バルクコアでは熱暴走なくナノ結晶が安
定析出する熱処理プロセス検討を行い、
飽和磁束密度(Ｂｓ)は１．６１Ｔ、損失
は３．８Ｗ／Ｋｇとなり最終目標(４Ｗ／
Ｋｇ未満）を達成。これらの圧粉コア、
積層バルクコアをモーター・磁性材料技
術開発センターへ提供し、連携して試作
モーターを作製し、特性解析ののち実用
評価を行った。本テーマは平成２８年度
で予定通り終了し、今後実施者で実用化
を図る。 

 
 

   研究開発項目③ 高効率モー
ターの開発 
既存・新規磁性材料を用い

て、産業競争力がある小型・
高効率モーターを開発するた
め、実機モーター組込時の磁
性特性評価技術、モーター構
造設計技術及びそのモーター
を低損失にて駆動できるイン
バータ制御技術を開発し、そ

－ 研究開発項目③ 高効率モーターの開発 
次世代モーター・磁性特性評価技術開発

については、磁化・保磁力測定手法の高精
度化として運転中の磁石温度測定システ
ムを開発し、計測結果を減磁分布への反映
を行うとともに、磁化・保磁力測定の簡易
システムの試作を行った。また、ステータ
コア損失の分離方法を検討するため、磁気
軸受の損失評価装置を導入し、さらに、掘
り込み方式Ｈコイル法によるモーター駆
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の性能・信頼性評価を確立す
る。 

動状態の鉄損測定技術を開発した。また、
ＩＰＭモーターについては、試作機の評価
を通して、各種走行モードでの損失低減に
適したモーター構造の設計指針を明確に
した。また、可変磁力モーターにおいては、
損失低減モーター試作機を製作し、損失２
５％削減の可能性評価を行った。本テーマ
は平成２８年度でモーター設計について
は終了し、評価技術については基盤技術の
中で継続する。 
応力を考慮したモーター設計・評価技術

の研究開発については、新規軟磁性材料の
バルク化や組立性の検討を実施するとと
もに、新規軟磁性材料を適用したモーター
を試作し、応力下でのモーター特性を評価
した。また、新規軟磁性材料のバルク化や
応力印加時の磁気特性変化を評価した。加
えて、応力及び高温の複合環境下における
既存ネオジム焼結磁石の磁気特性の評価
を行い、評価手法の検証を行った。本テー
マは平成２８年度でモーター設計につい
ては終了し、評価技術については基盤技術
の中で継続する。 
 

   研究開発項目④ 特許・技術
動向調査、事業化のための特
許戦略及び共通基盤技術の開
発 
磁性材料・モーター設計に

関する特許戦略策定支援のた
め、磁性材料からモーターま
で全てを網羅した特許調査・
技術動向調査を行う。 
共通基盤技術として、各テー
マで共通する基盤的な技術開
発や材料開発、分析・評価・解
析保磁力機構の解明等を必要
に応じて行う。 
ネオジム磁石を超える特性

を持つ新規磁石の可能性を引
き続き検討するとともに、軟
磁性材料についても目標を超
えることができる材料の可能
性を検討するため、先導研究
を実施する。 

－ 研究開発項目④特許・技術動向調査、事業
化のための特許戦略及び共通基盤技術の
開発 
特許調査・技術動向調査・特許戦略策定

支援については、「磁石材料」「軟磁性材料」
「高効率モーター」等の、平成２５年以降
の国内特許に関する精読と重要度分類を
引き続き行い、解析軸からの、特許からみ
た技術傾向分析の追加調査を実施した。
「磁石材料」「軟磁性材料」については中
国の特許調査を、「高効率モーター」につ
いては欧州の特許調査を実施した。国内学
会、国際会議等に参加して関連分野発表動
向・技術動向を調査し、その情報を共有化
(図書館システム、ハンドブック等）した。 
共通基盤技術の開発については、新規急

冷溶解技術の開発や低温高密度焼結技術
の展開に向けた取組を行った。計算シミュ
レーションを用い、磁石粒子の磁場配向特
性を予測するための基礎的な取り組みを
行った。高配向高保磁力磁石の磁気特性を
正確に測定する技術開発を進めるととも
に、新しい磁区観察手法の開発や磁気特性
測定方法の開発を進めた。また、平成２７
年度に引き続き、窒化鉄の異方性磁界及び
温度特性を向上させるための基礎検討を
行った。 
 現在テーマに挙がっていない磁石材料
に加えて軟磁性材料も探索し、新規磁性材
料の可能性を検討した。 
 

 
 

 ⅷ）バイオテクノロジー分
野 
ａ．バイオシステム分野 
我が国の製薬産業では、

近年新たな医薬品の創出が
伸び悩み、輸入超過の傾向

（ⅷ）バイオテクノロジー
分野 
（ａ）バイオシステム分野 
資源に乏しく、少子高齢

化が進む我が国が、長期に
わたって持続的な経済成

（ⅷ）バイオテクノロジー分
野 
（ａ）バイオシステム分野 
（該当プロジェクトなし） 

－ （ⅷ）バイオテクノロジー分野 
（ａ）バイオシステム分野 
（該当プロジェクトなし） 
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が大きくなってきている。
また、「再生医療」について、
実用化においては世界的に
も黎明期にあり各国による
熾烈な競争が行われてい
る。そのためゲノム情報・
制御関連技術及び細胞機能
解明・活用技術への取組、
これをもって革新的医薬品
創出や個別化医療の実現、
再生医療の産業化の促進に
向けた取組を行うこととす
る。 

長を実現するためには、知
識集約型・高付加価値経済
への転換が必要であり、製
薬産業は知識集約型・高付
加価値を代表する重要な
産業である。 しかしなが
ら、我が国の製薬産業で
は、近年新たな医薬品の創
出が伸び悩み、輸入超過の
傾向が大きくなってきて
いる。 
また、細胞を利用して組

織や臓器の機能を回復さ
せる「再生医療」について、
我が国は技術開発におい
ては世界のトップを走っ
ているが、実用化・事業化
においては世界的にも黎
明期にあり各国による熾
烈な競争が行われている。 
このような背景の下、第

３期中期目標期間では、ゲ
ノム情報・制御関連技術及
び細胞機能解明・活用技術
への取組、これをもって革
新的医薬品創出や個別化
医療の実現、再生医療の産
業化の促進に資すること
とする。 
ゲノム情報・制御関連技

術においては、創薬の標的
となるゲノム情報や膜タ
ンパク質等の生体分子の
構造情報等を高感度・高精
度に解析する技術、これら
の機能を解明し制御する
ための技術等を開発する。
さらには、これらに加えて
ＩＴ等の新しい技術の活
用によって、創薬基盤技術
を確立することで、がんや
アルツハイマー病等の重
篤な疾患等に適応する革
新的医薬品創出や個別化
医療の実現につなげる。 
細胞機能解明・活用技術

においては、我が国が強み
を有する「ものづくり力」
を活かし、有用天然化合物
の効率的かつ安定的な生
産技術の開発とライブラ
リーの整備を進める。ま
た、バイオ医薬品等の製造
基盤技術の開発を行うと
ともに、バイオ医薬品開発
の中核となるベンチャー
企業支援を併せて行うこ
とで実用化・事業化の促進
を図る。 
また、我が国が技術開発

において世界をリードす
るｉＰＳ細胞をはじめ、Ｅ
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Ｓ細胞や間葉系幹細胞等
のヒト幹細胞を安定的か
つ大量に供給可能とする
自動培養技術等の開発、ヒ
トｉＰＳ・ＥＳ細胞を用い
た創薬スクリーニング技
術を開発することで、再生
医療の産業化を実現し、さ
らには世界的に優位な産
業として成長させていく。
具体的には、再生医療への
応用を可能とする品質レ
ベルで管理されたヒト幹
細胞を、安定的に大量供給
可能とするシステムを確
立する。 

 ｂ．医療システム分野 
医療機器市場は今後も大

きな成長が見込まれてお
り、また、我が国の優れた
技術を活かし、新規市場の
開拓と国際競争力を強化し
ていくことは、我が国の経
済を牽引する産業としても
大きな期待が寄せられてい
る。このような背景の下、
がんの早期診断・治療、再
生医療デバイス、スマート
ヘルスケア、福祉機器の４
分野への取組に注力するこ
ととする。 

（b）医療システム分野 
医療システム分野にお

いては、「医療イノベーシ
ョン５か年戦略」など、国
を挙げた積極的な振興策
が講じられており、機構に
おいても、がんの超早期診
断機器や低侵襲治療のた
めの高度治療機器の開発、
再生医療の早期実現に向
けた技術開発等、医療現場
のニーズにマッチした医
療機器等の開発を推進し
てきた。先進国をはじめと
した全世界的な高齢化や
新興諸国の経済成長を背
景に、医療機器市場は今後
も大きな成長が見込まれ
ており、また、我が国の優
れた技術を医療機器産業
に活かし、新規市場の開拓
と輸出競争力を強化して
いくことは、国民生活のさ
らなる質的向上を図る上
で、また我が国の経済を牽
引する産業としても大き
な期待が寄せられている。 
このような背景の下、第

３期中期目標期間では、が
んの早期診断・治療、再生
医療デバイス、スマートヘ
ルスケア、福祉機器の４分
野への取組に注力する。 
がんの早期診断・治療に

おいては、「がん対策推進
基本計画」に基づき、がん
の年齢調整死亡率を２
０％減少させる（平成２７
年において、平成１７年比
２０％減。但し７５歳未
満）ことを目指し、第２期
中期目標期間中に開始し
た「がん超早期診断・治療
機器の総合研究開発」の技
術開発目標の達成を図る。
また、診断と治療を一体的

（b）医療システム分野 
１．課題解決型福祉用具実用
化開発支援事業［平成５年度
～］ 
優れた技術や創意工夫ある

福祉用具開発を行う中小民間
企業等に対するテーマの採択
を行い実施するとともに、継
続分５件のテーマを実施す
る。また、平成２８年度新規
採択に係る公募を実施する。
さらに、福祉用具開発の促進
を図るため、調査・分析を行
うとともに、その開発成果に
ついては広く社会への普及啓
発を促すため、助成案件やそ
の成果について展示会等のイ
ベントを通じて広く社会へ紹
介する。 

－ （b）医療システム分野 
１．課題解決型福祉用具実用化開発支援事
業［平成５年度～］ 
平成２８年度新規採択に係る公募を実

施し、優れた技術や創意工夫ある福祉用具
開発を行う中小民間企業のテーマ３件を
採択した。また、継続分５件のテーマも実
施した。福祉用具開発の促進を図るための
調査・分析を実施した。開発成果について
は、助成案件やその成果を２件の展示会
（バリアフリー展、国際福祉機器展）を通
じて社会へ紹介した。 
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に運用するがん医療マネ
ジメントシステムや、がん
のなり易さを診断する技
術、医薬品と医療機器が融
合した新たなコンビネー
ションプロダクト等、患者
の更なる生活の質（ＱＯ
Ｌ）の向上に資する治療・
診断機器・システムについ
て海外との競合状況、実用
化・事業化の見通し等を精
査し、実施可能なものから
順次開発に着手する。 
再生医療デバイスの開

発においては、第２期中期
計画中に開始した「次世代
機能代替技術の研究開発」
について、中間評価結果を
踏まえ中止・加速等行うと
ともに、事業実施中に適用
症例の拡張、知財戦略の強
化、企業連携の強化、前臨
床データの取得にも注力
する。また、我が国の再生
医療デバイスとして特に
競争力が高いものについ
て、第３期中期目標期間
で、細胞培養、輸送、品質
管理、治療デバイス、ＩＴ
を用いた術前診断・予後管
理等、診断と治療を一体的
に運用する再生医療マネ
ジメントシステム等の検
討を行い、実用化・事業化
の見通しを精査しつつ実
施可能なものから順次開
発に着手する。 
スマートヘルスケアに

ついては、国内外における
ヘルスケア・医療サービス
の技術の開発・実証及び予
防・診断・治療サービスで
の利用を見通したヘルス
ケア・医療機器の開発を行
う。即ち、地域に点在・偏
在する健康管理に関する
情報・機能、診断・治療に
関わる情報・機能、様々な
生活の場面で得ることが
できるヘルスケアの視点
も含めた医療情報とＩＴ
を組み合わせ、医療機器・
システムの改良・開発を行
うとともに、疾病の発症か
ら診断、治療、リハビリ等
の予後管理まで含めた領
域をパッケージとし、新た
な価値を創出し、利便性を
提供するソリューション
サービスの技術の開発・実
証及びそれらに必要なヘ
ルスケア・医療機器の開発
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を行う他、先制医療、慢性
疾患、精神疾患、在宅医療
等、病院と生活の場がより
密接に関わる領域で必要
となる機器・システムの開
発や、ロボット工学等、世
界をリードする医工学を
活用した機器・システムの
開発を行う。 
福祉用具の実用化開発

については、「福祉用具の
研究開発及び普及の促進
に基づく法律」に基づき、
福祉用具実用化推進事業
及び福祉機器情報収集・分
析・提供事業を実施する。
福祉用具実用化開発助成
事業においては、実用化促
進を進め、助成事業終了後
３年以上経過した時点で
の実用化達成率５０％以
上を目指す。特に、第３期
中期目標期間中には、住
宅、自動車、家電、スポー
ツ等の異業種との連携を
深め、用途や販路の多様
化、異業種企業との技術連
携、実証フィールドの提供
等、福祉用具の産業化を一
層促進する視点での事業
運営に注力する。また、ロ
ボット介護機器等、日本の
高度なロボット技術の福
祉用具への展開について
も検討する。 

 ⅸ）ロボット技術分野 
中小企業やこれまでロボ

ットが導入されていなかっ
た分野へのロボット利用の
拡大に向けて、新しいコン
セプトの産業用ロボットの
技術開発等に取り組むこと
とする。 
また、サービスロボット

の国内安全基準や試験・認
証体制の整備を進めるとと
もに、ロボット介護機器の
各種標準化や開発・導入支
援に取り組むこととする。 
さらに、ロボット技術の

活用への期待が高い災害対
応ロボットや無人システ
ム、ロボット技術を活用し
たメンテナンス用機器の開
発・導入支援等についても
取り組むこととする。 

（ⅸ）ロボット技術分野 
少子高齢化による労働

力人口の減少や、作業負荷
増大への対応の必要性、製
品・サービスの質や生産性
のさらなる向上の必要性
等により、次世代のロボッ
ト技術による安全・安心の
確保、生産性の向上に対す
る期待が一層高まってい
る。具体的には、製造業分
野、生活・福祉分野、公共・
防災分野での活用が期待
されているところ、ロボッ
ト技術分野について、第３
期中期目標期間において
は以下の取組を実施する。 

 
(a)産業用ロボット 

国際的にも注目されて
いる、人間と協調して働
く、安価で、設置容易で、
使いやすく、ソフトウエア
による汎用性・機能拡張性
のある、新しいコンセプト
の産業用ロボットの技術

（ⅸ）ロボット技術分野 
１．インフラ維持管理・更新
等の社会課題対応システム開
発プロジェクト [平成２６
年度～平成３０年度] 
既存インフラの状態に応じ

て効果的かつ効率的な維持管
理・更新等を図るため、的確
にインフラの状態を把握でき
るモニタリングの技術開発及
び維持管理を行うロボット・
非破壊検査の技術開発を実施
する。 

－ （ⅸ）ロボット技術分野 
１．インフラ維持管理・更新等の社会課題
対応システム開発プロジェクト [平成２
６年度～平成３０年度] 
既存インフラの状態に応じて効果的か

つ効率的な維持管理・更新等を図るため、
的確にインフラの状態を把握できるモニ
タリングの技術開発及び維持管理を行う
ロボット・非破壊検査の技術開発を実施し
た。さらに、ロボットの性能評価手法の開
発を実施した。 

●全１２種類のインフラ維持管理用ロボッ
トの実用現場での実証実験を実施。国内
発の認証取得や、世界初のドローン実証
に成功。 

 
 

 

研究開発項目① インフラ状
態モニタリング用センサシス
テム開発 
 インフラ構造物及びその構
成部材の状態を常時・継続的・
網羅的に把握するセンサシス
テム開発及びそのセンサシス
テムを用いたセンサネットワ
ークシステムの構築と実証実
験を行う。 
 

 研究開発項目① 「インフラ状態モニタリ
ング用センサシステム開発」 
 インフラ構造物及びその構成部材の健
全度を診断するための振動、変位等を計測
でき、安定な接続性と信頼性及び、自立電
源で駆動する高耐久性を有する無線通信
機能を搭載したセンサ端末の開発を概ね
完了した。来年度以降の実証実験に向け、
実験場所の選定が進んでおり、先行してプ
レ実証実験を８ヶ所（橋梁：３ヶ所、道路
付帯物：２ヶ所、道路法面：１ヶ所、建物：
１ヶ所、熱供給施設：１ヶ所）において実
施した。 
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  開発等に取り組み、中小企
業やこれまでロボットが
導入されていなかった分
野へのロボット利用の拡
大による我が国製造業の
生産性向上を目指す。 
 
(b)サービスロボット 

サービスロボットの実
用化・事業化を図るため、
引き続き、生活支援ロボッ
ト安全検証センターを中
核としたサービスロボッ
トの国内安全基準等の開
発や試験・認証体制の整備
を進める。また、特に、介
護分野へのロボット技術
の利用については、平成２
４年１１月に、経済産業省
と厚生労働省が「ロボット
技術の介護利用における
重点」として４分野のロボ
ット介護機器を指定した
ことを受け、経済産業省等
によるロボット介護機器
開発パートナーシップの
取組と連携し、重点分野に
係るロボット介護機器の
各種標準化や開発・導入支
援に取り組む。 

 
(c)災害対応ロボット・無
人システム 

運用側と開発側の連携
を前提とした、災害対応ロ
ボットや無人システム、ロ
ボット技術を活用したメ
ンテナンス用機器の開発・
導入支援等に取り組む。 
 
(d)人工知能を含めた次世
代ロボット 

上記各分野の技術開発
の実施に際しては、米国の
ロボット開発で主流とな
りつつある開かれた技術
開発（オープンイノベーシ
ョン）の体制を整備すると
ともに、国際共同研究や標
準化の取組を内包したプ
ロジェクトを指向する。 

また、各種ロボット開発
におけるソフトウエアの
重要性が益々増大してい
ることから、ソフトウエア
開発を重視した取組を進
める。 

 
(e)オープンイノベーショ
ン／国際共同研究／ソフ
トウエア開発 

上記各分野の技術開発

研究開発項目② イメージン
グ技術を用いたインフラ状態
モニタリングシステム開発 
 完全自動により取得データ
からひび割れ等を判別できる
データ処理手法及び撮影時の
画像ボケや位置ずれを補正で
き平面のみならず奥行き（３
Ｄ）もわかる画像解析手法を
開発し、実証実験を行う。 

 研究開発項目② イメージング技術を用
いたインフラ状態モニタリングシステム
開発 
 構造部材の画像データから完全自動で
確実にひび割れや亀裂等を検出し、損傷予
知を把握できるデータ処理技術及び、構造
物の全体もしくは広い範囲を遠方からカ
メラで撮影し、取得した画像をデータ処理
することにより、それらインフラ構造物全
体の変形挙動や応力集中箇所の局所的な
変形分布を簡易に把握できるイメージン
グ技術の開発を実施した。新幹線の実橋
梁、首都高速道路の橋等、実構造物での動
作確認を実施しシステムの高度化を行っ
た。 
 

  

    研究開発項目③ インフラ維持管理用ロ
ボット技術・非破壊検査装置開発 
（１）ロボット技術開発 
 橋梁点検用、水中点検用、土砂・火山災
害調査用、トンネル災害用ロボットを開発
し、「インフラ維持管理用ロボット技術開
発に係る実用性能等実証実験の検討」のも
とに福島県等の自治体と連携した現場及
び事業者が自主設定したフィールドで検
証評価を行った。 
（２）非破壊検査装置開発 
 ロボット技術開発で開発されるロボッ
トへ搭載可能な非破壊検査装置の開発を
実施した。 

●インフラ維持管理や災害調査のロボット
を実用化。国交省試験での最高位評価、
国内発の防爆認証、世界初飛行試験の成
功。 

 

    研究開発項目④  
 各種ロボットの性能評価基準書策定に
着手し、福島県のロボットテストフィール
ドへ性能測定試験方法を提案するととも
に、シンポジウムを通じて広く情報発信を
行った。 

●各種ロボットの性能評価基準の開発に着
手。福島県ロボットテストフィールド開
設に向けて仕様を提案するとともに、シ
ンポジウム等を通じ広く情報発信を実
施。 

 
●ロボット性能評価手法を開発予定。福島
イノベーションコースト構想実現に貢
献。 
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の実施に際しては、米国の
ロボット開発で主流とな
りつつある開かれた技術
開発（オープンイノベーシ
ョン）の体制を整備すると
ともに、国際共同研究や標
準化の取組を内包したプ
ロジェクトを指向する。 

また、各種ロボット開発
におけるソフトウエアの
重要性が益々増大してい
ることから、ソフトウエア
開発を重視した取組を進
める。 

   ２．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ) イン
フラ維持管理・更新・マネジ
メント技術 [平成２６年度
～平成３０年度]  
インフラ維持管理に関わる

ニーズと技術開発シーズをマ
ッチングさせ、新技術を現場
に導入することにより、シス
テム化されたインフラマネジ
メントによる維持管理ＰＤＣ
Ａサイクルを実現し、予防保
全による維持管理水準の向
上・効率化を低コストで実現
することを目的とし、以下の
研究開発を実施する。 
 

－ ２．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ) インフラ維持管理・更新・マ
ネジメント技術 [平成２６年度～平成３
０年度]  
インフラ維持管理に関わるニーズと技

術開発シーズをマッチングさせ、新技術を
現場に導入することにより、システム化さ
れたインフラマネジメントによる維持管
理ＰＤＣＡサイクルを実現し、予防保全に
よる維持管理水準の向上・効率化を低コス
トで実現することを目的とし、以下の研究
開発を実施した。 

  

   研究開発項目① 点検・診断
技術の実用化に向けた研究開
発、モニタリングシステムの
現場検証（海洋・沿岸構造物、
空港施設） 
 今年度は点検・診断システ
ム開発及び実現場や供試体を
用いた実用化の検証を実施す
る。モニタリングシステムに
おいては、海洋・沿岸構造物
及び空港施設における各種セ
ンサ技術等各々の技術を組み
合わせた現場実証を行い、精
度検証・改善に取り組む。 
 

 研究開発項目① 点検・診断技術の実用化
に向けた研究開発、モニタリングシステム
の現場検証（海洋・沿岸構造物、空港施設） 
 今年度は点検・診断システム開発及び実
現場や供試体を用いた実用化の検証を実
施した。モニタリングシステムにおいて
は、海洋・沿岸構造物及び空港施設におけ
る各種センサ技術等各々の技術を組み合
わせた現場実証を行い、精度検証・改善に
取り組んだ。 

  

   研究開発項目② 構造物の補
修・補強材料技術の研究開発 
 橋梁等の構造物を対象と
し、耐凍害性・耐塩害性・低収
縮性・耐硫酸性に優れ、作業
簡便化や工期短縮化による低
コスト化と長寿命性能を有す
る超耐久性コンクリートを用
いたプレキャスト部材を製品
化する。 
 

 研究開発項目② 構造物の補修・補強材料
技術の研究開発 
 橋梁等の構造物を対象とし、耐凍害性・
耐塩害性・低収縮性・耐硫酸性に優れ、作
業簡便化や工期短縮化による低コスト化
と長寿命性能を有する超耐久性コンクリ
ートを用いたプレキャスト部材の製品化
を推進した。 

  

   研究開発項目③ インフラの
多種多様なセンシングデータ
を収集・蓄積・解析する技術
の研究開発 

 研究開発項目③ インフラの多種多様な
センシングデータを収集・蓄積・解析する
技術の研究開発 
 インフラ維持管理のためのプラットフ
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 インフラ維持管理のための
プラットフォームとして、多
種多様なデータを一元管理す
る大規模データベースに関す
る技術開発を実施する。必要
技術として、データ圧縮技術、
クレンジング技術及びインデ
ックス技術といったデータベ
ース並びにデータ処理システ
ムを開発する。また、これら
大規模データベースを管理者
が使いやすいユーザインター
フェースの開発を行い、実イ
ンフラへの展開を行う。 

ォームとして、多種多様なデータを一元管
理する大規模データベースに関する技術
開発を実施した。必要技術として、データ
圧縮技術、クレンジング技術及びインデッ
クス技術といったデータベース並びにデ
ータ処理システムの開発を実施した。ま
た、これら大規模データベースを管理者が
使いやすいユーザインターフェースの開
発を行い、実インフラへの展開を推進し
た。 

   研究開発項目④ 維持管理ロ
ボット・災害対応ロボットの
開発 
 インフラ維持管理ロボット
においては、対象構造物への
近接・位置決めが可能となる
ロボットの開発を優先し、模
擬及び実構造物による現場検
証を行い、現場でロボットを
利用するための課題を抽出す
る。災害対応ロボット開発に
おいては、作業ロボットの性
能評価実験、初号機の設計を
行い、無人化施工システムの
構築を開始する。 

－ 研究開発項目④ 維持管理ロボット・災害
対応ロボットの開発 
 インフラ維持管理ロボットにおいては、
対象構造物への近接・位置決めが可能とな
るロボットの開発を優先し、模擬及び実構
造物による現場検証を行い、現場でロボッ
トを利用するための課題を抽出した。災害
対応ロボット開発においては、作業ロボッ
トの性能評価実験、初号機による初号機の
設計及び作成を実施し、無人化施工システ
ムの構築・評価を開始した。 

  

   ３．次世代人工知能・ロボッ
ト中核技術開発  [平成２７
年度～平成３１年度]  
 人工知能（ＡＩ）技術・ロボ
ット技術は「ロボット新戦略」
及び「日本再興戦略改訂２０
１５」においてもその重要性
が指摘されており、次世代の
人工知能・ロボットに求めら
れる革新的な要素技術（人工
知能、センサ、アクチュエー
タ等）を開発し、新たな需要
の創出につなげるべく、平成
２８年度は以下に取り組む。 
 次世代人工知能技術分野に
おいては、産総研・人工知能
研究センターを拠点とし、関
係府省及びその関係機関の協
力の下に、文部科学省が主導
するＡＩ研究開発拠点（ＡＩ
Ｐ）等との連携を含め、事業
運営を行うこととしており、
平成２８年度に３省（経済産
業省、総務省及び文部科学省）
が推進するＡＩ研究開発に対
するメッセージを発信すべ
く、「３省連携ＡＩシンポジウ
ム（仮称）」の開催を行う。ま
た、研究開発項目①「大規模
目的基礎研究・先端技術研究
開発」、研究開発項目②「次世
代人工知能フレームワーク研

－ ３．次世代人工知能・ロボット中核技術開
発  [平成２７年度～平成３１年度]  
 次世代人工知能技術分野においては、３
省連携のキックオフとして、平成２８年４
月に関係府省及びその関係機関の協力の
下、「第１回 次世代の人工知能技術に関す
る合同シンポジウム」を開催した。 研究
開発項目①、②及び③の研究開発は、互い
に密接に関連しており、総合的かつ集中的
に行うことが必要かつ適切であると考え
られることから、ＡＩＲＣを研究開発拠点
として、産学官の英知を結集するために１
００名超の研究員体制を早期に実現し、研
究開発を推進している。拠点における研究
開発成果の最大化に向けて、ステージゲー
ト評価委員会を開催し、ＰＭ及び外部評価
委員により、コア技術の革新性、目標に対
する達成度、最終目標に対する技術的な道
筋、実用化に向けた戦略の策定状況等を評
価することで、研究開発に移行することと
した。 
 また、人材育成を図るため、若手研究者
及び中小・ベンチャー企業を対象とした公
募により、新たに２テーマを採択し、先導
研究に着手した。 
 革新的ロボット要素技術分野について
は、ワークショップを開催して企業等の協
業先との連携を図るなど、要素技術の実用
化に向けた取組を進めた。加えて、ステー
ジゲート評価委員会を開催し、ＰＭ及び外
部評価委員により、例えば、大学発ベンチ
ャーの立上げや要素技術のユーザーとな

●ビジネスマッチングを目的としたワーク
ショップ（プライベート展示会）を開催
し、ユーザー等との連携を促進。実用化
戦略重視のステージゲート評価で、体制
強化。 

●ロボット分野については、知的財産プロ
デューサーの知見を活用し、個別テーマ
の知財戦略に関する調査を実施。 

 
●「ＡＩ社会実装推進室」を新設。 
 
●「次世代人工知能社会実装ビジョン」を
策定・公表。 

 
●総理主導で創設された「人工知能技術戦
略会議」に関するＴＦを運営。さらに、同
会議でとりまとめられた「人工知能の研
究開発目標と産業化のロードマップ」を
踏まえ、次世代人工知能技術の社会実装
に関するグローバル研究開発を実施すべ
く基本計画等を変更。 
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究・先進中核モジュール研究
開発」及び研究開発項目③「次
世代人工知能共通基盤技術研
究開発」については、先導研
究目標の達成に向けて研究開
発を行い、最終目標を達成で
きる見込みを示す。 
 革新的ロボット要素技術分
野においては、研究開発に注
力すべき社会課題対応のロボ
ット要素技術を特定し、課題
を設定した上で公募を実施す
る。また、平成２７年度に採
択した先導研究テーマ（セン
サ、アクチュエーション及び
ロボットインテグレーション
技術）について、その先の研
究開発へ進めるためのステー
ジゲートによりテーマの絞込
みを行い、取組を加速する。
ＲＦＩを踏まえた調査研究・
先導研究においては、調査研
究を継続して推進し、先導研
究へ進めるためのステップゲ
ート※評価（平成２８年度上
期末予定）において、実現性
に重点をおいた絞込みを行
う。 

りうる企業の参画など、実用化への道筋を
評価することで、１８テーマのうち１２テ
ーマに絞り込み、研究開発に移行すること
とした。 
 また、解決が求められる社会課題に対応
可能な、革新的なロボット要素技術を俯瞰
した上で、重点的な研究開発が必要と考え
られる６課題を設定した上で、公募によ
り、新たに１１テーマを採択し、先導研究
に着手した。 
さらに、人工知能技術の社会実装に向け

て、平成２８年４月に「ＡＩ社会実装推進
室」を新設した。「次世代人工知能社会実
装ビジョン」の策定・公表、ＡＩ研究開発
の「３省連携」のキックオフとして合同シ
ンポジウム開催、「ＡＩポータル」開設な
どの取組を行うとともに、総理主導で創設
された「人工知能技術戦略会議」に関する
タスクフォースを事務局として運営した。 

   ※本プロジェクトでは、平成
２７年度に、着手するフェー
ズが異なる２回の公募を実施
する。 
①２年以内の先導研究の後、
「ステージゲート」を経て約
３年間の研究開発を行うも
の。 
 ステージゲートでは、実用
化への見通しをより重視した
審査基準により、本格的な研
究開発への移行、加速、縮小、 
中止等を審査する。 
②約１年間の調査研究の後、
「ステップゲート」を経て約
１．５年間の先導研究を実施
し、その後の本格的な研究開
発に繋げるもの。ステップゲ
ートでは、先導研究の実現性
を重視した審査基準により、
先導研究への移行、中止を審
査する。 

－    

   ４．ロボット活用型市場化適
用技術開発プロジェクト 
[平成２７年度～平成３１年
度] 
 ものづくり分野及びサービ
ス分野を対象として、ロボッ
ト活用に係るユーザーニーズ
及び市場化出口を明確にした
上で、特化すべき機能の選択
と集中に向けた新規技術開発
に係る提案に対し助成する。

－ ４．ロボット活用型市場化適用技術開発プ
ロジェクト [平成２７年度～平成３１年
度]  
ロボット新戦略で示された重点分野で

あるものづくり分野・サービス分野を対象
とし、ロボットの導入業種・工程の拡大を
目指して２ヶ年で３１テーマ（４２社）を
採択して研究開発を実施中。平成２８年度
の公募で１０テーマを追加で採択した。 
また、平成２９年度で公募するプラット

フォームロボット開発の制度設計などに

●ものづくり・サービス分野でユーザーニ
ーズに即したロボットを実用化。一部の
実施業者は事業化に向けた活動を展開
中。 

 
●関連事業・機関との連携やマッチング、
展示会等でテーマ発掘により、イノベー
ションの担い手として重要な中堅・中小
企業等の発掘に積極的に取り組んだ（平
成２８年度新規採択額に占める中堅・中
小・ベンチャー企業の割合６割超）。 
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新たにロボットを導入する業
種・分野の拡大及び工程の増
大を図り、新規技術開発に係
るロボット新製品を製品化す
ることと合わせ、ＳＩｅｒと
の協業やロボット活用事例の
周知を推進していくことで、
ロボットの市場規模の拡大を
目指す。平成２８年度は、平
成２７年度に採択したテーマ
を継続して実施するととも
に、以下の研究開発項目に係
る新規テーマを公募して実施
する。 
 
研究開発項目① ものづくり
分野のロボット活用技術開発 
 ロボットによるものづくり
の自動化を促進し、生産の革
新を実現するため、ものづく
りを行う上で必要とされる対
象物の認識や把持に関する技
術及びものづくりを行う上で
必要となる高度な対物作業を
対象としたロボットシステム
構築に係る技術を開発する。 
 
研究開発項目② サービス分
野のロボット活用技術開発 
 サービス分野における対物
作業のロボット活用を促進
し、労働生産性の向上やイノ
ベーションによる高付加価値
化を実現するため、サービス
分野の対物プロセスを行う上
で必要となる高度作業を対象
としたロボットシステム構築
に係る技術を開発する。 

も注力し、当初計画通り、年度初めの公募
が実施できる見通しである。基本計画変更
に向けたヒアリングを実施し、２月上旬を
目標としていた基本計画等の機構内承認
は１ヶ月ほど後倒しとなったものの、来年
度公募の実施に向けた下準備が整った。 
関連事業・機関との連携やマッチング、

展示会等での広報等によるテーマ発掘に
より、イノベーションの担い手として重要
な中堅・中小企業の育成・支援に積極的に
取り組んだ。 

 
●安倍総理が表明した「ロボット導入コス
ト２割削減」の目標実現に向けて、プラ
ットフォームロボット開発に新たに着手
すべく基本計画を策定。 

     ５．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ) 自動走行システム／大規模実
証実験 [平成２９年度～平成３０年度]  
平成２８年２月、戦略的イノベーション

創造プログラム（ＳＩＰ）自動走行システ
ムの大規模実証実験について、ＮＥＤＯが
管理法人となることが承認された。平成２
９年度の実験実施に向け、以下の重要５課
題の実用化に向けた実証実験を実施すべ
く速やかに公募等の準備活動に着手。 
ⅰ） ダイナミックマップ 
ⅱ） HMI（Human Machine Interface） 
ⅲ） 情報セキュリティ 
ⅳ） 歩行者事故低減 
ⅴ） 次世代都市交通 
 
また、社会受容性の醸成に関する課題の

調査の公募準備等に着手。 

●迅速かつ柔軟な人事配置を実施して、ロ
ボット・ＡＩ部の中に、大規模実証実験
の準備・実施を担う「次世代モビリティ
グループ」を新設。 

 
●重要５課題の実用化に向けて実証実験を
実施すべく速やかに公募等の準備活動に
着手。 

 
●社会受容性の醸成に関する課題の調査の
公募準備等に着手。 

 

 

 ⅹ）新製造技術分野 
ものづくり基盤技術とし

て、短時間、高品質の製造
及び量産に耐えうるコスト
構造の確立のため、難加工

（ⅹ）新製造技術分野 
近年、新興国の製造技術

水準の向上は著しく、我が
国はさらに高付加価値製
品・技術を創出し、省資源、

（ⅹ）新製造技術分野 
１．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ） 革
新的設計生産技術 [平成２
６年度～平成３０年度]  

－ 
 

（ⅹ）新製造技術分野 
１．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ） 革新的設計生産技術 [平成
２６年度～平成３０年度]  
設計や生産・製造に関する革新的な技術
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材料等の先進材料の切断な
ど、次世代製品の加工シス
テムを３種類以上実用化す
ることとする。新しい製造
システムとして、大規模な
生産設備が不要で、設備投
資とエネルギー消費を大幅
に削減できる少量多品種生
産に対応した製造システム
の実用化に向けた技術開発
等を行うこととする。 

省エネルギー、生産量への
柔軟性等を実現する効率
的な製造プロセスを確立
することが喫緊の課題と
なっている。 
第３期中期目標期間に

おいて、以下のようなシス
テムとしての新しい製造
技術の技術開発を推進す
る。 
(a)ものづくり基盤技術 
炭素繊維複合材料等の

先進材料の切断など、次世
代製品の短時間、高品質の
製造及び量産に耐えうる
コスト構造の確立のため、
低コストに製造する加工
システム技術の開発を推
進し、３種類以上のシステ
ムを実用化する。 
(b)新しい製造システム 
 大規模な生産設備が不
要で、設備投資とエネルギ
ー消費を大幅に削減でき
る少量多品種生産に対応
した製造システムの実用
化・事業化に向けた技術開
発等を行う。 

設計や生産・製造に関する
革新的な技術の開発等を行
い、地域の企業や個人が持つ
アイデアや技術・ノウハウを
活かし高付加価値な製品やシ
ステム及びサービスを産み出
す新たなものづくりスタイル
を確立することを目的とし、
以下の研究開発を実施する。 
 
 

の開発等を行い、地域の企業や個人が持つ
アイデアや技術・ノウハウを活かし高付加
価値な製品やシステム及びサービスを産
み出す新たなものづくりスタイルを確立
することを目的とし、以下の研究開発を実
施した。 

  研究開発項目① デライトも
のづくりの実証 
デライトものづくりの一連

の流れを先行し、早期の実証
及び事業化に取り組む。 
 

－ 研究開発項目① デライトものづくりの
実証 
デライトものづくりにおいて、カスタム

設計のプロトタイプ完成、テストユースを
４例実施した。 

  

  研究開発項目② デライト設
計技術の開発 
価値探索・設計・価値データ

をつなぐデライト設計システ
ムの開発と実証に取り組む。 
 

－ 研究開発項目② デライト設計技術の開
発 
デライト設計における設計手法のツー

ル化、及びガイドラインを作成した。また、
設計強化のため新規公募を実施し３テー
マを採択、研究開発を開始した。 

  

   研究開発項目③ ３次元造形
活用アジャイル設計生産技術
開発 
設計・生産連携に基づいた

新しい価値のプロトタイプを
創生することを目指し、主に
３次元造形加工技術の開発に
取り組む。 
 

 研究開発項目③ ３次元造形活用アジャ
イル設計生産技術開発 
主に３次元造形加工技術の開発に取り

組み、９件の一次試作、及び原型検証を完
了した。 

  

   研究開発項目④ ３次元造形
用先端材料開発 
３次元造形に用いる革新的

材料の開発に取り組む。 
 

 研究開発項目④ ３次元造形用先端材料
開発 
インクジェット方式の３次元造形加工

のためのベースマシーン完成、それに使用
する高濃度・高機能ナノインクの設計指針
と形状保持手法を確立、試作に適用した。 

  

   研究開発項目⑤ 高機能・知
能化加工技術 
加工困難・複雑なプロトタ

イプの迅速・高精度加工の実
現に取り組む。 
 

 研究開発項目⑤ 高機能・知能化加工技術 
加工困難・複雑なプロトタイプの迅速・

高精度加工の実現に取り組んだ。 

  

   研究開発項目⑥ デライトも
のづくり普及モデル開発 
デライトものづくりを地域

の中小・中堅企業で普及展開
するための価値探索・評価の
普及モデル開発に取り組む。 

 研究開発項目⑥ デライトものづくり普
及モデル開発 
デライトものづくりを地域の中小・中堅

企業で普及展開するための価値探索・評価
の普及モデル開発に取り組んだ。 

  

   ２．高輝度･高効率次世代レー
ザー技術開発  [平成２８年
度～平成３２年度] 
我が国が世界のトップラン

ナーとして、これまでになく
高効率かつ高輝度（高出力･高

－ ２．高輝度･高効率次世代レーザー技術開
発 [平成２８年度～平成３２年度] 
これまでにない高輝度（高出力・高ビー

ム品質）かつ高効率なレーザー技術、及び
それを用いたレーザー加工技術を開発す
ることで、消費エネルギーの削減と、我が
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ビーム品質）で、多様な素材
を効率よく加工できるレーザ
ー技術を開発することによ
り、燃料消費･温室効果ガス排
出の削減を図るとともに、我
が国のものづくり産業の競争
力強化を図る。 
 

国ものづくり産業の競争力強化を図るこ
とを目的とし、以下の研究開発を実施し
た。 

   研究開発項目① 高品位レー
ザー加工技術の開発 
形状荒れや熱変性の影響を

抑えた実用的な短波長・超短
パルスレーザー加工システム
を開発する。 

 研究開発項目① 高品位レーザー加工技
術の開発 
短波長・短パルスレーザー加工システム

の開発に向け、波長変換素子、レーザー出
力部、光学素子等の設計を行い、試作と評
価を開始した。 

  

   研究開発項目② ハイパワー
レーザーによる体積加工技術
の開発 
構造部材の成型や高強度化を
効率良く処理することを目指
したパルスエネルギーの高い
レーザー加工システムを開発
する。 

 研究開発項目② 高出力レーザーによる
加工技術の開発 
高出力パルスレーザー装置の基本設計

を固め、構成機器の試作を開始した。また、
加工検証試験と分析評価も開始した。 

  

   研究開発項目③ 次々世代レ
ーザー基盤技術の研究開発 
将来のレーザー加工技術に

資する新しいレーザー構造の
探索や未踏波長領域開拓に向
けた基盤技術を研究開発する 

 研究開発項目③ 次々世代加工に向けた
新規光源・要素技術開発 
半導体レーザーダイオードを中心に、６

つの新規光源開発に着手した。 

  

   研究開発項目④ 次世代レー
ザー加工共通基盤技術の研究
開発 
レーザー加工の学理に立脚

して、素材に適した最適なレ
ーザー加工条件を効率的に導
出するための基盤技術を研究
開発する。 

 研究開発項目④ 次世代レーザー及び加
工の共通基盤技術開発 
素材の特性に合った高品位かつ効率的

なレーザー加工の実現に向け、重要パラメ
ータを抽出するためのテストプラットフ
ォームの構築を開始した。また、計測評価
基盤技術の開発にも着手した。 

  

 ⅺ）ＩＴ融合分野 
ビッグデータを、コンピ

ューティング能力を活用す
ることにより、異種産業が 
融合した、いわゆるＩＴ融
合による新産業の創出を目
指すための取組を行うとと
もに、ＩＴ融合の実現に必
要となる、ビッグデータの
リアルタイム処理や、モバ
イルの基盤技術を確立する
ものとする。 

（ⅺ）ＩＴ融合分野 
現在の「医食住インフ

ラ」の多くはその基礎を四
半世紀以上前に作られた
ものであり、社会情勢の変
化や災害等に対する脆弱
性が増してきている。ハー
ド面のインフラを抜本的
に見直すのではなく、追加
的なハードの投入を最小
限とし、その運用・制御と
いうソフト面からのアプ
ローチでより効率的な社
会システムを構築する動
きが各国で盛んになって
きている。 

第３期中期目標期間に
はビッグデータを、コンピ
ューティング能力を活用
することにより、異種産業
が融合したいわゆるＩＴ
融合による新産業の創出
を目指し、都市交通分野・
ヘルスケア分野・農商工連
携分野等において、実証事

（ⅺ）ＩＴ融合分野 
（該当プロジェクトなし） 

 （ⅺ）ＩＴ融合分野 
（該当プロジェクトなし） 
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業等を実施し、実用化・事
業化と普及促進を目指す。
併せて、ＩＴ融合の実現に
必要となる、ビッグデータ
のリアルタイム処理や、モ
バイルの基盤技術を確立
する。 

 xⅲ）境界・融合分野 
生涯健康や安全・安心等

を中心とした社会ニーズや
社会的貢献の実現を視野に
入れ、高付加価値ＭＥＭＳ
（微小電気機械システム）
等を活用しつつ、各分野の
境界分野及び分野を跨ぐ技
術の融合領域における技術
開発を推進することとす
る。 

（xⅲ）境界・融合分野 
急速な知識の蓄積や新

知見の獲得によって、異分
野技術の融合や新たな技
術領域が現れることを踏
まえ、従来の取組を更に強
化し、生涯健康や安全・安
心等を中心とした社会ニ
ーズや社会的貢献の実現
を視野に入れつつ、高付加
価値の微小電気機械シス
テム（ＭＥＭＳ）技術を用
いた超小型センサー及び
それらの制御システムを
開発する等、各分野の境界
分野及び分野を跨ぐ技術
の融合領域における技術
開発を推進する。 

具体的には、第３期中期
目標期間中に新しい機能
を提供するＭＥＭＳデバ
イスを開発するとともに、
ＭＥＭＳデバイスを活用
した新たなサービスの実
用化・事業化を図ることと
し、この取組によって７種
類以上のサービス提供を
実現する。 

 

（xⅲ）境界・融合分野 
（該当プロジェクトなし） 

－ （xⅲ）境界・融合分野 
（該当プロジェクトなし） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て
いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （国際分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ⅻ）国際展開支援 

エネルギー・環境分野や
産業技術分野等における各
国の政策、規制環境等を踏
まえ、日本の優れた技術を
核に、海外実証事業等を、
強力に推進することとす
る。 

(ⅻ)国際展開支援 
経済成長に伴うエネル

ギー需要の増大及びそれ
に伴う温室効果ガスの排
出増加により、世界におけ
るエネルギー効率の向上
及び再生可能エネルギー
の導入はエネルギー需給
の安定化及び地球温暖化
対策として重要な課題で
ある。また、これを支える
電力系統安定化や需給管
理、経済社会全体での最適
利用等、国際社会は新たな
技術課題に直面している。
さらに、水や廃棄物などの
環境問題の顕在化や、高齢
化等を背景とした医療・福
祉等に係る技術ニーズが
世界的に高まっている。こ
うした背景の下、日本の優
れたエネルギー・環境技術
及び産業技術の国際展開
により、これら課題の解決
を図ると同時に、日本企業
によるグローバル市場の
獲得に資することが重要
である。 

そこで、第３期中期目標
期間においては、上記課題
の解決のため、エネルギ
ー・環境分野等における各
国の多様なニーズやエネ
ルギー政策、規制環境等を
踏まえ、日本の優れた技術
を核に、海外実証事業を強
力に推進する。実施に当た
っては、これまでの海外実
証事業の経験から得られ
た教訓を踏まえ、より効果
的・効率的に事業を推進す
る。 
 具体的には、対象技術は
必ずしも最先端なものに
こだわらず、相手国の要求
スペックや有効需要に合
致した技術を優先すると
ともに、企業の海外展開戦
略に適合した技術である
ことを重視する。また、関
係省庁・機関と協力し、海
外展開にかかわる関連施

(ⅻ)国際展開支援 
１．国際エネルギー消費効率
化等技術・システム実証事業 
［平成５年度～平成３２年
度］ 
我が国が強みを有する省エ

ネルギー・再生可能エネルギ
ー、スマートコミュニティ等
の技術を対象に、相手国のニ
ーズ・要求スペックに即した
技術・システムを実証し、当
該技術の普及を推進する。平
成２８年度からは助成制度を
導入することで企業の主体性
を高めるとともに、より一層、
技術普及可能性の高い案件に
誘導すべく、専門家による経
済性評価の導入も実施する。
事業の推進に当たっては、相
手国の地域性、地理的要因、
購買力等の国情を踏まえた適
切な事業運営を行うととも
に、過去の事例分析又はビジ
ネスモデルの構築、国際標準
の獲得等を視野に含め、得ら
れた成果の当該国及び第三国
への普及・展開の促進を図る。
また、新規案件の形成のため、
政策的ニーズや予算の状況を
踏まえつつ、公募を実施する。
さらに、低炭素社会の実現に
向けた国際連携の深化を図る
国際会議として、第３回
“Innovation for Cool Earth 
Forum（ＩＣＥＦ）”を実施す
る。過去２回の会合では、産
官学のイノベーションによる
温暖化問題の解決方法につい
て議論を行い、協力に向けた
プラットフォームを提供する
基盤が固まったため、今年度
からはＩＥＡ等様々な国際組
織との連携を図り、ＣＯＰ２
１の成果を踏まえた更なるイ
ノベーションの促進に貢献す
る。 

－ (ⅻ)国際展開支援 
 実証事業は、前年度までの累積が１９ヶ
国、８３件であったところ、平成２８年度
は新たに６ヶ国、１０件を追加し、実施国・
件数ともに拡大。また、調査フェーズでは、
実証要件適合性調査を１件、実証前調査を
４件、普及促進のための調査を２件実施し
た。なお、実証前調査のうち２件は平成２
７年度に導入した助成制度に基づいて実
施されているものであり、平成２９年度も
引き続き制度の定着に向けて取り組む予
定。 
また、平成２８年度からは個別テーマに

おいて外部の有識者による事後評価を本
格的に実施し、経済性からの評価視点を強
化する等で普及の蓋然性を高めた。 
 実証事業のうち、イギリス・マンチェス
ターでのスマートコミュニティ実証では、
マンチェスターの公共住宅にヒートポン
プ（ＨＰ)を５５０台導入し、情報通信技
術（ＩＣＴ）によりその電力消費および蓄
熱を集約・直接制御することで、電力市場
で取引可能な２００ｋＷを超える調整力
の創出に成功。日本の電力市場でも将来的
に有効活用を目指している電力アグリゲ
ーションビジネスにおいて、一般家庭のＨ
Ｐを活用した大規模な実証事業は世界初
となる。委託先は、本事業およびマウイで
実施したスマートコミュニティ実証（国際
エネルギー実証）の経験を踏まえ、英国・
シリー諸島で実施される約１５億円規模
のスマートグリッドプロジェクトへの参
画に繋げた。 
 また、米国テキサス大学オースティン校
のデータセンターにおいて、エネルギー効
率向上の革新的手法の一つである高電圧
直流給電システム技術に、太陽光発電を連
系するという技術実証を行い、１５％以上
の省エネ効果を達成。今回導入したシステ
ムは世界的にも最大級となる５００ｋＷ
級の大容量給電が可能なものであり、世界
有数のスーパーコンピュータを有する同
大学での本実証事業での成果は、商用ベー
スでの普及に向けた第一歩となった。 
 この他、地球温暖化問題の解決に向けた
エネルギー・環境技術分野のイノベーショ
ンを促進する方策を議論する「Innovation 
for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）」の第
３回年次総会を開催。第３回年次総会全体
のテーマとして、「ＣＯ２のネットゼロエ
ミッション」を提唱し、地球温暖化問題の
解決に向けたあらゆる貢献の重要性を発

＜自己評価の根拠＞ 
 
●当該技術の普及に向け事業者のコミット
を高めるべく、委託事業から、原則、補助
事業化。 

 
◇「英国・マンチェスターにおけるスマート
コミュニティ実証事業」 [平成２５年度
～平成２８年度] 

●現地住民５５０戸の協力及び機器設置が
効率よく行われるよう、ＮＥＤＯがマンチ
ェスター市及び現地住宅公社と調整し、作
業員の人数、作業工程を適正化。 

 
●現地アグリゲータが定めた取引単位の２
００ｋＷを超える抑制に成功。日本の電力
市場でも将来的に有効活用を目指してい
る電力アグリゲーションビジネスにおい
て、一般家庭のヒートポンプを活用した大
規模な実証事業は世界初。 

 
●委託先は、本事業及びマウイで実施したス
マートコミュニティ実証（国際エネルギー
実証）の経験を踏まえ、英国・シリー諸島
で実施される約１５億円規模のスマート
グリッドプロジェクトへの参画に繋げた。 

 
 
◇「米国におけるデータセンターに関するＨ
ＶＤＣ（高電圧直流）給電システム等実証
事業」 [平成２６年度～平成２８年度] 

●世界的にも事例の少ない大容量（５００ 
ｋＷ級）のＨＶＤＣ給電システム技術の導
入により、電源変換効率を向上させ、さら
に太陽光発電システム、リチウムイオン電
池を組み合わせることで、１５％以上の省
エネを実現。 

 
●最高水準のスーパーコンピュータを有し、
世界的に注目度が高いテキサス大学オー
スティン校において成果を挙げ、商用ベー
スでの普及に向けた交渉開始。 

 
●データセンター全体での省エネ効果を評
価する日本発の総合エネルギー効率指標
（Datacenter Performance Per Energy 
（ＤＰＰＥ、ＪＥＩＴＡグリーンＩＴ委員
会制定））を適用し、本基準を米国標準及び
国際標準化とすべく、米国関係機関への働
きかけや日本および米国での学会発表を
実施。 
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策（事業化可能性調査、人
材育成、共同研究、二国間・
多国間の政策対話等）との
連携を図りつつ、事業内容
に応じ相手国における普
及支援策の新設や参入障
壁となっている制度の改
正等を働きかける。技術の
実証だけでなく、実証後に
おける我が国の技術・シス
テムによる売上獲得を目
指し、もって我が国のエネ
ルギーセキュリティの確
保、環境対策の推進、エネ
ルギー産業等の海外展開、
市場開拓に結びつける。 
 
(a)国際技術実証事業 

エネルギー・環境分野に
ついては、我が国が推進す
べき省エネルギー技術や
再生可能エネルギー技術
等の実証を行うとともに、
水循環やリサイクル、医療
機器等、我が国の産業技術
力の強化に資する国際研
究開発・実証事業を更に推
進する。加えて、実証事業
等における相手国での地
球温暖化問題への貢献を
定量的に評価し、我が国の
エネルギー・環境技術によ
る貢献とする仕組みの活
用につなげる。 

なお、これら事業の推進
に当たっては、相手国の地
域性、地理的要因、購買力
等の国情を踏まえた適切
な事業運営を行うととも
に、過去の事例分析又はビ
ジネスモデルの構築、国際
標準の獲得等を視野に含
め、得られた成果の当該国
及び第三国への普及・展開
の促進を図る。 
 
(b)スマートコミュニティ
実証事業 

ＩＴの活用によって、エ
ネルギー情報を供給側と
需要側の双方向で共有し、
コミュニティ全体でより
効率的にエネルギーを使
っていく新たなシステム
である「スマートコミュニ
ティ」の構築に関する取組
は、先進国のみならず新興
国を含めて世界的に取組
が広がっており、一時のブ
ーム期を過ぎて、現実の課
題として取組が進められ

信した。会期中は、約８０ヶ国から１，０
００人を越える参加者が集い議論。さらに
年次総会の議論を踏まえ、ＩＣＥＦロード
マップ（「ＣＯ２ Ｕｔｉｌｉｚａｉｔｏ
ｎ」「ＺＥＢ／ＺＥＨ」）を作成し、ＣＯＰ
２２のサイドイベントで年次総会の成果
とともに発表した。 

 
◇ＩＣＥＦ 
●第３回年次総会（平成２８年１０月５、６
日）を開催。約８０ヶ国から約１，０００
名が参加。安倍昭恵総理夫人等、閣僚や各
界の著名人約１００名が講演。新たな分野
についてＩＣＥＦロードマップ（「ＣＯ２利
用」、「ＺＥＢ／ＺＥＨ」）を作成し、ＣＯＰ
２２（モロッコ）サイドイベントで年次総
会の成果とともに発表。 

 
●ＩＣＥＦは、「地球温暖化対策計画」（閣議
決定）及び「エネルギー・環境イノベーシ
ョン戦略」（総合科学技術・イノベーション
会議決定）で地球温暖化問題解決に向けた
国際連携の取組として位置づけられた。 

 
２．国際研究開発・実証プロ
ジェクト ［平成２６年度～
平成３２年度］ 
 我が国企業が有する技術の
有効性を証明することを目指
すため、現地の実情に合わせ
た日本と相手国企業／研究機
関が参加する国際共同研究開
発・実証等を実施する。対象
分野としては、新エネルギー、
省エネルギー、スマートコミ
ュニティ、環境、ロボット、機
械システム、電子・情報、材
料・ナノテクノロジー、バイ
オテクノロジー等とする。本
事業は、ＮＥＤＯと相手国機
関等との間で調整・協議の上
実施することとし、原則、Ｍ
ＯＵ等を締結した国を対象と
し、政策的ニーズや予算の状
況を踏まえつつ、新たに公募
を実施する。 

－ ２．国際研究開発・実証プロジェクト 
平成２８年度は、対象国の一つであるイ

スラエルにおいて、新規案件２件を採択
し、計７件の事業を着実に実施した。また、
インダストリー４．０やＩｏＴ分野で世界
をリードしているドイツと事業を実施す
べく、経済産業省とともにドイツ連邦経済
エネルギー省（ＢＭＷｉ）との間で「研究・
開発及びイノベーションに関わる相互協
力に係る共同声明」に調印した。同共同声
明は、ＣｅＢＩＴ２０１７の会場内におい
て、日独経済産業大臣、古川理事長間で調
印され、日独政府間合意文書である「ハノ
ーバー宣言」の中にも本事業を推進してい
く旨記載された。 
 実施事業の内、フランスとの「蛍光ナノ
イメージングを用いた創薬支援システム
の開発事業」では、バイオイメージング基
盤技術の創出するため蛍光ナノ粒子技術
開発を行い、分子挙動の蛍光観察技術をサ
ブ細胞レベルで達成した。可視光による分
子レベルのライブセル上の分子挙動観察
技術は世界初のものであり、年度計画を上
回っての技術目標達成となる。また、コニ
カミノルタ社はフランス・パスツール研究
所との共同研究契約を成立させ、パスツー
ル研究所において調印式を挙行し、研究指
針ビジネス展開についての意見交換を行
った。 
 また、イスラエルとの「光学マイクロフ
ォンを利用したヘッドフォンを用いた高
騒音下でも使用可能な音声認識システム
の研究開発」では、イスラエルの共同研究
先が開発したＥＳ版の光学マイクモジュ
ールの、有線タイプのプロトタイプヘッド
セットへの組み込みを完了した。加えて、
同プロトタイプヘッドセットを用いた性
能評価により、工事現場等の高騒音現場で
の利用性に目途がたった。 

  

３．環境・医療分野の国際研
究開発・実証プロジェクト 
［平成２３年度～平成２９年
度］ 
 我が国の優れた技術を潜在

－ ３．環境・医療分野の国際研究開発・実証
プロジェクト 
環境分野のうち、平成２５年度から事業

を開始した「廃油の環境調和型再利用シス
テム（インドネシア）」については、平成
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ている状況にある。第３期
中期目標期間においては、
日本の優れた技術を核に
現地国ニーズにマッチし
たソリューションを組み
上げ、システムとして展開
していく端緒を拓くべく、
我が国のエネルギーセキ
ュリティ上重要な国での
実証事業を引き続き展開
していく。また、これまで
の電力技術的側面を中心
とした取組に加え、産業競
争力強化の視点から、我が
国経済を牽引する産業を
実証に加えていくととも
に、他省庁や関係機関とも
連携し、取組の幅と深さを
加えつつ、より上流から事
業を展開する取組を強化
する。加えて、実証参加企
業と国際標準化推進企業
の整合化を図り、標準化の
視点を組み込んだ展開を
進める。これにより、実証
したスマートコミュニテ
ィ関連技術を、実証サイト
以外の地域への普及展開
につなげるべく、事業を展
開する。 

市場を有する世界各国に展開
すべく、相手国における具体
的なニーズを把握し、現地の
実情に合った研究開発・実証
事業を推進する。具体的な対
象技術としては、機械システ
ム、電子･材料、バイオ・医療、
省エネルギー、新エネルギー、
スマートコミュニティ、環境
等とする。 

２８年１０月に実証プラントが竣工式し、
東カリマンタン州バリクパパン市におい
て実証を開始した。さらに、再生された油
の品質及び量等のデータを収集し 、実証
事業を完了した。また、平成２７年度から
事業を開始した「金属廃液・汚泥から有用
金属を回収し、汚泥を削減する研究開発・
実証事業（マレーシア）」についてはでは、
実証設備が竣工し、現地の廃液を用いた実
証研究を行い、設備の目標性能 を確認の
上、実証事業を完了した。 
医療分野のうち、平成２４年度から事業

を開始した「現地国事情に適した高品位透
析治療を達成する透析水清浄化システム
の研究開発・実証」では、南京医科大学附
属第二医院にセントラル方式浄化装置及
び３０台の人工透析監視装置の実証を行
い、その成果は計６社の新華社等大手を含
む中国内メディアで報道された。また、平
成２６年度から事業を開始した「人工関
節・手術支援システム構築に係わる研究開
発・実証（タイ）」では、タイ人の三次元
骨形状を計測して得られた結果から、タイ
人の骨形態に適する人工関節を設計し、膝
関節の動作解析を行うとともに、手術器械
の操作性を検証した。 

４．地球温暖化対策技術普及
等推進事業 ［平成２３年度
～平成２９年度］ 
 二国間合意によって、我が
国が世界に誇る低炭素技術や
製品、インフラ、生産設備等
の普及や移転による温室効果
ガス排出削減・吸収への貢献
を定量的に評価するととも
に、我が国の削減目標の達成
に活用する「二国間クレジッ
ト制度」（ＪＣＭ）の推進に向
けた政府の取組を踏まえ、我
が国の低炭素技術・製品等の
導入による具体的な排出削減
効果等を確認・実証する技術
実証等を実施する。 
 平成２８年度は、平成２５
年度に採択したモンゴル及び
ベトナムでの実証事業、２６
年度に採択したラオスでの実
証事業を引き続き実施すると
ともに、平成２５年度に採択
したインドネシアでの実証事
業についてもプロジェクトＭ
ＯＵを締結し、事業の本格稼
働に入る。 
 また、平成２６年度に採択
したモルディブとベトナムで
の実証事業、２７年度に採択
したインドネシアとベトナム
での実証事業については、実
証前調査等を実施し、事業化
評価を通った案件について
は、速やかにプロジェクトＭ
ＯＵを締結し、実証事業に着

 ４．地球温暖化対策技術普及等推進事業 
［平成２３年度～平成２９年度］ 
平成２８年度は、新たに２件が実証フェ

ーズへと移行した。 
さらに、「ラオス省エネデータセンター

（平成２６年度～）」が、ＪＣＭプロジェ
クトへの申請権を得た。また、すでに実証
フェーズにあった「ベトナム版Ｖ－ＢＥＭ
Ｓ開発によるホテル省エネ促進実証事業
（平成２５年度～）」は、ＪＣＭプロジェ
クトとして、正規に認証された。 
また、「ベトナム国営病院における省エ

ネ／環境改善によるグリーンホスピタル
促進事業（平成２５～２９年度）」につい
て、廃棄する旧型エアコン内に冷媒として
残留する特定フロンガスの回収と、適切な
処理を実施し、ベトナム国内初めてフロン
ガスの無害化処理を成功。本事業の成果を
踏まえ、今後同国でのフロン回収・破壊処
理の制度化・普及促進が期待される。 
 さらに、年度途中に実施した公募では、
実証前調査を１件、実現可能性調査事業を
２件採択し、それぞれ事業を開始した。 

●同事業では廃棄する旧型エアコン内に冷
媒として残留する特定フロンガスの回収
と、適切な処理を実施し、ベトナム国内初
のフロンガスの無害化処理事例となった。 

 
●ＮＥＤＯの取組は、先進的な事例として、
地球環境問題を所管する天然資源環境省
がウェブサイト（英語）で公表。 
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手する。 
 さらに、平成２８年度にお
いては、政策動向や予算の状
況を踏まえつつ、新規の実現
可能性調査等を公募により採
択し、実施する予定。 
５．クリーンコール海外普及
展開等事業 ［平成２７年度
～平成３１年度］ 
石炭の環境負荷を低くしつ

つ、同時に安定供給性と経済
性を担保して我が国で利用す
るために、我が国の優れたク
リーンコール技術（ＣＣＴ）
の実証事業及び調査事業を海
外で実施することで、石炭の
高効率利用を海外で促進す
る。 
（１）石炭高効率利用技術共
同実証事業 
ウクライナにおいてスチー

ムタービンの効率向上のため
の実証事業を実施するための
実証前調査を行い、ＭＯＵ及
びＩＤを締結する。その後、
スチームタービンの設計及び
製作を進める。 
（２）石炭高効率利用システ
ム案件等形成調査事業 
日本のＣＣＴを利用したシ

ステムを対象とし、海外への
普及の促進により我が国の経
済成長と世界のＣＯ２削減の
同時達成を図ることを目的と
して、プロジェクトの創成や
実施可能性に関する調査等を
実施する。 

 ５．クリーンコール海外普及展開等事業 
（１）石炭高効率利用技術共同実証事業 
ウクライナの制度、税制や、スチームタ

ービンの効率向上のための蒸気の漏えい
を低減するシール構造の適用のための調
査等を行った。併せて、実証サイトとして
キエフ近郊のトリピルスカ発電所を選定
し、ウクライナでの国内審査資料の作成お
よび事業実施のためのカウンターパート
との交渉等を行い、ＭＯＵについては大筋
合意した。 
（２）石炭高効率利用システム案件等形成
調査事業 
平成２８年度は「インドネシアにおける

地方電化率向上のためのバイオマス混焼
循環流動層(ＣＦＢ)型発電設備の設置プ
ロジェクト案件形成調査」をはじめ新規に
８件（高効率発電５件、その他（ガス化、
選炭、環境対策）３件）を採択し、７ヶ国
で案件形成に係る可能性調査を行い、導入
時のＣＯ２排出削減量効果等を評価した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい
ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
０４２６国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費 

０４３２国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費（エネルギー需給勘定） 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
各種表彰制度での
受賞数 

- - 25 件 21 件 44 件 53 件     

新規の研修コース
設置数 

中期目標期間
中に 5コース
以上 

－ 2 コース 3 コース 1 コース 3 コース     

一般管理費・業務
経費の合計（一部
を除く）の効率化
の実績値 

平成 24 年度
を基準として
毎年度平均で
前年度比
1.08％の効率
化 

－ 毎年度平均で
27.6％の効率化 

毎年度平均で
13.8％の効率化 

毎年度平均で
17.5％の効率化 

毎年度平均で
19.4％の効率化 

    

 ラスパイレス指数 － － 104.1 103.7 105.8 106.4     

 競争性のある契約
の割合 

－ － 件数ベース
91.0％ 
金額ベース
99.8％ 

件数ベース
96.4％ 
金額ベース
99.9％ 

件数ベース
95.6％ 
金額ベース
99.9％ 

件数ベース 
97.4％ 
金額ベース 
99.9％ 

    

 職員に対するコン
プライアンスに関
する研修の回数 

年 4回以上 － コンプライアン
ス研修 1回（延
べ 17回） 
新規入構職員向
けコンプライア
ンス基礎研修 13
回 

コンプライアン
ス研修 1回（延
べ 2回） 
新規入構職員向
けコンプライア
ンス基礎研修 13
回 

コンプライアン
ス研修 1回 
新規入構職員向
けコンプライア
ンス基礎研修 11
回 

コンプライアン
ス研修 1回 
新規入構職員向
けコンプライア
ンス基礎研修 13
回 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
 （１）機動的・効率的な組

織・人員体制 
関連する政策や技術動向

の変化、業務の進捗状況に
応じ機動性・効率性が確保
できるような柔軟な組織・
人員体制を整備することと
する。その際、人員及び財
源の有効利用により組織の
肥大化の防止及び支出の増
加の抑制を図るため、事務
及び事業の見直しを積極的
に実施するとともに、人員
及び資金の有効活用の目標
を設定し、その達成に努め
るものとする。 
 

（１）機動的、効率的な組
織・人員体制 

近年における産業技術分
野の技術開発を巡る変化
や、国際的なエネルギー・環
境問題の動向の推移に迅速
かつ適切に対応し得るよう
な、柔軟かつ機動的な組織
体制を構築し、意思決定及
び業務執行の一層の迅速化
と効率化を図る。その際、人
員及び財源の有効利用によ
り組織の肥大化の防止及び
支出の増加の抑制を図るた
め、事務及び事業の見直し
を積極的に実施するととも
に、人員及び資金の有効活
用の目標として、下記を設
定し、その達成に努める。 

（１）機動的、効率的な組
織・人員体制 
 近年における産業技術分
野の技術開発を巡る変化
や、国際的なエネルギー・環
境問題の動向の推移に迅速
かつ適切に対応し得るよう
な、柔軟かつ機動的な組織
体制を構築し、意思決定及
び業務執行の一層の迅速化
と効率化を図る。その際、人
員及び財源の有効利用によ
り組織の肥大化の防止及び
支出の増加の抑制を図るた
め、事務及び事業の見直し
を積極的に実施するととも
に、人員及び資金の有効活
用の目標として、下記を設
定し、その達成に努める。 

－ （１）機動的、効率的な組織・人員体制 
 近年における産業技術分野の技術開発を
巡る変化や、国際的なエネルギー・環境問題
の動向の推移に迅速かつ適切に対応し得る
ような、柔軟かつ機動的な組織体制を構築
し、意思決定及び業務執行の一層の迅速化
と効率化を図る。その際、人員及び財源の有
効利用により組織の肥大化の防止及び支出
の増加の抑制を図るため、事務及び事業の
見直しを積極的に実施するとともに、人員
及び資金の有効活用の目標として、下記を
設定し、その達成に努めた。 

＜自己評価の根拠＞  

  （ア）効率的な業務遂行体
制を確保するため、各部門
の業務に係る権限と責任を
規程等により明確化すると
ともに、プロジェクト基本
計画等により業務の進捗及
び成果に関する目標を明確
に設定し、組織内部におい
てその達成状況を厳格に評
価する。 

（ア）効率的な業務遂行体
制を確保するため、各部門
の業務に係る権限と責任を
規程等により明確化すると
ともに、プロジェクト基本
計画等により業務の進捗及
び成果に関する目標を明確
に設定し、組織内部におい
てその達成状況を厳格に評
価する。 

－  産業技術開発関連業務及び新エネルギ
ー・省エネルギー関連業務等については、全
ての事業について、各部門が責任を持って
策定した基本計画又は実施方針により業務
の進捗及び成果に関する目標の達成度の把
握に努めた。そのうち、平成２８年度は、ナ
ショナルプロジェクトについて、機構外部
の専門家・有識者を活用した中間評価１２
件及び事後評価１１件の分科会を実施し
た。 
また、機構外部の専門家・有識者を活用し

た評価に関しては分科会での評価を踏ま
え、研究評価委員会での中間評価１２件、事
後評価１１件を実施した。 

  

 特に、プログラムマネー
ジャー等、高度の専門性が
必要とされる役職について
は、産学官からの優れた人
材の登用を行うこととす
る。また、外部人材の登用
等に当たっては、利害関係
者排除の措置を徹底するな
ど、更なる透明性の確保に
努めるものとする。 

（イ）関連する政策や技術
動向の変化、業務の進捗状
況に応じ、機動的な人員配
置を行う。また、産業界、学
術界等の専門家・有識者等
の外部資源の有効活用を行
う。特に、プログラムマネー
ジャー等、高度の専門性が
必要とされるポジションに
ついては、積極的に外部人
材を登用する。なお、外部人
材の登用等にあたっては、
利害関係者排除の措置を徹
底する等、引き続き更なる
透明性の確保に努める。 

（イ）業務の改善を図りつ
つ、関連する政策や技術動
向の変化、業務の状況に応
じ、外部人材も含め適切な
人員配置を行い、人員の増
強を図る。また、産業界、学
術界等の専門家・有識者等
の外部資源の有効活用を行
う。特に、ＰＭ等、高度の専
門性が必要とされるポジシ
ョンについては、積極的に
外部人材を登用する。なお、
外部人材の登用等に当たっ
ては、利害関係者排除の措
置を徹底する等、引き続き
更なる透明性の確保に努め
る。 

－ 外部有識者を積極的に登用し、アドバイ
ザーとして４名、プログラムディレクター
として１名、プログラムマネージャーとし
て８名、技術戦略の検討等を担うフェロー
として１８名が活躍している。 
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 また、ＮＥＤＯ職員の民
間企業への派遣も含め、人
材の流動化を促進するとと
もに、ＮＥＤＯのマネジメ
ント人材の育成に努め、Ｎ
ＥＤＯのマネジメント能力
の底上げを図ることとす
る。 

（ウ）機構職員の民間企業
への派遣も含め、人材の流
動化を促進するとともに、
機構のマネジメント人材の
育成に努め、機構のマネジ
メント能力の底上げを図
る。 

（ウ）機構職員の民間企業
への派遣も含め、人材の流
動化を促進するとともに、
機構のマネジメント人材の
育成に努め、機構のマネジ
メント能力の底上げを図
る。 

－ 国の政策に関する知見・経験を深めるべ
く他機関へ１４名の職員を派遣している。 
機構内職員の技術経営力の強化を図るた

め「出口戦略セミナー」（９講座）及びプロ
ジェクトマネジメント力強化のための「プ
ロジェクトマネージャー育成講座」（１８講
座）を実施した。 

 
 

 

 さらに、常に時代の要請
に対応した組織に再編を行
い、本部、国内支部、海外
事務所についても、戦略的・
機動的に見直しを行うこと
とする。 

（エ）各部門の業務が相互
に連携して効率的な運営が
行われるような体制になる
よう、更なる随時見直しを
図る。 

（エ）社会情勢、技術動向に
迅速に対応できる組織体制
となるよう、更なる随時見
直しを必要に応じて図る。 

－ 平成２８年４月に意思決定のより一層の
迅速化を図るために、文書及び運営会議に
よる重複判断排除を推進するとともに、文
書決裁基準の見直しを実施した。また、各部
権限及び判断機能の強化のため、平成２８
年４月にエネルギー・環境本部、産業技術本
部体制の見直しを実施するとともに、これ
ら本部に伴う連絡体制の見直し及び既存の
役員間の連絡会議を集約化し、理事･部長連
絡会として新たに整備した。さらに、「人工
知能技術」分野に関し、即効的かつ機動的に
業務の推進を図る必要性からＡＩ社会実装
推進室を設置した。また、２０２０年のロボ
ット国際競技大会に向け機構全体の推進体
制の強化を図るべく検討を進めた。 

●「ＩｏＴ推進部」、「ロボット・ＡＩ部」、
「ＡＩ社会実装推進室」を設置するとと
もに、ＩｏＴ関連のプロジェクトや自動
走行システムの大規模実証実験を推進
するなど、ＩｏＴ、ＡＩを含む第４次産
業革命等、政府方針に位置づけられた技
術分野の研究開発プロジェクト推進を
強化。 
 

 

  （オ）本部、地方支部、海外
事務所間における双方の円
滑な流通、有機的連携を一
層図るとともに、業務の状
況を踏まえ必要に応じ組織
の見直しを図る。特に国内
支部、海外事務所について
は、既往の政府決定等を踏
まえ、戦略的、機動的に見直
しを行う。 

（オ）本部、地方支部、海外
事務所間における双方の円
滑な流通、有機的連携を一
層図るとともに、業務の状
況を踏まえ必要に応じ組織
の見直しを図る。なお、引き
続きＮＥＤＯ分室について
は、他の独立行政法人とそ
れぞれの会議室を共有する
運用を継続する。 

－ 海外事務所については、他の独立行政法
人との事務所近接化及び会議室の相互利用
環境を整備・継続し、ＮＥＤＯ分室は他の独
立行政法人とそれぞれの会議室を共有する
運用を継続している。 

 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（２）自己改革と外部評価の徹底 
 

 
 
  

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （２）自己改革と外部評価

の徹底 
全ての事業につき厳格な

評価を行い、不断の業務改
善を行うこととする。また、
評価に当たってはＮＥＤＯ
外部の専門家・有識者を活
用するなど適切な体制を構
築することとする。その際、
評価は、技術評価と事業評
価の両面から適切に実施
し、その後の事業改善へ向
けてのフィードバックを適
正に行うこととする。 
また、ＰＤＣＡサイクル

により、マネジメント・サ
イクル全体の評価が可能と
なるような仕組みを深化さ
せ、「成果重視」の視点を貫
くこととする。 

（２）自己改革と外部評価
の徹底 

全ての事業につき、厳格
な評価を行い、不断の業務
改善を行う。また、評価にあ
たっては産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を
活用する等、適切な体制を
構築する。評価は、技術評価
と事業評価の両面から適切
に実施し、その後の事業改
善へ向けてのフィードバッ
クを行う。 
評価の実施に際しては、

事業のＰＤＣＡサイクル全
体の評価が可能となるよう
「成果重視」の視点を貫き、
技術開発マネジメントに係
る知見、教訓の一層の活用
を図る。 
また、機構の成果のうち

優れたものについては、内
外の各種表彰制度に機構自
らが応募し、又は事業実施
者における応募を促す。 

（２）自己改革と外部評価
の徹底 
平成２８年度に中間評価

を行う全ての事業について、
不断の改善を行う。また、評
価に当たっては産業界、学術
界等の専門家・有識者を活用
するなど適切な体制を構築
する。 
評価は、技術評価と事業評

価の両面から適切に実施し、
事業の加速化、計画の変更等
の事業改善へ向けてのフィ
ードバックを行う。 
また、機構の成果のうち優

れたものについては、内外の
各種表彰制度に機構自らが
応募し、又は事業実施者にお
ける応募を促す。 

－ （２）自己改革と外部評価の徹底 
平成２８年度はプロジェクト評価につい

ては１２件の中間評価、１１件の事後評価
を、制度評価については５件の中間評価、４
件の事後評価を、事業評価については２件
の事後評価を実施した。特にプロジェクト
評価だけでなく制度評価、事業評価につい
ても、一元的に評価部が事務局となり外部
性を取り入れた厳格な評価について、平成
２８年度から本格的に実施。それにより、評
価確定後に、事業改善に向けたフィードバ
ックや機構のマネジメント機能全体の更な
る改善・強化に向けて取り組んだ。また、産
学官連携功労者表彰での内閣総理大臣賞、
経済産業大臣賞等９件、ＣＥＡＴＥＣ ＡＷ
ＡＲＤ２０１６での経済産業大臣賞など、
合計５３件を受賞した。 
 

＜自己評価の根拠＞ 
●プロジェクト成果の受賞実績について
は、産学官連携功労者表彰で内閣総理大
臣賞、経済産業大臣賞等９件、ＣＥＡＴ
ＥＣ ＡＷＡＲＤ２０１６で経済産業大
臣賞など、合計５３件受賞。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が
なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
 

 



Ⅱ－5 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（３）職員の意欲向上と能力開発 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （３）職員の意欲向上と能

力開発 
個人評価においては、適

切な目標を設定し、その達
成状況を多面的かつ客観的
に適切にレビューすること
により、評価結果を賞与や
昇給・昇格に適切に反映さ
せるとともに、職員の勤労
意欲の向上を図ることとす
る。また、職員の能力開発
を図るため、業務を行う上
で必要な知識の取得に向け
た研修の機会を設ける、技
術開発マネジメントの専門
家を目指す職員に外部の技
術開発現場等の経験を積ま
せる、内外の技術開発マネ
ジメント機関との情報交換
を実施する、技術開発マネ
ジメント関係の実践的研究
発表を行うなど、当該業務
実施に必要な知識・技能の
獲得に資する能力開発に努
めるものとする。 

（３）職員の意欲向上と能
力開発 

個人評価においては、適
切な目標を設定し、その達
成状況を多面的かつ客観的
に適切にレビューすること
により評価する。また、個人
評価の運用にあたっては、
適切なタイミングで職員へ
の説明や研修等を行うこと
により、職員に対する人事
評価制度の理解度の調査を
行い、円滑な運用を目指す。
さらに、評価結果の賞与や
昇給、昇格への適切な反映
を行うことにより、職員の
勤労意欲の向上を図る。 

（３）職員の意欲向上と能
力開発 
職員の意欲向上と能力開

発に関し、平成２８年度は
以下の対応を行う。 
・人事評価制度の定着と円
滑な運用を図る。 

・人事評価制度に対する理
解度向上のための研修に
加え、管理職に対し、評価
者の視点の統一と部下の
管理・育成能力強化のた
め、評価者向け研修を実
施する。 

 （３）職員の意欲向上と能力開発 
新規入構者に対する評価制度の理解促進

を図るべく、研修を８回実施するとともに、
目標設定の際には「目標設定手引き」等を周
知することにより、人事評価制度の定着と
円滑な運用を図った。また、評価者の視点の
統一と部下の管理・育成能力強化のため、管
理職向け研修を４回実施した。 

＜自己評価の根拠＞ 
 

 

  現行の研修について、効
果等を踏まえ必要に応じ見
直しを行い、業務を行う上
で必要な研修の充実を図る
ため、第３期中期目標期間
中に新規の研修コースを５
コース以上設置する。 

・現行の各階層別研修、技術
開発マネジメント能力の
向上に資する研修、専門
知識の向上に関する研
修、語学研修他、各種業務
を行う上で必要な研修を
継続的に実施するととも
に新規の研修コースを１
コース以上設置する。 

 ・固有職員に対し、各階層別研修を実施。さ
らに、技術経営力強化のための「出口戦略
セミナー」（９講座）を実施した。加えて、
新人・若手職員向けの研修として、ヤング
リーダーズゼミナールを開始した。 

・職員に対し、文書管理、契約・検査、知財
管理、システム操作等、各種業務を行う上
で必要な研修を実施した。 

・国際関連業務の円滑化を図るため、語学
研修においては、引き続き、英語プレゼン
テーション能力、Ｅメールライティング
能力、コミュニケーション能力強化研修、
新卒入構職員に対するビジネス基礎英語
の研修を実施するとともに、新たにシン
プルワード英会話実践研修を取り入れ
た。 

●新規研修コースの設置について、平成２
８年度までに９コース設置し、前倒しで
目標を達成（目標：中長期計画期間中に
５コース以上設置）。 

 

  技術経営力に関する産業
界、学術界等の外部の専門
家・有識者のネットワーク
を構築し、このネットワー
クを活用し、技術経営力に
関する機構内職員の研修を
毎年度１コース以上実施す
る。 

・産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者等とのネ
ットワークを活用するな
どして、技術経営力に関
する機構内職員の研修を
８回以上実施する。 

－ ・民間企業等で豊富なプロジェクト・マネ
ジメントの経験を有する者やその体系的
知識を保有する者を講師とし、プロジェ
クト・マネジメントの手法について学ぶ
「プロジェクトマネージャー育成講座」
（１８講座）及び技術経営力強化のため
の「出口戦略セミナー」（９講座）を実施
した。 

●技術経営力に関する機構内研修につい
て、平成２８年度まで毎年度２コース実
施し、目標を達成（目標：毎年度１コー
ス以上実施）。また、本研修について、
平成２８年度は計２８回実施し、目標を
上回って達成（目標：平成２８年度中に
８回以上実施）。 

 

  技術開発マネジメントの
専門家を目指す職員を外部
の技術開発現場等に毎年度

・職員の技術開発マネジメ
ント能力の更なる向上の
ため、１名の職員を外部の

－ ・国の政策に関する知見・経験を深めるべ
く他機関へ１４名の職員を派遣した。 

・経営・マネジメント等の知見や語学の更

●大学における博士・修士号の取得につい
て、平成２８年度までに６名が学位取得
し、目標を前倒し達成（目標：５名以上
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１名以上派遣し、その経験
を積ませるとともに、大学
における技術経営学、工学
等の博士号、修士号等につ
いて、第３期中期目標期間
中に５名以上の取得を行わ
せる等、技術経営力の強化
に関する助言業務実施に必
要な知識、技能の獲得に資
する能力開発制度を充実す
る。 

技術開発現場等に派遣し、
その経験を積ませる。 

・プロジェクト・マネジメン
トに必要な専門知識を習
得させるため、２名の職員
を大学のＭＯＴコース等
に派遣し、博士号、修士号
等の取得を目指す。 

なる習得、深化を図るため、海外大学院の
修士課程に２名を派遣中。また、国内大学
院の修士課程にも１名の職員を派遣し、
修士号を取得させた。 

の取得）。 

  内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を実
施するとともに、イノベー
ション、技術開発マネジメ
ント及びプロジェクトマネ
ジメント関係の実践的研究
発表として、セミナー、学
会、シンポジウム、内外の学
会誌、専門誌等に機構自身
として第３期中期目標期間
中に１００本以上の発表を
行う。 

・内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を
実施するとともに、イノ
ベーション、技術開発マ
ネジメント及びプロジェ
クト・マネジメント関係
の実践的研究発表とし
て、セミナー、学会、シン
ポジウム、内外の学会誌、
専門誌等に機構自身とし
て２０本程度の発表を行
う。 

－ ・イノベーション、技術開発マネジメント
及びプロジェクト・マネジメント関係の
実践的研究発表として、セミナー、学会、
シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等に
機構自身として２８本の発表を行った。 

  

  技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際して
は、機構における業務が「技
術の目利き」の能力向上の
機会としてその後のキャリ
ア・パスの形成に資するよ
う、人材の育成に努める。 

・技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際し
ては、機構における業務
が「技術の目利き」の能力
向上の機会としてその後
のキャリア・パスの形成
に資するよう、人材の育
成に努める。 

－ ・技術開発マネジメントを担当する外部登
用人材に対し、新規着任時にプロジェク
ト・マネジメントに関する研修を受講さ
せることで、技術の目利きの能力向上に
動機付けを行った。 

・プロジェクト・マネジメント人材を育成
するため、外部有識者を講師として、シナ
リオプランニングやマーケティング、知
財戦略、組織論などの１８講座から構成
される「プロジェクトマネージャー育成
講座」を開講し延べ約７００人が受講し
た。 

  

  技術開発マネジメント、
契約、会計処理の専門家等、
機構職員に求められるキャ
リア・パスを念頭に置き、適
切に人材の養成を行うとと
もに、こうした個人の能力、
適性及び実績を踏まえた適
切な人員配置を行う。 

・技術開発マネジメント、契
約・会計処理の専門家等、
機構職員に求められるキ
ャリア・パスを念頭に置
き、適切に人材の養成を
行うとともに、こうした
個人の能力、適性及び実
績を踏まえた適切な人員
配置を行う。 

－ ・マネジメント業務を担う者に対しては、
技術開発マネジメント力を養成する「出
口戦略セミナー」、管理事務業務を担う者
に対しては、契約・会計処理力の養成に向
けた各種事務処理研修、また関連する各
省主催の研修等、業務に求められる能力
を向上させる研修を受講させることで、
職員の人材育成を図るとともに、適材適
所に配置している。 

 
 
 
 
 
 

以上の内容を踏まえ、着実な業務運営がな
されていることから、本項目の自己評価を
Ｂとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（４）業務・システムの最適化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
 （４）業務の電子化の推進 

電子化の促進等により事
務手続きの一層の簡素化・
迅速化を図るとともに、Ｎ
ＥＤＯの制度利用者の利便
性の向上に努めることとす
る。また、幅広いネットワ
ーク需要に対応できるＮＥ
ＤＯ内情報ネットワークの
充実を図ることとする。 

（４）業務の電子化の推進 
ホームページの利便性の

確保、電子メールによる新
着情報の配信等を通じ、機
構の制度利用者の利便性の
向上に努めるとともに、既
に行っている各種申請の電
子化の範囲を拡大し、その
有効活用を図る。 
幅広いネットワーク需要

に対応しつつ、職員の作業
を円滑かつ迅速に行うこと
ができるよう、機構内情報
ネットワークの充実を図
る。 
 

（４）業務の電子化の推進 
ホームページの利便性の

確保、電子メールによる新
着情報の配信等を通じ、機
構の制度利用者の利便性の
向上に努めるとともに、既
に行っている各種申請の電
子化の範囲を拡大し、その
有効活用を図る。 
 幅広いネットワーク需要
に対応しつつ、職員の作業
を円滑かつ迅速に行うこと
ができるよう、機構内情報
ネットワークの充実を図
る。 
 また、業務の効率化、高度
化の観点からセキュリティ
に十分配慮した上で研究開
発プロジェクトのマネジメ
ントを支援する業務アプリ
ケーションシステムの開発
に取り組む。 

－ （４）業務の電子化の推進 
ホームページについて、高齢者や障害者

を含めて誰もがホームページで提供される
情報や機能を支障なく利用できること（ウ
ェブアクセシビリティ）を目指し、検討を開
始した。 
機構のプロジェクトマネジメントの効率

化、高度化、事業者の利便性向上及びセキュ
リティ強化を目指すため、新たにナレッジ
の蓄積・共有、プロジェクトの可視化及びプ
ロジェクトに参加する事業者との情報共有
を実現する新プロジェクトマネジメントシ
ステムの仕様書の作成を行い、政府調達に
基づく意見招請を実施。各社からの意見を
基に再検討を行い、仕様書への反映を行う
とともに、官報公告手続きを完了させた。 
事前評価回収システム（ピアレビュアシ

ステム）に新たに利害関係確認機能、提案書
の技術分野とピアレビュアの審査可能分野
のマッチング機能の導入により大幅な業務
効率向上を図った。さらに、これまで紙媒体
で提案書の送付・回収を行っていたが、ＰＤ
Ｆ化した提案書にセキュリティを担保した
上で電子的にＰＣ画面での確認・審査を可
能とし、審査結果のオンライン提出と併せ、
セキュリティ向上と利便性の向上を図った
（平成２８年度より提案公募６事業につい
て試行開始）。 
電子公募受付システムの導入に向け、プ

ロトタイプを用いた要件定義の検討を進
め、今後実施を予定している新たな電子公
募受付システムの調達仕様案の作成を行っ
た。 
出張等業務の効率化を図るため、旅費計

算業務等のアウトソーシングを含めた出
張・外勤管理支援サービスを当初スケジュ
ール通りに導入を完了した。これにより、従
来電子化されていなかった外勤を含めた全
ての出張案件の申請・承認の電子化を図る
とともに、出退勤管理システムとの連携に
より、データの重複入力をなくし、利用者の
利便性向上も図ることができた。 

＜自己評価の根拠＞ 
●新プロジェクトマネジメントシステム
の仕様書を作成。 

 
●出張手続き業務の効率化及び利用者の
利便性向上を目指し、アウトソーシング
を含めた出張・外勤管理支援サービスを
導入。 

 
●提案書の電子審査を他団体に先駆けて
実現し、セキュリティと利便性を向上。 

 
 

 

 情報システム、重要情報
への不正アクセスに対する
十分な強度を確保するとと
もに、震災等の災害時への
対策を確実に行うことによ
り、業務の安全性、信頼性
を確保することとする。 
このため、「独立行政法人

等の業務・システム最適化
実現方策（平成１７年６月

情報システム、重要情報
への不正アクセスに対する
十分な強度を確保するとと
もに震災等の災害時への対
策を行い、業務の安全性、信
頼性を確保する。 

「独立行政法人等の業
務・システム最適化実現方
策」に基づき策定した「ＮＥ
ＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステ

 情報システム、重要情報
への不正アクセスに対する
十分な強度を確保するとと
もに震災等の災害時への対
策を行い、業務の安全性、信
頼性を確保する。 
「独立行政法人等の業

務・システム最適化実現方
策」に基づき策定した「ＮＥ
ＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステ

 「ＮＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステムの最
適化計画」を踏まえ平成２７年１１月から
提供を開始した新情報基盤サービスでは、
新たに振る舞い検知や常駐者による監視等
により出口対策を強化。また、データのバッ
クアップを新たにオンラインで取得し遠隔
地に蓄積するなど、災害時への対策にも配
慮。さらに、新たに標的型攻撃への対応や、
ＭＤＭ(モバイルデバイスマネジメント)の
導入等情報セキュリティ対策を一層強化す

●ノート型シンクライアントＰＣを会議
等で積極的に活用し、複合機使用量を前
年比２５％削減。 

 
 
 
 
 
 
 

 



Ⅱ－8 

２９日各府省情報統括化責
任者（ＣＩＯ）連絡会議決
定）に基づきＮＥＤＯが作
成した業務・システム最適
化計画を実施するものとす
る。 

ムの最適化計画」を踏まえ、
効率的な情報システムの構
築に努めるとともに、ＰＤ
ＣＡサイクルに基づき継続
的に実施する。 

ムの最適化計画」を踏まえ、
情報セキュリティの強化及
び職員の利便性向上に主眼
をおいて、継続的に改善を
行いながら情報基盤サービ
スの安定的なサービス提供
を実施する。 

るとともに、ノート型シンクライアントＰ
Ｃの採用・柔軟かつセキュアな印刷環境の
構築など、役職員の利便性を向上。 
海外拠点とのネットワーク環境を改善す

るためのＷＡＮ(広域通信ネットワーク)高
速化装置を導入し、サービスを開始した。ま
た、機構内アンケートを実施し、レンタルサ
ービス申請のし易さ、操作解説書のわかり
易さ等、必要に応じて改善を行いつつ情報
基盤サービスの満足度向上に努めた。 
さらに、運営会議等の機構内会議におけ

るペーパーレス活動の推進にも寄与し、複
合機使用量（枚数）を前年（平成２６年１１
月～２７年１０月）より２５％（２０６万
枚）削減した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出

ていることから、本項目の自己評価をＡ
とした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（５）外部能力の活用 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （５）外部能力の活用 

費用対効果、専門性等の
観点から、ＮＥＤＯ自ら実
施すべき業務、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務を精査し、外部の
専門機関の活用が適当と考
えられる業務については、
外部委託を活用するものと
する。 
なお、外部委託を活用す

る際には、ＮＥＤＯの各種
制度の利用者の利便性の確
保に最大限配慮するものと
する。 

（５）外部能力の活用 
費用対効果、専門性等の

観点から、機構自ら実施す
べき業務、外部の専門機関
の活用が適当と考えられる
業務を精査し、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務については、外部
委託を活用するものとす
る。特に、機構の技術開発成
果等を外部発信する活動の
一環として設置している科
学技術館の常設展示ブース
については、今後も引き続
き外部委託により保守、運
営業務を効率的に実施す
る。 

なお、外部委託の活用の
際には、機構の各種制度の
利用者の利便性の確保に最
大限配慮するものとする。 

（５）外部能力の活用 
費用対効果、専門性等の

観点から、機構自ら実施す
べき業務、外部の専門機関
の活用が適当と考えられる
業務を精査し、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務については、外部
委託を活用するものとす
る。特に、機構の技術開発成
果等を外部発信する活動の
一環として設置している科
学技術館の常設展示ブース
については、今後も引き続
き外部委託により保守、運
営業務を効率的に実施す
る。 
なお、外部委託の活用の

際には、機構の各種制度の
利用者の利便性の確保に最
大限配慮するものとする。 

－ （５）外部能力の活用 
 業務内容やフローについて不断の見直し
を行い、平成２８年度は新たに以下の業務
において外部の専門機関を活用。 
・関連公益法人等調査業務をアウトソーシ
ングすることで、業務効率化を実現。 

・出張・外勤管理支援業務のアウトソーシ
ングに向けて準備を開始。 

 

＜自己評価の根拠＞ 
●財務諸表の附属明細書の一部を作成す
るための関連公益法人等調査業務にお
いて外部の専門機関の活用を開始し、業
務を効率化。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が
なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
 － （６）省エネルギー及び省

資源の推進と環境への配慮 
環境に調和して持続的に

発展可能な社会に適応する
ため、毎年度環境報告書を
作成、公表するとともにそ
の内容の充実を図ることに
より、日常の業務推進に当
たりエネルギー及び資源の
有効利用を図るものとす
る。また、政府の方針を踏ま
えて機構の温室効果ガス排
出抑制等のための実施計画
を策定し、これに基づき不
断の削減努力を行う。 

（６）省エネルギー及び省
資源の推進と環境への配慮 
機構の「温室効果ガス排

出抑制等のための実施計
画」に基づき、日常の業務に
おける環境配慮・省資源・省
エネルギーの取組を一層高
い意識を持って進めるとと
もに、これまでの取組を環
境報告書に総括し、積極的
に公表する。 

－ （６）省エネルギー及び省資源の推進と環
境への配慮 
 平成２８年度においては、政府が示す「当
面の地球温暖化対策に関する方針」により、
執務室空調の最大限の使用抑制等、環境保
全及び温室効果ガス排出抑制に資する取組
を引き続き実施。 
 平成２８年度排出量実績（暫定値）は２８
万１４１ｋｇ-ＣＯ２（前年度比１２．２％
削減）となり、基準年度（平成１８年度）比
６８．７％削減を達成（平成２９年６月公表
予定）。 
 コピー用紙の使用量は２万７９４ｋｇ
（Ａ３用紙１，２２４ｋｇ、Ａ４用紙１万９
５７０ｋｇ）となり、前年度比４１．３％削
減を達成。 
 平成２７年度の環境配慮に向けた取組及
び排出量実績について、環境報告として“ア
ニュアルレポート２０１６”に総括し公表
（平成２８年６月）。 

＜自己評価の根拠＞ 
●平成２８年度排出量実績（暫定）につい
ては２８万１４１ｋｇ-ＣＯ２となり当
初の目標である基準年度（平成１８年
度）比６％削減を大幅に上回る６８．
７％削減を達成。前年度比では１２．
２％削減を達成。 

 
●ペーパーレス化の推進によりコピー用
紙の使用量を前年度比で４１．３％削減
を達成。 

 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（７）業務の効率化   役職員の給与等の水準の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （６）業務の効率化 

中期目標期間中、一般管
理費（退職手当を除く）及
び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規
に追加されるものや拡充さ
れる分を除き、平成２４年
度を基準として、毎年度平
均で前年度比１．０８％の
効率化を行うものとする。
新規に追加されるものや拡
充される分は翌年度から
１．０８％の効率化を図る
こととする。 
 

（７）業務の効率化 
中期目標期間中、一般管

理費（退職手当を除く）及び
業務経費（京都メカニズム
クレジット取得関連業務、
基盤技術研究促進事業及び
競争的資金等の特殊要因を
除く）の合計について、新規
に追加されるものや拡充さ
れる分を除き、平成２４年
度を基準として、毎年度平
均で前年度比１．０８％の
効率化を行うものとする。
新規に追加されるものや拡
充される分は翌年度から
１．０８％の効率化を図る
こととする。 

（７）業務の効率化 
一般管理費（退職手当を

除く）及び業務経費（クレジ
ット取得関連業務、基盤技
術研究促進事業及び競争的
資金等の特殊要因を除く。）
の合計について、新規に追
加されるものや拡充される
分を除き、平成２４年度を
基準として、毎年度平均で
前年度比１．０８％の効率
化を行うものとする。新規
に追加されるものや拡充さ
れる分は翌年度から１．０
８％の効率化を図ることと
する。 

 （７）業務の効率化 
中長期目標期間中、一般管理費（退職手当

を除く）及び業務経費（クレジット取得関連
業務、基盤技術研究促進事業、競争的資金及
び補正予算を除く）の合計について、新規に
追加されるものや拡充される分を除き、平
成２４年度を基準として、毎年度平均で前
年度比１．０８％の効率化を行う目標を設
定。 

＜自己評価の根拠＞ 
●毎年度平均で１９．４％の効率化を実
現し、目標を達成。 

 

 また、総人件費について
は、政府の方針に従い、必
要な措置を講じるものとす
る。 

総人件費については、政
府の方針に従い、必要な措
置を講じる。 

総人件費については、政
府の方針に従い、必要な措
置を講じる。 

 総人件費については人事院勧告に基づき
給与改定を行うことにより、総人件費は６，
５１４百万円となった。 

  

 さらに、給与水準につい
ては、ラスパイレス指数、
役員報酬、給与規程、俸給
表及び総人件費を引き続き
公表するとともに、国民に
対して納得が得られるよう
説明することとする。また、
給与水準の検証を行い、こ
れを維持する合理的な理由
がない場合には必要な措置
を講じることにより、給与
水準の適正化に取り組み、
その検証結果や取組状況を
公表することとする。 

給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、
給与規程、俸給表及び総人
件費を引き続き公表すると
ともに、国民に対して納得
が得られるよう説明する。
また、以下のような観点か
らの給与水準の検証を行
い、これを維持する合理的
な理由がない場合には必要
な措置を講じることによ
り、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取
組状況を公表する。 

給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、
給与規程、俸給表及び総人
件費を引き続き公表すると
ともに、国民に対して納得
が得られるよう説明する。
また、以下のような観点か
らの給与水準の検証を行
い、これを維持する合理的
な理由がない場合には必要
な措置を講じることによ
り、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取
組状況を公表する。 

 平成２８年度の給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給
表及び総人件費を公表するとともに、以下
の観点から給与水準の検証を行った。 

  

  ・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としている等、給与
水準が高い原因につい
て、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類似
の業務を行っている民間
事業者の給与水準等に照
らし、現状の給与水準が
適切かどうか十分な説明

・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としているなど給与
水準が高い原因につい
て、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類似
の業務を行っている民間
事業者の給与水準等に照
らし、現状の給与水準が
適切かどうか十分な説明

 在職地域及び学歴構成を考慮したラスパ
イレス指数は１０６．４となっており、国家
公務員の給与水準を上回っているが、当機
構は技術的知見を駆使した専門性の高い技
術開発マネジメント業務を実施しているこ
とから、大学院卒が高い割合（全体の約４
割）を占めており、国家公務員に比べて高い
給与水準となっている。 
平成２８年度支出予算の総額に占める国

からの財政支出額は約９８．４％と高い割
合を占めているが、当機構が実施している
日本の産業競争力強化、エネルギー・地球環
境問題の解決のための産業技術開発関連事
業、新エネルギー・省エネルギー関連事業等
は、いずれも民間単独で行うことが困難で
あり、国からの財政支出によって実施され
ることを前提としていることによるもので
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ができるか。 
・その他、法人の給与水準に
ついての説明が十分に国民
の理解の得られるものとな
っているか。 

ができるか。 
・その他、法人の給与水準に
ついての説明が十分に国民
の理解の得られるものとな
っているか。 

ある。したがって国からの財政支出の割合
の高さは給与水準と直接結びつくものでは
ないと考えられる。また、当機構の支出総額
１，５６２億円に占める給与、報酬等支給総
額５８億円の割合は約３．７％であり、割合
としては僅少であることから給与水準は適
切であると考えられる。 

 また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

 また、既往の政府の方針等を踏まえ、事業
全体の抜本的改善やテーマの一部の中止等
を行い、実施プロジェクトの重点化を図る
など、必要な措置を講じた。 

 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己
評価をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（８）随意契約の見直しに関する事項   入札・契約の適正化,官民競争入札等の活用   公益法人等に対する支出の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （７）随意契約の見直しに

関する事項 
契約の相手方及び金額に

ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き、引き続
き公表し、透明性の向上を
図ることとする。 
また、「調達等合理化計

画」に基づく取組を着実に
実施するとともに、その取
組状況を公表するものとす
る。 

（８）随意契約の見直しに
関する事項 

契約の相手方、金額等に
ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き引き続き
公表し、透明性の向上を図
る。また、既往の政府決定に
基づき策定された「調達等
合理化計画」に基づく取組
を着実に実施するととも
に、その取組状況を公表す
る。具体的には、物品調達等
の契約については、競争入
札の厳格な適用により透明
性、公平性を確保するとと
もに、国に準じた随意契約
によることができる限度額
の基準を厳格に運用する。
一方、技術開発関連事業等
の委託契約については、選
定手続きの透明性、公平性
を十分に確保しつつ、企画
競争、公募の方法により効
率的な運用を行う。 

（８）随意契約の見直しに
関する事項 
契約の相手方、金額等に

ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き引き続き
公表し、透明性の向上を図
る。また、「調達等合理化計
画」に基づく取組を引き続
き着実に実施するととも
に、その取組状況を公表す
る。具体的には、物品調達等
の契約については、競争性
のない随意契約を原則廃止
し、競争入札の厳格な適用
により透明性、公平性を確
保するとともに、国に準じ
た随意契約によることがで
きる限度額の基準を厳格に
運用する。一方、技術開発関
連事業等の委託契約につい
ては、選定手続の透明性、公
平性を十分に確保しつつ、
企画競争、公募の方法によ
り効率的な運用を行う。 

－ （８）随意契約の見直しに関する事項 
随意契約の見直し状況及び月別の契約締

結内容について、機構のホームページ上で
公表を行い、引き続き透明性の向上を図っ
た。また、「独立行政法人における調達等合
理化の取組の推進について」に基づき調達
等合理化計画を策定し、物品調達等の契約
については随意契約によることが真にやむ
を得ないものを除き、引き続き一般競争入
札等による契約を行い、契約の透明性・公平
性を図った。一方、技術開発関連事業等の委
託契約については、選定手続きの透明性・公
平性を十分に確保しつつ、企画競争・公募の
方法により効率的な運用を行った。 
 さらに、調達等合理化計画による点検、見
直しを行い自律的かつ継続的な取組を行っ
た。 
 これらの取組により、平成２８年度の全
契約に占める競争性のある契約の割合は件
数ベース：９７．４％、金額ベース：９９．
９％となり、そのうち、公募（入札）案件に
対する一者応募（応札）の割合は件数ベー
ス：１４．２％、金額ベース：２４．２％と
なった。競争性のない随意契約については、
調達等合理化計画に基づき、全ての案件に
ついて契約・助成審査委員会において事前
点検を実施した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●毎年度、入札・契約の透明性及び適正性
を確保するためメール配信サービス登
録の推奨、研究開発事業等公募において
一者提案だった場合、公募期間の延長に
取り組んでいる。また、競争性のない随
意契約については、契約監視委員会及び
契約・助成審査委員会において事前点検
を徹底。 

 
 

 

 

  さらに、全ての契約に係
る入札、契約の適正な実施
がなされているかどうかに
ついて、監事等による監査
を受ける。 

また、契約監視委員会に
よる契約の点検・見直しの
結果を踏まえ、過年度に締
結した競争性のない随意契
約のうち可能なものについ
ては競争契約に移行させる
とともに、一者応札・応募に
ついても、これまでに取り
組んできた仕様書の具体性
の確保、参加要件の緩和、公
告期間の見直し、情報提供
の充実等を通じて、引き続
き競争性の確保に努める。
さらに、入札、契約の適正な
実施がなされているかどう
かについて、監事等による
監査及び契約監視委員会に
よる点検を受ける。 

  入札・契約の透明性及び適正性を確保す
るためメール配信サービス登録の推奨、技
術開発等公募において一者提案だった場
合、公募期間の延長等に取り組むとともに、 
「独立行政法人の契約状況の点検・見直し
について」に基づき、毎年度、外部有識者及
び監事による契約監視委員会を開催し、契
約等の点検・見直しを受けた。 
 さらに、全ての契約に係る入札・契約手続
きに関し、契約プロセスの適切性及び透明
性の観点から定期的に監事による点検を行
った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評
価をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（９）コンプライアンスの推進 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
 （９）コンプライアンスの

推進 
内部統制については、更

なる充実・強化を図るもの
とする。その際、総務省の
「独立行政法人における内
部統制と評価に関する研究
会」が平成２２年３月に公
表した報告書（「独立行政法
人における内部統制と評価
について」）、及び総務省政
策評価・独立行政法人評価
委員会から独立行政法人等
の業務実績に関する評価の
結果等の意見として各府省
独立行政法人評価委員会等
に通知した事項を参考にす
るものとする。 
また、法令遵守や法人倫

理確立等コンプライアンス
の取組については、今後更
なる徹底を図るべく、管理
部門の効率化に配慮しつ
つ、ＮＥＤＯが果たすべき
責任・機能との関係でプラ
イオリティをつけながら、
事業部との連携強化等の内
部統制機能の強化を図ると
ともに、講じた措置につい
ては全て公表することとす
る。特に、コンプライアン
ス体制については、必要な
組織体制・規程の整備によ
り、ＰＤＣＡサイクル確立
の観点から体系的に強化す
ることとする。 
 

（９）コンプライアンスの
推進 

内部統制については、更
に充実、強化を図るものと
する。その際、総務省の「独
立行政法人における内部統
制と評価に関する研究会」
が平成２２年３月に公表し
た報告書（「独立行政法人に
おける内部統制と評価につ
いて」）、及び総務省政策評
価・独立行政法人評価委員
会から独立行政法人等の業
務実績に関する評価の結果
等の意見として各府省独立
行政法人評価委員会等に通
知した事項を参考にするも
のとする。 
法令遵守や法人倫理確立

等コンプライアンスの取組
については、今後更なる徹
底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、機構
が果たすべき責任、機能と
の関係でプライオリティを
つけながら、コンプライア
ンスや情報公開、情報管理
に関して事業部との連携強
化、迅速対応等、内部統制機
能の強化を引き続き図ると
ともに、講じた措置につい
ては全て公表する。特に、コ
ンプライアンス体制につい
ては、必要な組織体制、規程
の整備により、ＰＤＣＡサ
イクル確立の観点から体系
的に強化を引き続き図る。 
具体的には、機構職員に

対するコンプライアンス研
修を年４回以上実施すると
ともに、外部有識者を研修
講師とする等、研修の質的
向上も図る。さらに、事業者
側に不正に関するリスク管
理等についての啓蒙の徹底
を図る等、不正事案の発生
を抑制するための不断の取
組を一層強化する。また、情
報セキュリティ対策につい
ては、情報セキュリティ管
理規程に則り、引き続き情
報セキュリティレベルに応

（９）コンプライアンスの
推進 
機構におけるコンプライ

アンスの取組については、
事業部との連携を強化しつ
つ、迅速な対応が可能とな
るよう必要な組織体制を構
築・維持するとともに、組織
全体でコンプライアンス意
識の向上が図られるよう、
内部職員研修は年１３回以
上（うち、外部有識者を研修
講師とする研修を年１回以
上）実施し、その質的向上を
図る。 

－ （９）コンプライアンスの推進 
 内部統制・リスク管理推進委員会及び内
部統制担当者会議の開催等により、機構内
に平成２８年度内部統制・リスク管理推進
行動計画の徹底等を図るとともに、機構職
員を講師とするコンプライアンス基礎研修
（１３回）及び外部有識者を講師とする研
修（１回）を実施して役職員のコンプライア
ンス意識向上を図った。 
さらに、内部統制強化の観点から内部統

制担当者会議を通じて議論し、内部統制に
係るリスクコントロールマトリックス及び
業務フロー図を更新した。 
また、さらなるコンプライアンス意識向

上のため、新たに営業秘密官民フォーラム
が配信しているメールマガジン「営業秘密
のツボ」を機構内全役職員に対して配信開
始。 

＜自己評価の根拠＞ 
●さらなるコンプライアンス意識向上の
ため、新たに営業秘密官民フォーラム
が配信しているメールマガジン「営業
秘密のツボ」を機構内全役職員に対し
て配信開始。 
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じた取扱いの徹底を行うと
ともに、機構職員に対する
研修を年１回以上実施し、
情報セキュリティに対する
意識の向上を図る。 

 さらに、不正事案につい
ては、事業者側に不正に関
するリスク管理等について
の啓蒙の徹底を図るなど、
不正事案の発生を抑制する
ための不断の取組を、一層
強化するものとする。 

さらに、事業者側に不正
に関するリスク管理等につ
いての啓蒙の徹底を図る
等、不正事案の発生を抑制
するための不断の取組を一
層強化する。 

さらに、事業者における
不正事案の発生を抑制する
ため、事業者説明会等（全国
延べ１５回以上）において
不正行為に対する措置や発
生事例等の説明及び関連資
料の配付により周知を図る
ことなどにより、事業者の
リスク管理等に関する意識
向上に係る取組を行う。 

 さらに、事業者における不正事案の発生
を抑制するため、事業者説明会等において
不正行為に対する措置や発生事例等の周知
を図ることなどにより、事業者のリスク管
理等に関する意識向上に係る取組を行っ
た。 
 事業実施者に対する検査に係る説明会を
全国で延べ１６回開催し、検査研修につい
ては６０７人の事業実施者に対して説明を
行った。機構内では契約・検査担当主幹会議
及び検査統括室会議を３０回程度開催し、
契約検査事務に関する事項、不正等情報の
共有やその対応などの周知徹底に取り組ん
だ。 

●事業実施者に対する検査に係る説明会
について、平成２８年度は全国で年４
回、延べ１６回開催するとともに、採
択決定時には事業実施者に対して事務
取扱説明会や経理指導、代表者面談の
実施を徹底し、公的研究費の適正な執
行確保を着実に実施。また、採択決定
前には経営診断システム等を活用した
事業実施者の経営状況を把握し、研究
費のリスク管理強化を実施。 

 

 

  また、情報セキュリティ
対策については、情報セキ
ュリティ管理規程に則り、
引き続き情報セキュリティ
レベルに応じた取扱いの徹
底を行うとともに、機構職
員に対する研修を年１回以
上実施し、情報セキュリテ
ィに対する意識の向上を図
る。 

また、情報セキュリティ
対策については、機構職員
に対する研修（年３回以上
実施）等を通じ、情報セキュ
リティレベルに応じた取扱
いの徹底と情報セキュリテ
ィに対する意識向上を図る
とともに、情報セキュリテ
ィマネジメントシステムの
国際規格である ISO/IEC 
27001 の認証取得に向けた
取組を行う。 

 また、セキュリティレベルに応じた情報
管理を徹底するとともに、情報セキュリテ
ィに対する意識向上への取組として、情報
セキュリティ動向や対策等について外部講
師及びＣＩＯ補佐による研修等を５回実施
した。また、情報セキュリティｅ－ラーニン
グ及び自己点検に加え、標的型メール攻撃
訓練を実施した。さらに、情報セキュリティ
マネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の国際規
格である ISO/IEC27001 の認証を取得した。
本認証は、国立研究開発法人及び経済産業
省所管の独立行政法人としては初めての取
得である。 

●国立研究開発法人及び経済産業省所管
の独立行政法人として、初めてＩＳＭ
Ｓの国際規格である ISO/IEC27001 の認
証を取得（平成２８年１２月）。 

 
 

 

 また、監査については、
独立行政法人制度に基づく
外部監査の実施に加え、内
部業務監査や会計監査を、
毎年度必ず実施することと
する。 

監査については、独立行
政法人制度に基づく外部監
査の実施に加え、内部業務
監査や会計監査を毎年度必
ず実施する。なお、監査組織
は、単なる問題点の指摘に
とどまることなく、可能な
限り具体的かつ建設的な改
善提案を含む監査報告を作
成する。 

監査については、独立行
政法人制度に基づく外部監
査の実施に加え、内部業務
監査や会計監査を実施す
る。その際には、単なる問題
点の指摘にとどまることな
く、可能な限り具体的かつ
建設的な改善提案を含む監
査報告を作成する。 

－ 内部監査規程に基づき、内部監査計画及
び内部監査実施計画を作成し、監査を実施
した。 
 監査については、業務の適正かつ効率的
な運営及び業務改善の観点から重点項目を
定め実施するとともに、過去に実施した監
査のフォローアップ等についても業務監
査・会計監査を適切に実施した。 

●毎年度、内部監査計画及び内部監査実施
計画を作成し、監査を実施している。監
査については、業務の適正かつ効率的な
運営及び業務改善の観点から重点項目
を定め実施するとともに、過去に実施し
た内部監査の指摘等への対応状況につ
いてフォローアップを行うなど適切に
実施している。 

 

 上記に加え、個人情報等
の適切な保護・管理を行う
ため、個人情報へのアクセ
ス権限の強化、研修の充実、
マニュアルの充実等を図
る。 

上記に加え、個人情報等
の適切な保護・管理を行う
ため、個人情報へのアクセ
ス権限の強化、研修の充実、
マニュアルの充実等を図
る。 
具体的には、機構職員に

対する個人情報保護研修を
年１３回以上（うち、外部有
識者を研修講師とする研修
を年１回以上）実施して研
修の質的向上を図るととも
に、アクセス権限の付与状
況やマニュアルの内容につ
いて、毎年１回定期的に点
検を実施して、個人情報等
の適切な保護、管理を行う
ための不断の取り組みを継
続する。 

上記に加え、機構職員に
対する個人情報保護研修を
年１３回以上（うち、外部有
識者を研修講師とする研修
を年１回以上）実施すると
ともに、アクセス権限の付
与状況やマニュアルの内容
について、毎年１回定期的
に点検を実施して、個人情
報等の適切な保護、管理を
行うための不断の取組を継
続する。 

－ 機構職員を講師とする個人情報保護研修
（１３回）及び外部有識者を講師とする研
修（１回）を実施して役職員の個人情報保護
の意識向上を図るとともに、個人情報管理
状況点検（１回）を実施して管理状況を着実
なものとした。 
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   関連法人については、関
連法人への再就職の状況及
び機構と関連法人との間の
取引等の状況について情報
を開示する。 
 また、再委託先企業も含
め利益相反排除のための取
組を実施する。 

関連法人については、関
連法人への再就職の状況及
び機構と関連法人との間の
取引等の状況について情報
を開示する。 
 また、再委託先企業も含
め利益相反排除のための取
組を実施する。 

－ 関連法人については、関連法人への再就
職の状況及び機構と関連法人との間の取引
等の状況について情報を開示した。 
 また、再委託先企業も含め利益相反排除
のための取組を実施した。 

  

  事業実施者における経費
の適正な執行を確保するた
め、機構内の検査専門部署
を中心に、不正行為を行っ
た事業実施者に対しては新
たな委託契約及び補助金交
付決定を最大１０年間停止
するといった厳しい処分並
びに不正事項を処分した場
合の公表及び機構内部での
情報共有等の取組を、政府
の動向等を踏まえつつ徹底
する。 

事業実施者における経費
の適正な執行を確保するた
め、不正行為を行った事業
実施者に対しては新たな委
託契約及び補助金交付決定
を最大６年間停止（研究者
には最大１０年の応募制
限）するといった厳しい処
分並びに不正事項を処分し
た場合の公表及び機構内部
での情報共有等の取組を、
政府の動向等を踏まえつつ
徹底する。 

－ 事業実施者における経費の適正な執行を
確保するため、事業者に対する各種説明会、
機構内説明会で不正・不適切行為に対する
措置について研修を行った。これにより、平
成２８年度において不正等と認定し公表し
た事案の発生はなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい
ることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
 

 

    ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

平成２７年度評価における指摘事項 平成２９年度計画等への反映状況 

 （平成２８年度における取組・平成２９年度計画への反映） 

○サイバーセキュリティについては、毎年

外部監査を実施しているが、監査会社を

毎年変えるなど更に効果を高めるような

工夫が必要ではないか。 

○平成２６年度評価においても同様の指摘を受け、平成２７

年度からより良い提案を受けるべく委託契約形式で実施し

ており、平成２８年度においても適切な手順を踏まえた上

で、監査会社を変更したところ。更に効果を高めるため

に、対象システムを追加するなど、監査対象を拡充すると

ともに、平成２８年度に改正されたサイバーセキュリティ

基本法の趣旨を踏まえ、ＮＥＤＯセキュリティポリシーの

準拠性や妥当性を監査した。 

○平成２９年度は、情報セキュリティマネジメントシステム

の国際規格である ISO/IEC27001 の認証取得部署の拡大を

進めるとともに、セキュリティマネジメントの定着を図

る。 
 

 

 
 
 



Ⅲ－1 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善  

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
０４２６国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費 

０４３２国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費（エネルギー需給勘定） 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
基盤技術研究促進
事業の売上納付額 

－ － 23 百万円 28 百万円 30 百万円 14 百万円     

期末における交付
金債務残高 

－ － 345 億円 588 億円 472 億円 316 億円     

利益剰余金額 － － 43.4 億円 82.7 億円 106.8 億円 120.6 億円     
リスク管理債権の
回収額 

－ － 15.6 億円 15.6 億円 15.1 億円 12.6 億円     

鉱工業承継業務に
おける貸付債権残
高 

－ － 70 百万円 67 百万円 0 円 -     
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（１）繰越欠損金の増加の抑制 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （１）繰越欠損金の増加の

抑制 
基盤技術研究促進事業に

ついては、管理費の低減化
に努めるとともに、資金回
収の徹底を図り、繰越欠損
金の減少に努める。具体的
には、技術開発成果の事業
化や売上等の状況について
報告の徴収のみならず技術
開発委託先等への現地調査
を励行するとともに、必要
に応じ委託契約に従った売
上等の納付を慫慂すること
により、収益・売上納付の
回収を引き続き進めること
とする。 
また、終了評価において

所期の目標が達成されなか
った事業については、その
原因を究明し、今後の技術
開発に役立たせることとす
る。 

（５）繰越欠損金の増加の
抑制 

基盤技術研究促進事業に
ついては、管理費の低減化
を図るとともに、収益・売上
納付の回収を引き続き進め
ることにより繰越欠損金の
減少に努める。 
具体的には、技術開発成

果の実用化・事業化の状況
や売上等の状況について報
告の徴収のみならず技術開
発委託先等への現地調査を
励行し、必要に応じ委託契
約に従った売上等の納付を
慫慂するとともに、該当年
度において納付される見込
みの総額を年度計画におい
て公表する。また、終了評価
において所期の目標が達成
されなかった事業について
は、その原因を究明し、今後
の技術開発に役立たせる。 

（５）繰越欠損金の増加の
抑制 
基盤技術研究促進事業に

ついては、資金回収の徹底
を図るために技術開発成果
の事業化の状況や売上等の
状況について報告の徴収の
みならず技術開発委託先等
への現地調査を励行し、必
要に応じ委託契約に従った
売上等の納付を慫慂する。
平成２８年度において納付
される総額については、２，
５００万円程度を見込んで
いる。 

－ （１）繰越欠損金の増加の抑制 
 基盤技術研究促進事業については、研
究成果の事業化の状況や売上等の状況
について９５件の報告書を徴収し、研究
委託先等への現地調査を２１回実施し、
売上等の納付の慫慂を行った。その結
果、１２件の収益実績を確認し、総額約
１，４００万円の収益納付があった。 

＜自己評価の根拠＞ 
●委託契約に基づく売上納付を求めるた
め、報告書徴収及び現地調査を実施し、
計画どおり約１，４００万円の収益納
付を達成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己
評価をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（２）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （２）自己収入の増加へ向

けた取組 
独立行政法人化すること

によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用し、国以外から自主的か
つ柔軟に自己収入を確保し
ていくことが重要である。
このため、補助金適正化法
における研究設備の使用の
弾力化、成果把握の促進に
よる収益納付制度の活用な
ど、自己収入の増加に向け
た検討を行い、現行水準以
上の自己収入の獲得に引き
続き努めることとする。 
 

（６）自己収入の増加へ向
けた取組 

独立行政法人化すること
によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用して、国以外から自主的
かつ柔軟に自己収入を確保
していくことが重要であ
る。このため、補助金適正化
法における研究設備の使用
の弾力化、成果把握の促進
による収益納付制度の活
用、利益相反等に留意しつ
つ寄付金を活用する可能性
等、自己収入の増加に向け
た検討を行い、現行水準以
上の自己収入の獲得に努め
る。 

（６）自己収入の増加へ向
けた取組 
 補助金適正化法における
研究設備の使用の弾力化、
成果把握の促進による収益
納付制度の活用、利益相反
等に留意しつつ寄付金を活
用する可能性等、自己収入
の増加に向けた検討を行
う。 
 

－ （２）自己収入の増加へ向けた取組 
 算定基準を見直した価格算定に基づき取
得財産の有償譲渡を行うなど自己収入の獲
得に努めた。 

＜自己評価の根拠＞ 
●算定基準を見直した価格算定に基づき
取得財産の有償譲渡を行うなど自己収
入の獲得に努めた。 

 

  また、収益事業を行う場
合は、法人所得課税に加え、
その収益額に因らず法人住
民税の負担が増大するた
め、税法上の取扱の見直し
を含め税に係る制約を克服
する方法を検討し、その上
で、技術開発マネジメント
ノウハウを活用した指導や
出版を通じた発信等によ
り、そこから収益が挙がる
場合には、さらなる発信の
原資として活用する。 

また、収益事業を行う場
合は、法人所得課税に加え、
その収益額に因らず法人住
民税の負担が増大するた
め、税法上の取扱の見直し
を含め税に係る制約を克服
する方法を検討する。 

 －   

 （３）資産の売却等 
ＮＥＤＯが保有する資産

については、既往の政府決
定等を踏まえた措置を、引
き続き講じるものとする。 

（７）資産の売却等 
機構が保有する資産につ

いては、既往の政府決定等
を踏まえた措置を引き続き
講じるものとする。 

（７）資産の売却等 
 (記載事項なし） 

－ （３）資産の売却等 
 措置の求められた機構の保有資産につい
て、売却の上で譲渡収入の国庫納付を行っ
た。 

 
 
 以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が
なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（３）運営費交付金の効率的活用の促進 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （４）運営費交付金の適切

な執行に向けた取組 
各年度期末における運営

費交付金債務に関し、その
発生要因等を厳格に分析
し、減少に向けた努力を行
うこととする。 

（８）運営費交付金の効率
的活用の促進 

機構においては、その資
金の大部分を第三者への委
託、助成等によって使用し
ていることから、年度末の
確定検査によって不適当と
認められた費用等について
は、費用化できずに結果と
して運営費交付金債務とし
て残ってしまうという仕組
みとなっている。しかしな
がら、運営費交付金の効率
的活用の観点からは、費用
化できずに運営費交付金債
務となってしまうものの抑
制を図ることが重要であ
る。 
このため、独立行政法人

化における運営費交付金の
メリットを最大限に活用す
るという観点を踏まえ、各
年度期末における運営費交
付金債務に関し、その発生
要因等を厳格に分析し、減
少に向けた努力をしてい
く。 

（８）運営費交付金の効率
的活用の促進 
年度末における契約済又

は交付決定済でない運営費
交付金債務を抑制するため
に、事業の進捗状況の把握
等を中心とした予算の執行
管理を行い、国内外の状況
を踏まえつつ、事業の推進
方策を検討し、費用化を促
進する。年度期末における
運営費交付金債務に関し、
その発生要因等を厳格に分
析する。 

－ （３）運営費交付金の効率的活用の促進 
年度末における契約済又は交付決定済で

ない運営費交付金債務を抑制するために、
事業の進捗状況の把握等を中心とした予算
の執行管理を行い、国内外の状況を踏まえ
つつ、事業の推進方策を検討し、費用化を促
進した。 
具体的には、 

・平成２８年度の予算配賦の課題を分析し
た上で、平成２９年度終了時に交付金債
務を大幅に削減できるような平成２９年
度予算配賦を行うべく検討を実施。課題
分析の結果やそれを踏まえ今後の予算管
理・配賦方針を策定した。 

・推進部の予算執行状況調査を毎月実施。
また、概算要求状況のとりまとめ等に係
る支援・調整を適宜実施し、それぞれ運営
会議等で報告した。 

・「予算執行担当者チーム会議」を定期的に
開催した。 

・加速制度を再整備した。 
・平成２９年度予算配賦について、当初配
賦案として昨年度は３月に策定されたも
のを、今年度は 1 月中に策定。また、平
成２９年度加速について、平成２８年度
中である平成２９年度２月に判断。予算
策定や加速の判断を早期に実施すること
で、費用化を促進した。 

 
 また、年度期末における運営費交付金債
務に関し、その発生要因等を厳格に分析す
るために、繰越予定額に関する事前登録制
を設けるなど期中から状況を把握し、年度
期末により精緻に分析できる体制を構築し
た。 

＜自己評価の根拠＞ 
●運営費交付金債務について、前年度の４
７２億円から３１６億円に減少。前期
（第２期中期計画の４年目：５３５億
円）よりも減少に転じており、効率的な
削減に向けて推移。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（４）剰余金の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
   剰余金の適正化 

●当期総利益等の発生要
因、業務運営の適正性を
図る。また、利益剰余金の
計上を業務運営上適切性
のあるものとする。 

 

－ （４）剰余金の適正化 
 平成２８年度末の利益剰余金は、３勘定
（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給
勘定）で計１２０．６億円を計上。 
機構の主たる業務である研究開発関連業

務は、運営費交付金等を財源として着実に
実施しており、第三期中長期目標期間の最
終年度に達するまでの間は、費用相当額を
収益化することから、これにより利益剰余
金が発生することはない。 
 一方、附帯的業務等により、研究開発資産
売却収入､貸倒引当金戻入益等による利益
が発生している。これらの利益は、総務省の
示す認定基準に合致しないことから、目的
積立金の申請はしていない。 

＜自己評価の根拠＞ 
●平成２８年度末の利益剰余金は主に研
究開発資産売却収入等であり、３勘定
（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー
需給勘定）で計１２０.６億円を計上。 

 
 
 
 
 
 
 
 以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が
なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
 

 

 
 
  



Ⅲ－6 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（５）債務保証経過業務、貸付経過業務、リスク管理債権適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （２）クレジット取得関連

業務 
ＮＥＤＯは、引き続き、

政策当局と緊密な連携の
下、クリーン開発メカニズ
ム（ＣＤＭ）・共同実施（Ｊ
Ｉ）・グリーン投資スキーム
（ＧＩＳ）プロジェクトに
よる京都メカニズムクレジ
ットの取得業務に、最大限
努力するものとする。 
 

（２）クレジット取得関連
業務 

クレジット取得関連業務
は、京都議定書における我
が国の目標達成に資するた
め、基準年総排出量比１．
６％分の京都メカニズムク
レジットの取得を、費用対
効果を考慮しつつ確実に行
うことを目的として、経済
産業省及び環境省（以下「政
府」という。）が機構に委託
したものである。 

第１期及び第２期中期目
標期間中は、京都議定書目
標達成計画等に基づき、ク
レジット取得契約の締結を
行い、着実に政府への移転
を進めてきた。 

第３期中期目標期間は、
平成２５年度が予算上の国
庫債務負担行為の最終年度
となることから、引き続き
政府との緊密な連携の下、
委託契約の履行に必要なク
リーン開発メカニズム（Ｃ
ＤＭ）・共同実施（ＪＩ）・グ
リーン投資スキーム（ＧＩ
Ｓ）によるクレジットの取
得及び政府への確実な移転
を行う。業務の実施にあた
っては、以下に留意し、リス
クの低減を図りつつ費用対
効果を考慮し、また、地球規
模での温暖化防止及び途上
国の持続可能な開発への支
援を図ることに努める。 

（２）クレジット取得関連
業務 
クレジット取得関連業務

については、ＮＥＤＯ法の
改正による当該業務終了
後、当該業務に係る債権の
回収が終了するまでの間、
当該債権の管理及び回収並
びにこれらに附帯する業務
を行う。 

－ （５）債務保証経過業務、貸付経過業務、リ
スク管理債権適正化 
クレジット取得関連業務については、平

成２７年度、外部監査において、公共施設の
断熱事業のうち、一部の事業で未完工作業
があるとの報告があったため、機構から不
履行通知を発出。平成２８年度は、前述の不
履行が契約に規定された期限までに是正さ
れなかったため、関連する違反金額が機構
へ返還されるようウクライナ環境・天然資
源省（ＭＥＮＲ）と協議を実施。平成２９年
２月、ＭＥＮＲは、未完工が債務不履行を構
成することを認め、不履行相当金額等の返
還に係る合意書(ＭＯＵ)のテキストに合
意。 
本合意に基づき、平成２９年度中に全て

の業務を完了する見込み。 

＜自己評価の根拠＞ 
●平成２８年度にはウクライナ環境･天
然資源省（ＭＥＮＲ）と協議し、不履行
相当額等の返還に係るＭＯＵ案の合意
に至った。本合意に基づき、平成２９年
度中に全ての業務を完了する見込み。 

 

 業務の実施に当たって
は、費用対効果を考えつつ
必要な量のクレジットを確
実に取得するため、契約の
相手先等を原則として公募
するとともに、国際交渉上
の観点や政策的な観点から
プロジェクトの種類や契約
相手について選択的な条件
を付して取得することも検
討することとする。また、
原則として随時の応募受付
と速やかな審査・採否の決
定を行うとともに、審査に
おいて適正に評価する体制

（ア）企画・公募段階 
クレジット取得に係る契

約の相手先となる事業者等
（以下、「契約相手先」とい
う。）の選定は原則公募と
し、客観的な審査基準に基
づき公正な審査を行うとと
もに、国際交渉上の観点や
政策的な観点からプロジェ
クトの種類や契約相手につ
いて選択的な条件を付して
取得することも検討する。
また、契約相手先等が国際
ルール等を踏まえて行っ
た、クレジットを生成する

－ － －   
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を構築し、クレジットの取
得に伴うリスクの低減を図
ることとする。なお、国際
ルール等を踏まえ、クレジ
ットを生成するプロジェク
トに係る環境に与える影響
及び地域住民に対する配慮
を徹底することとする。 
 

プロジェクトに係る環境に
与える影響及び地域住民に
対する配慮について確認を
行う。 
クレジットの取得において
は、個々のクレジット取得
におけるリスクを厳正に評
価し、取得事業全体として
のリスク低減を図る。 

 効率的かつ効果的な業務
管理・運営のため、クレジ
ット取得に係る事業を取り
巻く環境の変化等を踏まえ
て柔軟かつ適切に対応する
とともに、個々のプロジェ
クトの進捗状況の把握、Ｎ
ＥＤＯ内の関係部門との連
携等を行うこととする。 
 

（イ）業務実施段階 
クレジット取得に係る契

約の締結に際しては、費用
対効果を考慮し、必要に応
じて取得契約額の一部前払
を行うこととし、この場合、
原則前払額の保全措置を講
じる。また、契約相手先から
の進捗状況等に関する報告
及び必要に応じた現地調査
等を行うとともに、ＧＩＳ
における早期のグリーニン
グ完了を図るため、必要に
応じて契約相手先と協議
し、適切な指導を行って、契
約が遵守されるよう管理す
る。 

効率的かつ効果的な業務
管理・運営のため、クレジッ
ト取得等業務を取り巻く環
境の変化等を踏まえ、柔軟
かつ適切に対応する。 

－ － －   

 また、外部の専門家・有
識者による、クレジットの
市場動向等を踏まえた検証
及び評価を受けるととも
に、その結果を基に必要な
見直しを行うこととする。 
なお、契約相手先の名称、
取得契約に係るクレジット
量並びに毎年度の取得量及
び取得コストの実績につい
て、我が国が不利益を被ら
ないよう公表時期・内容に
ついて十分留意した上で、
可能な限り公表することと
する。 

（ウ）評価及びフィードバ
ック・情報発信 

当該業務は、京都議定書
の目標達成という国際公約
や、国民の関心の高い地球
温暖化防止に直結している
ため、外部有識者による取
得事業全体の検証及び評価
を毎年度実施し、その結果
を事業に反映させる。 

クレジットの取得状況に
関する情報発信について
は、原則として、契約相手先
の名称、取得契約に係るク
レジット量並びに取得コス
ト、及び毎年度の取得量の
実績について、できる限り
速やかに公表（注）する。た
だし、クレジットの取得コ
ストについては、我が国及
び契約相手先がクレジット
取得事業を実施するにあた
って不利益を被らないもの
に限定する。 
注：我が国及び契約相手先
が不利益を被らないよう公
表時期・内容について十分
留意しつつ実施する。 

－ － －   



Ⅲ－8 

 （３）債務保証経過業務、
貸付経過業務 
新エネルギーの導入に係

る債務保証業務について
は、制度の安定運用を図り
つつ、新エネルギーの導入
目標達成に向け、適切な実
施に努めることとする。 
鉱工業承継業務に係る貸

付金の回収については、債
権の管理を適切に行い、回
収額の最大化を計画的に進
め、約定回収等を終了した
時点をもって廃止するもの
とする。 

（３）債務保証経過業務、貸
付経過業務 
新エネルギーの導入に係

る債務保証業務について
は、制度の安定運用を図り
つつ、新エネルギーの導入
目標達成に向けて適切な実
施に努める。 
鉱工業承継業務に係る貸

付金等の回収については、
債権の管理を適切に行い、
回収額の最大化に向けて計
画的に進め、平成２７年度
末までの業務終了に努め
る。 

（３）債務保証経過業務、貸
付経過業務  
新エネルギー債務保証業

務については、平成２２年
度に新規引受を停止してい
るが、債務保証先を適正に
管理し、代位弁済の発生可
能性を低減させるととも
に、財務状況が改善された
保証先については繰上弁済
を求める。なお、既に発生し
た求償権については、回収
の最大化に努め、必要な措
置を講じていく。 

－ 新エネルギー債務保証業務については、
債務保証中の４社について事業の実施状況
の確認及び財務状況の把握に努め、うち１
社については代位弁済リスク低減のため、
平成２８年８月末に条件変更を行った（平
成２８年度末保証残額４社１３億円）。 
 また、求償権債権についても適切なリス
ク管理に努め、一部求償先から平成２８年
度に約１００万円を初の弁済金として回収
した。 
 
 

●新エネルギー債務保証業務について債
務保証残高の大幅な減少（２．４億円）
を達成することができた要因は、可能
な限り保証リスクを低減させるため、
保証先との対話を密にしつつ、事業実
施状況及び財務内容をチェックし、金
融機関との連携を通じて回収に努めた
ことや、収益改善状況を適切に把握し、
可能な限り前倒し返済を促すととも
に、一部繰上償還等前倒し弁済が図ら
れるよう保証先との調整に努めた。 

 
●鉱工業承継業務については、「鉱工業承
継勘定」廃止に伴う出資者への残余財
産分配の際、繰越欠損金を残したまま
当該勘定を廃止する可能性もあった
中、最終的には出資金（国：１５億円、
民間１８１社：２，２００万円）につい
て毀損せずに返還するとともに、加え
て９，２００万円の剰余金を国庫に返
納。 

 
●貸倒懸念債権、破産更生債権等につい
ては、債権残高の解消に向けて適切な
リスク管理並びに着実な債権回収に努
めており、平成２８年度末において債
権残高は総額１２．６億円（対前年度
２．５億円の減）。 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己
評価をＢとした。 
 

 

 
 
 


